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Ⅰ 対象高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

岐阜工業高等専門学校 

（２）所在地 

岐阜県本巣市上真桑2236－2 

（３）学科等構成、学生数及び教員数 

（平成18年５月１日現在） 

学生数                  単位：人 

準学士課程 1年 2年 3年 4年 5年 計 

機械工学科 43 43 44 39 38 207

電気情報工学科 42 42 41 38 40 203

電子制御工学科 42 41 42 42 37 204

環境都市工学科 42 42 39 41 41 205

建築学科 43 42 41 37 43 206

計 212 210 207 197 199 1025

 

専攻科課程 1年 2年 計 

電子システム工学専攻 14 18 32 

建設工学専攻 11 13 24 

計 25 31 56 

教員数                  単位：人 

準学士課程 教授 助教授 講師 助手 計 

一般科目 9 10 3 0 22

専門基礎 3 2 0 0 5 

機械工学科 3 5 1 2 11

電気情報工学科 4 4 2 2 12

電子制御工学科 5 4 0 2 11

環境都市工学科 5 3 1 1 10

建築学科 3 4 2 1 10

計 32 32 9 8 81

２ 特徴 

「学校の沿革」 

 本校は産業界の強い要望により、中堅技術者の養成の

高等教育機関として、 昭和 38 年４月１日に設置された。

設立時の学科構成は、 機械工学科、 電気工学科、及び 

土木工学科の３学科であり、 入学定員はそれぞれ 40 名

であった。昭和 38 年 岐阜県各務原市鵜沼中学校の仮校

舎で開校式と第１回入学式が挙行され、 昭和 39 年 岐阜

県本巣郡真正町の本校舎に移転し、現在に至っている。 

 この間、昭和 43 年度に岐阜県下の高等教育機関として

初めてである 建築学科（入学定員 40 名）、 昭和 63 年

度には電子制御工学科（入学定員 40 名）が増設された。 

また、平成５年度には土木工学科が環境都市工学科に改

組され、 平成７年度には 電子システム工学専攻と建設

工学専攻の２つの専攻科が設置された。平成 12 年度には

電気工学科が電気情報工学科に改組され、電気電子工学

と情報工学の2コース制をとっている。 

 現在では、５学科・２専攻、学生数 1,040 名(入学定

員)規模の教育・研究機関に発展してきている。 

「学校の特徴」 

 以下の事項に積極的に取り組み成果をあげている。 

１．国際性の育成 

１）英語教育の活性化 

 TOEIC 団体受験を全国高専に先駆けて平成 12 年度より

導入し第三学年全員が団体受験している。最近 3 年間で

平均スコアが 60 点上がり、平成 17 年度は 366 点と飛躍

的な成果を生んでいる。 

２）海外インターンシップ 

 平成 15年度より導入し，継続して実施している。 

２．マルチメディア教育 

 マルチメディア教育棟を建設し、第四学年全員の机に

パソコンを設置し、マルチメディア教育を実施している。 

３．ものづくり教育 

 各学科で PBL に取り組み、高専見学会、ロボコン、プ

ロコン等で成果をあげている。 

４．ＦＤへの積極的な取り組み 

１）フォローアップ点検 

 学生による授業評価、教員による自己点検、フォロー

アップ教員による点検評価及び面談、中間時点で評価の

低い項目の後半の授業での改善案の提示を実施している。 

２）授業参観 

 授業参観週間を設定し、保護者、教員及び職員による

授業の点検評価を実施している。 

３）公開授業 

 各学科で公開授業を実施し、教員同士の授業検討会に

よりスキルアップをはかっている。 

５．専攻科教育 

１）インターンシップ 

 平成 7 年の設置当初からインターンシップを必修単位

として継続的に実施している。海外インターンシップは，

平成 15年度から導入・実施している。 

２）JABEE 認定 

 「環境システムデザイン工学」教育プログラムが平成

15年度に JABEE 認定された。 

３）英語教育 

 平成 19 年度修了生までは TOEIC スコア 400 以上、平成

20年度修了生以降は 425以上の能力を保証する。 

４）学会発表 

 学協会等で口頭発表する能力があることを保証する。 

６．教員の教育・研究活動等 

１）外部資金獲得 

 科研費採択件数 4 年連続高専トップ、現代 GP2 件採択

等、外部資金獲得に努力し成果をあげている。 

２）表彰等 

 教員研究集会の文部科学大臣賞と機構理事長賞のダブ

ル受賞(平成１７年度)等、多くの教員が学協会で表彰を

受けている。 

３）地域社会への貢献 

 岐阜県の重点施策である情報産業育成に協力している。 

 本巣市と地域連携協定を結んでいる。 

 公開講座及び出前授業を実施している。 
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Ⅱ 目的 

１ 岐阜工業高等専門学校の使命 

  「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成すること」を昭和38年の創設時に学校

の目的と定め学則に掲げた。平成7年には専攻科の目的を「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業

に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究を指導すること」と定め学則に掲げた。この目的は現在に

至るまで一貫している。 

 平成15年には創立40周年を機に新たな教育研究活動の基本方針，教育理念及び養成すべき人材像を定めた。 

２ 教育研究活動の基本方針 

 高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めるという使命に燃え，日本の産業構造の国際化な

らびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加えて，環境に配慮した人間性豊かで倫理観を

備えた技術者を育成する。教育理念，教育目標及びその具体的な内容は不断に改善し，計画的に教育・研究活動を

実行する。より具体的には，以下に示すような「教育理念」，「養成すべき人材像」及び「教育目標」を高く掲げ，

教職員はその目標に向かって努力する。 

３ 教育理念 

 （１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚める。 

 （２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つ。 

 （３）情報化社会の最前線で活動する。 

４ 養成すべき人材像 

 科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

５ 各学科，専攻科において養成すべき人材像 

一般科目（人文） 

 人類の歴史的な背景・文化を理解し、他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野と倫理

観を持った人材 

 日本語で十分に受容・発信できるだけでなく、外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信でき、獲得した

広い視野、高い見識、倫理観を実社会で活かすことができる人材 

一般科目（自然） 

 数学・物理・化学の基礎的な知識をもち、専門分野にそれを応用する能力のある人材。 

 心身の健康についての知識を持ち、健康的な生活を送ることができる人材 

機械工学科 

 国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し、社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる情

報処理能力と情報解析能力を備えた技術者 

電気情報工学科 

 電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高度な専

門技術と知識を修得していける能力を身につけた技術者 

電子制御工学科 

 電気・電子、情報・制御、機械関連の基礎知識と考え方を身につけ、国際化する高度情報化社会の要求に応え、電

子制御・情報制御技術を基礎として、創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者 

環境都市工学科 

 人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と、自然と共生・調和し環境負荷

の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し、人類の持続的発展を支え
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る社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者 

建築学科 

 人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する基礎的

技術と教養を有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者。 

専攻科 

（電子システム工学専攻） 

より確かな専門知識とそれを応用しながら、資源、エネルギーの有効利用および環境への配慮等を意識し、自然環

境と共生・調和したヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発でき、異分野のシステム・技術を理解して、

これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

（建設工学専攻） 

得意とする専門分野を深めそれを応用しながら、自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を営む空

間の構築とそれらを自然災害から守る防御システムの構築等を達成するための発展的思考力を持ち、異分野のシステ

ム・技術を理解して、これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

６ 教育目標 

準学士課程 

(1)広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

(2)基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

(3)国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

(4)工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

(5)教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専攻科課程 

(1)得意とする専門分野をさらに深め、異分野を理解し複数の分野にも対応できる思考力を備えた技術者の育成 

(2)社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し、継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力を

備えた技術者の育成 

(3)的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

(4)先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

(5)多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ、技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成 

７ 養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標の分類 

 各学科・専攻科では、養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を次のように分類して，その内

容を定めている。 

（A）倫理観 （A-1）社会倫理、（A-2）技術者倫理、（A-3）芸術・保健体育・徳育 

（B）デザイン能力 （B-1）計画能力、（B-2）実践能力 

（C）コミュニケーション能力 （C-1）日本語、（C-2）外国語 

（D）専門知識・能力 （D-1）数学，自然科学，（D-2）基礎工学，（D-3）専門分野を含む学際分野，（D-4）専門

分野，（D-5）異なる分野の理解と複合 

（E）情報技術 

  このうち、（A-1）、（A-3）、（C-1）、（C-2）及び（D-1）は各学科に共通の学習・教育目標である。  

  本校の目的に沿って、準学士課程では基礎を重視し、基礎的知識及びそれを応用する能力の取得を具体的な目標

とし、専攻科課程では専門分野のより高度な知識の取得及び他の分野を理解しそれを複合する能力を取得すること

を目標としている。詳しい内容は学生便覧等に明示している。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

（観点に係る状況） 

昭和38年の創設時に学校の目的を定め，学則（資料１－１－①－１）に掲げた。平成7年には専攻

科の目的を定め，学則（資料１－１－①－２）に掲げた。この目的は現在に至るまで一貫している。 

資料１－１－①－１

「本校の目的」 

第１章 総則 

（目的） 

第1条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づ

き，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成することを目的とする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 

資料１－１－①－２

「専攻科の目的」 

第８章  専攻科 

（設置） 

第37条 本校に専攻科を置く。 

（目的） 

第38条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授

し，その研究を指導することを目的とする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 

 平成15年には，創立40周年を機に新たな教育の基本方針（資料１－１－①－３），教育理念（資料

１－１－①－４），養成すべき人材像（資料１－１－①－５）を定めた。 

資料１－１－①－３

「教育の基本方針」 

本校への多様な役割が期待される中にあって，高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めると

いう使命に燃え，日本の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加え

て，環境に配慮した人間性豊かで倫理観を備えた技術者を育成するということが本校の教育方針であります。教育理

念，教育目標及びその具体的な内容は不断に改善し，計画的に教育・研究活動を実行しています。より具体的には，

以下に示すような「教育理念」，「養成すべき人材像」及び「教育目標」を高く掲げ，教職員はその目標に向かって

努力します。 

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①－４

「教育理念」 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

（３）情報化社会の最前線で活動すること。 

（出典 学生便覧）
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資料１－１－①－５

養成すべき人材像 

  科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

（出典 学生便覧）

準学士課程及び専攻科課程の教育目標は資料１－１－①－６及び資料１－１－①－７に定めている。   

 資料１－１－①－６

「教育目標」（準学士課程） 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３） 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４） 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

（出典 学生便覧）

   

 資料１－１－①－７

「教育目標」（専攻科課程） 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力を備えた技術者

の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力

を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成 

（出典 学生便覧）

教育目標は抽象的であり「教育の基本方針」にあるように努力目標である。各学科・専攻科で養成

すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を（A）倫理，（B）デザイン能力，（C）コ

ミュニケーション能力，（D）専門知識・能力，（E）情報技術に分類し，卒業生・修了生全員が達成

すべき内容を定めた。教育目標と，具体的な学習・教育目標の分類との対応を資料１－１－①－８及

び９に示す。学生へ示す標語として，校長は（１）ものづくり，（２）国際化，（３）IT，教務では

（１）広い教養，（２）深い専門，をあげている。標語との対応も合わせて同資料に示す。 
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資料１－１－①-８

 

「学校の教育目標，各学科で養成する学力や資質・能力等の具体的な学習・教育目標の分類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

（出典 学生便覧）

    養成すべき学力や資質・能力等 

         の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（準学士課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイン

能力 

（C） 

コミュニ

ケーショ

ン能力 

（D） 

専門知識

・能力 

（E） 

情報技術 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向

上心に富み，教養豊かで心身ともに

健康な技術者の育成 
◎ ○    

（２） 基礎学力を身につけ，創造

力，応用力，実践力を備えた技術者

の育成 
 ◎  ◎  

（３） 国際コミュニケーション能力

と先端情報技術を駆使する能力を備

えた技術者の育成 
  ◎  ◎ 

（４） 工学技術についての倫理観を

有した技術者の育成 
◎     

（５） 教育研究活動を通じて社会へ

貢献できる技術者の育成 ○ ◎  ◎  

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 IT 
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専攻科課程の対応を資料１－１－①-９に示す。 

資料１－１－①-９

 

「学校の教育目標，専攻科で養成する学力や資質・能力等の具体的な教育目標の分類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

     養成すべき学力や資質・能力等 

         の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（専攻科課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイン

能力 

（C） 

コミュニ

ケーショ

ン能力 

（D） 

専門知識

・能力 

（E） 

情報技術 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとと

もに，異分野を理解し複数の分野にまたがった

思考力を備えた技術者の育成 
   ◎  

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・

企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改

善できる問題解決能力を備えた技術者の育成 
 ◎    

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュ

ニケーション能力を備えた技術者の育成   ◎   

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプロ

グラムを構築する能力を備えた技術者の育成     ◎ 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断が

でき，技術者の社会的責任を理解して地域貢献

できる技術者の育成 

◎     

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 IT 

 

（出典 学生便覧）

 

 養成すべき人材像及び学力・資質・能力等の具体的な教育目標を資料１－１－①－10～16に示す。 

資料１－１－①-10

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

一般科目(人文)で養成する人材像 

 今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつには国際事情

と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。またそれを獲得し伝達す

るためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情報，知識を操るのは人間であり，人間的基盤の

健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科目(人文)は取り組んでいる。 

 以上に基づき，一般科目(人文)では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

養成すべき人材像 

 

 ・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野と

倫理観を持った人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信でき，獲得
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した広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目(自然)で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには工学の基礎となる物理・化学分野の自然法則を理解し，科学的な考え

方を養うことが大切である。数学は自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手段であるから，その手法や考

え方を十分に学習しなければならない。 

  現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得する必要が

あり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき一般科目（自然）では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている 

養成すべき人材像 

・数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につけ

る。 

・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，

創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

・英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

・数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

 以上の学習・教育目標は準学士課程の各専門学科に共通のものである。 

（出典 学生便覧）

 

 人間としての倫理，芸術・保健体育に関する能力，コミュニケーション能力，数学・自然科学の基

礎知識及びそれを用いた問題解決能力は一般科目で対応し準学士課程のすべての学科に共通である。 

資料１－１－①-11

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

機械工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

機械工学は｢ものづくり｣技術の根幹を成す学際領域である。｢ものづくり｣は機械製品の立案計画段階である

（１）機械設計と，これに続いた製品を具現化する段階である（２）機械製作の２段階により構成される。 

機械設計は，機械技術者の叡智と経験とを集約・統合することによって，はじめて実現される創造的な営みの発露

である。機械技術者をめざす学生は，機械設計技術の基盤である数学，物理，及び情報技術等を修得することが不

可欠である。さらに，これらの科学技術を基礎として，機械設計技術に直結した｢材料力学｣，｢流体力学｣，｢熱力

学｣，及び｢機械力学｣を中心とした力学関連教科目を修得しなければならない。 

機械製作は，機械設計技術者により考案された製品のイメージを，実際の製品として具現化する崇高な創造的プ

ロセスである。機械技術者は①経済性，②品質，③工期，あるいは④環境保全・安全についての所定の制約条件下

で，最適な加工条件を見出し実現する重責を担っている。機械技術者をめざす学生は，生産機械操作についての実

践的能力のみならず，生産技術に深い関わりのある｢機械工作法｣，｢計測工学｣，｢制御工学｣，及び｢システム工学｣

等の教科目を修得しなければならない。 

一方，｢ものづくり｣を効率的に遂行するために，機械技術者は，道具としてのIT技術を修得することが必要であ

る。また，国内外の｢ものづくりチーム｣の一員として活躍するためには，｢コミュニケーション能力｣，及び｢倫理観

に基づく社交性｣が求められ，機械技術者をめざす学生にはこれらの能力を滋養することが期待されている． 

以上に基づき，機械工学科準学士課程では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げて

いる。 

機械工学科で養成すべき人材像 

 国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し，社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる
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情報処理能力と情報解析能力を備えた人材 

機械工学科の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を

身につける。 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する機械技術者としての倫理観の基礎を身につけ

る。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞

力，協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立て

る能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる

総合的なデザイン能力の基礎を身につける。 

（C)コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）機械工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料，力学）の基礎知識と能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺学際分野にも共通な分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全

等）の知識と能力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得

する。 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能

力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養

う。 

（E）情報技術を身につける。 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力の基礎を身につける。 

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①-12

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

電気情報工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

電気情報工学科では，近年の急速な電気・電子・情報技術の進展や今後の各種技術革新にも対応でき，国際性や

倫理観を有する技術者を養成するため，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各分野についての基礎的な技

術と知識を身に付け，高度細分化した専門技術や知識の自立的な修得を可能とする教育を目指している。本学科で

はこの目標を効率的に達成するため，学生の資質に応じた教育を可能とする，コース別カリキュラムを四年次より

導入している。電気電子工学コースと情報工学コースに分かれた教育カリキュラムにより，専門的技術と知識の効

率的な修得を可能とし，電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社

会の要求に応えることのできる高度な専門技術と知識を修得した技術者の養成を目指している。 

以上に基づき，電気情報工学科では本校ＪＡＢＥＥプログラムと対応して以下に示す「養成すべき人材像」及び

「学習・教育目標」を掲げている。 



岐阜工業高等専門学校 基準１ 

－10－ 

養成すべき人材像 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高度な専

門技術と知識を修得していける能力を身につけた技術者 

学習・教育目標 

(A)倫理を身につける。  

(A-1) 人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

(A-2)電気・電子・情報技術が地球環境に及ぼす影響等を自覚する技術者としての倫理観の基礎を身につける。

(A-3) 心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

(B)デザイン能力を身につける。  

(B-1)電気・電子・情報に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で問題を解決していくた

めの計画を立てる能力を身につける。  

(B-2)電気・電子・情報工学の基礎知識を活用して計画を実行し，得られた成果を解析して論文にまとめていく

総合的なデザイン能力を身につける。  

(C)コミュニケーション能力を身につける。  

(C-1)日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。  

(C-2)英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

(D)電気・電子・情報工学とその基礎となる学際分野及びその周辺の境界学際分野の，知識・能力の基礎を身に

つける。  

(D-1)数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。  

(D-2)設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識とその応用能力を身につける。  

(D-3)電気・電子・情報工学の周辺学際分野の共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の基

礎知識とその応用能力を身につける。  

(D-4)電気電子コース・情報コースにて，両コースに共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社

会の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身につけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修

得していける能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得し

ていける能力を身につける。 

(E)情報技術を身につける。  

(E-1)情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・

構築・表現化の基礎知識と能力を身につける。  

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①-13

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

電子制御工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

近年における電子制御技術の進歩に代表される各種技術に柔軟に対応できる技術者の育成を目的とし，電子制御

技術の高度化や専門細分化の進化に伴う時代の流れを適切にとらえ，その基礎となる基礎技術の習得ならびに，そ

の応用展開としての電子制御システムの運用に実践的に関わることができる学生を育てることを教育目標とする。

そのため，電気・電子，情報・制御，機械関連技術を統一的見地から総合的に駆使して，将来において，より高度

で環境に配慮した知的システムを創造的に構築し展開できる人材を育成することが，電子制御工学科の社会的役割

である。 

以上に基づき，電子制御工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

養成すべき人材像 
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電気・電子，情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけ，国際化する高度情報化社会の要求に応え，

電子制御・情報制御技術を基礎として，創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者。 

学習・教育目標 

（A） 倫理を身につける。  

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎

を身につける。 

（Ａ－２）電子制御技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞

力，協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

 

（B） デザイン能力を身につける。  

（Ｂ－１）電気・電子，情報・制御，機械に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自

発的に問題を解決するための計画を立てる能力を身につける。  

（Ｂ－２）電気・電子，情報・制御，機械の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られ

た成果を論文にまとめる総合的なデザイン能力を身につける。  

（C) コミュニケーション能力を身につける。  

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D） 電子制御工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。  

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。  

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の

知識と応用能力を身につける。  

（Ｄ－４）電子制御工学の専門分野における基礎知識を身につけ，それを活用して電子制御システムを運用で

きる能力や，社会の要求に応じて専門知識と技術を修得していける能力を養う。 

    (1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

(2)制御・情報，機械を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

（E） 情報技術を身につける。  

情報機器を使って，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表

現化などを行うための基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①-14

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

環境都市工学科で養成する人材像および学習教育目標 

「社会基盤」と呼ばれるモノ，それは例えば，車で走る，電気がつく，水を飲むといった当たり前の生活環境を

支えているモノであり，通信・物流・輸送といった安全かつ円滑な社会活動を支えるためのモノであり，なにより

自然災害から国土を守るためのモノである。これらはすべて我々にとって必要不可欠な存在であり，どのような世

の中になっても決して無くなるものではない。そして，これらを実現する仕組みづくりが「社会基盤整備」なので

ある。 

わが国の世界に冠たる社会基盤整備技術は，日本はもとより，人類の発展に大きく貢献しているが，今後はさら

に環境容量の配慮が最重要課題となる。人類が持続的な発展をしていくためには，自然と共生した社会基盤の整備

や地域の歴史や文化と調和のとれた創造的な都市づくりを実現できる技術者の養成が望まれている。 

 以上に基づき，環境都市工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

 人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共生・調和し環境負
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荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持続的発展を

支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術者 

学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身

につける。 

（A―2）環境都市工学にたずさわる技術者にとっての倫理の必要性を認識する。 

（A－3）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，

協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）環境都市工学に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，自発的に問題を解決するための計画を

立てる能力を身につける。 

（B―2）環境都市工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめ

る基本的な能力を身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（C―2）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）環境都市工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（D―2）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の学問共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識と

能力を身につける。 

（D―4）専門分野としての環境都市工学において以下の基本的な知識および考え方を身につける 

（1）人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備に関する基本的な知識およ

び考え方を身につける。 

（2）自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識および

考え方を身につける。 

（D―5）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とす

る分野とは異なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた計画・構築・

表現化の能力を身につける。 

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①-15

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

建築学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

建築学科では，人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全

性に関する技術と教養並びに，それらを総合化する能力を教授することにより，実践的技術者の育成と創造性の涵

養を目標にしています。 

以上に基づき，建築学科では以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げています。 

建築学科準学士課程で養成すべき人材像 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する基礎

的技術と教養を有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者。 
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建築学科で養成すべき学習・教育目標 

（Ａ）倫理を身につける 

（A-1）歴史的な背景・文化を理解し，建設技術に起因する社会問題や環境問題を捉え，人間として，また，

技術者としての倫理観を身につける。 

（A-2）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重し，地球的規模で社会問題や環境問題

を捉えるという人間としての倫理を身につける。 

（A-3）心身ともに健康な技術者であるために，感性を中心とする認識･表現能力，健康管理および体力を身

につける。 

（Ｂ）デザイン能力を身につける 

（B-1）建築に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための

計画を立てる能力を身につける。 

（B-2）建築学の基礎知識を活用し，分析して成果を論文や設計図面にまとめる総合的なデザイン能力を身に

つける。   

（Ｃ）コミュニケーション能力を身につける 

（C-1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C-2）英語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（Ｄ）専門知識・能力を身につける 

（Ｄ-1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ-2）設計・情報・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。  

（Ｄ-3）建築学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測，安全等）の知識と 

応用能力を身につける。 

（Ｄ-4）建築学の専門分野の基礎知識を身につけ，さらに，専門性とその体系化をはかるために，次の分野

に必要とされる能力と技術を修得する。 

(1)建築・都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よりよい生活空間を機能的かつ芸術的観点から計画す

る能力と設計に必要な技術  

(2)建築室内および外部空間において，省エネルギーを考慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予

測，評価，調整の方法と設計に必要な技術 

(3)建築物の内外で安心して社会活動が営めるよう，構造上安全な建築空間ならびに構造形態を計画する能力

と設計に必要な技術 

（Ｅ）情報技術を身につける 

  情報機器を使いこなし，表現化して説明できる能力を身につける。 

 

（出典 学生便覧）

 

資料１－１－①-16

「養成すべき人材像及び学力・資質・能力」 

専攻科で養成する人材像および学習教育目標 

人類が地球上で持続的に発展していくには，生産に関わる各種資源物質の枯渇の防止と，地球上の生態系に影響

を及ぼす諸物質の拡散防止などへの配慮が欠かせない。このためこれからの「ものづくり」においては，人間の労

働や知的活動を支援し，より快適な社会生活を営むための人工環境を提供する一方で，地球環境の保全や循環型社

会の構築に関する配慮が重要となる。専攻科では，社会生活上必要な各種「機能」とそれを実現する｢もの（機械，

電気・電子機器，建築物，社会基盤）｣，「空間（生活，都市，自然）」，「エネルギー」，「知識・情報」および

それらの「制御・管理」などから構成される｢環境システム｣を，地球環境の保全を考慮に入れて構想し，設計し，

生産する，総合的なデザイン能力を育成することを目的としている。 

 以上に基づき，専攻科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 
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養成すべき人材像 

（電子システム工学専攻） 

より確かな専門知識とそれを応用しながら，資源，エネルギーの有効利用および環境への配慮等を意識し，自然環

境と共生・調和したヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発でき，異分野のシステム・技術を理解し

て，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

（建設工学専攻） 

得意とする専門分野を深めそれを応用しながら，自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生活を営む空

間の構築とそれらを自然災害から守る防御システムの構築等を達成するための発展的思考力を持ち，異分野のシス

テム・技術を理解して，これと自らの分野にまたがるシステムを構築できる技術者 

学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）地球的規模で社会問題や環境問題を捉える倫理観を身につける。 

（A―2）科学技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）実務上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能力

を身につける。 

（B―2）基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総合的な能力

を身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C―2）国際的に通用するコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）専門知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の高度な知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（D―2）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料・バイオ，力学，社会技術）の高度な知識と能力を身に

つける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の専門共通分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）の高度な

知識と能力を身につける。 

（D―4）最も得意とする専門分野のより高度な知識と能力を身につける 

（D―5）異なる技術分野を理解し，得意とする専門分野の知識と複合し，人にも地球にも優しい環境システムを

開発する能力を身につける。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力を身につける。 

（出典 学生便覧）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程及び専攻科課程の目的を定め使命とすることを学則に示している。教育の基本方針は学

生便覧に明示している。学校および学科，専攻科で養成すべき人材像を定め，学生便覧に示している。 

準学士課程で達成しようとしている教育目標は以下の通りである。 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３） 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４） 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専攻科課程では，以下の通りである。 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力

を備えた技術者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善でき
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る問題解決能力を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる

技術者の育成  

 各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を，(A)倫理，(B)デ

ザイン能力，(C)コミュニケーション能力，(D)専門知識・能力(（D-1）数学，自然科学，（D-2）基

礎工学，（D-3）専門分野を含む学際分野，（D-4）専門分野，（D-5）異なる分野の理解と複合)，

(E)情報技術 に分類しその内容を定め，学生便覧やシラバスに明示している。 

 準学士課程では基礎的知識及びそれを応用する能力の取得を目標とし，専攻科課程では専門分野の

より高度な知識の取得及び他の分野を理解しそれを複合する能力の取得を目標としている。 

 以上のように，目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，及び，

養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等を明確に定めている。 

 

観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的は学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学校一般に求められる目的を踏まえて

策定した。教授内容及び職業に必要な能力は資料１－１－②－１及び１－１－②－２に示している。 

資料１－１－②－１

「岐阜工業高等専門学校の概要」 

１． 創立 昭和38年４月１日 

２． 目的 工業関係の専門知識を教授し，実践的な技術の学習を通じて，高度の理論を実際面に活か

す能力を持った人間を育成することを目的とします。 

（出典 岐阜工業高等専門学校入学者募集要項）

 

 

 

資料１－１－②－２

「教授内容及び職業に必要な能力」 

本校の教育は，「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為な人材を育成する」

ことにあります。学生が社会で実践的技術者として活躍できるように，高等学校３年間と大学の前

半２年間をあわせた修業年限５年間において，高等学校と同様な一般科目ならびに大学と同様な専

門科目の中から，本校独自に精選した教育課程を編成し，効率的に５年間一貫教育を実施している

ことが特徴です。 

専門学科は，それぞれ学科の特色を活かした教育課程を用意しており，社会の推移や要請に応じ

て教育課程自体も更新・改善され，学科ごとに受け入れ方針が示されています。本校で学修する専

門科目の内容は大学レベルと同等であり，「ものづくり」教育を重視した様々な実験や実習を通じ

て，学んだ理論を広く応用し展開する実践的な能力を学生は習得することが可能となります。ま

た，就業年限５年の本科の教育課程尾を修了後，本校の専攻科において，一段と深く専門分野に関

する学芸を学修し，あわせて，学術研究活動を通じてその成果を社会に還元する道が開かれていま

す。 

（出典 学生便覧）
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 目的と，各学科・専攻科で養成する人材像とは資料１－１－②－３の対応がある。 

資料１－１－②－３

「人材像の目的との対応」 

 教務会議（第 20 回）資料

人材像と目的の対応 

準学士課程の目的 

「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養

い，有為の人材を育成する」 

このうち「有為の人材を育成する」には  

学校として養成する「科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術

者」が対応する。 

「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成する」には以下の対応がある。 

「深く専門の学芸を教授し」に対応 「職業に必要な能力を養い」に対応 

一般科（人文）で養成する人材像のうち 

人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他

国の立場を尊重し，社会問題を考えることがで

きる広い視野と倫理観を持った人材 

日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異

文化に偏見を持つことなく受容・発信でき，獲得した広い視

野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

一般科(自然)で養成する人材像のうち 

数学・物理・化学の基礎的な知識及び心身の健

康についての知識を身につけた人材 

 

数学・物理・化学の基礎的な知識を専門分野に応用する能力

を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

機械工学科で養成する人材像のうち 

国際社会において機械技術者として活躍するた

めの基礎学力を有した技術者  

社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる情報処理能力と情

報解析能力を備えた技術者 

 電気情報工学科で養成する人材像のうち 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と

技術をバランス良く身につけた技術者  

 

社会の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能

力を身につけた技術者 
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環境都市工学科で養成する人材像のうち 

人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生

活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共

生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型

の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・

考え方を理解する技術者 

 

人類の持続的発展を支える社会基盤整備を積極的に推進でき

る能力を身につけている技術者 

建築学科で養成する人材像のうち 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建

築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安

全性に関する基本的な知識・考え方を身につけ

た技術者  

 

空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する技術を総

合化できる技術者 

  

専攻科課程の目的 

 

「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究

を指導すること」 

「精深な程度において工業に関する高度な専門的知

識」に対応 

「精深な程度において工業に関する高度な技術」に対

応 

電子システム工学専攻で養成する人材像のうち 

機械工学，電気情報工学，あるいは電子制御工学のよ

り確かな専門知識とそれを応用できる技術者 

 

資源，エネルギーの有効利用および環境への配慮等を

意識し，自然環境と共生・調和したヒューマンフレン

ドリーな知的機能システムを開発できる技術者 

異分野のシステム・技術を理解し，これと自らの分野

にまたがるシステムを構築できる技術者 

建設工学専攻で養成する人材像のうち 

環境都市工学あるいは建築学の得意とする専門分野を

深めるとともに，それを応用できる技術者 

 

自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や社会生

活を営む空間の構築とそれらを自然災害から守る防御

システムの構築等を達成するための発展的思考力をも

つ技術者 

異分野のシステム・技術を理解し，これと自らの分野

にまたがるシステムを構築できる技術者 

（出典 教務会議（平成17年度第20回）資料）
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各学科・専攻科で養成する学力及び資質・能力とは資料１－１－②－４の対応がある。 

資料１－１－②－４

「学力及び資質・脳直と目的との対応」 

 教務会議（平成１７年度第 21 回）資料

養成する学力及び資質・能力と目的との対応 

準学士課程の目的 

「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な

能力を養い，有為の人材を育成する」 

「深く専門の学芸を教授し」に対応 「職業に必要な能力を養い」に対応 

養成する学力 養成する資質・能力 

一般科目 

(A-1)人類の歴史的な背景・文化を理解

し，他者・他国の立場を尊重して社会

問題を捉える倫理観の基礎を身につけ

る。 

(D-1)数学・自然科学の基礎知識を身に

つける。 

一般科目 

(A-3)心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力お

よび体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，

創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊

かにする。 

(C-1)日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につけ

る。 

(C-2)英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力

を身につける。 

(D-1)数学・自然科学の基礎知識を用いた問題解決能力を身

につける。 

機械工学科 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼ

す影響等に責任を自覚する機械技術者

としての倫理観の基礎を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システ

ム，情報・論理，材料，力学）の基礎

知識を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺

学際分野にも共通な分野（環境，創

生，エネルギー，計測・制御，安全

等）の知識を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基

礎知識を身につける． 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊

かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能

力の基礎を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継

続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総合

的なデザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材

料，力学）の能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺学際分野にも共通な

分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）の

能力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者として，深度化と体系化を図る

ため次の４つの能力を修得する． 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設

計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，

これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な

挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能力 
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（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理

解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，

これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

電気情報工学科 

(A-2)各専門学科の技術が地球環境に及

ぼす影響等を自覚する技術者としての

倫理観の基礎を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論

理・材料・力学等，工学技術の基礎知

識とその応用能力を身につける。 

（Ｄ－３）電気・電子・情報工学の周

辺学際分野の共通分野（環境，エネル

ギー，計測・制御，創生，安全等）の

基礎知識とその応用能力を身につけ

る。  

（Ｄ－４）電気電子コース・情報コー

スにて，両コースに共通する基礎知識

をバランス良く身につけるとともに，

社会の要求に応え高度な専門技術と知

識を修得していける能力を身につけ

る。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎とな

る主要な知識を身につけ，その応用能

力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子

工学分野の基礎知識を身につけ，応用

的な専門技術や知識を自立的に修得し

ていける能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学

分野の基礎知識を身につけ，応用的な

専門技術や知識を自立的に修得してい

ける能力を身につける。 

電気情報工学科 

（Ｂ－１）電気・電子・情報に関係する技術上の問題点や

新たな課題を理解し，豊かな発想で問題を解決していくた

めの計画を立てる能力を身につける。  

（Ｂ－２）電気・電子・情報工学の基礎知識を活用して計

画を実行し，得られた成果を解析して論文にまとめていく

総合的なデザイン能力を身につける。  

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，

工学技術の基礎知識とその応用能力を身につける。  

（Ｄ－３）電気・電子・情報工学の周辺学際分野の共通分

野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の基

礎知識とその応用能力を身につける。  

（Ｄ－４）電気電子コース・情報コースにて，両コースに

共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社

会の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能

力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身に

つけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識

を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得して

いける能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身

につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得していけ

る能力を身につける。 

電子制御工学科 

（Ａ－２）電子制御技術が地球環境に

及ぼす影響等に責任を自覚する技術者

としての倫理観を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論

理・材料・力学等，工学技術の基礎知

識と応用能力を身につける。 

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分

野にも共通な分野（環境，エネルギ

ー，計測・制御，創生，安全等）の知

識と応用能力を身につける。 

（Ｄ－４）(1)電気・電子工学を基礎と

した電子制御工学分野に関する基礎知

識と考え方を身につける。 

電子制御工学科 

（Ｂ－１）電気・電子，情報・制御，機械に関係する技術

上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に

問題を解決するための計画を立てる能力を身につける。 

（Ｂ－２）電気・電子，情報・制御，機械の基礎知識を活

用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果

を論文にまとめる総合的なデザイン能力を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，

工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。 

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分野にも共通な分野

（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識

と応用能力を身につける。 

（Ｄ－４）(1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分

野に関する基礎知識と考え方を身につける。 
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(2)制御・情報・機械を基礎とした電子

制御工学分野に関する基礎知識と考え

方を身につける。 

（Ｅ）情報機器を使って，専門分野で

必要とされるプログラミングなど，情

報処理システムを用いた企画・構築・

表現化などを行うための基礎知識と能

力を身につける。 

(2)制御・情報・機械を基礎とした電子制御工学分野に関す

る基礎知識と考え方を身につける。 

（Ｅ）情報機器を使って，専門分野で必要とされるプログ

ラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表

現化などを行うための基礎知識と能力を身につける。 

環境都市工学科 

（D―2）設計・システム・情報・論理

・材料・力学等，工学技術の基礎知識

を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の

学問共通分野（環境，エネルギー，計

測・制御，創生，安全等）の知識を身

につける。 

（D―4（１））人類が自然災害から国

土を守り快適で安全な生活を支えるた

めの社会基盤の整備に関する基本的な

知識および考え方を身につける。 

（D―4（２））自然と共生・調和し環

境負荷の低減を考慮した「循環型の都

市づくり」の創造に関する基本的な知

識および考え方を身につける。 

（E）情報機器を使いこなし，専門分野

で必要とされるプログラミングなど，

情報処理システムを用いた計画・構築

・表現化の知識を身につける。 

環境都市工学科 

（B－1）環境都市工学に関係する技術上の問題点や新たな

課題を理解し，自発的に問題を解決するための計画を立て

る能力を身につける。 

（B―2）環境都市工学の基礎知識を活用し，着実に計画を

継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる基

本的な能力を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の学問共通分野（環

境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の応用力を

身につける。 

（D―5）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理

系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とする分

野とは異なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分

野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処

理システムを用いた計画・構築・表現化の能力を身につけ

る。 

建築学科 

(A-2)地球環境や社会に及ぼす影響等に

対する責任を自覚する建築技術者とし

ての倫理観を身につける。 

(D-2)設計・情報・材料・力学等，工学

技術の基礎知識と応用能力を身につけ

る。 

(D-3)建築学の周辺学際分野にも共通な

分野（環境，エネルギー，計測，安全

等）の知識と応用能力を身につける。 

(E)情報機器を使いこなし，表現化して

説明できる能力を身につける。 

建築学科 

(B-1)建築に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解

し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立

てる能力を身につける。 

(B-2)建築学の基礎知識を活用し，分析して成果を論文や設

計図面にまとめる総合的なデザイン能力を身につける。 

(D-4)建築･都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よ

りよい生活空間を機能的あかつ芸術的観点から計画する能

力を身につけ，設計に必要な技術を習得する。 

  建築室内および外部空間において，省エネルギーを考

慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予測，評

価，調整の方法を身につけ，設計に必要な技術を習得す

る。 

  建築物，建造物の内外で安心して社会生活が営めるよ

う，構造上安全な建築空間ならびに構造形態を計画する能

力を身につけ，設計に必要な技術を習得する。 

(E)情報機器を使いこなし，表現化して説明できる能力を身

につける。 
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専攻科課程の目的 

「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授

し，その研究を指導すること」 

「精深な程度において工業に関する高度な

専門的知識」に対応 

「精深な程度において工業に関する高度な技術」に対応 

養成する学力 養成する資質・能力 

（A－1）地球的規模で社会問題や環境問題

を捉える倫理観を身につける。 

（A―2）科学技術が地球環境に及ぼす影響

等に責任を自覚する技術者としての倫理を

身につける。 

（D－1）数学・自然科学の高度な知識を身

につける。 

（D―2）基礎工学（設計・システム，情報

・論理，材料・バイオ，力学，社会技術）

の高度な知識を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の専門

共通分野（環境，創生，エネルギー，計測

・制御，安全等）の高度な知識を身につけ

る。 

（D―4）最も得意とする専門分野のより高

度な知識を身につける 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，情報処理システム

のプランを構築する知識を身につける。 

（B－1）実務上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな

発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能力

を身につける。 

（B―2）基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析

・実行し，得られた成果を論文にまとめる総合的な能力

を身につける。 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につけ

る。 

（C―2）国際的に通用するコミュニケーションの基礎能

力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の高度な知識を用いた問題解決

能力を身につける。 

（D―2）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料

・バイオ，力学，社会技術）の応用能力を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の専門共通分野（環

境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）の応用能

力を身につける。 

（D―4）最も得意とする専門分野の応用能力を身につけ

る 

（D―5）異なる技術分野を理解し，得意とする専門分野

の知識と複合し，人にも地球にも優しい環境システムを

開発する能力を身につける。 

（E）情報技術を身につける 

情報処理システムのプランを構築する能力を身につけ

る。 

（出典 教務会議（平成17年度第21回）資料）

（分析結果とその根拠理由）  

 学則に定めた本校の目的は学校教育法第７０条の２に規定された高等専門学校一般に求められる

目的を踏まえて策定し，教授内容及び職業に必要な能力(資料１－１－②－１及び－２)を示している。

社会の要請に応じて教育課程を編成し，各学科の目標として明確(資料１－１－②－２)にしている。 

 準学士課程の「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，

職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成する」こと，専攻科課程の，「高等専門学校の基礎の上

に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究を指導するこ

と」は，各学科・専攻科で養成する人材像とは資料１－１－②－３の対応がある。 

教授される深い専門の学芸及び職業に必要な能力として「工業関係の専門知識を教授し，実践的な

技術の学習を通じて，高度の理論を実際面に活かす能力」を募集要項に掲げ，学生便覧には「社会の

推移や要請に応じて教育課程自体も更新・改善され」として，高等専門学校に期待されている能力を

設定している。内容は大学レベルと同等であり，「ものつくり」教育を重視した様々な実験や実習を

通じて，学んだ理論を広く応用し展開する実践的な能力と高等専門学校にふさわしいものである。ま

た，専攻科は「就業年限５年の本科の教育課程尾を修了後，本校の専攻科において，一段と深く専門

分野に関する学芸を学修し，あわせて，学術研究活動を通じてその成果を社会に還元する」ものであ
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り，専攻科にふさわしい能力である。人材像，養成する学力及び資質・能力は準学士課程では基礎的

な知識・能力，専攻科課程では高度な知識・能力と明確に区別している。 

 以上のように，本校の目的は高等専門学校一般に求められる目的から，はずれるものでは全くない。 
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  

 教育目的，教育方針等を学生便覧に明記し，教育に関係する教職員に配布している。4月の教員会

議で，教育目的，教育理念，教育方針，教育目標等（資料１－２－①－１）を配布し周知している。 
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資料１－２－①－１

「教育目的，教育理念，教育方針，教育目標等」 

平成18年度主管会議（第１回）資料

平成18年度運営会議（第１回）資料

平成18年度教員会議（第１回）資料

岐阜工業高等専門学校の教育の目的・目標について 

１．教育の目的 

準学士課程 

 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教

授し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成することを目的とする。 

専攻科課程 

 高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究を指導することを目的

とする。 

 

２．教育の基本方針 

 本校への多様な役割が期待される中にあって，高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めるという使命に燃え，

日本の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加えて，環境に配慮した人間性豊かで倫

理観を備えた技術者を育成するということが本校の教育方針である。教育理念，教育目標及びその具体的な内容は不断に改善し，計画

的に教育・研究活動を実行する。より具体的には，以下に示すような「教育理念」，「養成すべき人材像」及び「教育目標」を高く掲

げ，教職員はその目標に向かって努力する。 

 

３．教育理念 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

（３）情報化社会の最前線で活動すること。 

 

４．養成すべき人材像 

 科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

 

５．教育目標 

準学士課程 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

 

専攻科課程 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力を備えた技術者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力を備えた技術者の

育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成 

 

６．各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

 （A）倫理，（B）デザイン能力，（C）コミュニケーション能力，（D）専門知識・能力，（E）情報技術 

本校の標語 
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 （１）国際化，（２）ＩＴ，（３）ものつくり →（Ｃ）コミュニケーション能力，（Ｅ）情報技術，（Ｂ）デザイン能力 

教務の標語 

 （１）広い教養，（２）深い専門 →（Ａ）倫理，（Ｄ）専門知識・能力 

７．教育目標（準学士課程）の具体的な学習・教育目標への展開及び対応学科 

目標 （１）広い視野を

持ち，自立心と向

上心に富み，教養

豊かで心身ともに

健康な技術者の育

成 

（２）基礎学力を

身 に つ け ， 創 造

力，応用力，実践

力を備えた技術者

の育成 

（３）国際コミュ

ニケーション能力

と先端情報技術を

駆使する能力を備

えた技術者の育成 

（４）工学技術に

ついての倫理観を

有した技術者の育

成 

（５）教育研究活

動を通じて社会へ

貢献できる技術者

の育成 

(A-1)倫理 人文・自然   人文  

(A-2)技術者倫理    専門 専門 

(A-3)芸術・体育 人文・自然     

(B-1)計画能力 専門 専門   専門 

(B-2)実践能力 専門 専門   専門 

(C-1)日本語   人文   

(C-2)外国語   人文   

(D-1)理学  自然・専門基礎    

(D-2)基礎工学  専門    

(D-3)専門共通  専門    

(D-4)専門  専門   専門 

(D-5)異分野  専門    

(E)情報技術  専門    

□は主体的に対応， 

（出典 教員会議（第1回）報告事項資料）

 

 教育に関係する職員には，教員会議資料を課長・係長を経由して周知している。学校の教育目標は

学生が毎朝見る掲示板の上部にパネルで掲示している。（資料１－２－①－２） 

資料１－２－①－２

「学校の教育目標のパネル掲示」 

 

（出典 パネル掲示）

 

 学生便覧を入学時に全員に配布し，新入生校内研修において説明している。(資料１－２－①－３) 
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資料１－２－①－３

「パワーポイント資料」 

本校の教育理念 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

（３）情報化社会の最前線で活動すること。 

 

本校の教育目標 

（１）   広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２）   基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３）   国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４）   工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５）   教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

（出典 新入生校内研修教務主事講話）

 年度始めの学級担任会において，学校の目標を教室に掲示し，学生便覧を2部配布し，学生に説明

するよう依頼している。学級担任会のレジュメを資料１－２－①－４に示す。 

資料１－２－①－４

「学生への説明依頼」 

平成18年4月５日学級担任会議資料 

学級担任会議（第1回）教務関係 

１：平成18年度の教育目標等について 

（１） 本校の教育目的・目標について                          資料１ 

全ての学級で，資料１の内容を説明し，教室に掲示して周知してください。 

（２） 「環境システムデザイン工学」教育プログラムの学習・教育目標について       資料２ 

本科3年以上の学級で資料２の内容を説明し，教室に掲示して周知してください。 

（３） 周知の確認について 

学生アンケートにより確認します。 

（出典 学級担任会（第１回）資料より抜粋）

 教職員及び学生に周知されているかどうかのアンケート結果を資料１－２－①－５に示す。 

資料１－２－①－５

「アンケート結果」 
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（出典 平成17年度教務会議（第25回）資料）

教職員に対しても同様のアンケートを実施した。結果を資料１－２－①－６に示す。 

資料１－２－①－６

「アンケート結果」 

教務会議（第25回）資料 

教育目標の周知に関するアンケート（教職員） 

設問 

本校には下記の五つの目標があります。ご存知ですか？             

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

 （２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

 （３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 
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 （４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

 （５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専門学科では五つの目標(倫理，デザイン，コミュニケーション，専門，情報)をあげています。ご存知ですか？  

教務では二つの目標（広い教養，深い専門）をあげています。ご存知ですか？   

校長先生が三つの目標（英語，ＩＴ，ものづくり）をあげています。ご存知ですか？ 

 

基準 

５：よく知っている。 ４：だいたい知っている。 ３：何とか知っている。 

２：あまり知らない。 １：全く知らない。 

 

各段階の回答者率（％），平均は段階の平均値 

教  員 職  員 
目標 

５ ４ ３ ２ １ 平均 ５ ４ ３ ２ １ 平均 

学校 25.8 35.5 25.8 12.9 0 3.7 9.1 36.4 18.2 18.2 18.2 3.0 

学科 48.3 19.4 16.1 9.7 6.5 3.9 27.3 9.1 0 55.6 9.1 2.9 

教務 67.7 25.8 0 3.2 3.2 4.5 9.1 18.2 27.3 27.2 18.2 2.7 

校長 74.2 25.8 0 0 0 4.7 18.2 36.4 27.3 9.1 9.1 3.5 

 

周知方法 

学校：学生便覧配布（教員・職員関係者：毎年），パネル掲示，教員会議資料 

学科：学生便覧配布（教員・職員関係者：毎年），教員会議資料 

教務：教務主事訓話（年一回×五年間），校内掲示，教員会議資料 

校長：入学式，校長講和（年三回×五年間），教員会議資料 

 

（出典 平成17年度教務会議（第25回）資料）

（分析結果とその根拠理由）  

 本校の教育目的及び教育方針等を学生便覧に明記し，教育に関係する教職員全員に配布している。 

 4月の教員会議で，教育目的，教育理念，教育方針，教育目標等を配布し周知している。 

 新入生研修において入学生に学生便覧を配布し，パワーポイントを併用して教育方針，教育理念，

教育目標等について説明している。第２学年以上は各教室に２部配布される。 

 共通の掲示板及び各学級にも掲示している。教職員が身につけている名札の裏にも記載している。 

 中期目標は教員会議において全ての教員に配布し，職員には課長，係長から周知している。 

 学生アンケートから，標語については周知している。教職員アンケートから，教員はよく周知して

いる。職員は，校長の目標については大体周知し，教務及び学科の目標は何とか周知している。 

 以上より，目的はおおむね学校の構成員に周知している。 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

ウェブ（資料１－２－②－１）で教育目標等を社会に公表している。学校案内には，本校が求める

入学者像（資料１－２－②－２），及び卒業時に身につけるべき資質を数字で示した具体的な裏付け

資料としての「卒業者・修了者の就職・大学編入等進路状況」（資料１－２－②－３）を掲載し，中

学校生徒，保護者，教員を対象とした学校説明会（資料１－２－②－４），中学校訪問（資料１－２

－②－５），岐阜高専見学会（資料１－２－②－６）で説明している。進路説明会で配布する入学者

募集要項（資料１－２－②－７）に記載し，パワーポイント（資料１－２－②－８）で紹介している。 

地区保護者懇談会（資料１－２－②－９）で教育目標等の説明を行い，保護者を通じて周囲の中学

生及びその保護者への情報浸透がなされるよう努めている。また，教育目標等を掲載した学校要覧を

近隣の高等教育機関，教育委員会，就職関係企業，中学校等に配布（資料１－２－②－10）している。 
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資料１－２－②－１

ウェブページによる教育目標等（基本方針・理念・重点）の公表 

 

 

（出典 本校ウェブページ）
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資料１－２－②－２ 

 

（出典 学校案内 2006）
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資料１－２－②－３

 

（出典 学校案内 2006）
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    資料１－２－②－４

学校説明会実績 

 
       （出典 教務掲示板・平成 17 年度中学校向け広報の総括と次年度への提言・抜粋 

                                 [＝学内用 Web]） 

 

 

 

 

 

 

 

   資料１－２－②－５

中学校訪問実績 

 

     （出典 教務掲示板・平成 17 年度中学校向け広報の総括と次年度への提言・抜粋 

                                 [＝学内用 Web]） 
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  資料１－２－②－６

岐阜高専見学会実績 

        

（出典 教務掲示板・平成 17 年度中学校向け広報の総括と次年度への提言・抜粋 

                                 [＝学内用 Web]） 

 

 

資料１－２－②－７
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（出典 入学者募集要項）
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資料１－２－②－８

進路説明会におけるパワーポイント資料 

Ver.H15.6.6 GNCT 2/20

本日の説明会の内容

１．高等専門学校とは？

２．岐阜高専の概要

３．カリキュラム・部活動

４．卒業後の進路

５．学寮など/

 

（出典 進路説明会資料）
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   資料１－２－②－９

 

（出典 寮務掲示板・平成 17 年度保護者懇談会日程表[＝学内用 Web]）
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   資料１－２－②－10

学校要覧発送先 

教育機関等への配布 

国立高専 54 校 公立高専 5 校 私立高専 3 校 東海・北陸大学 9 校(富山・金沢・福井・岐阜・静岡

・名古屋・名工・豊橋技術・三重)  名誉教授 25 名 国会図書館 2 部  (独)国立高等専門学校機

構 1 部 ・・・ 計 98 件 

 

平成 17 年度各種イベントによる配布 

○第 4 回京都産官学推進会議 6/25, 26 内閣府等主催 

○CITIMESEin 岐阜 7/14, 15  岐阜県主催 

〇第 1 回ものづくり岐阜テクノフェア 2005 9/30,10/1,2 （社）岐阜県工業会等主催 

〇「岐阜地域大学・高専情報発信コーナー2005」 l1/14～19 岐阜市主催 

○三学連携技術相談会・情報懇談会 11/28 十六銀行主催（約 50 社） 

○岐阜工業高等専門学校・産官学交流懇談会(テクノシンポジウム 2005) 12/2（約 100 社） 

（出典 庶務課所蔵資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料に示されたように，教育目標等はウェブサイトで公開されている。求められる入学者像と卒業

時に身に付けるべき資質は学校案内等で説明されている。教育目標等が掲載された学校要覧が，高等

教育機関，中学校等に配布されている。以上により，目的が社会に広く公表されている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 教育方針，教育理念，教育目標等に，人類愛を謳い，環境を意識した教育を行っている点，郷土愛

を謳い，教育・研究を通じて地域社会への貢献を取り入れている点，国際性を意識し，国際コミュニ

ケーション能力を重視している点及び情報教育を重点に取り上げている点に，本校の特色がある。 

 三つの教育理念及び五つの教育目標を，（Ａ）倫理，（Ｂ）デザイン能力，（Ｃ）コミュニケーシ

ョン能力，（Ｄ）専門知識・能力（Ｅ）情報技術，に展開し，分類の記号をシラバスに記載している。 

 中学校訪問（200 校），高専見学会（参加者 700 名），一日入学（300 名），出前授業（25 校），

本校主催の進路説明会（8 回），中学校主催の進路説明会（25 回），塾への訪問（5 箇所），本校へ

の中学校長会・PTA 来校（3 回）を平成 17 年度に実施し，本校の教育方針等を周知した。 

（改善を要する点）  

社会への広報はホームページによるところが多く，より積極的な方策を考える必要がある。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

 準学士課程は，「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授

し，職業に必要な能力を養い，有為の人材を育成する」こと，専攻科課程は，「高等専門学校の基礎

の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を教授し，その研究を指導する

こと」を使命とし，基本方針は「高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めると

いう使命に燃え，日本の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力

や創造力に加えて，環境に配慮した人間性豊かで倫理観を備えた技術者を育成する」，人材像は，

「科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者」である。 

達成しようとしている教育目標は，準学士課程では 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３） 国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 
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（４） 工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

  専攻科課程では， 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力

を備えた技術者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善でき

る問題解決能力を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる

技術者の育成 

である。各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標を(A)倫

理,(B)デザイン能力,(C)コミュニケーション能力,(D)専門知識・能力,(E)情報技術に分類して定め，

学生便覧，学校要覧，学校案内，ウェッブ等により，学校の構成員に周知し社会に広く公開している。  
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 学科，学級数，入学定員及び履修コースは学則（資料２－１－①－１）に定めている。 

資料２－１－①－１

「学科，学級数，入学定員及び履修コース」 

第３章 学科，学級数，入学定員及び教職員組織 

（学科，学級数，入学定員及び履修コース） 

第７条  学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学科    学級数 入学定員   

機械工学科    １   ４０人   

電気情報工学科 １   ４０人 

電子制御工学科 １   ４０人 

環境都市工学科 １   ４０人   

建築学科    １   ４０人 

２ 電気情報工学科に，次の履修コースを設ける。 

電気電子工学コース 

情報工学コース 

３ 前項の履修コースの選択，決定方法等については，別に定める。 

４ 校長は，教育上有益と認めるときは，異なる学科の学生をもって学級を編成することがで 

きる。 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

   

学校の沿革を学生便覧及びホームページ（資料２－１－①－２）に示している。 

資料２－１－①－２

「学校の沿革」 

岐阜工業高等専門学校（以下，本校）は，産業界の強い要望により，中堅技術者の養成の高等教育

機関として， 昭和３８年４月１日に設置されました。設立時の学科構成は， 機械工学科， 電気工

学科，及び 土木工学科の３学科であり， 入学定員はそれぞれ４０名でありました。昭和３８年 岐

阜県各務原市鵜沼中学校の仮校舎で開校式と第１回入学式が挙行され， 昭和３９年 岐阜県本巣郡

真正町の本校舎に移転し，現在に至っています。 

  この間，昭和４３年度に岐阜県下の高等教育機関として初めてである 建築学科（入学定員４０

名）， 昭和６３年度には電子制御工学科（入学定員４０名）が増設されました。 また，平成５年

度には土木工学科が環境都市工学科に改組され， 平成７年度には 電子システム工学専攻 と 建設

工学専攻の２つの専攻科が設置されました。 平成１２年度には電気工学科が電気情報工学科に改組

されました． 

  現在では，５学科・２専攻，学生数１，０４０名規模の教育・研究機関に発展してきております。 

（出典 ホームページ）
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各学科では，教育目標を反映した共通の目標，工学一般に共通する目標及び学科独自の教育目標を

掲げている。学校の教育目標と一般科目及び各学科の教育目標との関連を資料２－１－①－３に示す。 

資料２－１－①－３

「学校の教育目標と学科の学習・教育目標の対応」 

７．教育目標（準学士課程）の具体的な学習・教育目標への展開及び対応学科 

目標 （１）広い視野を

持ち，自立心と向

上心に富み，教養

豊かで心身ともに

健康な技術者の育

成 

（２）基礎学力を

身 に つ け ， 創 造

力，応用力，実践

力を備えた技術者

の育成 

（３）国際コミュ

ニケーション能力

と先端情報技術を

駆使する能力を備

えた技術者の育成 

（４）工学技術に

ついての倫理観を

有した技術者の育

成 

（５）教育研究活

動を通じて社会へ

貢献できる技術者

の育成 

(A-1)倫理 人文・自然   人文  

(A-2)技術者倫理    専門 専門 

(A-3)芸術・体育 人文・自然     

(B-1)計画能力 専門 専門   専門 

(B-2)実践能力 専門 専門   専門 

(C-1)日本語   人文   

(C-2)外国語   人文   

(D-1)理学  自然・専門基礎    

(D-2)基礎工学  専門    

(D-3)専門共通  専門    

(D-4)専門  専門   専門 

(D-5)異分野  専門    

(E)情報技術  専門    

□は主体的に対応， 

 

（出典 平成18年度教員会議資料より抜粋）

 

一般科目及び専門基礎の担当教員によって，専門学科の共通部分を担当している。専門学科では

（B）デザイン能力及び（D）専門知識・能力の分類で学科独自の教育目標を掲げている。 

 

 

 

  

専門学科が掲げている専門工学の知識・能力に関する独自の教育目標を資料２－１－①－４に示す。 

 

資料２－１－①－４

「専門知識・能力に関する学科別の教育目標」 
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（出典 平成17年度教務会議資料より抜粋）

機械工学科 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得する。 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

電気情報工学科 

（Ｄ－４）)電気電子コース・情報コースにて，両コースに共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社会の要求

に応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身につけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得していける能力

を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得していける能力を身

につける。 

電子制御工学科 

（Ｄ－４）電子制御工学の専門分野における基礎知識を身につけ，それを活用して電子制御システムを運用できる能力や，社会

の要求に応じて専門知識と技術を修得していける能力を養う。 

(1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

(2)制御・情報，機械を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

環境都市工学科 

（Ｄ－４）専門分野としての環境都市工学において以下の基本的な知識および考え方を身につける 

（1）人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備に関する基本的な知識および考え方を身

につける。 

（2）自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識および考え方を身に

つける。 

（Ｄ－５）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とする分野とは異

なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

建築学科 

（Ｄ－４）建築学の専門分野の基礎知識を身につけ，さらに，専門性とその体系化をはかるために，次の分野に必要とされる能

力と技術を修得する。 

(1)建築・都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よりよい生活空間を機能的かつ芸術的観点から計画する能力と設計に必

要な技術  

(2)建築室内および外部空間において，省エネルギーを考慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予測，評価，調整の

方法と設計に必要な技術 

(3)建築物の内外で安心して社会活動が営めるよう，構造上安全な建築空間ならびに構造形態を計画する能力と設計に必要な技

術 



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

－42－ 

（分析結果とその根拠理由）  

 機械工学科，電気工学科及び土木工学科を設置し，時代の要請とともに建築学科及び電子制御工学

科を増設した。社会の進歩に見合った教育課程の変革を行うため，土木工学科を環境都市工学科に改

組した。電気工学の幅広い需用に答え，学生の適正にあった選択を可能にするため，電気工学科を電

気情報工学科に改組し，第四学年に電気電子工学コースと情報工学コースのコース制を導入した。 

 東海地区は自動車産業等を中心とした機械系や制御系の技術者，電気電子工学関係の技術者あるい

はソフトピアに代表されるような情報系のベンチャー企業から要請のある情報技術者への要望が高い。

また，木曾三川に代表される環境都市（土木）技術者や建築家への要望も高い。地域の要望に答える

ことのできるバラエティに富んだ学科構成であり，教育目標の一つである「教育研究活動を通じて社

会へ貢献できる技術者の育成」と整合しており，地域貢献するために適切なものである。 

 学校の目的（達成しようとしている基本的な成果）は各学科が掲げた養成すべき人材像や学力，資

質・能力に関する具体的な学習・教育目標に展開し整合が取れている。 

 以上のように，学科の構成は教育の目的を達成する上で十分に適切なものとなっている。 

 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 本校専攻科は，平成７年４月に，２専攻，定員２０名で開設され現在に至っている。専攻科に設置

される専攻と各専攻の入学定員は学則（資料２－１－②－１）に定められている。 

資料２－１－②－１

（専攻科及び入学定員） 

第３９条 専攻科の専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

電子システム工学専攻 １２人 

建設工学専攻      ８人 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 

専攻科の二専攻の概要と，本科の学科との関係は学校要覧(資料２－１－②-２)に示されている。 
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資料２－１－②－２

専攻科 

 本校では，「電子システム工学専攻」「建設工学専攻」の２専攻があります。本校の「環境シス

テムデザイン工学教育プログラム」は，本科4，５年及び専攻科１，２年のカリキュラムによって構

成されます。 

 

電子システム工学専攻 

 電子システム工学専攻は，機械工学科，電気工学科，電子制御工学科を母体とする専攻であり，

広くこれらの出身分野での学習を生かしつつ，その境界領域分野の諸問題にも対処できる様，カリ

キュラムが構成されています。本専攻では，エネルギー消費労働の代替のみならず，人間の知的労

働をも分担し，個人及び社会の知的活動能力を拡充していくための，ヒューマンフレンドリーな知

的機能システムを開発する能力を修得することを目指します。 

 本専攻の専門展開科目の内容は次の二つに大別されます。第一は，機械の分野を基盤とする，知

的機械システムに要求される物理的機能の解析とその機構の構築に関する授業科目であります。第

二は，電子の分野を基盤とする，上記構造物の物理的機能を制御し，それに必要な情報を収集・伝

達・解析・評価する方法ならびに装置に関する科目であります。 

 

建設工学専攻 

 建設の課程は大きく分類して企画・計画・設計・工事計画・施工・保守管理にまとめられます。

高専・大学など高等教育機関ではこれまで主として設計・施工などの建設における即効性のある部

門に対処して来たと言えます。しかし，最近の社会ニーズの多様化に伴い，設計に至るまでの環境

アセスメント，建設後の地域環境保全，歴史的景観との調和などが重視されるようになり，人間社

会と自然との調和ある開発を行うための企画部門の重要性が一層認識されています。これらの問題

に対応する技術の著しい高度化に対処し，研究・開発できる技術者を養成します。 

 

（出典 学校要覧）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 専攻科の構成は，本科の全ての学科からの道を確保している。各専攻の教育内容は，学科の教育内

容を拡充し発展させる形で展開されており，また，本科の隣接する学科の学生と共同で学ぶ体制とな

っており，専門分野の視野の拡大に大きく寄与している。さらに，ＪＡＢＥＥ認定された「環境シス

テムデザイン教育プログラム」は，これら２専攻を跨ぐ形で設けられている。専門共通科目において

は他専攻の学生と共同で授業を受け，他専攻の開講科目を受講して修得した単位を修了に必要な単位

の一部に当てることが可能であり，専攻科で取扱う工学の全般について知見を広げることが出来る。 

 県下１８の大学と単位互換協定を結び，e-Learningによって，本校で開講されることの少ない文科

系の科目について，その分野の専門の講師の講義を受けて単位を取得できる。 

 これらの制度は，本校の教育目標に大きく寄与している。 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

 全学的なセンターとしては図書館を除くと，情報処理センターと実習工場がある。前者は教育目標

の「先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成」のために設置している。情報処理センター

運営規程（資料２－１－③－１）では，コンピュータ利用に伴う教育及び研究の援助を謳っている。 

 資料２－１－③－１

「情報処理センター運営規程」 

岐阜工業高等専門学校情報処理センター運営規程 

制定昭和50年2月19日 

学校規則第９８号 

(目的)  

第１条この規程は，岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程第6条第4 項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）の情報処理センターの円滑な運営並びに適正な維持，管理を図るために必要な事項を定め

ることを目的とする。  

（定義）  

第２条この規程における情報処理センターとは，メインシステム室，第1演習室，第2演習室，第3演習室，サブシス

テム室及び事務室をいう。  

(センター長の職務)  

第３条情報処理センター長は，校長の命を受けて次の事項を掌理する。  

一情報処理センターの運営及び管理に関すること。  

二コンピュータ利用に伴う教育及び研究の援助に関すること。  

三コンピュータ利用に伴う企画，調査，研究開発に関すること。  

四コンピュータの運転，維持，管理及び保守に関すること。  

五情報処理センターの広報活動に関すること。  

六コンピュータ利用に伴う教育及び研究等の刊行物の発行に関すること。  

七その他コンピュータに関すること。  

(事務)  

第４条情報処理センターの庶務は，庶務課において処理する。  

(情報処理センターの利用)  

第５条情報処理センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。  

附則（平成16年学校規則第20号）  

この規程は，平成16年5月12日から施行する。  

（出典 学生便覧）

 

 情報処理センター利用内規を，時間外にも利用できるように配慮している。(資料２－１－③－２) 

 

 資料２－１－③－２

「情報処理センター利用内規規程」 
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岐阜工業高等専門学校情報処理センター利用内規 

制定昭和50 年2 月19 日

（目的) 

第１条この内規は，岐阜工業高等専門学校情報処理センター運営規程第５条の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校

(以下「本校」という。)の情報処理センター(以下「センター」という。)の利用について必要な事項を定めることを

目的とする。 

(利用者の範囲) 

第２条センターを利用できる者は，次の各号に掲げる者とする。 

一本校の教職員 

二本校の学生で教職員が利用を承認した者 

三その他校長が許可した者 

(利用の手続) 

第３条センターの諸施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は，あらかじめ利用申込書に所定の事項

を記入の上，これをセンター長に提出しなければならない。 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と認めた場合は，利用の手続を変更することができる。 

(利用の制限等) 

第４条次の各号の一に該当する利用申込みは，これを承認若しくは許可しないものとする。 

一利用の内容が情報処理センター設置の目的に反するもの。 

二その他センター長が利用を不適当と認めたもの。 

(利用方式) 

第５条センターの利用は，次の各号に掲げる方式によるものとする。 

一メインシステム室の利用方式は，原則としてクローズドショップ制とする。 

二第1 演習室，第2 演習室，第3 演習室及びサブシステム室の利用方式は，原則としてオープンショップ制とする。

(利用できない日) 

第６条次の各号に掲げる日は利用できない。 

一日曜日 

二国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日 

三年末年始の休日（12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日。ただし, 国民の祝日に関する法律による休日を除

く。） 

四春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中の土曜日 

五雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六その他センター長が必要と認めた日 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と認めた日は利用することができる。 

(利用時間) 

第７条センターの利用時間は，次のとおりとする。ただし，必要があるときは，延長又は短縮を行う。 

一平日８時３０分から２０時まで 

（ただし，１７時以降は第１演習室のみ利用可能） 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は１７時まで） 

二土曜日９時～１６時まで 
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（ただし，第１演習室のみ利用可能） 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとするときは，あらかじめセンター長の許可を得なければならない。 

(機器の操作) 

第８条メインシステム室内の機器を操作できる者は，次の各号に掲げる者とする。 

一本校の教職員で，センター長がコンピュータの使用について十分な知識と経験を有すると認めた者 

二本校の学生で，前号に定める教職員の指導のもとで操作する者 

三その他校長が許可した者 

(利用の手引) 

第９条利用者は，この内規に定めるもののほか別に定める「コンピュータ利用の手引」に従わなければならない。 

(利用の取消，停止) 

第１０条利用者がこの内規に違反し，センターの運営に重大な支障を生じさせたとき，又は生じさせるおそれがある

とき，センター長は利用の承認又は許可を取り消し，若しくは利用を一定期間停止することができる。 

附則 

この内規は，平成17 年8 月24 日から施行する。 

（出典 学生便覧）
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 授業での利用状況を資料２－１－③－３に示すように，全学的に使用されていることがわかる。 

資料２－１－③－３

「情報処理センターでの授業利用状況」 

 

（出典 情報処理教育・研究報告第33号，2006年）
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授業時間以外の授業外利用の状況(資料２－１－③－４)に示すように，多くの学生が利用している。 

資料２－１－③－４

「情報処理センターでの授業外利用状況」 

 

（出典 情報処理教育・研究報告第33号，2006年）

  

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

－49－ 

 「実践力を備えた技術者の育成」のために実習工場を設置している。運営規程を資料２－１－③－

５に示す。機械工学科及び電子制御工学科の実習(資料２－１－③－６)の他に，利用内規(資料２－

１－③－７)に基づいて多くの学生が授業以外に高専祭やロボコン等で利用（資料２－１－③－８及

び資料２－１－③－９）している。授業以外の使用における学生の安全確保のために，資料２－１－

③－10に示すように，実習工場における安全教育及び利用講習会を開催している。 

 資料２－１－③－５

「実習工場運営規程」 

岐阜工業高等専門学校実習工場運営規程 

制定昭和63 年4 月1 日

学校規則第８ 号

趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程第７条第４項の規定に基づく岐阜工業高等専門学校実習工場（以下

「工場」という。）の運営に関して必要な事項は，この規程の定めるところによる。 

（工場長の職務） 

第２条工場長は，校長の命を受けて次の事項を掌理する。 

一工場における学生の実習指導計画に関すること。 

二工場における学生の実習指導に関すること。 

三実験装置等の製作及び修理に関すること。 

四工場の設備及び機械器具等の管理保全に関すること。 

五実習用諸資材の保管及び実習準備に関すること。 

六工場の安全管理に関すること。 

七その他工場に関すること。 

（庶務） 

第３条工場の庶務は，学生課において処理する。 

（雑則） 

第４条工場の利用に関して必要な事項は，別に定める。 

附則（平成17 年学校規則第6 号） 

この規程は，平成17 年1 月6 日から施行し，平成16 年4 月1 日から適用する。 

（出典 学生便覧）
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資料２－１－③－６

「実習工場での授業利用状況」 

 

（出典 平成17年度実習工場資料）

  

 



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

－51－ 

資料２－１－③－７

岐阜工業高等専門学校実習工場利用内規 

 （趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校実習工場運営規程第４条の規定に基づく岐阜工業高等専門学校（以 

下「本校」という。）の実習工場（以下「工場」という。）の利用に関して必要な事項は，この 

内規の定めるところによる。 

 （利用者の範囲） 

第２条 工場を利用できる者（以下「利用者」という。）は，次の各号に定める者とする。 

一 本校の教職員で，機械器具類の利用について十分な知識と経験を有すると工場長が認めた者 

二 前号に該当する教職員の指導のもとで利用する本校の学生で，工場長が認めた者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の手続） 

第３条 利用者が工場を利用とようとするときは，事前に実習工場利用申込書（別紙様式第１号） 

を工場長に提出し，承認を得なければならない。ただし，学生が工場における実習授業で利用す 

る場合は，この限りでない。 

２ 実験装置等の製作及び修理を依頼する者（以下「依頼者」という。）は，物品製作依頼伝票 

 （別紙様式第２号）を工場長に提出し，承認を得なければならない。 

（利用できない日） 

第４条 次の各号に掲げる日は，原則として利用することはできない。 

一 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

二 日曜日及び土曜日 

三 年末年始の休業日 

四 その他工場長が必要と認めた日 

（利用時間） 

第５条 工場の諸設備等の利用時間は，原則として９時から１７時までとする。 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとする者は，事前に実習工場時間外利用申込書（別紙様式第 

 ３号）を工場長に提出し，許可を得なければならない。 

（安全作業の遵守） 

第６条 利用者は工場の利用に当たっては，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 作業に相応しい作業服，帽子及び靴等を着用すること。 

二 作業において必要な安全処置をとること。 

三 機械器具類は，正しく，安全作業に務めること。 

四 工場内の整理整頓に努めること。 

（費用の負担） 

第７条 実験装置等の政策及び修理に要した費用は，依頼者が負担する。 

 （利用の取消し及び停止） 

第８条 工場長は，利用者が次の各号に掲げる場合は，利用の承認を取り消し，又は利用を一定期 

間停止させることができる。 

一 この内規に違反した場合 

二 工場の運営に重大な支障を生じさせた場合 

三 工場の運営に重大な支障を生じさせる恐れがある場合 

  附 則 

 この内規は，昭和６３年４月１日から施行する。 

  略 

  附 則 

 この内規は，平成１７年１月６日から施行する。 

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集）
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資料２－１－③－８

「実習工場での授業外利用状況」 

 

（出典 平成17年度実習工場資料）
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資料２－１－③－９

平成１７年度実習工場授業時間外利用状況 

１．月別利用日数，時間及び人数                   （単位：日，時間，人） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

日数 11 14 14 20 19 12 18 14 ８ 10 10 ０ 150

時間 48 90 95 947 1301 292 651 105 54 65 72 ０ 3722

人数 13 20 29 172 234 78 144 35 14 24 12 ０ 775

 

２．学科別利用時間及び人数                       （単位：時間，人）

学科名 機械工学

科 

電気情報

工学科 

電子制御

工学科 

環境都市

工学科 

建築学科 電子ｼｽﾃﾑ

専攻 

その他 合 計 

時 間 1876 6 1447 191 150 42 10 3722

人 数 373 4 305 31 31 28 3 775

 

３．目的別利用時間及び人数                       （単位：時間，人）

利用目的 ﾛﾎﾞｯﾄ製作 ｴｺﾗﾝ利用 実験利用 専門展利用 卒業研究利用 特別研究利用 合  計 

時 間 2815 1 1 146 381 378 3722

人 数 555 2 1 38 93 86 775

 

４．物品製作依頼件数                             （単位：件）

学科名 機械工学

科 

電気情報

工学科 

電子制御

工学科 

環境都市

工学科 

建築学科 事務関係 その他 合 計 

件 数 ９ ８ ２ １ １ ５ １ ２７

 

（出展 実習工場報告）

 

資料２－１－③－10

平成１７年度実習工場における安全教育及び利用講習会 

 

授業科目名等 対  象  者 人数 実施時間及び回数 合計実施時間 

ものづくり入門 機械工学科 １年 ４３人 ２．５時間×３回   ７．５時間

機械工学実習 機械工学科 ２年 ４１人 ２．５時間×６回  １５．０時間

電子制御工学実習 電子制御工学科 １年 ４２人 １．０時間×５回   ５．０時間

実習工場利用講習

会 

実習工場利用者 ２６人

 

午前 ３．５時間×２回 

午後 ４．０時間×２回 

  ７．０時間

  ８．０時間

合    計  152人   ４２．５時間
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（分析結果とその根拠理由）  

 「先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成」のため情報処理センターを設置している。

３学級が情報関係の授業を並列開講できる。学生の要望に配慮し午後８時まで利用できる。 

 「実践力を備えた技術者の育成」のために実習工場を設置している。学生の要望に配慮し時間外の

使用に対応している。また，講習会を実施するなど安全配慮にも努めている。 

 以上のように，センター関係の組織は，教育の目的を達成する上で十分に適切なものになっている。 

 

 

観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況）  

 「整備されているか」は規程，「必要な活動を行っているか」は議事要旨等で分析する。全ての学

校運営は年22回開催する主管会議で決定する。主管会議の規程を資料２－２－①－１に示す。 

資料２－２－①－１

「主管会議規程」 

岐阜工業高等専門学校主管会議規程  

制定平成16年2月4日 

学校規則第１号  

（設置）  

第１条岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，主管会議を置く。  

（審議事項）  

第２条主管会議は,次に掲げる事項を審議する。  

一本校学則その他重要な規則の制定,改廃に関する事項  

二中期計画・年度計画の策定に関する事項  

三組織,施設の設置改廃に関する事項  

四財務に関する事項  

五評価に関する事項  

六入学,進級及び卒業その他学生の身分に関する事項  

七教務に関する事項  

八学生支援に関する事項  

九その他本校の運営に関する事項  

（組織）  

第３条主管会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

一校長  

二教務主事,研究主事,学生主事及び寮務主事  

三事務部長  

２ 構成員に事故があるときは,主管会議の議を経て代理の者を出席させることができる。  

３ 校長が必要と認めるときは,主管会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。  
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（会議の招集及び議長）  

第４条主管会議は,校長が招集し，その議長となる。  

２ 校長に事故があるときは,教務主事が議長の職務を代行する。  

（庶務）  

第５条主管会議の庶務は，庶務課において処理する。  

附則  

この規程は,平成16年4月1日から施行する。  

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）

 具体的な運営は年16回開催する運営会議で決定する。運営会議の規程を資料２－２―①－２に示す。 

資料２－２－①－２

「運営会議規程」 

岐阜工業高等専門学校運営会議規程  

制定平成16年3月4日 

学校規則第2号

（設置）  

第１条岐阜工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に，運営会議を置く。  

（目的）  

第２条運営会議は，本校の運営事項等に関し，協議することを目的とする。  

（組織）  

第３条運営会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

一主管会議構成員  

二学科長  

三専攻科長  

四各主事の補佐  

五庶務課長，会計課長及び学生課長  

六その他校長が必要と認めた者  

２ 校長が必要と認めたときは，運営会議に構成員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。  

（会議の招集及び議長）  

第４条運営会議は，校長が招集し，その議長となる。  

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。  

（庶務）  

第５条運営会議の庶務は，庶務課において処理する。  

附則  

この規程は，平成16年4月1日から施行する。  

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）

 

 教務関係は年25回程度開催する教務会議(規程：資料２－２－①－３)で検討し実行する。 

資料２－２－①－３

「教務会議規程」 
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岐阜工業高等専門学校教務会議規程  

制定平成16年3月4日 

学校規則第4号 

（設置）  

第１条岐阜工業高等専門学校に，教務に関する事項を審議するため，教務会議を置く。  

（審議事項）  

第２条教務会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。  

一教育課程の編成に関すること。  

二授業及び試験に関すること。  

三特別活動及び学校行事等に関すること。  

四転学，転科，進級及び卒業の認定に関すること。  

五退学（懲戒処分による退学を除く。），休学，復学及び除籍に関すること。  

六研究生及び科目等履修生に関すること。  

七学生募集に関すること。  

八学生の進学指導に関すること。  

九その他教務に関すること。  

（組織）  

第３条教務会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

一教務主事  

二教務主事補佐  

三各専門学科及び専門基礎から選出された教員各講師以上１名  

四一般科目から選出された教員講師以上２名  

五学生課長  

２ 教務主事補佐が選出された専門学科，一般科目又は専門基礎については，前項第３号又は第４号に規定する人数

から１名を減ずるものとする。  

（委員の職務）  

第４条前条第１項第３号及び第４号に掲げる委員は，教務会議が所掌する事項について教務主事及び教務主事補佐の

職務を補佐するものとする。  

（任期）  

第５条第３条第１項第３号及び第４号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。  

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

（教務会議の招集及び議長）  

第６条教務会議は，教務主事が招集し，その議長となる。  

２ 教務主事に事故があるときは，教務主事補佐がその職務を代行する。  

（委員以外の者の出席）  

第７条議長が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。  

（庶務）  

第８条教務会議の庶務は，学生課において処理する。  

附則  
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この規程は，平成16年4月1日から施行する。  

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）

 準学士課程及び専攻科課程の教育課程全体を企画調整するために，教務会議委員及び専攻科委員か

ら構成されるカリキュラム検討WGを設置している。議事録の一部を資料２－２―①－４に示す。 

資料２－２－①－４

「カリキュラム検討WGの議事録」 

第５回カリキュラム検討 WG（議事録） 

   

日時：11/1（火）10:00～10:40 

場所：小会議室 

出席者（敬称略）： 

教務主事，専攻科長（カリキュラム検討 WG 長），専攻科主任，教務主事補佐， 

 専攻科会議委員（清水・岡田・石丸・青木），教務会議委員（出口），専門基礎（小川）， 

 学生課長，教務係長，教務係主任（国枝） 

■議事 

１．本校本科における国際標準単位（60 単位）の適用について    

    （参考資料） 大学単位化（60 単位）の対応科目（案）・・・・・・・・・  別紙 1 

例１（案）：現状を生かした場合（１単位：授業 25 時間＋教室外 20 時間） 

50 分（２単位：100 分授業） 

例２（案）：該当科目を 18 回分実施した場合（１単位：授業 15 時間＋教室外 30 時間） 

50 分（２単位：100 分授業） 

例３（案）：該当科目を 15 回分実施した場合（１単位：授業 15 時間＋教室外 30 時間） 

60 分（２単位：120 分授業） 

※国際標準単位を導入する場合，例１，例 2，例 3 のいずれの方向で進めるかについて， 

 具体的な対応科目を提示しながら，再度各科の意見を収集する。 

▼今回の検討 

 ・試行的に導入した場合，具体的にどのような科目が大学単位に該当するかを学科ごとに選定した。 

  （対象科目）：人文・自然・専門基礎・MEDCA 担当の科目 

（基本的な理解） 

1）JABEE との対応などから，大学単位対象科目は 4,5 年の科目とする。 

 2）該当科目はシラバスも変更され，教室外学習の方法・内容の明記が求められる。 

内容：対象科目名，単位数（現行），講義・演習・実験・実習の分類 

  ・これらの結果をもとに，どのように導入するかを検討する。 

（導入する／導入しない），（対応学科／非対応学科），（暫定的対応／抜本的カリキュラム改定）など 

  ・大学単位化（60 単位）の対応科目（案）の一覧は表－1 のようである。 

（出典 平成17年カリキュラム検討ＷＧ議事録）

 本校全体の点検改善活動のためにスパイラルアップ会議を設置し，実施している。教育の継続的改

善もスパイラルアップ会議で実施している。規程を資料２－２－①－５に示す。 

資料２－２－①－５
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「スパイラルアップ会議規程」 

岐阜工業高等専門学校スパイラルアップ会議規程 

制定平成１７年１月６日

学校規則第２ 号

設置） 

第１条岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，スパイラルアップ会議を置く。 

（審議事項） 

第２条スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一教育点検システムに関すること。 

二学校運営の点検及び改善に関すること。 

三各会議・委員会等からの活動報告書の点検評価及び改善に関すること。 

四外部評価に対する点検評価及び改善状況の報告に関すること。 

五その他点検評価に関すること。 

（組織） 

第３条スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一校長 

二教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

三専攻科長 

四ＪＡＢＥＥプログラム責任者 

五点検評価･フォローアップ委員会委員長 

六事務部長 

七庶務課長，会計課長及び学生課長 

八その他校長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条前条第８号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議の招集及び議長） 

第５条スパイラルアップ会議は，校長が招集し,その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条校長が必要と認めたときは，スパイラルアップ会議に構成員以外の者の出席を求め，説明 

又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条スパイラルアップ会議の庶務は，庶務課において処理する。 

附則 

１ この規程は，平成17 年1 月6 日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第８号の委員の任期は，第４条第１項の規定にか 

かわらず，平成17 年3 月31 日までとする。 

（出典 スパイラルアップ会議規程）

 



岐阜工業高等専門学校 基準２ 

－59－ 

本校にはスパイラルアップ会議の構成員として点検評価・フォローアップ委員会（資料２－２－①

－６）があり，教育改善及び外部評価関連を担当している。 

資料２－２－①－６

 

岐阜工業高等専門学校点検評価・フォローアップ委員会規程 

制定平成16年3月4日

学校規則第8号

（設置）  

第１条岐阜工業高等専門学校学則第２条第３項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）に，点検評価・フォローアップ委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（審議事項）  

第２条委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。  

一中期計画及び年度計画の評価に関すること。  

二認証評価に関すること。  

三自己点検・評価の基本方針に関すること。  

四自己点検・評価結果の公表に関すること。  

五教育プログラムの改善や継続的な向上に関すること。  

六社会や学生の要望を考慮した教育プログラムの設定に関すること。  

七その他前各号に関連する必要な事項。  

（組織） 

第３条委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

一校長が委員長として指名する者１名  

二寮務主事  

三教務会議，専攻科会議，学生会議及び寮務会議の各委員のうちから選出された者各１名  

四各学科及び専門基礎から選出された教員各教授１名及び講師以上１名  

五一般科目から選出された教員教授２名及び講師以上２名  

六事務部長  

七庶務課長，会計課長及び学生課長  

八委員長が指名する者若干名 
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（任期）  

第４条前条第３号から第５号まで及び第８号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨

げない。  

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

（委員長及び副委員長）  

第５条委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれ校長が指名した者及び寮務主事をもって充て

る。  

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときはその組織を代行する。  

（委員以外の者の出席）  

第６条委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くこと

ができる。  

（ワーキンググループ）  

第７条必要に応じ，委員会に，次のワーキンググループを置くことができる。  

一中期計画ワーキンググループ  

二自己点検・評価実施ワーキンググループ  

三学習評価フォローアップワーキンググループ  

（庶務）  

第８条委員会の庶務は，学生課において処理する。  

附則  

１ この規程は，平成16年4月1日から施行する。  

２ 岐阜工業高等専門学校自己点検・評価検討委員会規程（平成４年１月２９日制定），岐阜工業高

等専門学校自己点検・評価実施委員会要項（平成５年１月２９日制定），岐阜工業高等専門学校ＪＡ

ＢＥＥ等検討委員会規程（平成１４年１月９日制定）及び岐阜工業高等専門学校学習評価フォロー・

アップ委員会規程（平成１４年１月９日制定）は，廃止する。  

（出典 岐阜工業高等専門学校中期計画）

 

 

 

 

 

 

教育改善に適用した場合の具体的なシステム図を資料２－２－①－７に示す。 
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資料２－２－①－７

「教育改善のためのスパイラルアップシステム」 

 

（出典 スパイラルアップ規程添付資料）
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教育改善に関する項目のスパイラルアップ点検・改善の実施例を資料２－２－①－８に示す。 

資料２－２－①－８

「平成１６年度スパイラルアップ点検改善実施例」 

 

 

（出典 ホームページから一部抜粋）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学校運営の主体的事業は主管会議及び運営会議において審議決定する。教育課程全体についてはカ

リキュラム検討WGを設置しその提案を上記の会議において審議する。教育課程の学科ごとの微細な変

更等は教務会議で検討し，主管会議，運営会議で審議決定する。この組織運営は充分に機能している。 

 教育に関する全般的な点検・評価・改善は本校の点検・評価・改善システムであるスパイラルアッ

プ会議をとおして継続的に実施し機能している。 

 以上のように，教育活動のPDCAのための組織を整備し実践している。企画調整及び検討・運営体制

を整備し，教育活動等に係る重要事項を審議するなどの必要な活動を十分に行っている。 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

 教員ネットワークは教務会議で構築している。教員ネットワークの例を資料２－２－②－１に示す。 

 

資料２－２－②－１

「教員ネットワーク例」 

平成１６年度 第１回教員間ネットワーク会議（物理，応用物理，専門科目）議事録 

文責：上原

日時：平成１７年２月２日（水）１６時５０分～１７時３０分   場所：小会議室 

参加者（カッコ内は主な担当科目） 

藤垣（物理，量子力学），大野（応用物理，応用物理Ⅰ，応用物理Ⅱ，応用物理学） 

小川（応用物理Ⅰ，応用物理Ⅱ，統計力学），木下教務主事（エネルギー変換工学） 

議事進行 上原（化学，物質化学） 

議題 

１．低学年の物理教育の充実について 

①２年物理の学習内容を２つ分けて教えている現状に対する問題点 

担当の藤垣先生に現状をご報告いただいた。要旨は以下の通り。 

○２年物理は各学科週４時間あるが，各学科を非常勤と２時間ずつ分けて受け持つことで，学科間の学習指導上

の格差をなくし，学生が不利益を被らないよう配慮している。 

○１学科２人ずつで受け持つため，学習進度の違いにより学習内容が重複する部分がある。 

②１，２年物理を非常勤で対応することの問題点 

担当の藤垣先生にご報告いただいた。要旨は以下の通り。 

○授業に学生実験や演示実験は不可欠であるが，非常勤に実験をお願いすることが困難であり，実質出来ない。

従って，常勤で対応することが望ましい。 

③授業科目相互持合いの可否及び問題点 

専門学科を代表して，教務主事より低学年での物理教育の重要性が指摘された。２年の物理を非常勤ではなく，応

物の先生方に担当していただくことについて，大野先生にご意見をいただいた。要旨は以下の通り。 

○重要性は認識しており，低学年での学習内容をシラバス等で確認し，各専門学科からの要望に応え授業内容を

精選している。 

○応物の教員で対応することは，低学年の学習状況及びその内容の確認を目的に，５年に１度の程度なら不可能
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ではないが，専門科目担当教員として常時対応することは困難である。 

最後に大野先生から，平成１３年９月１８日に学校長より現在の２年物理の非常勤担当分を専門５学科で分担する

案が示されたことがあると報告された。 

２．地学の科目新設について 

①JABEE 審査での問題点 

地球科学は JABEE 審査で不可欠な内容になっており，現在は地理でその対応を予定しているが，次回カリキュラム

改定時には相当科目の新設を検討する必要がある。 

②物理，応用物理での対応策 

当面の対応として，一般科目の物理ではその内容を含めることは困難であるが，応用物理で相当する内容を取り扱

うこことが可能かどうか，大野先生と小川先生にご意見をいただいた。要旨は以下の通り。 

○３年の応用物理で「天体としての地球の概観」，「地球のマントル構造」をテーマとして，計４時間分の講義

を取り入れることは可能である。早速平成１７年度より実施したい。 

 （シラバスに提案された内容が記されていることを確認した。） 

 （出典 物理・応用物理教員ネットワーク議事要旨）

 

シラバス，試験問題，成績評価資料等により，授業内容・水準をフォローアップ委員が点検評価す

る。委員は担当教員と面談を行い問題点・改善案を検討し，フォローアップ委員長に報告する。電気

情報工学科の点検で，専門科目，数学・応用数学，物理・応用物理の授業内容の調整が指摘され，教

務会議の教員ネットワークWGが中心になり検討した。議事要旨を資料２－２－②－２に示す。 

資料２－２－②－２

「電気情報工学科専門科目と数学・応用数学，物理・応用物理の連携」 

平成18年3月13日

教員ネットワーク会議（電気情報工学と数学・応用数学・物理・応用物理の連携）議事要旨 

日時：平成18年3月13日（月）11：00～12：30 

場所：大会議室 

参加者：電気情報工学科学科長 所先生， 

点検評価・フォローアップ委員長・専門基礎応用物理担当教員代表 大野先生 

専門基礎応用数学担当・教務会議教員ネットワークＷＧ委員 森口先生 専門基礎応用物理学担当 小川先生  

一般科目物理担当教員 藤垣先生 一般科目数学担当教員 中島先生 教務主事 稲葉 

議題： 

１．電気情報工学科の教育課程について                   資料１ 

  電気情報工学科の学習・教育目標，科目系統図，シラバス（数学・応用数学，物理・応用物理，電気回路系，電

気磁気学系，電子工学系）の配布資料を確認した。 

２．電気情報工学科と数学・応用数学・物理・応用物理の連携について 

  電気情報工学科の学科会議において，数学・応用数学，物理・応用物理との連携が必要であることが指摘され，

点検評価・フォローアップ委員長からも，教員ネットワークを立ち上げるよう指示があった背景を説明した。 

１）各科目キーワードの確定                       資料２ 

・電気情報工学科で決めている科目キーワードの応用数学・応用物理担当分を確認した。 

２）応数のラプラス変換の時期の確認 
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・４年で実施されていることを確認した。電気回路（3年）では詳しくは４年で学ぶことを言及する。 

３）電気磁気学と数学・応用数学・物理・応用物理の連携の確認 

 ・２年の数学と電気磁気学で連携がはかられており，電気磁気学の内容を入れ替えて実施している。 

・積分の授業にあわせて，電気磁気学で授業に取り入れている。 

・物理，応用物理で教える電気磁気学は物理よりの話とし，各学年の最後にしている。 

・２年後期から３年前期にかけての電気磁気学で数学と連携が取れない分野があり，教育課程の改正時に電気情報工

学科で電気磁気学を３年からはじめることを検討することになった。 

・応用物理については，力学・熱力学が主体であり問題はない。 

４）回路と数学・応用数学・物理・応用物理の連携の確認 

 ・複素数に関して連携が取れていないので，第１学年の複素数の授業で極座標（特に偏角）について説明を入れる

ことになった。 

 ・クラメルの公式については非常によい連携となっていることを確認した。 

 ・フーリエ級数展開，ラプラス変換については回路では簡単に触れ，４年の応用数学で学ぶことを言及する。 

５）応物，電子工学，光・量子エレクトロニクス，半導体工学（専攻科）の連携の確認 

 ・それぞれにすみ分けが行われており，大きな問題はない。 

３．今後の連携方法の確認 

  教育課程改正時に，再度，調整する。 

４．点検方法の確認 

  議題で取り上げた科目については，定期試験終了時に，一般科目（自然），電気情報工学科，専門基礎間で模範

解答をコピーしてやりとりし，問題やそのレベルを把握しておくことになった。（平成１７年度後期期末試験分から

実施） 

５．その他。 

  他学科でも教員ネットワークを組みたい旨，教務主事より依頼があった。 

（出典 教員ネットワーク会議議事要旨）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気磁気学と数学で第２学年の連携を図った。電気磁気学の該当箇所のシラバスを資料２－２－

②－３に示す。中間試験の後は電気磁気学の教科書ではガウスの法則に入るが，数学では積分を習い

始めたばかりであり，教科書の順序を入れ替え回路系の章を先に実施している。第11回の各種形状の

抵抗の算出法では，体積や面積を求める積分が数学で教えられたのを確認し実施している。 
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資料２－２－②－３

「電気磁気学シラバス」 

 

（出典 平成18年度シラバス）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 点検評価・フォローアップ委員長又は学科長からの指示で，教務会議の教務会議教員ネットワーク

ＷＧ委員によって教員ネットワークを構築する。一般科目及び専門科目担当教員間の連携（電気情報
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工学科，数学・応用数学，物理・応用物理）により，シラバスに示すように実績を上げている。 

 

 

観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

 教育活動を支援する教員組織として，学級担任及び学年主任を置き（資料２－２－③－１及び資

料２－２－③－２），学級運営及び学生指導に当たっている。低学年では，学習指導，生活指導を

を実施している。高学年では，研修旅行，インターンシップ，進学・就職指導等を実施している。

指導方法等については，「学級担任の手引き」（資料２－２－③－３）を配付し，年６回の学級担

任会議（資料２－２－③－４）を通して，教育活動への支援を行っている。 

 

 

資料２－２－③－１

岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程 

（学級担任） 

第１３条 本校の学級に学級担任各１名を置き，原則として，本校の講師以上の教員のうちから 

 学科長の指名により，校長が任命する。 

２ 学級担任は，当該学級の運営及び学生指導等に関することを所掌する。 

（学年主任） 

第１４条 本校の学年に学年主任各１名を置き，学級担任のうちから教務主事の推薦により，校 

 長が任命する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）
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資料２－２－③－３

「学級担任の手引き」      目   次 

学級担任の任務                        ２ 

会議等への出席                        ３ 

日常における学生指導（特に１～３学年）                ４ 

学年始めにおける学生指導                             ７ 

学年末に提出または返却する書類と学生指導          １２ 

定期試験実施に伴う指導事項                      １４ 

長期休業に伴う学生指導                          １５ 

インターンシップに関する学生指導(案)                １６ 

進路指導について                                    １７ 

担任の手引 Q&A                                     １９ 

諸手続一覧                                                  ２１ 

高等学校卒業程度認定試験と本校の履修科目対応          ２４ 

「行動及び性格の記録」の記入について               ２５ 

（出典 教務掲示板）

資料２－２－③－２

４．平成１７年度の校務分掌 

(1) 学級担任 

学  年 機械工学科 電気情報工学

科 

電子制御工学

科 

環境都市工学

科 

建築学科 

第１学年 ○山本浩樹 柴田純子 藤垣雅司 宮口典之 久世早苗 

第２学年 ○山本浩貴 酒井道宏 中島泰貴 井上英俊 野々村咲子 

第３学年 小栗久和 安田 真 ○遠藤眞一郎 水野和憲 藤田大輔 

第４学年 山本雄三 羽渕仁恵 木下祥次 ○吉村優治 今田太一郎 

第５学年 片峯英次 山田 功 福永哲也 ○津村靖邦 下村波基 

○印は，学年主任 

(2) 各主事及び専攻科関係会議 

会議名 会議委員等 

教務会議 稲葉成基（教務主事），鈴木正人（教務主事補佐），亀山太一，中島 泉，森口博文

山田 実，出口利憲，藤田一彦，土井康生 

専攻科会議 河村隆雄（研究主事），和田 清（専攻科長），長南功男（専攻科主任） 

清水晃，岡田章三，池田徹之，石丸和博，冨田睦雄，北川秀夫，廣瀬康之，青木哲 

学生会議 高原清志（学生主事），久保田圭司，麻草淳，奥川雅之，冨田睦雄，遠藤 登 

奥村 徹，青木 哲 

寮務会議 上原敏之（寮務主事），伊藤直之，深尾武史，中谷 淳，山田博文，畑中裕司 

岩瀬裕之，角舎輝典 

（出典 学生便覧）
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資料２－２－③－４

平成１７年度学級担任会議議事 

第１回 平成１７年４月４日（月） 

 １．教務関係 

  （１）平成１７年度の教育目標などについて 

  （２）平成１７年度の学校行事（研修）について 

  （３）学年講演会について 

  （４）教室が勉学の場にふさわしい環境の維持について 

  （５）学級運営要領に基づく学級委員などの選出について 

  （６）平成１７年度留学生について 

  （７）出席状況の把握について 

  （８）春季課題試験について 

  （９）その他 

 ２．学生関係 

  （１）平成１７年度学生指導について 

  （２）掃除について 

  （３）通学方法調査と交通安全教育について 

  （４）学生会行事について 

  （５）奨学生募集説明会について 

  （６）健康診断について 

  （７）始業式の着席順について 

  （８）保健室だよりについて 

  （９）教室のロッカー，清掃用具の使用指導について 

  （10）その他 

 ３．寮務関係 

  （１）平成１７年度指導方針について 

  （２）平成１７年度前期寮生会役員名簿について 

  （３）新入寮生について 

  （４）平成１７年度寮生数一覧表について 

  （５）平成１７年度前期部屋割り表について 

  （６）平成１７年度寮棟別指導分担について 

  （７）平成１７年度寮務関係校務分掌について 

  （８）寮行事予定について 

  （９）その他 

第５学年学級担任会議 平成１７年４月１２日（火） 

  （１）大学編入学及び専攻科入学について 

  （２）講演会などの企画について 

  （３）その他 
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第３・４学年学級担任会議 平成１７年４月１２日（火） 

  （１）平成１７年度第４学年（第３学年）研修旅行実施に関する日程について 

  （２）その他 

第２回 平成１７年６月１５日（水） 

 １．教務関係 

  （１）学級懇談会について 

  （２）夏期休業に伴う諸行事について 

  （３）教室の維持管理についての確認について 

  （４）注意事項について 

  （５）高等学校卒業程度認定試験と本校の履修科目との対応表について 

  （６）平成１７年度３月退学を申し出た者の学年修了要件について 

  （７）その他 

 ２．学生関係 

  （１）学生指導・交通事故・紛失・盗難などについて 

  （２）周辺住民からの苦情について 

  （３）校内駐輪場及び北方真桑駅自転車指導について 

  （４）「高専だより」第１０８号について 

  （５）「各種コンテスト」への応募について 

  （６）「藤田誠一君を救う会」代表大石佳知氏講演について 

  （７）その他 

第３回 平成１７年８月１６日（金） 

 １．教務関係 

  （１）保護者懇談会報告について 

  （２）試験に伴う学生指導について 

  （３）平成１７年度の個人懇談会について 

  （４）研修旅行について 

  （５）選択科目（後期）の教科書購入について 

  （６）夏季実習による単位認定届けについて 

  （７）履修に関する特例について 

  （８）その他 

 ２．学生関係 

  （１）学生指導について 

  （２）学生会について 

  （３）掃除について 

  （４）学級活動指導者賞について 

  （５）後期授業料免除説明会について 

  （６）耐震対策（ロッカーの固定）について 

  （７）その他 
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第４回 平成１７年１１月１６日（水） 

 １．教務関係 

  （１）仮進級者の学力向上補習実施と成績評価について 

  （２）専攻科進学・大学編入学及び大学院入学希望者ガイダンスについて 

  （３）卒業予定者の卒業証書作成原簿の提出について 

  （４）遅刻・欠課及び忌引等の届けについて 

  （５）後期中間試験・中間のまとめについて 

  （６）年末（１２月２２日（木））の日程について 

  （７）その他 

 ２．学生関係 

  （１）学生指導について 

  （２）学生会について 

  （３）保護者への連絡（冬季休業のお願い）について 

  （４）自転車及び自動車関係について 

  （５）近隣地区住民への迷惑行為について 

  （６）通学生の寮立ち入り禁止について 

  （７）学級指導者賞について 

  （８）クラス清掃指導について 

  （９）校長及び学生主事のクラス巡回について 

   （10）その他 

（出典 学級担任会議議事）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課外活動を支援する教員組織として，３名以上のクラブ顧問を配置（資料２－２－③－５）し，ク

ラブ運営指導，技術指導及び生活指導を行っている。指導方法については，年３回のクラブ顧問連絡

会議（資料２－２－③－６）を開催し，課外教育活動の支援を行っている。 
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（資料２－２－③－５）

クラブ 顧     問 クラブ 顧     問 

陸上競技 吉村(優)，藤垣，鈴木(正)，清水 落語研究会 中島(泰)，佐藤 

サッカー 奥川，福永，畑中，中谷 Ｅ・Ｓ・Ｓ 柴田(純) 

硬式野球 麻草，片峯，亀山，酒井，伊藤 囲碁・将棋 中島(泉)，篠原，鈴木(孝)，木下 

ソフトテニス 石丸，井上，出口，稲葉(金) 新聞 臼井，遠藤(眞) 

バレーボール 久保田，和田，鶴田，冨田 通信 上原，森，北川(恵) 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 久世，角野，山本(樹)，西田，深尾 ロボット研究会 三代，稲葉(成)，長南 

卓球 小栗，角舎，野々村 エコラン 北川(秀)，田中 

柔道 山本(貴)，岡田，池田 コンピュータ 廣瀬，安田 

剣道 山田(実)，藤田(一)，高原 写真 山本(雄) 

水泳 小川，遠藤(登)，岩瀬，宮口 （同好会）  

ハンドボール 武藤，奥村，今田 合唱同好会 加藤，羽渕 

テニス 津村，(熊崎)，土井，青木，山村 緑華同好会 篠原，田中 

バドミントン 所，水野(和)，山田(博) 空手同好会 久綱，上原 

ラグビー 森口，柴田(良) 体操競技同好会 田中 

応援部 下村，久綱 ボディービル 森 

美術 藤田(大)，山田(功) （休部中）  

吹奏楽 羽渕，大野，河村，加藤 演劇 青木(哲) 

（出展 学生便覧）

 

（資料２－２－③－６）

 平成１７年度クラブ顧問連絡会議議事 

第１回 平成１７年４月１３日（水） 

 （１）平成１７年度クラブ・同好会顧問について 

 （２）平成１６年度教育後援会決算及び平成１７年度教育後援会予算について 

 （３）クラブ指導にかかわる提出書類について 

 （４）コーチ謝金について 

 （５）平成１７年度地区・全国体育大会について 

 （６）サークル活動研修会について 

 （７）クラブ登録用紙の提出とクラブ員名簿について 

 （８）学生会クラブ活動援助金について 

 （９）５月連休中の合宿について 

 （10）その他 

第２回 平成１７年６月２２日（水） 

 （１）第４３回（平成１７年度）東海地区高専体育大会について 

   ① 寮生の食事などについて 

   ② 合宿について 

   ③ 事務連絡 
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 （２）その他 

 第３回 平成１８年１月１１日（水）  

 

（出典 クラブ顧問連絡会議議事）

 

 クラブ及び同好会の部長及びマネージャーによるサークル活動研修会を実施し，活動の目的，遵守

事項及び施設使用方法などの指導（後述資料７－１－⑥－５）を行っている。 

 学科・学年を越えた問題等，担任又は学年主任では解決しにくい事項は，教務会議，学生会議，寮

務会議等で審議・検討し，問題の解決に当たる（資料２－２－③－７）。学習相談又は精神的な悩み

に関する相談等に対応するため，学生相談室を設置し随時相談に応ずる体制を整えている（資料２－

２－③－８及び資料２－２－③－９，後述資料７－２―①―１～７－２―①―５）。 

 

 

（資料２－２－③－７）

岐阜工業高等専門学校学生支援委員会学生相談部門委員会内規 

平成 16 年 6 月 30 日

学生支援委員会決定

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学生支援委員会規程（平成１６年学校規則第２９号）第６条第２ 

項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校学生支援委員会に，学生相談部門委員会（以下「部 

門委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 部門委員会は，次の各号に掲げる具体的な事項について調査審議する。 

一 学生相談の方針に関すること。 

二 学生相談室の運営に関すること。 

三 学生相談員の研修に関すること。 

四 その他学生相談に関すること。 

（組織） 

第３条 部門委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 学生相談室長 

二 学生相談員 

三 看護師 

四 その他学生相談室長が必要と認めた者 

（委員長） 

第４条 部門委員会に委員長を置き，学生相談室長をもって充てる。 

２ 委員長は，部門委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴 
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くことができる。 

（庶務） 

第６条 部門委員会の庶務は，学生課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この内規に定めるもののほか，部門委員会の運営に関し必要な事項は，部門委員会が別 

 に定める。 

   附 則 

  この内規は，平成１６年６月３０日から施行する。 

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集）

 

（資料２－２－③－８）

 学生相談室（カウンセリング） 

学生諸君のいろいろな悩みや問題の相談に応じ支援していくために，学生相談室を開設してい

る（福利施設「伊吹」２階）。一人でくよくよすることなく，気軽に利用してほしい。 

対応は相談室担当教員（教員室前に「学生相談員」のプレートが掲げてある。）と看護師（保

健室）が行っている。担当教員名や開設時間など，学生相談室については，学生相談室ホームペ

ージに掲載してある。 

また，専門のカウンセラーによる相談日もある。詳細については保健室を訪れること。 

保健室前に設置してある相談箱やＥ－mail（ghkn@gifu-nct.ac.jp 学生相談室ホームページか

らでも送信可能）での相談も受け付けているので，これらも是非利用してほしい。秘密について

は厳守している。 

学生相談室開室時間 

 学生相談員  月～金曜日   １５時から１６時３０分（その他教員室でも対応） 

 カウンセラー 毎週水・木曜日 １４時３０分から１７時３０分 

（祝日，休講等により変更有り） 

（出典 学生便覧）

 

 

（資料２－２－③－９）

平成 18 年度学生相談室員名簿 

部門長 木下（Ｄ科） 

委員  奥川（Ｍ科教員），山本樹（人文科目），野々村（人文科目）， 小川（専門基礎） 

看護師 

陪席  学生係長 

（出典 平成 18 年度第 1 回教員会議資料）
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 学生寮は，教育施設であって学生の修学に便宜を供与し，規律ある集団生活を通じて自立協調の精

神を養うことを目的としており，支援体制としては，寮務主事，各学科から選出された寮務会議委員

７名及び学生課寮務係が，その指導に当たっている（資料２－２－③－１０及び資料２－２－③－１

１）。開寮中は，毎日教員１名及び事務職員１名による宿直勤務，土・日曜日及び休日には教員１名

及び事務職員１名による宿日直勤務により，寮生活の指導に当たっている（資料２－２－③－１２）。

低学年寮生の相談に対応するため，週３日Ａ寮に寮父を配置している（後述資料７－２―③―７）。 

 

（資料２－２－③－１０）

岐阜工業高等専門学校寮務会議規程 

平成 16 年 4 月 1 日

学校規則 第６号

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校に，寄宿舎（以下「学生寮」という。）における学生指導等に関 

する事項を審議するため，寮務会議を置く。 

（審議事項） 

第２条 寮務会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

一 寮生の入退寮に関すること。 

二 寮生の生活指導に関すること。 

三 寮生の福利厚生に関すること。 

四 寮生の安全管理に関すること。 

五 寮生会活動の指導に関すること。 

六 学生寮の施設・整備に関すること。 

七 寄宿料の免除に関すること。 

八 その他学生寮の管理運営に関すること。 

（組織） 

第３条 寮務会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 寮務主事 

二 寮務主事補佐 

三 各専門学科から選出された教員 各１名 

四 一般科目から選出された教員 ２名 

五 学生課長 

２ 寮務主事補佐が選出された専門学科又は一般科目については，前項第３号又は第４号に規定 

 する人数から１名を減ずるものとする。 

（委員の職務） 

第４条 前条第１項第３号及び第４号に掲げる委員は，寮務会議が所掌する事項について寮務主 

 事及び寮務主事補佐の職務を補佐するものとする。 

（任期） 

第５条 第３条第１項第３号及び第４号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨 

げない。 
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２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（寮務会議の招集及び議長） 

第６条 寮務会議は，寮務主事が招集し，その議長となる。 

２ 寮務主事に事故があるときは，寮務主事補佐がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 議長が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くこ 

とができる。 

（庶務） 

第８条 寮務会議の庶務は，学生課において処理する。 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第３条第１項第２号の規定にかかわらず，寮務主事補佐を置かないことができる。この場 

 合において，第６条第２項の規定の適用については，「寮務主事補佐」とあるのは，「寮務 

  主事があらかじめ委員のうちから指名した者」と読み替えて適用するものとする。 

（出典 学校規則 第６号）
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（資料２－２－③－１１）

平成 18 年度入寮のしおり 

 

 

 

（出典 学寮資料）
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（資料２－２－③－１２）

岐阜工業高等専門学校学生寮教員宿日直内規 

 （趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構学生寮教員宿日直規則（平成１６年４月１日制定。 

以下「規則」という。）第１３条の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」とい 

う。）学生寮における教員の宿日直の実施に関して必要な事項は，この内規の定めるところに 

よる。 

（宿日直勤務を命ずる日） 

第２条 宿日直勤務を命ずる日は，原則として，岐阜工業高等専門学校学則第５条第４号から第 

７号のでに規定する休業日を除く日とする。ただし，校長は，必要がある場合は休業日におい 

ても宿日直勤務を命ずることができる。 

（宿日直勤務を免除する者） 

第３条 規則第５条第３号に規定するその他免除することが適当と校長が認めた者は，次の各号 

 に掲げる者とする。 

一 宿日直を免除する者 当該年度内に定年に達することとなる者。ただし，本人から宿直又 

 は日直に従事する申出があった場合はこの限りでない。 

二 宿直を免除する者 次に掲げる者。ただし，イに掲げる者のうち，本人から宿直に従事す 

 る申出があった場合はこの限りでない。 

  イ 前年度の末日において６０歳以上の者 

  ロ 女性職員 

（教務主事，研究主事及び学生主事の取扱い） 

第４条 教務主事，研究主事及び学生主事は，前条の規定に該当する者を除き，それぞれ前期１ 

 回及び後期１回の宿直又は日直に従事するものとする。 

（寮務主事等の取扱い） 

第５条 寮務主事，寮務主事補佐及び岐阜工業高等専門学校寮務会議規程（平成１６年４月１日 

制定）第３条第１項第３号及び第４号に規定する者は，毎月曜日及び木曜日の宿直並びに学生 

寮の行事等で必要と認める日の宿直又は日直に従事するものとする。 

（宿日直の命令及び割振り） 

第６条 宿日直は，校長が命ずる。 

２ 宿日直の割振りは，寮務主事が定め，校長の決裁を得た上，実施する月の前月の末日までに 

 各教員に通知するものとする。 

（記録等） 

第７条 宿日直教員は，別紙様式に定める学生寮当直日誌に宿日直の記録を記載し，寮務主事に 

 報告しなければならない。 

（事務） 

第８条 宿日直に関する事務は，学生課寮務係が所掌するものとする。 

   附 則 

１ この内規は，平成１６年４月１日から施行する。 
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２ 岐阜工業高等専門学校学寮宿日直規則（昭和４７年４月１日制定）及び岐阜工業高等専門 

 学校学寮宿日直取扱内規（平成１５年５月１４日制定）は，廃止する。 

 

岐阜工業高等専門学校職員宿日直内規 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構職員宿日直規則（平成１６年４月１日制定。以下 

「規則」という。）第１１条の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」とい 

う。）における職員の宿直及び日直勤務（以下「宿日直勤務」という。）に関し必要な事項 

は，この内規の定めるところによる。 

（宿日直勤務を命ずる日） 

第２条 宿日直勤務を命ずる日は，下足として，岐阜工業高等専門学校学則第５条第４号から第 

７号までに規定する休業日を除く日とする。ただし，校長は，必要があると認める場合は休業 

日においても宿日直勤務を命ずることができる。 

（宿日直勤務箇所及び人員） 

第３条 宿日直勤務の箇所及び人員は，次のとおりとする。ただし，校長は必要に応じ，宿日直 

 勤務の箇所及び人員を変更することができる。 

（宿日直勤務を行う者） 

第４条 宿日直勤務を行う者は，変更常勤職員とする。ただし，事務部長及び課長を除く。 

（宿日直勤務の免除） 

第５条 規則第５条第３号に規定するその他免除することが適当と校長が認めた者は，次の各号 

 に掲げるものとする。 

一 当該年度に定年達することとなる者 

二 あらかじめ理由を付して承認を受けた者 

（宿日直勤務の割振り及び通知） 

第６条 庶務課長は，１か月ごとに宿日直勤務の割振りをし，校長の決裁を受けた後，あらかじ 

 め宿日直勤務者に通知するものとする。 

（宿日直勤務の交替） 

第７条 規則第７条第１項による宿日直の交替については，あらかじめ宿日直勤務交替願（別紙

様式）を提出して校長の承認を得て，第４条に定める他の職員と交替することができる。 

第８条 この内規に定めるもののほか，宿日直の実施に関し必要な事項は，校長が別に定める。 

   附 則 

１ この内規は，平成１６年４月１日から施行する。 

 ２ 岐阜工業高等専門学校宿日直規則（昭和６１年９月２４日制定）は，廃止する。 

 

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集）

 

 

留学生への支援体制は，国際交流委員会において，年度ごとの支援計画を策定し，実施している。

（資料２－２－③－１３及び資料２－２－③－１４） 
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（資料２－２－③－１３）

   岐阜工業高等専門学校国際交流委員会規程 

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，国際交流委員会（以下「委員会」 

 という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

一 国際交流（留学生を含む。以下同じ。）に係る基本方針に関すること。 

二 国際交流事業（海外インターンシップ事業を含む。）の推進及び広報活動に関すること。 

三 留学生の受入計画・支援事業に関すること。 

四 その他国際交流に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 寮務主事，教務主事，研究主事及び学生主事 

二 庶務課長及び学生課長 

三 その他寮務主事が指名した者 

（任期） 

第４条 前条第３号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，寮務主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴 

 くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，庶務課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。 

   附 則 

  この規程は，平成４年４月１日から実施する。    

   附 則 

１ この規程は，平成１６年５月１２日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第３号の委員の任期は，第４条第１項本文の 

 規定にかかわらず，平成１７年３月３１日までとする。 

３ 岐阜工業高等専門学校留学生委員会規程（平成９年３月１８日制定）は，廃止する。

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集）
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（資料２－２－③－１４）

平成１７年度国際交流委員会議事 

第１回 平成１７年４月２５日（月） 

 （１）平成１６年度外国人留学生関係活動・行事実績について（報告） 

 （２）海外インターンシップ派遣について 

 （３）国際交流委員会各種行事担当委員（案）について 

 （４）校長と留学生との懇談会実施について 

 （５）平成１８年度以降の留学生受入方針について 

 （６）平成１７年度「国費留学生への支援の充実」事業の予算要求について 

 （７）その他 

   ① 外国人留学生交流会実施について 

    ② マレーシア大使館等からの視察について 

第２回 平成１８年３月３日（金） 

 （１）海外インターンシップ派遣者の承認について 

 （２）本科生の語学研修支援について 

 （３）平成１７年度外国人留学生関係活動・行事実績について 

 （４）平成１８年度本校当番の外国人留学生関係行事について 

 （５）平成１８年度入学予定の留学生について 

   （６）その他 

（出展 １７年度国際交流委員会）
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事務サポート組織として学生課を配置している。教務係では，学級担任，教務会議及び専攻科会

議関係を，学生係では，クラブ顧問関係，学生相談関係及び学生会議関係のサポートを行っている。

寮及び留学生を含む国際交流の事務支援として寮務係を配置している（資料２－２－③－１５）。 

 

（資料２－２－③－１５）

 

 

 

（出典 庶務課 ）
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（分析結果とその根拠理由）  

 学級担任，クラブ顧問等が学生を直接指導し，サポートする体制として，学年主任，教務会議及

び学生会議があり，十分機能している。寮生及び留学生には，寮務会議委員，国際交流委員会等，

組織的にサポートしている。 

学習相談，精神的な悩み等に対応するため，週２回の外部カウンセラーによる相談体制及び学生

相談員による相談体制が整っている。オフィスアワーによる学生相談にも応ずる体制が整っている。 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 主管会議，運営会議，教務会議，専攻科会議及び点検評価フォローアップ委員会が機能している。

特に，点検評価フォローアップ委員会はＪＡＢＥＥの試行審査，日本工学教育協会の全国大会のオー

ガナイズド・セッション等で高い評価を受け，多くの高専からの来訪や講演依頼がある。 

 スパイラルアップ会議は教育全般を総括して点検・評価・改善するものであり，平成１６年度には

JABEEの点検項目にしたがって，点検・評価・改善した結果，全ての項目で改善が見られた。 

平成１７年度は，各会議，委員会等の活動実績及び自己点検に基づき点検・評価を実施し，改善事

項を指示し，今後の運営等の見直しをすることとしている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし 

（３）基準２の自己評価の概要 

 機械工学科，電気工学科及び土木工学科を設置し，時代の要請とともに建築学科及び電子制御工学

科を増設した。社会の進歩に見合った教育課程の変革を行うため，土木工学科を環境都市工学科に改

組した。電気工学の幅広い需用に答え，学生の適正にあった選択を可能にするため，電気工学科を電

気情報工学科に改組し，第四学年に電気電子工学コースと情報工学コースのコース制を導入した。 

 東海地区は自動車産業等を中心とした機械系や制御系の技術者，電気電子工学関係の技術者あるい

はソフトピアに代表されるような情報系のベンチャー企業から要請のある情報技術者への要望が高い。

また，木曾三川に代表される環境都市（土木）技術者や建築家への要望も高い。地域の要望に答える

ことのできるバラエティに富んだ学科構成であり，教育目標の一つである「教育研究活動を通じて社

会へ貢献できる技術者の育成」と整合しており，地域貢献するために適切なものである。 

 本校の教育目標の一つである「先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成」のために，情

報処理センターを設置している。情報処理センターは三つの演習室を用意し，同時に３学級が情報関

係の授業を並列開講することができる。また，利用時間も午後８時までと学生の要望に充分に配慮し

たものである。本校の教育目標の一部である「実践力を備えた技術者の育成」のために，実習工場を

設置している。実習工場は，時間外の使用に対応しており，学生の要望に配慮したものである。また，

講習会を実施するなど安全配慮にも努めている。 

 本校の学校運営に関する主体的事業は主管会議及び運営会議において審議決定される。教育課程全

体に関することについては，カリキュラム検討WGを設置し，その提案を上記の会議において審議して

きた。また，教育課程に関する学科ごとの微細な変更などについては教務会議で検討し，主管会議，

運営会議で審議決定している。この組織運営は充分に機能している。 

 各会議，委員会及びWGは１年間の活動実績，自己点検及び改善案をスパイラルアップ会議に報告し，

同会議はこれを点検・評価して改善を指示するシステムを平成15年度から実施し，成果を得ている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育目標のうち，一般科目によって達成しようとするものは「広い視野を持ち，自立心と向

上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成」，「基礎学力を身につけた技術者の育成」

及び「国際コミュニケーション能力を備えた技術者の育成」である。身につけるべき具体的な学力や

資質・能力等として，（A－１），(A-3)，（C-1），（C-2）及び（D-1）が対応する。 

 一般科目で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－１－①

－１に，この目標を達成するために設定した一般科目の教育課程を資料３－１－①－２に示す。 

 

資料３－１－①－１

「一般科目で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

一般科目(人文)で養成する人材像 

 今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつには国際事情と人類の歴史に

ついての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。またそれを獲得し伝達するためにコミュニケートしよう

とする意欲と能力である。技術，情報，知識を操るのは人間であり，人間的基盤の健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一

般科目(人文)は取り組んでいる。 

 以上に基づき，一般科目(人文)では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

養成すべき人材像 

 ・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広い視野と倫理観を持った

人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信でき，獲得した広い視野，

高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目(自然)で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには工学の基礎となる物理・化学分野の自然法則を理解し，科学的な考え方を養うことが

大切である。数学は自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手段であるから，その手法や考え方を十分に学習しなければな

らない。 

  現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得する必要があり，また，体

育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき一般科目（自然）では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている 

養成すべき人材像 

・数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につける。 
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・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，創造力，想像

力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

・英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

・数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

 以上の学習・教育目標は準学士課程の各専門学科に共通のものである。 

 

（出典 学生便覧）

 

資料３－１－①－２

一般科目の教育課程 

 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）
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 一般科目の教員と担当科目を資料３－１－①－３示す。 

資料３－１－①－３

「一般科目教員と担当科目」 

 

 

（出典 学校要覧）

  

資料３－１－①－３の一覧にあるように，一般科目を22名の常勤教員が担当しており，高等専門学

校設置基準を満たしている。 
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 非常勤講師の選考に関する規程を資料３－１－①－４に示す。 

 

資料３－１－①－４

「非常勤講師の選考に関する規程」 

岐阜工業高等専門学校非常勤講師の選考に関する規程 

制定平成15 年11 月12 日

学校規則第1 9 号

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）における非常勤講師の選考は， 

他の法令等に規定するもののほか，この規程の定めるところによる。 

（選考基準） 

第２条 非常勤講師となることのできる者は，講師以上の資格を有し，本校の教育方針 

に沿った教育指導ができる者で，次の各号に該当する者とする。 

一 採用予定年度の４月１日現在で，年齢が満６５歳未満の者 

二 通勤距離が，原則として片道１００㎞以内の者 

（雇用計画の策定） 

第３条 学科長は，当該学科に非常勤講師の雇用を希望するときは，非常勤講師雇用計 

画書（別紙様式第１号）を雇用予定年度の前年度の１０月末日までに教務主事を経て 

校長へ提出するものとする。 

２ 校長は，各学科から提出された非常勤講師雇用計画書について，各学科長の意見を 

聴取の上，主管会議の議を経て非常勤講師雇用計画（以下「雇用計画」という。）を 

策定する。 

３ 校長は，前項において策定した雇用計画を，雇用予定年度の前年度の１１月末日ま 

でに各学科長に通知するものとする。 

（雇用手続） 

第４条 学科長は，雇用計画に基づき，非常勤講師採用候補者調書（別紙様式第２号） 

及び履歴書（別紙様式第３号）を雇用予定年度の前年度の１月１０日までに教務主事 

を経て校長へ提出するものとする。 

２ 前年度に引き続き雇用を希望する非常勤講師候補者については，前項に規定する履 

歴書の提出を省略することができる。 

３ 第２条第２号の規定にかかわらず，通勤距離が片道１００㎞以上の者を雇用しよう 

とする場合は，事由書（別紙様式第４号）を添付しなければならない。 

（雇用計画の変更） 

第５条 学科長は，雇用計画が決定された後に，雇用計画の変更又はやむを得ない事由 

により新たに非常勤講師の雇用の必要が生じた場合には，速やかに非常勤講師雇用変 

更計画書（別紙様式第５号）を教務主事を経て校長に提出しなければならない。 

２ 校長は，学科長から提出された非常勤講師雇用変更計画書について，主管会議の議 
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を経て，新たに雇用計画を策定し，当該学科長に通知するものとする。 

（選考等） 

第６条 非常勤講師の選考については，人事委員会の議を経て，校長が決定する。 

（事務） 

第７条 非常勤講師の雇用に関する事務は，庶務課及び学生課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定めるものとする。 

附 則 

１ この規程は，平成15年11月12日から施行する。 

２ 平成16年度の非常勤講師の雇用については，第３条，第４条，第５条及び第６条中 

「学科長」は「学科主任」と，「１０月末日」は「１１月末日」と，「主管会議」は 

「運営会議」と，「１１月末日」は「１２月１０日」と，「人事委員会」は「運営会 

議」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）
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非常勤講師雇用枠時間に関する申し合わせを資料３－１－①－５に示す。 

資料３－１－①－５

「非常勤講師雇用枠時間に関する申合せ」 
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（出典 平成17年10月運営会議資料）
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非常勤講師雇用手続きのフローチャートを資料３－１－①－６に示す。 

資料３－１－①－６

「非常勤講師雇用手続きのフォローチャート」 

 

（出典 平成17年10月運営会議資料）
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非常勤雇用に関する申し合わせによる，実際の非常勤講師雇用計画（平成17年度分）を資料３－１

－①－７に示す。 

資料３－１－①－７

「非常勤講師雇用計画（平成18年度分） 

 

（出典 平成17年11月運営会議資料）
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一般科目の非常勤講師を資料３－１－①－８に示す。 

資料３－１－①－８

「非常勤講師名簿」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）

（分析結果とその根拠理由）  

 高等専門学校設置基準によれば，入学定員に係る学生を５の学級に編成する場合は，一般科目を担

当する専任者の数は22人を下回ってはいけない。資料３－１－①－３の一覧にあるように，一般科目

を22名の常勤教員が担当しており，基準を満たしている。 
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一般科目に関する教員配置の適切性に関する見解を資料３－１－①－９に示す。 

資料３－１－①－９

「一般科目に関する教員配置の適切性に関する見解」 

 

一般科目（人文）に関しては教員配置の適切性に関する見解は下記のとおりである。 

広い視野と知識の獲得，高い見識と倫理観，コミュニケーション能力の育成という国語，社会，外 

国語教育の目的を達成するために必要な担当教員が非常勤講師を含めて適切に配置されている。 

国語は現代文学，中世文学等を専攻する教授陣により，古典から現代国語まで作文教育を加えなが 

ら幅広く教授され，日本の文化に対する理解と母国語によるコミュニケーション能力が育成されてい 

る。社会は日本社会史，教育思想史，地理教育等を専攻する教授陣により地理，歴史，倫理，政治経 

済，法学のほか，エンジニアに必要な技術者倫理を加え，時代の要請に応じた広い知識と倫理観が培 

われている。英語は英語教育学，マルチメディア教育，英文学を専攻する教授陣により，TOEICへの 

対策を取り入れつつ，グローバルな文化や社会に対する理解と国際的なコミュニケーション能力が育 

成されている。ドイツ語はドイツ語教育，哲学，独文学を専攻する教授陣により，EUを視野に入れた 

多様な異文化や社会に対する理解と国際的なコミュニケーション能力が養われている。芸術では気鋭 

の非常勤講師によって豊かな情操教育がおこなわれている。 

一般科目（自然）に関しては教員配置の適切性に関して下記の見解である。 

岐阜工業高等専門学校の学則は，教育の目的を達成するために制定されている。その学則によって 

定められている開設授業科目を実施するに必要な最小限の人数を配置しているので適切に配置されて 

いる。具体的にいえば， 

創造力，応用力，実践力を持った技術者を育成するのに必要な基礎学力を身につけるために，数学， 

物理，化学の教員が，心身ともに健康な技術者の育成するために，体育の教員が，非常勤講師を含め 

て適切に配置されている。更に詳しく言えば， 

数学では，代数学，解析学，幾何学等を専攻する教授陣により，本科生に対しては，基礎数学，微 

分積分学，線形代数学，微分方程式が教授され，専攻科生に対しては現代数学の一部分を教授され， 

基礎学力の涵養をはかっている。物理では，量子力学を専攻する教授（博士）により，化学では，物 

質化学を専攻する教授（博士）により，それぞれの基礎的な部分が懇切丁寧に教授されている。体育 

では，柔道，ソフトボール，バスケットボールを専門とする教授陣により，正規の授業だけでなく， 

課外活動においても熱心に指導され，学生の健全な心身が育成されている。 

 

（出典 平成18年度第2回スパイラルアップ会議資料）

以上のように，教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員を適切に配置している。 

 

 

観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育目標のうち，専門科目によって達成しようとするものは「基礎学力を身につけ，創造力，

応用力，実践力を備えた技術者の育成」，「先端情報技術を駆使する能力を備えた技術の育成」，

「工学技術についての倫理観を有した技術者の育成」及び「教育研究活動を通じて社会へ貢献できる
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技術者の育成」である。具体的な学力や資質・能力等として，（A-2），（B-1）,（B-2），（D-2），

（D-3）,（D-4）及び（D-5）及び（E）が対応する。 

 各学科の状況を以下に示し，分析については，分析結果とその根拠理由にまとめて示す。 

 

機械工学科 

 機械工学科で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－１－

②－１に，この目標を達成するために設定した機械工学科の教育課程を資料３－１－②－２に，専門

科目の教員と担当科目を資料３－１－②－３に，非常勤講師を資料３－１－②－４に示す。 

 

 

資料３－１－②－１

「機械工学科で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

機械工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

 

機械工学は｢ものづくり｣技術の根幹を成す学際領域である。｢ものづくり｣は機械製品の立案計画段階である（１）機械設計と，こ

れに続いた製品を具現化する段階である（２）機械製作の２段階により構成される。 

機械設計は，機械技術者の叡智と経験とを集約・統合することによって，はじめて実現される創造的な営みの発露である。機械技

術者をめざす学生は，機械設計技術の基盤である数学，物理，及び情報技術等を修得することが不可欠である。さらに，これらの

科学技術を基礎として，機械設計技術に直結した｢材料力学｣，｢流体力学｣，｢熱力学｣，及び｢機械力学｣を中心とした力学関連教科

目を修得しなければならない。 

機械製作は，機械設計技術者により考案された製品のイメージを，実際の製品として具現化する崇高な創造的プロセスである。機

械技術者は①経済性，②品質，③工期，あるいは④環境保全・安全についての所定の制約条件下で，最適な加工条件を見出し実現

する重責を担っている。機械技術者をめざす学生は，生産機械操作についての実践的能力のみならず，生産技術に深い関わりのあ

る｢機械工作法｣，｢計測工学｣，｢制御工学｣，及び｢システム工学｣等の教科目を修得しなければならない。 

一方，｢ものづくり｣を効率的に遂行するために，機械技術者は，道具としてのIT技術を修得することが必要である。また，国内外

の｢ものづくりチーム｣の一員として活躍するためには，｢コミュニケーション能力｣，及び｢倫理観に基づく社交性｣が求められ，機

械技術者をめざす学生にはこれらの能力を滋養することが期待されている． 

以上に基づき，機械工学科準学士課程では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

機械工学科で養成すべき人材像 

 国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し，社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる情報処理能力と

情報解析能力を備えた人材 

 

機械工学科準学士課程の学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につける。 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する機械技術者としての倫理観の基礎を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，創

造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 
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（B）デザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能力の基礎

を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる総合的なデザ

イン能力の基礎を身につける。 

（C)コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）機械工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム，情報・論理，材料，力学）の基礎知識と能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち，その周辺学際分野にも共通な分野（環境，創生，エネルギー，計測・制御，安全等）の知識と能

力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得する． 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち，これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける。 

情報機器を使いこなし，情報処理システムのプランを構築する能力の基礎を身につける。 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－２

「機械工学科の教育課程」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－３

「機械工学科の教員と担当科目」 

 

（出典 学校要覧）

 

資料３－１－②－４

「機械工学科の非常勤講師と担当科目」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気情報工学科 

電気情報工学科で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－

１－②－５に，この目標を達成するために設定した教育課程を資料３－１－②－６に，専門科目の教

員と担当科目を資料３－１－②－７に，非常勤講師を資料３－１－②－８に示す。 
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資料３－１－②－５

「電気情報工学科で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

電気情報工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

電気情報工学科では，近年の急速な電気・電子・情報技術の進展や今後の各種技術革新にも対応でき，国際性や倫理観を有する

技術者を養成するため，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各分野についての基礎的な技術と知識を身に付け，高度細分

化した専門技術や知識の自立的な修得を可能とする教育を目指している。本学科ではこの目標を効率的に達成するため，学生の資

質に応じた教育を可能とする，コース別カリキュラムを四年次より導入している。電気電子工学コースと情報工学コースに分かれ

た教育カリキュラムにより，専門的技術と知識の効率的な修得を可能とし，電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術を

バランス良く身につけると共に，社会の要求に応えることのできる高度な専門技術と知識を修得した技術者の養成を目指してい

る。 

以上に基づき，電気情報工学科では本校ＪＡＢＥＥプログラムと対応して以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目

標」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応え高度な専門技術と知識

を修得していける能力を身につけた技術者 

 

学習・教育目標 

(A)倫理を身につける。  

(A-1) 人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につける。 

(A-2)電気・電子・情報技術が地球環境に及ぼす影響等を自覚する技術者としての倫理観の基礎を身につける。 

(A-3) 心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，創造

力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

(B)デザイン能力を身につける。  

(B-1)電気・電子・情報に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で問題を解決していくための計画を立

てる能力を身につける。  

(B-2)電気・電子・情報工学の基礎知識を活用して計画を実行し，得られた成果を解析して論文にまとめていく総合的なデザ

イン能力を身につける。  

(C)コミュニケーション能力を身につける。  

(C-1)日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。  

(C-2)英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

(D)電気・電子・情報工学とその基礎となる学際分野及びその周辺の境界学際分野の，知識・能力の基礎を身につける。  

(D-1)数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。  

(D-2)設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識とその応用能力を身につける。  

(D-3)電気・電子・情報工学の周辺学際分野の共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の基礎知識とそ

の応用能力を身につける。  

(D-4)電気電子コース・情報コースにて，両コースに共通する基礎知識をバランス良く身につけるとともに，社会の要求に

応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につける。 

(1) 電気・電子・情報工学の基礎となる主要な知識を身につけ，その応用能力を身につける。 

(2) 電気電子コースでは，電気・電子工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得していけ

る能力を身につける。 

(3) 情報コースでは，電子・情報工学分野の基礎知識を身につけ，応用的な専門技術や知識を自立的に修得していける能

力を身につける。 

 

(E)情報技術を身につける。  

(E-1)情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表現化

の基礎知識と能力を身につける。  

（出典 学生便覧）

 

資料３－１－②－６

「電気情報工学科の教育課程」 
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（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－７

「電気情報工学科教員と担当科目」 

 
（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－８

「電気情報工学科非常勤講師と担当科目」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子制御工学科 

 電子制御工学科で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－

１－②－９に，この目標を達成するために設定した教育課程を資料３－１－②－10に，専門科目の教

員と担当科目を資料３－１－②－11に，非常勤講師を資料３－１－②－12に示す。 

 

資料３－１－②－９

「電子制御工学科で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

電子制御工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

近年における電子制御技術の進歩に代表される各種技術に柔軟に対応できる技術者の育成を目的とし，電子制御技術の高度化や専門

細分化の進化に伴う時代の流れを適切にとらえ，その基礎となる基礎技術の習得ならびに，その応用展開としての電子制御システムの

運用に実践的に関わることができる学生を育てることを教育目標とする。そのため，電気・電子，情報・制御，機械関連技術を統一的

見地から総合的に駆使して，将来において，より高度で環境に配慮した知的システムを創造的に構築し展開できる人材を育成すること

が，電子制御工学科の社会的役割である。 

以上に基づき，電子制御工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 
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養成すべき人材像 

電気・電子，情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけ，国際化する高度情報化社会の要求に応え，電子制御・情報制御技

術を基礎として，創造的な技術改良・技術開発ができる能力を身につけた技術者。 

 

学習・教育目標 

（A） 倫理を身につける。  

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につける。 

（Ａ－２）電子制御技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する技術者としての倫理を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，創造

力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

 

（B） デザイン能力を身につける。  

（Ｂ－１）電気・電子，情報・制御，機械に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を解決す

るための計画を立てる能力を身につける。  

（Ｂ－２）電気・電子，情報・制御，機械の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまと

める総合的なデザイン能力を身につける。  

（C) コミュニケーション能力を身につける。  

（Ｃ－１）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D） 電子制御工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。  

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ－２）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。  

（Ｄ－３）電子制御工学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識と応用能力を身

につける。  

（Ｄ－４）電子制御工学の専門分野における基礎知識を身につけ，それを活用して電子制御システムを運用できる能力や，社会の

要求に応じて専門知識と技術を修得していける能力を養う。 

    (1)電気・電子工学を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

(2)制御・情報，機械を基礎とした電子制御工学分野に関する基礎知識と考え方を身につける。 

 

（E） 情報技術を身につける。  

情報機器を使って，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた企画・構築・表現化などを行う

ための基礎知識と能力を身につける。 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－10

「電子制御工学科の教育課程」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－11

「電子制御工学科教員と担当科目」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－12

「電子制御工学科非常勤講師と担当科目」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）
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環境都市工学科 

 環境都市工学科で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－

１－②－13に，この目標を達成するために設定した教育課程を資料３－１－②－14に，専門科目の教

員と担当科目を資料３－１－②－15に，非常勤講師を資料３－１－②－16に示す。 

 

 

資料３－１－②－13

「環境都市工学科で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

環境都市工学科で養成する人材像および学習教育目標（18年度学生便覧） 

 

「社会基盤」と呼ばれるモノ，それは例えば，車で走る，電気がつく，水を飲むといった当たり前の生活環境を支えているモノで

あり，通信・物流・輸送といった安全かつ円滑な社会活動を支えるためのモノであり，なにより自然災害から国土を守るためのモ

ノである。これらはすべて我々にとって必要不可欠な存在であり，どのような世の中になっても決して無くなるものではない。そ

して，これらを実現する仕組みづくりが「社会基盤整備」なのである。 

わが国の世界に冠たる社会基盤整備技術は，日本はもとより，人類の発展に大きく貢献しているが，今後はさらに環境容量の配慮

が最重要課題となる。人類が持続的な発展をしていくためには，自然と共生した社会基盤の整備や地域の歴史や文化と調和のとれ

た創造的な都市づくりを実現できる技術者の養成が望まれている。 

 

 以上に基づき，環境都市工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

 人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備と，自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮

した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理解し，人類の持続的発展を支える社会基盤整備を積極的に

推進できる能力を身につけている技術者 

 

学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（A－1）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につける。 

（A―2）環境都市工学にたずさわる技術者にとっての倫理の必要性を認識する。 

（A－3）心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の鑑賞力，協調性，創造

力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力を身につける 

（B－1）環境都市工学に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，自発的に問題を解決するための計画を立てる能力を

身につける。 

（B―2）環境都市工学の基礎知識を活用し，着実に計画を継続して解析・実行し，得られた成果を論文にまとめる基本的な能

力を身につける。 

（C）コミュニケーション能力を身につける 

（C－1）日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 
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（C―2）英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）環境都市工学とその基礎となる学際分野，及びその周辺の境界学際分野の知識・能力を身につける。 

（D－1）数学・自然科学の基礎知識を身につける。 

（D―2）設計・システム・情報・論理・材料・力学等，工学技術の基礎知識を身につける。 

（D－3）環境システムデザイン工学の学問共通分野（環境，エネルギー，計測・制御，創生，安全等）の知識と能力を身につ

ける。 

（D―4）専門分野としての環境都市工学において以下の基本的な知識および考え方を身につける 

（1）人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための社会基盤の整備に関する基本的な知識および考え方を身

につける。 

（2）自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識および考え方を身に

つける。 

（D―5）各自が環境都市工学の主要４分野（構造系，水理系，土質系，計画・環境系）の内，もっとも得意とする分野とは異

なる分野にも興味を持ち，これらと得意とする分野の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける 

情報機器を使いこなし，専門分野で必要とされるプログラミングなど，情報処理システムを用いた計画・構築・表現化の能力

を身につける。 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－14

「環境都市工学科の教育課程」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－15

「環境都市工学科教員と担当科目」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－16

「環境都市工学科非常勤講師と担当科目」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築学科 

 建築学科で養成すべき人材像及び学力・資質能力に関する具体的な学習教育目標を資料３－１－②

－17に，この目標を達成するために設定した教育課程を資料３－１－②－18に，専門科目の教員と担

当科目を資料３－１－②－19に，非常勤講師を資料３－１－②－20に示す。 

資料３－１－②－17

「建築学科で養成すべき人材像及び学習・教育目標」 

建築学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

 

建築学科では，人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する技術

と教養並びに，それらを総合化する能力を教授することにより，実践的技術者の育成と創造性の涵養を目標にしています。 

以上に基づき，建築学科では以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げています。 

建築学科で養成すべき人材像 

人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及び構造安全性に関する基礎的技術と教養を

有し，それらを包括的にとらえることのできる技術者。 
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建築学科で養成すべき学習・教育目標 

（Ａ）倫理を身につける 

 

（A-1）歴史的な背景・文化を理解し，建設技術に起因する社会問題や環境問題を捉え， 

人間として，また，技術者としての倫理観を身につける。 

（A-2）人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重し，地球的規模で 

社会問題や環境問題を捉えるという人間としての倫理を身につける。 

（A-3）心身ともに健康な技術者であるために，感性を中心とする認識･表現能力，健康管理 

および体力を身につける。 

（Ｂ）デザイン能力を身につける 

 

（B-1）建築に関係する技術上の問題点や新たな課題を理解し，豊かな発想で自発的に問題を 

解決するための計画を立てる能力を身につける。 

（B-2）建築学の基礎知識を活用し，分析して成果を論文や設計図面にまとめる総合的な 

デザイン能力を身につける。   

（Ｃ）コミュニケーション能力を身につける 

 

（C-1）日本語で記述，発表，討論する能力を身につける。 

（C-2）英語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（Ｄ）専門知識・能力を身につける 

 

（Ｄ-1）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

（Ｄ-2）設計・情報・材料・力学等，工学技術の基礎知識と応用能力を身につける。  

（Ｄ-3）建築学の周辺学際分野にも共通な分野（環境，エネルギー，計測，安全等）の知識と 

応用能力を身につける。 

（Ｄ-4）建築学の専門分野の基礎知識を身につけ，さらに，専門性とその体系化をはかるために，次の分野に必要とされ

る能力と技術を修得する。 

(1)建築・都市に関わる社会的・地域的な視点を養い，よりよい生活空間を機能的かつ芸術的観点から計画する能力

と設計に必要な技術  

(2)建築室内および外部空間において，省エネルギーを考慮しつつ適正な環境を保持するための環境要素の予測，評

価，調整の方法と設計に必要な技術 

(3)建築物の内外で安心して社会活動が営めるよう，構造上安全な建築空間ならびに 

構造形態を計画する能力と設計に必要な技術 

（Ｅ）情報技術を身につける 

 

  情報機器を使いこなし，表現化して説明できる能力を身につける。 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－18

「建築学科の教育課程」 

 

（出典 学生便覧）
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資料３－１－②－19

「建築学科教員と担当科目」 

 

（出典 学生便覧）

 

資料３－１－②－20

「建築学科非常勤講師と担当科目」 

 

不開示資料 

 

（出典 人事委員会採用審査資料）
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各専門学科の応用数学及び応用物理は，資料３－１－②－21に示すとおり専任の専門基礎教員が

担当している。非常勤講師はいない。 

 

資料３－１－②－21

「専門基礎教員と担当科目」 

 

（出典 学生便覧）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校は５学科５学級であるので，設置基準によれば，助手を除いた教員数は36人を下回ってはなら

ない。資料にあるとおり，助手を除いた教員数の総計は50人であり，設置基準を十分に満たしている。 

 また専門科目を担当する専任の教授及び助教授の数は43名であり一般科目の教員数より多く，設置

基準を満たしている。 

 各学科の教員配置の状況及び適切性に関する見解を資料３－１－②－22に示す。 

資料３－１－②－22

「各学科の教員配置の状況及び適切性に関する見解」 

 

機械工学科 

    機械工学科では学科の学習・教育目標を達成するため，（１）材料力学・材料学，（２）熱工学， 

（３）流体工学，（４）機械力学・計測制御，および（５）機械生産技術の５分野に対して，適切な 

教員配置となるように計画的な教員採用と配置を進めている．現在は， 

（１）材料力学・材料学  助教授 ２名 

（２）熱工学       教 授 １名・助教授 １名 

（３）流体工学      教 授 １名・講 師 １名 

（４）機械力学・計測制御 助教授 ２名 

（５）機械生産技術    教 授 １名・助 手 ２名 

の要員構成になっており，分野の均衡が図られている． 

講師以上の９名の教員のうち８名は博士の学位取得者である．これらの教員は，日本機械学会のみ 

ならず，細分化された各教員の研究領域に関連のある学協会に所属し，論文投稿，あるいは学協会主 

催の行事参加など，旺盛な研究活動を行っており，これらの活動は，担当授業に関わる教育の質の深 

度化に役立っている．主な所属学協会は，日本伝熱学会，日本流体力学会，日本計算工学会，日本材 

料学会，日本塑性加工学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，及び日本航空宇宙学会等で 

ある．また，２名の助手教員は，企業における豊富な実務経験のある機械技術者であり，機械工学実 
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習あるいは，機械設計製図の実践的な教科目においてその力量を発揮している．なお，加藤（教授） 

と石丸（助教授）も数年の企業経験者であり，総じて４名の企業経験者が在職している． 

 

電気情報工学科 

    電気情報工学科では学科の学習・教育目標を達成するため，電気・電子・情報の３分野に対して， 

適切な教員配置となるように計画的な教員採用と配置を進めている。現在は， 

電気系で 教 授 ２名・助教授 １名・助 手 １名 

電子系で 教 授 ２名・助教授 １名 

情報系で 教 授 １名・助教授 ２名・講 師 １名・助 手 １名 

となっている。このうち教授２名及び助教授１名を除いて，他の教員は全て産業界等の本校以外での 

外部就職経験者である。また，博士の学位修得者１０名（電気電子系６名と情報系４名）を確保して 

いる。また，１８年度からは北川教授の定年に伴い新卒助手を採用予定であるが，分野構成・学位構 

成に変更はない。 

 

電子制御工学科 

 電子制御工学科では電気・電子系，情報・制御系，機械系の３分野に対し，幅広い基礎技術を身に 

付け，電子制御・情報制御技術によるシステムの知能化を実現し，人間の知的動作を実現する創造的 

なシステム開発を担える技術者の養成を目標としている。このために，教員配置については各分野で 

の研究歴，あるいは企業における実務歴を持つ教員を採用し，学科の学習・教育目標を達成するため 

に適当な専門教員の配置を行なっている。具体的には， 

 電気・電子系科目への電気電子系出身で研究歴・企業実務経験（富士通，三菱電機，ブラザー工業 

等）もある教員の配置 

    情報・制御系科目への電気・電子・情報・制御系出身で研究歴（ロボティクス・制御，システム工 

学等），企業実務経験（神鋼電機，日本ＩＢＭ等）をもつ教員の配置 

 機械系科目への機械系出身で研究歴（熱・流体力学，材料力学・運動学）のある教員の配置がなさ 

れている。 

 

環境都市工学科 

環境都市工学科では学科の学習・教育目標を達成するため，環境都市工学の主要4分野（構造系， 

水理系，土質系，および計画・環境系）に対して，それぞれ３名，２名，３名，２名の常勤教員を適 

切に配置し，環境都市工学の周辺学際分野に対しては非常勤講師により対応している。また，常勤教 

員において外部経験を有する教員も偏りなく各系に配置されており適切なものとなっている。 

 

建築学科 

 建築学科の教育課程は構造，計画，環境の３分野から構成されており，各系の総単位数の割合は 

２：２：１となっている。従って，学科を構成する各系の教員配置数の割合も，それに合わせて４ 

人：４人：２人となっており，適切なものとなっている。また，各系を構成する人員も，専門分野に 

偏ることなく，構造系では，構造計画，構造設計，構造実験及び情報工学の分野に，計画系では，建 
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築計画，建築設計・設計製図及び歴史意匠の分野に，環境系では，環境工学及び建築設備の分野に秀 

でた専門性を有する教員を配置している。現状での学位取得者数は５名と少ないが，各系に偏ること 

なく配置されており，平成20年度までには８名となるべく準備を進めている。また，外部での経験を 

有する教員も各系に配置されており適切なものとなっている。 

 

専門基礎 

専門共通科目を担当する教員を，応用数学に２名，応用物理に２名，制御に１名配置している。全 

て博士の学位を習得している。教授のうち２名は大学の教員の経験を持っている。適切に教員配置が 

なされている。 

 

（出典 平成18年度第2回スパイラルアップ会議資料）

以上のように，教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員を適切に配置してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科の教育目標は，「得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野

にまたがった思考力を備えた技術者の育成」，「社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計

・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力を備えた技術者の育成」｢的確な日本語と

国際的に通用するコミュニケーションの基礎能力を備えた技術者の育成｣，「先端情報技術を駆使し

て専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成」，「多様でグローバルな視点の倫理

的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献できる技術者の育成」である。具体的な資質，

学力及び能力として，（A－1），（A－2），（B-1）,（B-2），（C-1），（C-2）, （D-1）,（D-2），

（D-3）,（D-4）,（D-5）および（E）のすべてが対応する。この目標を達成するために設定した専攻

科電子システム工学専攻および建設工学専攻の教育課程を資料３－１－③－１に示す。また，専攻科

建設工学専攻における準学士課程のとの関連性を資料３－１－③－２に例示した。 
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資料３－１－③－１

専攻科電子システム工学専攻および建設工学専攻の教育課程 
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（出典 岐阜工業高等専門学校学生便覧）
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資料３－１－③－２

専門分野との関連性（専攻科建設工学専攻の例示）
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（出典 平成１７年度専攻科審査資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

 本校の専攻科における教員の配置については，本校の教育理念に照らして，十分な人数と高い質を

持った教員が配置されていることから適切である。本校の専攻科が育成する技術者像は，主として二

つあり「精深な専門性を有する技術者」と「異なる分野を理解でき複合的資質を有する幅広い技術

者」である。この二つの目的を達成するために，各専攻に設定されたカリキュラムに十分対応できる

数の有資格教員を配置して教育に当たっている。 

 専攻科の教育は，一般科目教員と専門科目教員が共同で実施し，非常勤教員は３名のみである。専

攻科の教員資格は，準学士課程のそれに比べると研究業績等の面で厳しくなっており，博士の学位を

有する者が優先的に配置されており，研究活動の継続性や学術論文の継続的な発表が求められている。

専攻科の教育課程において，専門科目では，博士の学位を有するか技術士や建築士などの資格を有す

る者，および研究活動や企業における豊富な実務経験のある教員から構成されている。このように，

博士号取得者全員が専攻科の授業担当者として配置され，その数は専攻科生の定員よりも多く，十分

な人数と高い質をもった教員が配置されている。 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられ

る。）が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

 さまざまな経歴を持つ教員配置をすることが，本校の目的を達成するために必要である。教員の経

歴に関する機構の中期計画に沿った教員配置を本校でも措置している。機構の中期計画を資料３－１

－④－１に示す。 

 

資料３－１－④－１

「教員の経歴に関する機構の中期計画」 

① 多様な背景を持つ教員組織とするため，中期目標の期間中に，公募制の導入などにより，教授及び助教授につい

ては，採用された学校以外の高等専門学校や大学，高等学校，民間企業，研究機関などにおいて過去に勤務した経験

を持つ者，又は１年以上の長期にわたって海外で研究や経済協力に従事した経験を持つ者が，全体として60％以上と

なるようする。                  

（出典 機構中期計画）

 本校の目的を達成するためには，学位を取得した教員を採用する必要がある。教員の学位に関する

中期目標を資料３－１－④－２に示す。 

資料３－１－④－２

「教員の学位に関する中期目標」 

③専門科目（理系の一般科目を含む。）については，博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を持つ

者，理系以外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等における経験を通して高度な実務能力を

持つ者など優れた教育力を有する者を採用する。 

中期目標の期間中に，この要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体として70％以上とし，理系以外の

一般科目担当の教員については全体として80％以上となるようにする。 

（出典 岐阜工業高等専門学校中期目標）

 教員組織の活性化をはかる為の高専間教員交流人事に関する申し合わせを資料３－１－④－３に示

す。 

資料３－１－④－３

「高専間教員交流人事に関する申し合わせ」 

平成１７年５月２３日主管会議資料

高専間教員交流制度に対する本校の基本方針（案） 

１．派遣の基本方針について 

  派遣推薦人数：毎年度1名を原則とする。 

  派遣期間：2年を原則とする。3年以上を本人より要望され，受入側からも要請された場合は，学科等の事情を考

慮し人事委員会で審議する。 

  派遣者の要件：派遣初年度に50歳未満の者で，派遣前年度までの高専教員経験年数が5年以上の者とする。 

  派遣する学科：同じ学科から2年連続で派遣しない。 

  その他： 
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２．派遣者の選定について 

選出方法：自薦を優先する。自薦がない場合は，各学科に1名の推薦をお願いする。専門基礎は隔年の推薦とし，平

成18年度からの推薦とする。派遣者推薦調書を提出する。 

  決定方法：平成18年度及び19年度の派遣については，人事委員会にて，派遣者推薦調書に基づいて決定する。適

宜，学科長と学校長の間でヒアリングを実施する。 

平成20年度以降については，輪番制についても検討する。 

日程：6月 1日（水）運営会議で方針を説明，自薦・他薦を依頼 

6月17日（金）自薦による派遣者推薦調書提出締め切り 

7月29日（金）各学科からの派遣者推薦調書提出締め切り 

8月中     ヒアリング実施，人事委員会にて検討 

8月24日（水）主管会議にて審議・決定 

３．受入の基本方針について 

  受入人数：毎年度1名を原則とする。 

  受入期間：2年を原則とする。3年以上を本人より要望され，派遣側からも要請された場合は，学科等の事情を考

慮し人事委員会で審議する。 

  受入者の要件：本校の教育・研究，学校運営，課外活動等に大きな影響を与える者又は本校のプロジェクト，大

型の委託研究及び共同研究等に重要な役割を果たす者とする。 

受入学科：同じ学科に2年連続で受け入れない。 

その他： 

４．受入者の選定について 

選出方法：受入を希望する学科あるいは，グループは受入希望調書により受入を申請する。 

  決定方法：平成18年度及び19年度の受入については，人事委員会にて，受入者の要件を考慮し決定する。 

       優先順位は，学校全体に関する要件，派遣者申請学科の順とする。 

       平成20年度以降については輪番制についても検討する。 

  教員室等：学校で対応する。 

  日程： 9月末 各学科あるいはグループの受入希望調書提出 

     10月初 受入者決定後，機構に申請する。 

参考資料 

 高専間教員交流制度に関する資料等 

  

（出典 人事委員会議事要旨）
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常勤教員の年齢構成のグラフを資料３－１－④－４に示す。 

資料３－１－④－４

「常勤教員の年齢構成のグラフ」 

 

 

（出典 人事係資料（平成18年5月1日現在））

本校以外の職歴を持つ教員の一覧を学科別に資料３－１－④－５に示す。多くの教員が該当している。 
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資料３－１－④－５

「教員の職歴，学位，年齢構成」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成17年度人事委員会（第2回）資料）
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学位に関する一覧を資料３－１－④－６に示す。 

資料３－１－④－６

「学位取得一覧」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成17年度人事委員会（第2回）資料）
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全体をまとめた数値を資料３－１－④－7に示す。機構の中期目標は，計画年度内に本校でも満たす

ことができるものと分析している。 

資料３－１－④－７

「学位取得一覧」 

 

（出典 平成17年度人事委員会（第2回）資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 機構及び本校の中期目標・中期計画に職歴及び学位に関する中期目標を定めている。本校の教育目

的である「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養う」ためには，学問的な背景を持つ教員

と実学を背景とする教員がバランスよく配置されていることが重要である。達成状況は学科によって

アンバランスがあるものの，全体としては職歴が９０％，学位については８０％の達成度である。 

定年退職に伴う後任人事及び教員交流人事によって職歴は中期目標期間内に目標を達成することが

できるものと想定している。学位についても充分に目標を達成することができる。 

 年齢構成については，能力を最大限に重視するが，偏った年齢構成がないように校長が配慮し，実

際の年齢構成に見られるように大きな偏りはない。 

 

 

 

観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

（観点に係る状況）  

教員の採用及び昇格については，高等専門学校設置基準に定められている資格を有する者から，

人事委員会において選考を行っている。人事委員会規程を資料３－２－①－１に示す。人事委員会

では，候補者に係る提出資料に基づき，高等専門学校設置基準に定める事項のほか，教育，研究等 

 に関する事項について総合的に判断し，選考されている。 
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資料３－２－①－１

     

 

 

 

 

 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）
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なお，平成１８年度からは候補者の経歴，業績等をポイント化した方式を導入しているので，候補

者が複数の場合には有効な判定資料となる（資料３－２－①－２）。 

資料３－２－①－２

教員の採用・昇格に関する規定（平成18年度以降） 
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（出典 平成18年度第2回運営会議資料）

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員の採用及び昇任の選考基準に教育経歴や実務経歴などをポイント化する規定を定めていて，  

適切に運用されている。 
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。 

（観点に係る状況）  

教員の教育活動に関する定期的な評価としては，前述資料２－２－①－６に示した点検評価・フォ

ローアップ委員会が定期試験時に合わせて行う学生による授業評価アンケートの結果を点数化して平

均値等を分析して教員各人に示し（資料３－２－②－１），各教員は，以後の授業にあたって，改善

すべき点に関しては然るべく対応する。 

校長は教員から評価基準等（前述資料３－２－①－２）で規定している評価項目を提出させ，それ

を基に評価を行う。 

資料３－２－②－２に平成１７年度国立高等専門学校教員顕彰実施要項を示す。この顕彰制度によ

り，教員評価がなされている。 
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資料３－２－②－１

学生による授業評価アンケートの結果の教員個人に対する提示 

 

（出典 学習評価フォローアップ委員会資料）
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資料３－２－②－２

平成１７年度国立高等専門学校教員顕彰実施要項 

平成１７年１０月１１日

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定

 

 

１．顕彰要項 

（１）趣旨 

高等専門学校教員は主として教育者の面を持つが，一方で研究者の面を持つとともに高等専門学校の管理運営にも果

たすべき役割がある。高等専門学校教員個々に対する業績評価は，これらを総合して行われるべきものであるが，現状

においては，ともすれば専門の研究業績のみが重視され，学生教育や管理運営に係る業績が適正に評価されていない恐

れがある。このような観点から，管理運営やＦＤ活動を含み，学生教育を中心とする分野において顕著な業績を上げて

いる教員を顕彰するとともに，顕彰を通じて高専における教育の充実・向上を目指すものである。 

（２）顕彰基準 

国立高等専門学校における教育活動，学生生活指導，地域社会への貢献等において顕著な功績があったと認められる

者とする。 

（３）賞の名称 

国立高等専門学校教育業績賞とし，以下の賞を設ける。 

文部科学大臣賞                        １名 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長賞   若干名 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長奨励賞 若干名 

（４）候補者の推薦 

下記２の候補者推薦要領により，各国立高等専門学校校長が行う。 

（５）顕彰対象者の決定 

上記によって推薦された候補者の中から，下記３の顕彰対象者選考要領に基づいて選考委員会が顕彰教員を選考・決

定し，文部科学省へ表彰の依頼をする。 

（６）顕彰の時期 

平成１８年３月開催予定の校長会議の席上で行う。 

 

２．候補者推薦要領 

（１）推薦基準 

①別に定める教員による自己評価（第１部），教員による相互評価（第２部），学生による教員の評価（第３部）

の総合評価に基づき候補者の選考を行う。 

②教員による自己評価（第１部）の点数集計を行う際に，一般教科担当教員で卒業研究，留学生を担当しない場合

は，「Ａ．５卒業論文指導の状況等」及び「Ａ．６留学生の指導等」を自己採点しないので合計点（満点）が変わ

ることとなり，不利になるため，この場合の取扱いを次のようにする。 

※  専門学科教員のＡ．５（満点 11 点），Ａ．６（満点６点），合計（満点 17 点）の自己採点結果の平均点（例え

ば，Ａ．５（７点），Ａ．６（２点），合計（９点））を一般教科担当教員全員の共通の点数とする。なお，合計点

（満点 170 点）は，変更しないこととする。 
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③教員による自己評価，教員による相互評価及び学生による教員評価の結果がともに良好で，かつ，文部科学大臣

等の表彰をするにふさわしい教員を選考する。(必ずしも最高点の者でなくてもよい。) 

（２）推薦人員 

各国立高等専門学校から１名とする。ただし，昨年度の受賞者は除く。 

（３）提出書類 

①教員顕彰申請書（様式１） 

当該教員の自己評価集計表を添付 

※顕彰題目及び顕彰内容は受賞後に公表されることを前提に記入すること。 

②自己申請書（様式２：平成１７年度より） 

※この申請書以外の資料の添付は禁止（平成１７年度より）。なお，記載内容は受賞後に公表されることを前

提に記入すること。 

③校長の所見（Ａ４版１枚，任意書式） 

④教員の教育業績等評価実績資料（様式３） 

 

３．顕彰対象者選考要領 

（１）選考委員会の構成 

①独立行政法人国立高等専門学校機構教育・ＦＤ委員会委員３名及び長岡及び豊橋技術科学大学等の教授２名の計

５名で構成する。 

（注：委員となった校長は当該学校の教員の審査には加わらない。） 

②委員会に委員長を置き，教育・ＦＤ委員会委員の中から互選する。 

（２）選考方法 

審査項目及び配点は下記のとおりとし，選考委員が採点を行う。 

採点結果を踏まえ，提出書類を総合的に審査し，選考する。 

①教員の自己申請書の内容       ４０点 

②当該教員の教育業績自己採点     ２０点 

③教員の相互評価結果         ２０点 

④学生の評価結果           ２０点 

                  合計 １００点 

 

４．日程 

 １０月中旬 候補者募集 

 １２月中旬 候補者締め切り 

１月上旬 選考委員会開催，顕彰教員を決定 

２月下旬 文部科学省へ顕彰教員への表彰を依頼 

３月下旬 校長会議において表彰 

 

（出典：学生主事 Web ページ）

 

本校独自の表彰規程（資料３－２―②－３）を定めていて，表彰例（資料３－２－②－４）に示す

ように実施している。 
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資料３－２－②－３

「特別功労者表彰規程」 

岐阜工業高等専門学校特別功労者表彰規程  

制定平成14年9月11日 

学校規則第15号 

（趣旨）  

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育，研究及び学校運営に関し，また地域社会とのかか

わりで特に顕著な功績等を挙げた者を「特別功労者」として表彰するため定めるものである。  

（表彰を受ける者）  

第２条 特別功労者の表彰は，次に掲げる各号の一に該当する者について行う。  

一 講義，演習，実験・実習及びクラス運営等において新たな方法を創案し，その実践を行い，教育効果を高めた者  

二 クラブ運営を通して学生の徳育・体育教育に功績のあった者  

三 高等専門学校生向けの教科書を編纂し，教育効果を上げた者  

四 各種委員会等において，学校運営に功績のあった者  

五 技術指導，公開講座，共同研究及び学会活動等において，社会に貢献し，本校の名を高めた者  

六 その他特に顕著な功績等を挙げた者  

（特別功労者の選考）  

第３条 校長は，前条に掲げる特別功労者を選考するため，本校に特別功労者選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（組織）  

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織し，教務主事を委員長とする。  

一 教務主事  

二 研究主事  

三 学生主事  

四 寮務主事  

五 事務部長  

六 その他校長が必要と認めた者  

（推薦の方法）  

第５条 推薦者（各主事，各学科長，各種委員会委員長，教育研究施設の長及び事務部長）は，別紙様式１及び２により，候補者

を委員会に推薦するものとする。ただし，自薦によることができる。  

（表彰を受ける者の決定）  

第６条 表彰を受ける者は，委員会の推薦により，校長がこれを決定する。  

（表彰の方法）  

第７条 表彰は，校長が表彰状を授与して行う。  

２ 前項の表彰に併せて，記念品を贈与することができる。  

３ 表彰は年１回行う。ただし，特に必要があると認められるときは，この限りでない。  

（庶務）  

第８条 委員会に関する庶務は，庶務課において処理する。  

（雑則）  

第９条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，校長が別に定める。  



岐阜工業高等専門学校 基準３ 

－141－ 

附 則  

この規程は，平成14年10月1日から施行する。  

附 則（平成16年学校規則第14号）  

この規程は，平成16年4月1日から施行する。  

 

（出典 岐阜高専規則集）

 

資料３－２－②－４

「特別功労者表彰一覧」 

 

（出典 人事係資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教員は点検評価・フォローアップ委員会が定期試験時に合わせて行う学生による授業評価アンケー

トの結果及び成績評価の適切性に基づいて教員面談における教育活動の改善の指示により，適切に改

善している。 

高専機構が定める教員顕彰に加えて本校独自の特別功労者表彰規程を定め，講義，演習，実験・実

習及びクラス運営等において新たな方法を創案し，その実践を行い，教育効果を高めた者，クラブ運

営を通して学生の徳育・体育教育に功績のあった者，学校運営に功績のあった者，技術指導，公開講

座，共同研究及び学会活動等において，社会に貢献し，本校の名を高めた者及びその他特に顕著な功

績等を挙げた者を表彰し，教員の活性化を図っている。 

以上のように，学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための十分適切な措置を講

じている。 
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 観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

  教育課程を展開するのに必要な事務組織として庶務課及び学生課を配置（資料３－３－①－１）し，

側面的支援を行っている。 

（資料３－３－①－１）

事務部の組織 

 

 

（出典 庶務課資料）
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 学生課の教務係においては，①教育課程の編成及び授業に関すること，②成績処理に関するこ 

と，③入退学，休学，進級及び卒業など学生の学籍に関すること並びに④学生への諸証明の発行 

に関することなどの事務処理を担当し，学生係においては，①学生の課外教育（クラブ活動など），

②授業料免除・奨学金に関すること，③厚生事業及び厚生施設の管理に関すること，④学生の保健管

理及び学生相談，⑤就職指導及び就職の斡旋に関することなど，学生の学校生活上の支援を行ってい

る。また，庶務課には，学術情報係を配置し，①図書の選択，受入，整理及び保存に関すること，②

学生への閲覧及び貸し出しサービス，③図書等の検索指導及び読書相談などを行っている（資料３－

３－①－２）。 
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（資料 ３－３－①－２）
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（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）
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 また，各学科における実験・実習への支援としては，技術教育係（実習工場）及び各学科に派 

遣している技術職員（資料３－３－①－３）により，学生に対する直接的な教育活動の支援を行 

っている。 

（資料３－３－①－３）

技術職員の各学科授業科目への支援状況 

学 科 名 技術教育係（実習工場）５名 技術職員 ６名（各科１名） 

一般科目 

 （自然） 

 化学実験 

物理実験 

レポート作成補助など 

 

 

機械工学科 

１年 ものづくり入門 

２年 機械工学実習 

３年 機械工学実習 

５年 卒業研究，学生指導 

レポート作成補助など 

３年 機械設計製図 

４年 総合実習 

４年 工学実験 

５年 卒業研究学生指導 

レポート作成補助など 

 

 

電気情報工学科 

 ２年 電気情報工学実験 

３年 電気情報工学実験 

４年 電気情報工学実験 

５年 卒業研究学生指導 

レポート作成補助など 

 

電子制御工学科 

２年 電子制御工学実習 

５年 卒業研究，学生指導 

レポート作成補助など 

３年 電子制御工学実験 

４年 電子制御工学実験 

５年 卒業研究，学生指導 

レポート作成補助など 

 

 

 

環境都市工学科 

 ２年 測量実習 

３年 測量実習Ⅱ 

３年 基礎実験Ⅰ 

４年 基礎実験Ⅱ 

５年 計測実験 

５年 卒業研究，学生指導 

レポート作成補助など 

 

 

 

建築学科 

 

 ２年 建築製図Ⅱ 

２年 造形 

３年 情報処理Ⅰ 

４年 建築工学実験Ⅱ 

５年 環境特論 

５年 卒業研究，学生指導 

レポート作成補助など 

専攻科電子シス

テム工学専攻 

 １年 電子システム工学実験 
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（分析結果とその根拠理由）  

事務職員及び技術職員の配置については，高等専門学校設置基準に従い適正に配置されており，機

能している。 

なお，現在，技術職員の各学科への配置については，固定的となっており，休暇又は病気等による

長期休暇の場合の対応がしにくい状況があるため，専門教員を室長とする技術室（仮称）を設置し，

技術職員の組織化を図り，教育課程への柔軟な対応ができるよう計画しているところである。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校の教育目的を達成するためには，さまざまな経歴及び学位を取得した教員を確保する必要が

ある。根拠資料に示すように，学校全体では，さまざまな経歴を持ち，学位を取得した教員を十分

に確保している。専門及び年齢構成にも偏りがない。 

（改善を要する点）  

   学科別に見ると，経歴及び学位取得に関してアンバランスがあり，少ない学科は改善する必要が

ある。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

 一般科目（人文）は広い視野と知識の獲得，高い見識と倫理観，コミュニケーション能力の育成の

ため国語，社会，外国語教育の担当教員を非常勤講師を含めて適切に配置している。特に英語は

TOEICへの対策を取り入れつつ，グローバルな文化や社会に対する理解と国際的なコミュニケーショ

ン能力を育成するため，英語教育学，マルチメディア教育，英文学を専攻する教授を配置している。 

一般科目（自然）は創造力，応用力，実践力を持った技術者を育成するのに必要な基礎学力を身に

つけるために，数学，物理，化学の教員を，心身ともに健康な技術者を育成するために，体育の教員

を非常勤講師を含めて適切に配置している。 

 専門科目のうち，各学科に共通の応用数学及び応用物理については専門基礎の教員によって実施し

ている。専門学科の主要科目は適性を持った常勤教員によって実施し，専門性の強い科目は非常勤講

師が担当している。常勤教員はそれぞれの学会で学術的な活動をしており，その経験を講義に活かし

ている。また，企業出身の教員は豊富な実務経験を活かし教育を実践している。 

専攻科の教育は，学位授与機構の審査を受けた教員で実施している。博士号取得者が専攻科設置当

初に比べて増加している。博士号取得者の全員が専攻科の授業担当者として配置されている。その数

は，専攻科生の定員よりも多く，十分な人員が配置されている。 

 職歴及び学位に関する機構の中期目標の達成状況は学科によってアンバランスがあるものの，全体

としては職歴が90％，学位については80％の達成度である。定年退職に伴う後任人事及び教員交流人

事によって職歴は中期目標期間内に目標を達成することができるものと想定している。学位について

も充分に目標を達成することができる。 

特別功労者表彰規程を定め，教員の活性化を図っている。以上のように，教育課程を遂行するため

に必要な教員を適切に配置している。教育経験，論文数等をポイント化する制度を整備し，教員の採

用及び昇格等に当たって，適切な基準を定めそれに従い適切な運用をしている。 

事務職員及び技術職員の配置については，高等専門学校設置基準に従い，教育課程を遂行するため

に必要な教育支援者を適切に配置している。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ，学校の教職

員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 教育目標を達成するため，学校全体及び学科のアドミッション・ポリシーを決定し，平成18

年度入学者募集要項に明記し入試を実施した。平成19年度入学者選抜では，中学生にわかりや

すくするため記載事項を一部改正した。準学士課程入学者について資料４－１－①－１に示す。 

資料４－１－①－１

「準学士課程入学者選抜のアドミッション・ポリシー」 

３．学生受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

岐阜工業高等専門学校は 

１．科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

２．国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

３．情報化社会の最前線で活動すること。 

を教育理念とし，本科５年間と専攻科２年間にわたって一貫した教育課程のもとで，人間性豊かな倫理観を備

えた技術者の育成を目指します。 

岐阜工業高等専門学校の本科は， 

・広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成 

・基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

・国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

・工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

・教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

を教育目標としています。これらの目標を達成できる資質を持った人の応募を期待し，以下のような能力を

総合的に身につけている人を受け入れます。 

・ 基礎学力及び幅広い能力がある人 

・「英語」，「国語」及び理系科目が得意な人 

・ 何事にも積極的に取り組むことができる人 

・ 倫理観のある人 

各学科で受け入れたい人物像 

機械工学科 

１）数学と理科を得意科目とし，広く「ものづくり」に興味があり，自動車などの生活に役立つ機械を設計・

製作する機械技術者になることを強く希望している人 

２）目標を達成することの喜びを知り，たゆまない努力をする覚悟のある人 

電気情報工学科 
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１）電気・電子・情報関連の技術に興味のある人や，エネルギーや地球環境などの問題解決に挑戦したい 

２）いろいろなことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動に移し，挑戦できる人 

電子制御工学科 

１）数学や理科及び英語を得意とし，ものづくりに関心があり，ロボットなど電子制御システムに関わる技術

者になることを強く目指す人 

２）環境に配慮した電子制御システムづくりに積極的にチャレンジし，好奇心旺盛で向上心があり粘り強くが

んばることのできる人 

環境都市工学科 

１）自然と調和した社会基盤（道路・鉄道・エネルギー・上下水道など生活や産業を支えているもの）の整備

と，自然災害に強い安全な都市の創造について学びたい人 

２）公共事業にたずさわる技術者として社会に貢献したい人 

３）元気がありリーダーシップを発揮できる人 

建築学科 

１）技術・家庭および美術が得意で，社会と文化にも関心をもち，建築に関わる技術者になることを強く目指

している人 

２）環境との関わりを考えつつ，多種多様な意見をまとめ，個性豊かな建築をデザインしたい人 

（出典 平成19年度岐阜工業高等専門学校入学者募集要項）

 

 

 

 

 編入学者について資料４－１－①－２に示す。 

資料４－１－①－２

「編入学者選抜のアドミッション・ポリシー」 
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（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校編入学者募集要項）
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専攻科入学者選抜のアドミッション・ポリシーについて資料４－１－①－３に示す。 

資料４－１－①－３

「専攻科入学者選抜のアドミッション・ポリシー」 

 

 

（出典 平成19年度岐阜工業高等専門学校専攻科学生募集要項）
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アドミッション・ポリシーは教員会議で周知している。資料４－１－①－４に示す。 

資料４－１－①－４

「アドミッション・ポリシーの周知」 

準学士課程 

・ 基礎学力及び幅広い能力がある人 

・「英語」，「国語」及び理系科目が得意な人 

・ 何事にも積極的に取り組むことができる人 

・ 倫理観のある人 

第四学年編入学 

・基礎学力の修得に努めており，さらに専門の知識を身につけたい人 

・好奇心が旺盛で，常に知識を獲得し，能力の開発を目指して努力する人 

・学んだ知識を活用し社会に貢献したい人 学校のアド

ミッションポ

リシー 

専攻科課程 

（電子システム工学専攻） 

・機械，電気情報，電子制御の分野を，総合的に深く学びたい人 

・出身分野の知識を生かしつつ，ヒューマンフレンドリーな知的機能システムを開発する意欲の

ある人 

（建設工学専攻） 

・環境都市工学あるいは建築学に関する主要な基礎知識を理解でき，幅広い専門分野を身に 

つけて社会に貢献できる技術者を目指している人 

・先端技術，社会と文化，芸術などの他分野に関心があり，自ら提起した課題に対して取り組む 

姿勢と，柔軟かつ創造的に解決できる思考力を素養として持っている人 

学科別のアドミッション・ポリシー 

機械工学科 

準学士課程 

・数学と理科を得意科目とし，広く「ものづくり」に興味があり，自動車などの生活に役立つ機会

を設計・製作する機械技術者になることを強く希望している人 

・目標を達成することの喜びを知り，たゆまない努力をする覚悟のある人 

編入学 

・数学・物理（特に力学）・情報技術を得意とし，機械技術分野，特に「ものづくり」分野に強い関

心があり，社会に貢献できる機械技術者となるための継続的な努力のできる人 

・目標を達成するための課題を自ら見出し，これをデザイン能力，及びコミュニケーション能力に

より解決することができる機械技術者を目指す人 

電気情報工学科 

準学士課程 

・電気・電子・情報関連の技術に興味のある人や，エネルギーや地球環境などの問題解決に挑

戦したい人 

・いろいろなことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動に移し，挑

戦できる人 
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編入学 

・電気・電子・情報工学に関する幅広い基礎知識の修得を目指し，エネルギーや地球環境など

の問題解決や物作りに挑戦したい人 

・電気・電子工学の主要な基礎知識を理解でき，情報工学に関係した最新知識や技術の修得を

目指す，創造性豊かな人 

・いろいろなことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動に移し，挑

戦できる人 

電子制御工学科 

準学士課程 

・数学や理科及び英語を得意とし，ものづくりに関心があり，ロボットなど電子制御システムに関

わる技術者になることを強く目指す人 

・環境に配慮した電子制御システムづくりに積極的にチャレンジし，好奇心旺盛で向上心があり

粘り強くがんばることのできる人 

編入学 

・工学，情報技術を得意とし，電子制御技術の根幹である電気・電子，情報・制御，機械関連の

分野に関心があり，幅広い専門知識を身に付け社会に貢献できる技術者を目指す人 

・意欲的かつ実践的に課題に取り組み，柔軟にかつ創造的に解決できる能力を素養として持っ

ている人 

環境都市工学科 

準学士課程 

環境都市工学科 

・自然と調和した社会基盤（道路・鉄道・エネルギー・上下水道など生活や産業を支えているも

の）の整備と，自然災害に強い安全な都市の創造について学びたい人 

・公共事業にたずさわる技術者として社会に貢献したい人 

・元気がありリーダーシップを発揮できる人 

編入学 

・自然と調和した社会基盤の整備と，自然災害に強い安全な都市の創造に関する幅広い専門

知識の修得を目指す人 

・プロジェクトのリーダーとしてリーダーシップを発揮し，身につけた幅広い専門知識を実践的に

活用できる能力を素養として持っている人 

・公共事業にたずさわる技術者として社会に貢献したい人 

建築学科 

準学士課程 

・技術・家庭および美術が得意で，社会と文化にも関心をもち，建築に関わる技術者になること

を強く目指している人 

・環境との関わりを考えつつ，多種多様な意見をまとめ，個性豊かな建築をデザインしたい人 

編入学 

・工学，情報技術を得意とし，社会と文化並びに芸術の分野に関心があり，幅広い専門知識を

身につけ社会に貢献できる技術者を目指している人 

・自ら課題を提起し，それをデザイン能力とコミュニケーション能力により解決できる柔軟な思考

力を素養として持っている人 

（出典 平成18年度4月教員会議資料）

 

アドミッション・ポリシーを記載した募集要項は，準学士課程入学者選抜では中学596校・合

計1711部，編入学者選抜では高校263校・合計329部，専攻科入学生選抜では高専短大等103校・

103部配布している。中学生向け進路説明会・学校説明会（平成17年度は29回実施）ではわかり
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やすい表現に直して説明（資料４－１－①－５）している。 

資料４－１－①－５

「進路説明会におけるアドミッション・ポリシーの説明」 

ものづくりが好き 

数学，理科が好き 

英語が得意 

環境や福祉に興味がある 

そんなあなたの入学をまっています 

募集要項の受け入れ方針をよく読んでください。 

（出典 進路説明会パワーポイント資料）

編入学者に対する公表については，編入学者説明会の挨拶の資料を資料４－１－①－６に示す。 

資料４－１－①－６

「編入学者への説明」 

平成18年度編入学生募集説明会 挨拶と説明内容 

教務主事の稲葉でございます。皆様，暑い中，おいでいただきありがとうございます。 

本校は2003年度に後で述べますJABEE認定校となり，編入学についても，入学者受入方針にあった

学生の選抜及びその後の教育が義務付けられています。本日は本校の概略と平成18年度編入学生の募

集について本校の基本方針等をご説明したいと思います。 

それでは早速，募集要項をご覧ください。本校の教育目標と編入学者受け入れ方針について，ま

ず，説明したいと思います。 

（募集要項でアドミッションポリシーについて説明する） 

 （出典 編入学者説明会挨拶）

 

アドミッション・ポリシーの教職員への周知に関するアンケート結果を資料４－１－①－７に記す。 

資料４－１－①－７

「アドミッション・ポリシーの教職員への周知状況」 

教務会議（第 25 回）資料

アドミッションポリシーに関するアンケート（教職員） 

設問 

入学者募集要項には本校の受け入れ方針（アドミッションポリシー）が記載されていました。内容をご存

知ですか？ 

編入学者募集要項には本校の受け入れ方針（アドミッションポリシー）が記載されていました。内容をご

存知ですか？ 

専攻科生募集要項には受け入れ方針（アドミッションポリシー）が記載されていました。内容をご存知で

すか？ 

 

 

基準 

５：よく知っている。 ４：だいたい知っている。 ３：何とか知っている。 
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２：あまり知らない。 １：全く知らない。 

 

各段階の回答者率（％），平均は段階の平均値 

教  員 職  員 
目標 

５ ４ ３ ２ １ 平均 ５ ４ ３ ２ １ 平均 

本科 16.1 32.3 29.0 9.7 12.9 3.3 9.1 18.2 9.1 45.5 18.2 2.5 

編入学 12.9 25.8 32.3 12.9 16.1 3.1 0 27.3 9.1 45.5 18.2 2.5 

専攻科 9.7 32.3 29.0 12.9 16.11 3.1 0 18.8 0 45.5 36.4 2.0 

 

周知方法 

募集要項配布：教員・職員関係者 

（出典 教務会議（第25回）資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程入学者選抜，編入学者選抜及び専攻科入学者選抜についてアドミッション・ポリシーを

定め募集要項に記載している。表現は具体的であり，社会にわかりやすいものである。 

教員には年度初めの教員会議において周知している。アドミッション・ポリシーを記載した募集要

項を全教員に配布している。職員には教員会議に出席している課長より係長を通して周知している。

平成17年度末のアンケート結果から，教員は何とか周知しているが，職員にはあまり周知していない。 

中学生，保護者，中学校教員には，進路説明会において募集要項を配布し説明している。ホームペ

ージにも記載している。中学生には具体的にどのような資質を期待しているかを説明している。 

専攻科志願者に対しては，進学ガイダンスおよび進学説明会において周知している。 

以上のように，教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜（準学士課程入学者選抜，編入

学生選抜，専攻科入学者選抜）の基本方針等を記載したアドミッション・ポリシーを明確に定めてい

る。内容は学校の教職員に周知している。また，入学希望者中学生を含め社会に公表している。 

 

観点４－２－①： アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されており，

実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

（準学士課程入学者選抜） 

 学校としてのアドミッションポリシーは下記の通りである。 

・基礎学力及び幅広い能力がある人， ・「英語」，「国語」及び理系科目が得意な人 

・ 何事にも積極的に取り組むことができる人， ・ 倫理観のある人 

基礎学力については，「国語」「社会」「数学」「理科」「英語」，幅広い能力については，「美

術」「音楽」「技術」「体育」の内申点を，推薦選抜及び学力選抜とも判定資料に用いている。 

「英語」，「国語」及び理系科目が得意な人については，学力検査科目を「国語」「数学」「理科」

「英語」の四科目として判定している。 
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何事にも積極的に取り組むことができる人，については推薦選抜の推薦要件に取り入れている。 

倫理観のある人，については推薦選抜の面接の評価項目にあげている。 

 準学士課程入学者の募集要項を資料４－２－①－１に示す。 

 

資料４－２－①－１

「準学士課程入学者募集要項」 

 

 

 

 

（つづく） 

 

 

 

 

 

 

 

（承前） 
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（出典 平成19年度入学者募集要項）
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 準学士課程における推薦入学者選抜検査の面接において，倫理観及び各学科のアドミッション・ポ

リシーとの整合性を評価する設問要領を定め実施している。設問要領を資料４－２－①－２に示す。 

資料４－２－①－２

「学科のアドミッション・ポリシーとの整合性に関する面接設問要領」 

 

 

不開示情報 
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学科のアドミッション・ポリシーとの整合性に関する面接設問要領」（つづき） 

 

 

不開示情報 

 

 

（出典 平成18年度推薦入学者選抜面接説明会レジュメ）
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面接での評価を実施している。評価例を資料４－２－①－３に示す。 

資料４－２－①－３

「準学士課程入試面接評価例 

 

不開示資料 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校推薦入学者選抜検査面接記録書）
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学力検査では面接を実施していない。志願者は学科のアドミッションポリシー等を理解し，第一志

望のみ，又は第二志望までを出願時に申請する。学科のアドミッションポリシーを反映した選抜は，

出願者が第一志望の学科のみ，あるいは第二志望の学科を選ぶことにより，出願時に実施されている。

選抜に当たっては学校としてのアドミッションポリシーを優先して，第一志望と第二志望の区別なく，

調査書（270点満点）と学力検査（400点満点）の点数の合計（670点）の高い者を入学させている。 

 

（編入学者選抜検査） 

 「受け入れ方法が採用されているか」は，面接評価に取り入れている。「適切に実施されている

か」は資料４－２－①－４のようにアドミッションポリシーに沿った検査を実施している。 

資料４－２－①－４

「アドミッション・ポリシーとの整合性に関する設問要領」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成18年度入試運営委員会資料）
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面接での評価を実施している。評価例を資料４－２－①－４に示す。 

資料４－２－①－４
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「面接評価例」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校編入学者選抜検査面接記録書）

入試問題については実地審査閲覧資料にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(専攻科入学者選抜) 

専攻科のアドミッション・ポリシーについては，小論文検査および面接検査において評価項

目に上げ，点数化して評価している。選抜検査の要領を資料４－２－①－５に示す。 
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資料４－２－①－５

「専攻科入学者選抜実施要項」  

 

不開示資料 

 

（出典 平成19年度岐阜工業高等専門学校専攻科入学者選抜検査実施要項）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 選抜検査実施要項にあるように，アドミッション・ポリシーに沿う評価方法・基準を採用している。 

 準学士課程の推薦入学検査においては，推薦要件にアドミッション・ポリシーを反映している。内

申点を推薦基準に取り入れ，アドミッションポリシーを反映した選抜である。生徒会活動やボランテ

ィア活動等も推薦要件の一つに取り入れ，何事にも積極的に取り組む人物を受け入れている。作文，

面接検査の評価項目もアドミッション・ポリシーに沿った評価方法・評価基準を取り入れている。学

力選抜は調査書と学力検査による総合的な判定でありアドミッション・ポリシーを反映している。学

力検査科目は，四科目（英語，数学，国語，理科）入試という特徴があり学校全体のアドミッション

・ポリシーに沿ったものである。出願者は第一志望のみあるいは第二志望までの学科を選ぶ。 

 編入学者選抜検査は学力・面接検査ともにアドミッション・ポリシーに沿ったものである。 

全てのアドミッション・ポリシーに適合していなくても，幾つかを満たしていれば受け入れている。

準学士課程の入学者学力選抜では調査書及び学力検査により総合的に判断し適切に実施している。ま

た，推薦入学者選抜では面接試験の評価方法・評価基準を定めて適切に実施している。 

編入学者選抜検査においても，学力検査の点数と同時，面接試験によるアドミッションポリシーへ

の適合性を点数評価して適切に実施している。 

専攻科入学者選抜検査については，学生募集要項にアドミッション・ポリシーが掲げられ，選抜検
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査実施要領において，推薦および学力のいずれの入学者選抜制度においてもアドミッション・ポリシ

ーに沿った小論文・面接検査の採点を行うシステムが構築されている。 

以上のように，アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入方法を採用しており，実際の

入学者選抜を適切に実施している。 

 

 

 

観点４－２－②： アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入が実際に行われているかどうか

を検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況）  

（準学士課程） 

進路変更し退学した学生や，原級留置になった学生は，アドミッション・ポリシーに適合し

ていない要素があり，平成16年度の原級留置学生及び退学学生の入試における成績を検証した。 

入試制度の検証のための追跡調査（留年学生等の入試成績）を資料４－２－②－１に示す。 

資料４－２－②－１

「留年・退学学生の入試成績について」 

 

不開示資料 

（出典 入試運営委員会（平成17年度第４回）資料）
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分析の結果では，内申点を重視した選抜方法を取り入れることが有効であると考えられるが，

継続してデータを収集して，改善を図りたいと考えている。 

 

第二志望制について検討した。機械工学科，電気情報工学科，電子制御工学科のアドミッシ

ョンポリシーは似通っており，アドミッションポリシーに沿った学生の受け入れが行われてい

るといえるが，環境都市工学科あるいは建築学科を第二志望とする場合，あるいは，その逆の

場合はアドミッションポリシーに適合していない学生を受け入れている可能性がある。 
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 資料４－２－②－２に異なる系に第二志望で入学した学生の追跡調査の結果を示す。 

 

資料４－２－②－２

 

「第二志望入学者の追跡調査」 

 

不開示資料 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 
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不開示資料（資料４－２－②－２続き） 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準４ 

－175－ 

 

 

 

 

不開示資料（資料４－２－②－２続き） 

 

 

（出典 平成18年度入試運営委員会議事要旨）

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準４ 

－176－ 

平成17・18年度入学生の意識調査を資料４－２－②－３に示す。 

資料４－２－②－３

「アドミッション・ポリシーとの適合性」 

アドミッションポリシーに関するアンケート結果（第一・二学年） 

設問 

入学してみて自分はアドミッションポリシーにあっていたと思いますか？  

  

５：非常によくあっている。 

４：だいたいあっている。 

３：何とかあっている。 

２：あまりあっていない。 

１：全くあっていない。 

 

各学科の平均値 

①アドミッションポリシーとの適合性 

 機械 

工学科 

電気情報 

工学科 

電子制御 

工学科 

環境都市 

工学科 

建築学科 平均 

第一学年 3.6 3.3 3.5 3.7 3.3 3.5 

第二学年 2.8 3.1 3.2 2.7 3.0 3.0 

 

（出典 平成18年教務会議（第５回）資料から抜粋）

 

平成１８年度専攻科入学生の意識調査結果を資料４－２－②－４に示す。 

資料４－２－②－４

「アドミッション・ポリシーとの適合性」  
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（出典 平成18年度入学生の意識調査）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 平成18年度入学者の意識調査を実施し，アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入について検

証した。第一学年は進路説明会等で募集要項のアドミッションポリシーを熟読して高専の選択・学科

の選択の参考にして欲しいことを強調したので，入学してきた学生もアドミッション・ポリシーとの

適合性を意識した入学生が多く，入試制度は適したものであるということができる。第二学年は進路

説明会ではあまり強調しておらず，適合していない入学生がいるように考えられるが，数値としては

平均的に高い。平成18年度に実施した留年生や退学者の入試時の成績については，内申点を重視すべ

きであるとの結果が得られた。若干の修正により，高専により適した学生を受け入れることが可能と

なる。継続的にデータ収集し入試方法を改善する。第二志望制の選抜方法は問題がないと思われる。 
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編入学生はアドミッション・ポリシーを守り，基準を満たさない場合は合格者をださない場合があ

った。以上のように，入試制度の検証は充分に行っている。また，入学者選抜の改善に役立てている。 

平成18年度専攻科入学者の意識調査より，入学者の多くがアドミッション・ポリシーとの適合性を

意識し，入試の実施形態はアドミッション・ポリシーに沿った学生を選抜するに適したものである。 

以上のように，アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入を実際に行っているかどうかを検証

し，その結果を入学者選抜の改善に役立てている。 

 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況）  
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実入学者数の状況を資料４－３－①－１に示す。 

資料４－３－①－１

「実入学者数」 

 

（出典 平成18年度学校案内）
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資料４－３－①－２に示すように，専攻科の実入学者数は定員の１．５倍程度で推移している 

資料４－３－①－２

「専攻科実入学者数」  

 

（出典 平成18年度学生課資料）

 

専攻科の指導教員数(資料４－３－①－３)は，専任教員数が学生入学定員の約２倍であり，専

攻科用の教室は収容人数２２名の教室が２室，収容人数３６名の教室が１室用意されている。

実験設備等は徐々に整備され，上記の学生数を受け入れることが可能な内容になっている。このよう

に専攻科の収容能力は，現在の実入学者数をゆとりを持って受入れ可能な状態である。 

 

資料４－３－①－３

 
 

（出典 平成１７年度専攻科審査資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  
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 準学士課程の実入学者は定員を多くても５％ほど越えているだけでありほとんど一致している。入

学辞退により定員を欠く場合は補欠操作で入学定員を確保している。編入学者選抜においては，基準

に達しない場合は合格者をださない。基準に達しても現員を考慮して3名程度までにしている。 

専攻科の志願者数は定員の3.0～4.4倍で推移しており専攻科への進学意欲は高い。定員を超えて合

格者を決定し，専攻科の実入学者数は定員の1.5倍程度で推移している。この数は，専攻科の指導教

員数および，教室等の収容能力，実験設備の整備状況等からして，適切であると判断される。 

 以上のように，実入学者は定員に対して適正な人数である。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

特になし。 

（改善を要する点）  

調査書（内申点）を重視した方が良いとのデータが出ているが，検証は始まったばかりであり，継

続的に検証を行い，入試制度を改善する必要がある。 

（３）基準４の自己評価の概要 

準学士課程入学者選抜及び編入学者選抜のアドミッション・ポリシー（以下，A.P.）を定め募集要

項に記載している。教員会議において周知している。中学生，保護者及び中学校教員に進路説明会で

募集要項を配布し説明している。ホームページにも記載している。 

 準学士課程の推薦入学は，内申点を推薦基準に取り入れ，A.P.を反映した選抜である。生徒会活動

やボランティア活動等を要件の一つとし，何事にも積極的に取り組む人物を受け入れている。作文，

面接検査の評価項目もA.P.との適合性を評価方法・評価基準を取り入れている。学力選抜は調査書と

学力検査による総合判定である。検査科目は，四科目（英語，数学，国語，理科）と特徴のあるもの

であり学校全体のA.P.に沿っている。出願者は第一志望のみあるいは第二志望までの学科を選ぶ。編

入学者選抜検査は，学力検査，面接検査の評価項目ともA.P.に沿ったものである。 

 入学者の意識調査では，A.P.との適合性を意識した入学生が多いことから，入試制度は適したもの

であるということができる。入試制度を検証し，留年生や退学者の入試時の成績から，内申点を重視

すべきであるとの結果が得られている。継続的にデータ収集分析して，入試方法を改善する予定であ

る。第一志望及び第二志望に関する選抜方法には問題がないと分析している。 

 準学士課程の入学者は定員にほとんど一致している。編入学者選抜では基準に達していない場合は

合格者を出していない。基準に達していても，最大でも3名程度までにしている。 

専攻科入学者選抜においても，明確な A.P.が募集要項に記載されており，教員および専攻科志願

者に周知されている。選抜検査の実施に当たっては，A.P.に沿って小論文・面接検査の採点を行うシ

ステムが構築されている。事実，専攻科入学者の多くが A.P.との適合性を意識しており，専攻科入

試の実施形態は A.P.に沿った学生を選抜するのに適したものであると判断できる。 

専攻科の実入学者数は定員の１．５倍程度で推移しているが，専攻科の指導教員数および，教室等の

収容能力，実験設備の整備状況等からして適切な数であると判断される。 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－182－ 

基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程の体系性が確保されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

（観点に係る状況）  

準学士課程の目的に照らして，授業科目の適切な配置に関して編成の趣旨・教育課程の体系性の

確保について分析し，次に，授業で実施されている実際の内容が趣旨に沿った適切なものであるか

どうかを分析する。 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－183－ 

 

一般科目は各学科共通でありすべて必修である。教育課程を資料５－１－①－１に示す。 

資料５－１－①－１

「一般科目（各科共通）」 

 

（出典 学則）

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－184－ 

一般科目(人文)の教育目標を資料５－１－①－２に示す。 

資料５－１－①－２

「一般科目（人文）の教育目標」 

一般科目(人文)で養成する人材像 

 

 今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひと

つには国際事情と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識で

ある。またそれを獲得し伝達するためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情

報，知識を操るのは人間であり，人間的基盤の健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科

目(人文)は取り組んでいる。 

 以上に基づき，一般科目(人文)では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

 

 ・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることがで

きる広い視野と倫理観を持った人材 

・ 日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・

発信でき，獲得した広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・ 人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の

基礎を身につける。 

・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の

鑑賞力，協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につける。 

・英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（出典 学生便覧）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－185－ 

一般科目（人文）の授業科目系統図を資料５－１－①－３に示す。 

資料５－１－①－３

「一般科目（人文）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－186－ 

一般科目（人文）の学習・教育目標は専門学科の（A-1），（A-3），（C-1），（C-2）に共

通である。 

 

 

 

 

 

 

一般科目（自然）の教育目標を資料５－１－①－４に示す。 

資料５－１－①－４

「一般科目（自然）の教育目標」 

 

一般科目(自然)で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには工学の基礎となる物理・化学分野の自然法則を理解

し，科学的な考え方を養うことが大切である。数学は自然法則を適切に表現するために必要不可欠

な手段であるから，その手法や考え方を十分に学習しなければならない。 

  現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を

修得する必要があり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき一般科目（自然）では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている 

養成すべき人材像 

・数学・物理・化学の基礎的な知識をもち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

一般科目で養成する学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育目標 

・心身ともに健康な技術者たるために，健康管理能力および体力を身につけるとともに，芸術の

鑑賞力，協調性，創造力，想像力などを培い，心のゆとりを育て，生活を豊かにする。 

・数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力を身につける。 

 （出典 学生便覧）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－187－ 

一般科目（自然）の授業科目系統図を資料５－１－①－５に示す。 

資料５－１－①－５

「一般科目（自然）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

一般科目（自然）の学習・教育目標は専門学科の（A-3），（D-1）に共通である。 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－188－ 

機械工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応を資料５

－１－①－６に示す。 

専門科目（機械工学科）の教育課程を資料５－１－①－７に示す。選択科目は第五学年のみで

実施している。 

専門科目（機械工学科）の授業科目系統図を資料５－１－①－８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－６

「機械工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応」 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－189－ 

 
（出典 教務会議資料）



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－190－ 

資料５－１－①－７

「専門科目（機械工学科）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－191－ 

資料５－１－①－８

「専門科目（機械工学科）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－192－ 

電気情報工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応を資

料５－１－①－９に示す。第四学年から電気電子工学コースと情報工学コースに分かれる。 

  専門科目（電気情報工学科）の教育課程（電気電子工学コース，情報工学コース）を資料５

－１－①－10,11に示す。第三学年までは両コースとも同じ教育課程であり，第四学年でコース

別に必修科目を設定している。選択科目は第五学年のみで実施している。 

専門科目（電気情報工学科）の授業科目系統図を資料５－１－①－12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－９

「電気情報工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応」 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－193－ 

 

（出典 教務会議資料）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－194－ 

資料５－１－①－10

「専門科目（電気情報工学科電気電子工学コース）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－195－ 

資料５－１－①－11

「専門科目（電気情報工学科情報工学コース）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－196－ 

資料５－１－①－12

「専門科目（電気情報工学科）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－197－ 

電子制御工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応を資

料５－１－①－13に示す。 

専門科目（電子制御工学科）の教育課程を資料５－１－①－14に示す。選択科目は第五学年

のみで実施している。 

専門科目（電子制御工学科）の授業科目系統図を資料５－１－①－15に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－13

「電子制御工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応」 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－198－ 

 

（出典 教務会議資料）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－199－ 

資料５－１－①－14

「専門科目（電子制御工学科）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－200－ 

資料５－１－①－15

「専門科目（電子制御工学科）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－201－ 

環境都市工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応を資

料５－１－①－16に示す。 

専門科目（環境都市工学科）の教育課程を資料５－１－①－17に示す。選択科目は第五学年

のみで実施している。 

専門科目（環境都市工学科）の授業科目系統図を資料５－１－①－18に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－16

「環境都市工学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応」 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－202－ 

 

（出典 教務会議資料）



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－203－ 

資料５－１－①－17

「専門科目（環境都市工学科）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－204－ 

資料５－１－①－18

「専門科目（環境都市工学科）の授業科目系統図」 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

  



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－205－ 

 

建築学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応を資料５－

１－①－19に示す。 

専門科目（建築学科）の教育課程を資料５－１－①－20に示す。選択科目は第五学年のみで

実施している。 

専門科目（建築学科）の授業科目系統図を資料５－１－①－21に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－19

「建築学科が卒業時に身に付けるべき学力や資質・能力等と学年ごとの科目配置の対応」 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－206－ 

 

（出典 教務会議資料）



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－207－ 

資料５－１－①－20

「専門科目（建築学科）の教育課程」 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校学則）

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－208－ 

資料５－１－①－21

「専門科目（建築学科）の授業科目系統図」 

情報処理Ⅱ 建築設計製図Ⅱ

建築設計製図Ⅲ

構造力学Ⅰ

建築工学実験Ⅰ
（構造系）

鉄骨構造Ⅰ

鉄骨構造Ⅱ

ＲＣ構造Ⅰ

ＲＣ構造Ⅱ

土質基礎工学

防災工学Ⅱ

建築材料

構造特論

材料力学

構造力学Ⅱ

構 造 設 計

情報処理Ⅰ

環境特論Ⅰ

環境工学Ⅰ

建築設備Ⅰ環境工学Ⅱ

建築工学実験Ⅱ
（環境系）

建築工学実験Ⅰ
（環境系）

応用物理Ⅱ　

応用物理Ⅰ

応用数学Ⅱ

応用数学Ⅰ

建築設備Ⅱ

外部環境論

建築製図Ⅰ

建築製図Ⅱ

建　築　学　通　論

建築法規
（環境系）

建築計画Ⅰ

建築計画Ⅱ

建築歴史Ⅱ

建築歴史Ⅰ造　　形

地域都市計画

建築デザイン論

卒　業　研　究　／　卒　業　設　計

建築設計製図Ⅰ

建築工学実験Ⅱ
（構造系）

建築学演習
（構造系）
　  建築学演習
  （技術者倫理）

1

2

3

5

4

建築構法

木 構 造

建築法規
（構造系）

防災工学Ⅰ

建築生産

測 量 学

学習・教育目標（D-(1)）

空間設計能力

学習・教育目標（D-(2)）

環境調整能力

学習・教育目標（D-(3)）

構造設計能力

学習・教育目標（C）

コミュニケーション能力

学習・教育目標（A）

技術者倫理

   建築学科 授業科目系統図     （平成16年度以降入学生）

学習・教育目標（Ｅ）

情報技術能力

学習・教育目標（B）

デザイン能力

インテリア設計

計画特論Ⅱ

建築法規
（計画系）

計画特論Ⅰ環境特論Ⅱ

卒　業　研　究　／　卒　業　設　計

H18.0112 改定

卒　業　研　究　／　卒　業　設　計

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校シラバス）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  授業内容は各学科で授業科目の系統図が確認されており，内容が適切なものとなるように計画し

ている。たとえば電気情報工学科では改組にあたって，各科目のキーワード（資料５－１－①－

22）を定めている。 

 

資料５－１－①－22

「科目キーワード（電気情報工学科）」 
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（出典 ホームページ）
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代表的なシラバスを資料５－１－①－２３に示す。 

資料５－１－①－２３

「シラバスの例」 

 

（出典 平成18年度シラバス）

 

  

 

 

 

  



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－212－ 

 各学科等の授業科目の適切性に関する見解を資料５－１－①－２４に示す。 

資料５－１－①－２４

「各学科等の授業科目の適切性に関する見解」 

一般科目（人文）の目的は 

①倫理観の基礎を身につけること 

②心のゆとりを育て，生活を豊かにすること 

③日本語で記述，発表，討論する能力の基礎を身につけること 

④英語，ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につけること 

である。これらは科目系統図にあるように４つに分類される科目により適切に編成され，実施さ

れている 

 

一般科目(自然)の目的は 

①数学・自然科学の基礎知識とそれを応用する能力を身につけること 

②健康についての知識を持ち健康的な生活を送ることができるようにすること 

である。数学・自然科学については系統図にあるように 1，2 年生で高等学校で教えられている

内容を教えている。数学については通常大学１年で教えられる内容を 3 年生で教えている。これ

によって専門科目で必要とされることはその前に教育されている。保健については 1，2 年生の

低学年で必要な教育がなされている。体育については１年生から４年生まで行ない，健康作りに

努めている。以上の根拠により適切な配置であると分析している。 

 

機械工学科 

専門教科目は低学年から高学年に進行するに従い，単位数が徐々に増える教育課程の構成にな

っていることから，一般科目と専門科目のバランスは配慮されていると分析した。教育課程の体

系性については，１）力学等を中心とした座学系教科目と２）実習工場等で実施される実践的教

科目の各々が学年進行に従って，その質的レベルが向上し，かつ量的にも充実するように構築さ

れている．また，教育課程改定の機会を通して，学科の全教員は教育課程の編成の主旨を熟知し

ている．授業内容は，各授業担当教員により立案されたシラバスに詳細に明示されている．シラ

バスは，学科会議等の機会を通して最終決定前に学科教員のコンセンサスを得る仕組みになって

いる．  

 

電気情報工学科 

目的は電気・電子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，

社会の要求に応え高度な専門技術と知識を修得していける能力を身につけることであり，基礎知

識をしっかりと身に付けるため，系統図にあるように１年生からくさび形に専門科目を導入して

おり，適切な配置であると分析している。電気電子工学コースでは電気・電子工学分野の，情報

工学コースでは電子情報工学分野の専門展開科目が主になる。第四学年では必修科目としてそれ

ぞれのコースの専門展開科目を学習し，第五学年では，さらに様々な分野の知識を選択科目とし

て自ら選択して学ぶ。実験・実習，卒業研究はデザイン能力を意識しており，計画的にPBLを取

り入れ，総合的な能力修得を確認しつつ実施している。 
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電子制御工学科 

目的は電気・電子・情報・制御，機械関連の基礎知識と考え方を身につけた技術者，国際化す

る高度情報社会の要求に応え，電子制御・情報制御技術を基礎として，創造的な技術改良・技術

開発ができる能力を身につけた技術者の育成である。これを達成するために，系統図に示すよう

に，1年生から楔形で専門科目が導入され，高学年にしたがって，より電子制御工学の専門分野

が深く学べるように配慮して，教育課程が作られている。また，座学にばかり偏らないように，

各学年に実験・実習系の科目，情報系科目を他の専門科目との配分を考慮して配置している。工

学実験，卒業研究では，実際の授業の中で適宜PBLを取り入れた内容となっており，学生が主体

的に学びデザイン能力，問題解決能力を身につけることを目的に設けられている。 

 

環境都市工学科 

目的は，社会基盤の整備と「循環型の都市づくり」の創造に関する基本的な知識・考え方を理

解し，人類の持続的発展を支える社会基盤整備を積極的に推進できる能力を身につけている技術

者の養成である。これを達成するために，系統図にあるように，楔形で専門科目が導入されてい

て，（Ｂ）デザイン能力，（Ｄ－２）工学技術の基礎，（Ｄ－３）環境システムデザイン工学の

学際共通分野，（Ｄ－４）環境都市工学の専門分野，（Ｄ－５）環境都市工学の４系統を統合す

る力，（Ｅ）情報技術を応用する能力，を系統的に修得させている。なお，実験実習系の科目は

第２～５学年まで偏ることなく配しており，３学年の基礎実験Ⅰの一部ではＰＢＬを取り入れて

いる。 

 

建築学科 

目的は，人間が社会生活を営む空間を構築するための技術を教授し，実践的技術者の育成と創造性

の涵養を行うことにあり，系統図にあるように，主として環境・構造・計画の３系の科目が，第一

学年の建築学通論における建築学の導入・概説をはじめ，第五学年における卒業研究にいたる楔形

の専門科目として導入され，学年進行に伴い専門分野が深く学習できるよう教育課程が作られてい

る。第三学年より始める設計製図においてプレゼンテーションの１つとして作品発表の機会を設け

るとともに講評会での討論も行っており，第五学年の卒業研究では中間発表も含め本格的な質疑応

答も行うよう構築している。第三学年，第四学年における建築工学実験では，適宜PBLや実験後の

発表会も取入れ，第五学年の卒業研究で要求される問題解決能力や発表能力を育成している。 

（出典 平成18年度第2回スパイラルアップ会議資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

全ての科目について，教授する科目がどの教育目標に対応しているのかは，シラバスに対応する

番号を記載して明確にしている。また，他の科目との関連についても記載することになっている。 

シラバスに記載されている内容及び水準が適切なものであるか，また，その内容が実際に実施さ

れ適切な評価方法・評価基準で能力の達成度評価が行われているかどうかは，年度末にフォローア

ップ委員による成績評価資料等の点検によって確認しており，内容・水準とも適切であると分析し

た。 
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  以上のように，教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（一般科目及び専門科

目のバランス，必修科目，選択科目等の配当）し，教育課程の体系性を確保している。また，授業

の内容が，教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている。 

 

 

 

 

観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

 教育課程以外に，他の教育機関での学習，各種資格取得，企業経験，海外留学などについて単位

認定の規程を定めている（資料５－１－②－１）。 
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資料５－１－②－１

「学外単位の単位認定」 
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（出典 学生便覧）
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実用英検や工業英検に合格した学生の例を資料５－１－②－２に示す。 

 

資料５－１－②－２

「技能審査の単位認定例」 

 

不開示情報 

 

（出典 平成17年度教員会議（第1回）資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターンシップは本校設立当初より積極的に取り組んでいる（規程：資料５－１－②－３，平成

17年度の単位認定状況：資料５－１－②－４）。 
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資料５－１－②－３

「校外実習規程」 

 

（出典 学生便覧）
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資料５－１－②－４

「認定状況」 

 

不開示情報 

 

（出典 平成17年度運営会議（第８回）資料より抜粋）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 インターンシップ，実用英検などの資格，本校以外での履修に対する単位認定の規程を整備し，多

くの学生が単位取得している実績がある。学外単位の取得状況は高い。専攻科との連携については，

基準1で示したように，教育課程を編成する際に，学習・教育目標が共通の系統を持ち，その具体的

能力がさらに高いレベルに設定していることではかっている。 

以上のように，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編

成に配慮している。 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２－①－１に一般科目（人文）における各教科（国語，社会，英語）のシラバスをそれぞ

れ示す。 

 

 

資料５－２－①－１
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国語のシラバス 

 

17 回以後略 
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社会のシラバス 

 

17 回以後略 
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英語のシラバス 

 

17 回以後略 

（出典 平成 18 年度シラバス）

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－228－ 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－２～４に示す。 

資料５－２－①－２

「TOEIC 指導法」 

 本校英語科では，第３学年時に一斉 TOEIC テストを実施するのに伴い，これに関連した研究を

行い，授業に役立てる試みを行っている。具体的には，学生の自主学習の傾向と TOEIC と TOEFL

スコアとの関連を調査研究したり，実際に授業で使える教材の開発を行っている。 

（出典 柴田純子，井上英俊，“A Development of a Context-based Curriculum for TOEIC D 
Level Students of Kosen” TOEIC Research Report  Number 2, The Institute of 

International  Business Communication, 2005 9 月.） 

 

資料５－２－①－３

「ドイツ語指導法」 

 本校では第４，第５学年でドイツ語が必修になっているが，このドイツ語の学習成果をより高

めるため，ドイツ語教員は指導法を工夫している。その一例が，ドイツ語授業におけるコンピュ

ータ（インターネット）の利用と，学習用絵付辞典の作成実践である。 

（出典① 高原清志，「ドイツ語掲示板」，岐阜工業高等専門学校情報処理教育・研究報告 第

29 号） 

（出典② 高原清志，「ドイツ語絵付辞典」，岐阜工業高等専門学校紀要 第 41 号）

 

資料５－２－①－４

「社会科指導法」 

 本校社会科では，共感的理解型のテレビ番組を分析し，実際の授業でこれらを試聴させること

で，メディアの特徴を理解し，授業への応用を図るという実践的研究を行っている。 

（出典 伊藤直之，「共感的理解型番組による認識形成―地理授業における視聴覚教材活用の方

法を求めて―」，広島女学院中学・高等学校研究紀要第 30 号） 
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 資料５－２－①－５に一般科目（自然）の配置を示す。 

資料５－２－①－５

「一般科目（自然）の科目配置」 

      一年  二年  三年  四年 

数学Ａ  ４     ４   ４ 

数学Ｂ  ４     ４   ４ 

物理   １     ４ 

化学   ４     １ 

保健   １     １ 

体育   ２     ２    ２    ２ 

（出典 平成17年度学生便覧） 

授業は教科書を中心とした説明と問題演習からなる(数学Ａ，Ｂ) 

非常勤講師が担当するaの授業は教科書と板書を主体に進める。専任が担当するbの授業は教科書

を参考に実際の現象を観察したり実験したりシミュレーションを見せたりしながら進める。(物

理二年生) 

授業は教科書を中心に進め，演習には相当の時間を当てる。(化学) 

(出典  平成１７年度シラバス)

 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－６～７に示す。 

資料５－２－①－６

「数式処理ソフト Mathematica を用いた力学に関する動画教材」 

コンピュータ用の数式処理ソフトウェアである Mathematica を用いて，これまでに物理や数

学の動画教材をいくつか作成してきた。時系列的現象をシミュレーションするのに動画は特に

適しているので，物体の運動を扱う物理の力学分野での動画教材作りを推進することは教育上

極めて有用であると考えられる。前回の論文では，自由落下運動やバネの力を受けて運動する

物体の単振動とか減衰振動を，エネルギー変化の様子を含めて標示する動画を扱った。今回は

まず，仕事と運動エネルギーの定義を納得させるためによく用いられる，台車による杭打ち実

験のシミュレーションを作成する。次に，前回は扱わなかった２次元的運動を扱うために，最

も簡単な力の働く場合として一様な重力場中の質点の運動を扱う。さらに中心力の働く場合の

簡単な運動として，等速円運動を扱う。 

（出典 岐阜高専紀要第４１号２００６）
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資料５－２－①－７

「体育のコース制」 

３年体育 

Aコース：前期 卓球   後期：柔道 

Bコース：前期 柔道   後期：ソフトテニス 

Cコース：前期 ダンス 後期：バトミントン 

４年体育 

Aコース：前期 ソフトボール   後期：ハンドボール・サッカー 

Bコース：前期 バドミントン   後期：ソフトボール・卓球 

Cコース：前期 ソフトテニス   後期：ミニテニス 

（出典 平成１７年度シラバス）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械工学科の平成 18 年度シラバスの｢機械工学科で養成する人材像及び学習・教育目標｣（資料５

－２－①－８），及び学則に示された専門科目の（機械工学科平成 17 年度以降入学生）教育課程表

（資料５－２－①－９）に示す。 

 

 

資料５－２－①－８

「機械工学科の学習・教育目標」 
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機械工学科で養成する人材像及び学習・教育目標 

 

機械工学は｢ものづくり｣技術の根幹を成す学際領域である。｢ものづくり｣は機械製品の立案計画段階である（１）機械

設計と、これに続いた製品を具現化する段階である（２）機械製作の２段階により構成される。 

機械設計は、機械技術者の叡智と経験とを集約・統合することによって、はじめて実現される創造的な営みの発露であ

る。機械技術者をめざす学生は、機械設計技術の基盤である数学、物理、及び情報技術等を修得することが不可欠である。

さらに、これらの科学技術を基礎として、機械設計技術に直結した｢材料力学｣、｢流体力学｣、｢熱力学｣、及び｢機械力学｣

を中心とした力学関連教科目を修得しなければならない。 

機械製作は、機械設計技術者により考案された製品のイメージを、実際の製品として具現化する崇高な創造的プロセス

である。機械技術者は①経済性、②品質、③工期、あるいは④環境保全・安全についての所定の制約条件下で、最適な加

工条件を見出し実現する重責を担っている。機械技術者をめざす学生は、生産機械操作についての実践的能力のみならず、

生産技術に深い関わりのある｢機械工作法｣、｢計測工学｣、｢制御工学｣、及び｢システム工学｣等の教科目を修得しなければ

ならない。 

一方、｢ものづくり｣を効率的に遂行するために，機械技術者は、道具としてのIT技術を修得することが必要である。

また、国内外の｢ものづくりチーム｣の一員として活躍するためには，｢コミュニケーション能力｣、及び｢倫理観に基づく

社交性｣が求められ、機械技術者をめざす学生にはこれらの能力を滋養することが期待されている． 

以上に基づき、機械工学科では、以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育目標」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

 国際社会において機械技術者として活躍するための基礎学力を有し、社会情勢の急激な変化に柔軟に対処できる情報処

理能力と情報解析能力を備えた人材 

 

学習・教育目標 

（A）倫理を身につける。 

（Ａ－１）人類の歴史的な背景・文化を理解し、他者・他国の立場を尊重して社会問題を捉える倫理観の基礎を身につけ

る。 

（Ａ－２）機械技術が地球環境に及ぼす影響等に責任を自覚する機械技術者としての倫理観の基礎を身につける。 

（Ａ－３）心身ともに健康な技術者たるために、健康管理能力および体力を身につけるとともに、芸術の鑑賞力、協調性、

創造力、想像力などを培い、心のゆとりを育て、生活を豊かにする。 

（B）デザイン能力の基礎を身につける。 

（Ｂ－１）機械技術上の問題点や新たな課題を理解し、豊かな発想で自発的に問題を解決するための計画を立てる能力の

基礎を身につける。 

（Ｂ－２）機械工学の基礎知識を活用し、着実に計画を継続して解析・実行し、得られた成果を論文にまとめる総合的な

デザイン能力の基礎を身につける。 

（C)コミュニケーション能力を身につける。 

（Ｃ－１）日本語で記述、発表、討論する能力の基礎を身につける。 

（Ｃ－２）英語、ドイツ語によるコミュニケーションの基礎能力を身につける。 

（D）機械工学とその基礎となる学際分野、及びその周辺の境界学際分野の知識・能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－１）数学・自然科学の基礎知識およびそれらを用いた問題解決能力の基礎を身につける。 

（Ｄ－２）基礎工学（設計・システム、情報・論理、材料、力学）の基礎知識と能力を身につける。 

（Ｄ－３）機械工学のうち、その周辺学際分野にも共通な分野（環境、創生、エネルギー、計測・制御、安全等）の知識

と能力を身につける。 

（Ｄ－４）機械設計技術者としての基礎知識を身につけ，この深度化と体系化を図るため次の４つの能力を修得する． 

（1）強度が保証され安全に利用することができる機械を設計するための材料の力学に関する能力 

（2）空気あるいは液体などの流体の力学的挙動を把握し，これを機械設計に適用する能力 

（3）機械の動力，あるいは利用効率に関わる物質の熱的な挙動を力学的に評価し，これを機械設計に適用する能力 

（4）機械の運動，あるいは振動についての力学的挙動を理解し，これを機械設計に適用する能力 

（Ｄ－５）機械工学とは異なる技術分野にも興味を持ち、これらと機械工学の知識とを複合する能力の基礎を養う。 

（E）情報技術を身につける。 

情報機器を使いこなし、情報処理システムのプランを構築する能力の基礎を身につける。 

 

   

（出典 学生便覧）

 

 

資料５－２－①－９



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－232－ 

「機械工学科の教育課程」 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 講義 演習 実験 実習

応 用 数 学 Ⅰ 2 2 2.0

応 用 数 学 Ⅱ 1 1 1.0
応 用 数 学 Ⅲ 1 1 1.0
応 用 物 理 Ⅰ 2 2 1.0 1.0
応 用 物 理 Ⅱ 1 1 1.0
応 用 物 理 Ⅲ 1 1 1.0
工 業 力 学 2 2 2.0
機 構 学 2 2 2.0
機 械 力 学 Ⅰ 1 1 1.0
機 械 力 学 Ⅱ 1 1 1.0
材 料 力 学 Ⅰ 2 2 2.0
材 料 力 学 Ⅱ 1 1 1.0
材 料 力 学 Ⅲ 1 1 1.0
水 力 学 2 2 2.0
流 体 力 学 2 2 2.0
熱 力 学 2 2 2.0
伝 熱 工 学 Ⅰ 1 1 1.0
エ ネ ル ギ ー 工 学 1 1 1.0
熱 機 関 1 1 1.0
材 料 学 Ⅰ 2 2 2.0
材 料 学 Ⅱ 1 1 1.0
材 料 学 Ⅲ 1 1 1.0
機 械 工 作 法 1 1 1.0
塑 性 加 工 学 2 2 2.0
生 産 工 学 1 1 1.0
制 御 工 学 Ⅰ 1 1 1.0
制 御 工 学 Ⅱ 1 1 1.0
計 測 工 学 1 1 1.0
機 械 設 計 法 Ⅰ 1 1 1.0
機 械 設 計 法 Ⅱ 1 1 1.0
情 報 処 理 Ⅰ 2 2 1.0 1.0
情 報 処 理 Ⅱ 2 2 1.0 1.0
数 値 計 算 法 1 1 0.5 0.5
電 気 回 路 1 1 1.0
電 子 回 路 1 1 1.0

も の づ く り 入 門 3 3 3.0
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 2 2 2.0
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 2 2 2.0

機 械 工 学 実 験 Ⅰ 2 2 2.0
機 械 工 学 実 験 Ⅱ 2 2 2.0

機 械 工 学 実 習 Ⅰ 3 3 3.0
機 械 工 学 実 習 Ⅱ 2 2 2.0
創 生 工 学 実 習 3 3 3.0

工 学 解 析 2 2 1.0 1.0
工 業 英 語 1 1 1.0
機 械 工 学 基 礎 研 究 2 2 1.0 1.0
卒 業 研 究 9 9

小 計 80 3 8 20 27 22 45.5 4.5 6 15

弾 性 力 学 1 1

塑 性 力 学 1 1

情 報 処 理 Ⅲ 1 1

伝 熱 工 学 Ⅱ 1 1

流 体 機 械 1 1

エ ネ ル ギ ー と 環 境 1 1

シ ス テ ム 工 学 1 1

センサー・アクチュエーター 1 1

ロ ボ ッ ト 工 学 1 1

選 択 科 目 開 設 単 位 数 9 9

選 択 科 目 修 得 単 位 数 6以上 6以上

89 3 8 20 27 31

86以上 3 8 20 27 28以上

81 30 25 13 9 4

167以上 33 33 33 36 32以上

分類

25.5

合 計 修 得 単 位 数

専 門 科 目 修 得 単 位 数 計
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計

必
修
科
目

選
択
科
目

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計

単位数
学　年　別　配　当

専　門　科　目（機械工学科） （平成17年度以降入学生）

  授　業　科　目

 

（出典 平成 18 年学生便覧のアレンジ版）
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学習指導法の工夫については，資料５－２－①－10 に示すとおりであり，平成 18 年度の当該教科

目のシラバスにより授業運営方法等を確認できる。 

 

資料５－２－①－10

「機械工学科の学習指導方法の工夫の状況」 

表 機械工学科における学習指導方法の工夫の状況 

教科目名 

（平成 17 以降名称） 

設備・施設 授業運営方法等 

機械工学実習Ⅰ（ 2

年） 

機械工学実習Ⅱ（ 3

年） 

 

 旧名 機械工学実習 

実習工場 機械製作に関わる装置の習得のため，実習工場の工作

機械等を用いた実践的教育を実施している．  

 以上の指導は，実務経験の豊富な機械工学科のプロパ

ー教員（稲葉金正教員）と技術教育係の技術職員によ

り，6～7 人の学生による少人数グループで実施されて

いる． 

機械設計製図Ⅰ（ 2

年） 

機械設計製図Ⅱ（3

年） 

機械工学科製図室 

情報処理センター 

機械設計製図表記方法の習得のため，機械工学科製図

室のドラフタ（台／学生）を用いた手製図と情報処理セ

ンターの CAD システム（台／学生）を利用している． 

 以上の指導は，実務経験の豊富な機械工学科のプロパ

ー教員（山村基久教員）により実施されている． 

ものづくり入門（1

年） 

実習工場 

機械工学科製図室 

上記の２年次以降の両科目に先立って，１年次に実施．

工場での実習と設計製図の基礎の導入的教育． 

創生工学実習（4 年） 

旧名 機械工学実習 

実習工場 

機械工学科製図室 

基礎実験室 

情報処理センター 

３年次までの機械設計製図と機械工学実習，及び座学

系教科目の集大成．40 名のクラスを３つの班にわけ，

少人数の班ごとに作品製作．設計，製作，検査までの一

連の工程を体験する． 

機械工学実験Ⅰ（3

年） 

機械工学実験Ⅱ（4

年） 

機械工学科各実験

室 

40 名のクラスを３つの班編成とし，少人数のグルー

プにより，各学生は，半期で機械工学の３分野の合計６

実験を行う．課題テーマに則した手作りテキストにより

授業は進められる．また，提出レポートは 3 人の担当教

員によりチェックされ，機械技術者としての文章作法の

基礎が鍛錬される．手作りテキスト例を実地調査により

閲覧可能です． 

（出典 機械工学科平成 18 年度シラバスより抜粋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気電子工学コースの専門科目の教育課程表を資料５－２－①－11 に，情報工学コースの専門科

目の教育課程表を資料５－２―①－12 に示す。 
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資料５－２－①－11 

「電気電子工学コースの教育課程」 

    

 

（出典 平成 18 年度学生便覧） 
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資料５－２－①－12

「情報工学コースの教育課程」 

 

（出典 平成 18 年度学生便覧）

 

 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－13～19 に示す。 
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資料５－２－①－13 

「電気情報工学科の学習指導法（コース別教育課程）」 

 

（出典 高専教育 第 28 号）
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資料５－２－①－14

「電気情報工学科の創成授業」 

（出典 高専教育 第 29 号）

 

資料５－２－①－15 

「電気情報工学科のオフィスアワーの状況」 

 

 

(出典 教職員用ホームページ) 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－238－ 

資料５－２－①－16

「工学基礎研究のシラバス」 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－239－ 

 

(出典 平成１８年度シラバス)
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資料５－２－①－17

「卒業研究シラバス」 

 

 

(出典 平成１８年度シラバス)
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資料５－２－①－18

「電気電子工学実験シラバス」 

 

(出典 平成１８年度シラバス)
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資料５－２－①－19

「情報工学実験シラバス」 

 

(出典 平成１８年度シラバス)
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電子制御工学科における専門教育課程表を資料５－２－①－20 に示す。 

資料５－２－①－20

 「専門科目（電子制御工学科）教育課程表」 

 （シラバス課程表番号：36） 

 

  

（出典 平成 18 年度学生便覧）

次に教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－21～資料 26 に示す。 
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資料５－２－①－21

「実験心得」 
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（出典 平成 17 年度電子制御工学実験第 3 学年配布資料）

 

 

 

 

資料５－２－①－21 に示すように，電子制御工学実験第 3 学年において，実験を始めるに当た

っての心得や安全の指導，レポートの書き方指導などを実施している。 
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資料５－２－①－22

「電子制御工学実験シラバス」 
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（出典 平成１８年度電子制御工学実験第 3 学年シラバス） 
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資料５－２－①－23

「電子制御設計製図（3 年）シラバス」 

 

 

（出典 平成１８年度電子制御設計製図第 3 学年シラバス）

資料５－２－①－23 では，電子制御設計製図第 3 学年において，１人１台の情報機器を活用し，

ＣＡＤソフトによる設計，製図，解析を実施している例を示す。 
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資料５－２－①－24 に，講義と演習，そして実験をリンクさせた取組みを示す。 

資料５－２－①－24

「電子制御設計製図（2 年）シラバス」 
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（出典 平成１８年度電子制御設計製図第 2 学年シラバス）
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資料５－２－①－25

「工学基礎研究シラバス」 

 

 

（出典 平成１８年度工学基礎研究シラバス）
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資料５－２－①－26

「創成型授業例」 

 

（出典 教育フロンティア研究会資料 FIE-05-23 

岐阜高専電子制御工学科における総合実験教育システムの構築） 

 

上述の資料５－２－①－25 及び 26 では，講義と実験･実習が組合された授業の例を示す。 
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環境都市工学科の教育課程表に授業形態の別を併記したものを資料５－２－①―27 に示す。 

 学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－28（基礎実験Ⅰ：ブリッジコンテスト）及び５－２

－①－29（国際事情：コミュニケーション能力の訓練）に示す。 
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資料５－２－①－27

「環境都市工学科教育課程」 

 

（出典 環境都市工学科資料）
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資料５－２－①－28

「基礎実験Ⅰシラバス」 
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（出典 シラバス）
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資料５－２－①－29

「国際事情シラバス」 

 

（出典 シラバス）
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建築学科では主として環境・構造・計画の３つの系の専門科目を各学年に応じて開講し，資料５－

２－①－30に見られるように，それぞれの系の授業科目が各学年に対して配置されている。 

 

資料５－２－①－30

 

 

（出典 平成18年度学生便覧）

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－259－ 

学習指導法の工夫の実施例を資料５－２－①－31（情報処理Ⅰ：科目連携）及び５－２－①－32

（設計製図Ⅱ：コミュニケーション能力のステップアップ）に示す。 
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資料５－２－①－31

情報処理Ⅰのシラバス 
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（出典 平成18年度シラバス）
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                              資料５－２－①－32 

設計製図Ⅱのシラバス 
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（出典 平成18年度シラバス）
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建築工学実験においても，環境系と構造系の２系の実験を行っている（資料５－２－①－33）。 

資料５－２－①－33

 

(出典 平成18年度シラバス）

 

 

学力不足の学生に対して，単位追認する制度を実施している。その規程を資料５－２－①－34に示

す。 
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資料５－２－①－34

「追加認定規程」 

第６条追加認定試験は，次の各号に定めるとおりとする。 

一第１７条第２項にかかわる仮進級者の成績向上を確認し，単位修得を認定するため， 

原則として当該授業科目履修の翌年度に実施する試験 

二卒業認定に係る成績報告締切以後において，未修得授業科目の成績向上を確認し，単 

位修得を認定するために実施する試験 

（進級の認定） 

第１７条第１学年から第４学年までにおいて，履修すべき全授業科目について，学年評価 

が６以上及び特別活動（第４学年を除く。）が合格である者は，次学年への進級を認定する。

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年から第４学年までにおいて，修得すべき単位数の内 

未修得単位数の合計が８単位以下の者（第１９条第１号，第２号，第４号及び第５号に該 

当する者を除く。）は，次学年への進級（以下「仮進級」という。）を認定する。 

（単位修得の追加認定等） 

第１８条前条第２項に基づき仮進級した者の下位の学年の未修得授業科目の単位修得につ 

いては，次の各号に掲げる成績向上に関する措置をとらなければならない。ただし，当該 

未修得授業科目を再度履修することを要しない。 

一シラバスの成績評価基準等により参照される能力項目について，補習等の手段による， 

所要水準への向上 

二追加認定試験等による成績向上の証明 

２ 前項第１号に規定する補習の実施時間は，１単位につき９０分に不足評価数を乗じて得 

た時間数以上を基準とし，当該授業科目担当教員は補習実施報告書（別紙様式１）に前項 

第２号に係る成績書類を添付の上，教務主事を経て校長に提出しなければならない。 

３ 仮進級により進級した第２学年から第４学年までの者は，下位の学年の未修得単位のす 

べてを修得しない場合には次学年への進級は認定できない。 

４ 仮進級者の下位の学年の未修得単位の修得に際しては，シラバス等に記載された当該授 

業科目の成績評価基準にかかわらず，成績評価は６を上限とする。 

（出典 学生便覧）

 

各学科等の授業形態のバランス及び学習指導法の適切性に関する見解を資料５－２－①－35に示す。 

資料５－２－①－35

「各学科等の授業形態のバランス及び学習指導法の適切性に関する見解」 

一般科目（人文）において，低学年における国語，社会，英語の各教科は，授業の中で講義と演

習をバランスよく行うよう授業計画が立てられている。これらは，高学年に進むにつれてその応用

とした演習が中心となり，マルチメディアやインターネットを利用されていて授業形態のバランス

は適切である。TOEIC，ドイツ語，社会科の指導方法等において工夫がされていて，特に TOEIC で

は別途示すように成果を挙げている。 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－266－ 

一般科目（自然）において数学，物理，化学では講義と演習等を組み合わせた授業を行なってお

り，授業形態のバランスは適切である。また保健は健康の為の知識を得ることを目標としており，

講義による授業が適切である。体育は健全な身体を保つ為に好きなコースを選択させて工夫をして

いる。数式処理ソフト Mathematica を用いた力学に関する動画教材や体育の授業におけるコース

選択等の工夫をしている。 

 

機械工学科の教育目標の設定においては，ものづくり工程が（１）機械設計と（２）機械製作の

２ステップにより構成されることを前提としており，前者については，教育目標（D-4）に該当す

る機械工学の主要な４つ力学分野に代表される教科目群を中心とした座学系教科目と｢機械設計製

図Ⅰ・Ⅱ｣の実習系教科目により修得され，後者については，｢機械工作法｣あるいは｢塑性加工学｣

等の座学系教科目と｢ものづくり入門｣，｢機械工学実習Ⅰ・Ⅱ｣あるいは｢創生工学実習｣等の実習系

教科目によって修得される。２つの領域のいずれにおいても，座学系教科目と実習系教科目が配置

されており，総じて授業形態のバランスは整っている．また，卒業研究を除いた全必須科目 71 単

位のうち，講義科目は 45.5 単位，実習科目 25.5 単位であり，これらの構成比率は，およそ２：１

であり適正な割合である。 

機械製作に関わる装置の習得のための工作機械等を用いた実践的教育（実務経験の豊富な機械工

学科のプロパー教員（稲葉金正教員）と技術教育係の技術職員による，6～7 人の学生による少人

数グループで実施），機械設計製図表記方法の習得のための，機械工学科製図室のドラフタ（１台

／１学生）を用いた手製図と情報処理センターの CAD システム（１台／１学生）の利用（指導は，

実務経験の豊富な機械工学科のプロパー教員により実施），３年次までの機械設計製図と機械工学

実習，及び座学系教科目の集大成（40 名のクラスを３つの班にわけ，少人数の班ごとに作品製

作．設計，製作，検査までの一連の工程を体験）等を実施している。 

 

電気電子工学コースの教育課程及び情報工学コースの教育課程表に示すように，実験・実習系科

目は，第１学年に３単位（電気電子設計製図），第２学年に３単位（電気情報工学実験），第３学

年に４単位（電気情報工学実験），第４学年に６単位（電気情報工学実験，工学基礎研究および電

気電子工学実験あるいは情報工学実験），第５学年に１０単位（卒業研究および電気電子工学実験

あるいは情報工学実験）用意されている。電気情報工学科の目的にある電気・電子・情報の各分野

についての基礎的な技術と知識を身につけるために，講義による知識のみでなく，技術の修得が充

分行えるよう実験・実習系科目が全学年に配されており，高学年ではデザイン能力や高度な専門技

術を修得していける能力を育てるため，実験実習に多くの時間が割り当てられており，授業形態の

バランスは適切である。 

第４学年・第５学年では，電気電子工学コースと情報工学コースに分かれ，少人数教育によりし

っかりとした基礎を築き，同時に，高度細分化した専門技術や知識を修得していけるよう専門性を

高める工夫をしている。５年間に及ぶ系統的なデザイン能力を養成するシステムでは，デザイン能

力を養うため第１学年から第５学年まで，順に PBL 型の取り組みの工夫をしている。また，電気・

電子・情報の各分野における基礎知識基礎知識をしっかりと身に付けるために，授業中に十分な理

解が得られなかった学生のために，質問等に応じる時間（オフィスアワー）を設定している。高度

な専門技術と知識を修得していける能力を身につけることを目指し，デザイン能力を養うための
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PBL 型の取り組みの中で，３〜４名の学生に対し１教員を割り当て，学生は教員とのコミュニケー

ションを通じて，計画・実施・まとめを行うよう工夫をしている。 

 

電子制御工学科における専門教育課程表に示すように，専門教育課程において講義科目：58 単

位，演習科目：9 単位，実験科目：20 単位，実習科目：4 単位が当てられており，これを第 1 学年

から第 5 学年に振り分けている。各学年に対して必ず実験科目或いは実習科目，演習科目を適宜配

置し，座学を中心とする講義科目のみに偏らずに専門を学べるように教育課程を構築している。こ

れらは，電子制御工学科が目標とする養成すべき人材を育成する教育課程を展開する上で十分ふさ

わしい授業形態となっており適切なものである。 

教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫の実施例について述べる。電子制御工学実験第 3 学年

において，第１回オリエンテーションで電子制御工学実験の取組み方に関する資料配布を行い１組

２～３人ないし１人で実験と実技を行い，少人数実験を実施している。電子制御設計製図第 3 学年

において，１人１台の情報機器を活用し，ＣＡＤソフトによる設計，製図，解析を実施している。

また，講義と実験･実習が組合された授業を実施している。この授業では，専門分野を学んでき

た 4 年生に対して行っており，実験テーマを選択させ，基本的に一人或いは二人で実験を行う実験

主体の授業である。本授業は，電子制御工学科の教員全てが，グループ分けされた少人数学生（4

人程度）を指導し，講義・説明と課題演習，実際の実験・製作実習などに取組む新しいスタイルの

授業である。PBL 的な要素もあり，学生が自主的に実験に取組めるよう配慮した授業である。テー

マは，電子制御工学技術を学ぶための幅広い分野から作られており，受講した学生が，基礎から応

用技術まで集中的に学べる授業となっている。 

 

環境都市工学科における教育課程に示すように，4 学年以下の講義ではほとんどの科目で演習も

行なわれており，基礎学力を確実に身につけさせる配慮がなされている。情報技術を身につけるこ

とを意図した，コンピュータ数理Ⅰ・Ⅱ，情報処理，では演習を主体とした授業形態をとってい

る。 

各学年への配分という観点からは，実習を行なう測量学・測量実習においては，２，３年で各 3

単位，４年で２単位と低学年において実習に多くの時間をかけられるように配分している。実験で

は，基礎実験Ⅰ（３年，３単位），基礎実験Ⅱ（４年，４単位），計測実験（５年,２単位）と特

定の学年に偏ることなく配分されている。設計製図系の演習を主体とする科目においても，実験と

同様に３，４，５年の各学年に配分されている。このように，実験実習系科目は特定の学年に偏る

ことなく配分されている。これは，講義・演習で身につけた知識を実験実習でより実践的なものに

することを意図したものであり，高学年においても実験実習は欠かすことが出来ないことの現れで

ある。以上の様に，授業形態別，学年別，いずれにおいても実践力を備えた技術者の育成という目

標において，バランスよく適切に配分されたカリキュラムになっているといえる。 

 ３年生基礎実験Ⅰでは 29 回目，30 回目におけるブリッジコンテストでは班に分かれ限られた条

件の中で橋を製作し，耐荷力を競うもので，デザイン能力，創造力を養うのに効果的であり，国際

事情においては，コミュニケーション能力を身につけるのに適切と思われる。 

 

建築学科の第３学年では，上位学年における環境・構造分野の授業のためのプログラミングの基
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本と，本格化する設計製図のためのＣＡＤ教育を行い，授業科目間の連携を図っている。 

また，第４学年の設計教育では提案作品に対するプレゼンテーション能力を育てる他，講評会を

設け討論の場としており，設計製図Ⅲや卒業研究他で要求されるコミュニケーション能力のステッ

プアップの援助としている。 

建築工学実験においても，環境系と構造系の２系の実験を行っており，各々授業で学習した内容と

合致したテーマの他，環境系では環境問題に対するの発表，構造系では鉄筋コンクリート梁の競技

設計および製作を行い，ＰＢＬを取り入れながら，創造性と知的好奇心の高揚，工学的センスの涵

養を図っている。 

（出典 平成18年度第2回スパイラルアップ会議資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

以上のように，教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 

学力不足の学生に対して，単位追認する制度（資料５－２－①－34）を設定し，適切に実施してい

る。 

 以上の根拠により，いずれの学科においても教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の

授業形態のバランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

（観点に係る状況）  

シラバスには該当科目がめざす学習・教育目標の番号，達成度評価方法と基準等が明示してある。

授業内容を網羅している。シラバスの例を資料５－２－②－１に示す。 

 

 

資料５－２－②－１

「シラバスの例」 
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（出典 平成18年度シラバス）

 

  

全てのシラバスはこの様式で作成することを教務会議から指示している（資料５－２－②－２）。 
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資料５－２－②－２

「シラバスの様式」 

 
（出典 教務掲示板）

 

 シラバスは第一回の授業で説明することを教員会議で指示している。資料５－２－②－３に教員会

議資料の抜粋を示す。 
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資料５－２－②－３

「シラバスの提示の指示」 

平成 1７年４月４日教員会議資料

教 務 関 係  

教務主事

報告事項 

１：略 

２：平成 17 年度教務関係の目標について 

  「広い教養・深い専門」 

３：略 

４：略 

５：略 

６：平成 16 年度における資格取得について 

資格取得に伴う単位の認定                        別紙７ 

各種資格取得者一覧                           別紙８ 

７：平成 17 年度シラバスについて 

「平成 16 年度版岐阜高専シラバス」はＣＤ化し，1，２，3，4，5 年生及び専攻科生に各１部，Ｃ

Ｄを配布しております。本校ホームページ上には平成１７年度版が公開されています。新任教員及

び非常勤講師分の「平成 17 年度版岐阜高専シラバス」は平成 16 年度の各科教務主事補の責任にお

いて，処理されています。学生には，年度当初の最初の授業にて，シラバスを提示し，成績評価方

法を周知して下さい。 

 

以降略 

（出典 教員会議（平成17年度第１回）資料から抜粋）

 

 

 

学生による授業評価アンケートにシラバスどおりの実施に関する項目があり，フォローアップ点検

を担当する教員が，客観的に点検している資料５－２－②－４～６）。 

 

 

 

 

 

 

資料５－２－②－４

「授業アンケート結果及び自己点検」 
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（出典 授業評価・達成度評価報告書）

 

 

 

資料５－２－②－５

「フォローアップ点検指示」 

（出典 岐阜工業高等専門学校中期計画）
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資料５－２－②－６

「教員面談の一例」 

 

不開示資料 

 

（出典 教員面談実施報告書）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シラバスどおりの実施に関する評価結果を学年別学科別の平均値を資料５－２－②－７示す。 
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資料５－２－②－７

「シラバスどおりの実施に関する評価結果」 

 

（出典 フォローアップ点検結果http://www.gifu-nct.ac.jp/followup/quest16.html）

 

（分析結果とその根拠理由）  
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 教務会議の指示に従って，全てのシラバスは授業科目系統図にしたがって内容を計画し，学習教育

目標との対応を明らかにし，他の関連科目との関連を明確に記載している。教育方法，教育内容，達

成目標とその評価方法・評価基準も記載している。これらの根拠により教育課程の編成の趣旨に沿っ

て，適切なシラバスが作成されていると分析する。 

 シラバスは最初の授業で学生に示し，目標を明らかにして，成績の評価方法・評価基準も示してい

る。学生による評価は２度の授業アンケートで行われ，シラバスどおりの実施が５段階で評価され，

活用している。学科別学年別の資料により，ほとんどのクラスで３．５を超えている。また，前平均

でも３．７と他の項目よりも高い。これらの根拠により，学生はシラバスを活用していると分析する。 

以上のように，教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスを作成し，活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況）  

多くのPBLが各学科で実施されている。関連のシラバスを資料５－２－③－１に示す。 

各学科で実施されているPBL科目とその内容の一覧を資料５－２－③－２に示す。 
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資料５－２－③－１

「PBL科目のシラバス」 

 

（出典 平成17年度シラバス）
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資料５－２－③－２

「PBL科目一覧」 

 

（出典 平成17年12月21日教務会議資料）
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インターンシップは第四学年の夏季休業を利用して，実施している。規則を資料５－２－③－３に示

す。 

資料５－２－③－３

「校外実習要項及び同取り扱い」 

岐阜工業高等専門学校校外実習要項 

制定平成５年２月２５日 

第1 条校外実習（以下「実習」という。）は，学生に工学上の学術応用を実地で体験させ，併せ

て技術者としての心構えを養わせることを目的とする。 

（計画・実施） 

第2 条実習は，研究主事主管のもとに，学科長及び学級担任において計画し実施する。 

（実施の期間及び時期） 

第3 条実習は，原則として2 週間以上（実習日１０日以上）とし，夏季休業期間中に行うもの

と 

する。ただし，やむを得ない理由がある場合は，夏季休業期間外にかけて実施することができ

る。 

（経費） 

第4 条実習に要する経費は，原則として実習に参加する学生（以下「実習生」という。）の負担

とする。 

（実施責任者） 

第5 条実習を円滑に実施するため，学科長を実施責任者とする。 

（学級担任の業務） 

第6 条学級担任は，学科長の指示のもとに，次の業務にあたる。 

一実習生の受入先事業所等の選定 

二実習生の受入先事業所等の実習指導者の指定 

三実習生の受入先事業所等への配属 

四実習内容，テーマ等に関する指導・助言 

五実習における安全管理（傷害保険への加入指導を含む。）・就業心得等の事前指導 

六実習中に発生した事故又は異常事態の処置及び報告 

七実習先事業所等との連格調整 

八その他必要な事項 

（実地指導） 

第7 条学級担任又は学科長等は，必要に応じ実習生に対し，受入先事業所等において実地指導を

行う。 

（報告） 

第8 条実習生は実習終了後直ちに，次に掲げる書類を学級担任を経て学科長に提出しなければな

らない。 

一校外実習証明書（別紙様式第1 号） 

二校外実習報告書（別紙様式第2 号）又は事業所等の書式により事業所等に提出した報告書の 

写 
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三実習日誌（別紙様式第3 号） 

2 実習生は，学科が行う実習報告会に実習内容を発表しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第9 条所定の実習を終了した学生の評価は，次によるものとする。ただし，第3 条に定める実

習 

期間を満了しない場合は，この限りでない。 

一実習の成績は，前条各号に定める内容等に基づき総合的に判断し評価する。 

二評価は，合格，不合格とし，合格の場合は，実習単位（2 単位）を認定する。 

２ 前項に基づき認定される単位は，卒業要件の単位に含めないものとする。 

（雑則） 

第１０条この要項に定めるもののほか，必要な事項は研究主事と学科長が協議の上定めるものと

する。 

（事務） 

第１１条実習に関する事務は，学生課教務係が処理する。 

附則（平成5 年学校規則第7 号） 

この要項は，平成5 年4 月1 日から施行し，平成5 年4 月1 日以後の第1 学年入学者から適用

する。 

付記 

この要項は，平成17 年3 月14 日から実施し，平成16 年4 月１日から適用する。 

（出典 学生便覧）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターンシップは単位認定されている（平成17年度 資料５－２－③－４）。 
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資料５－２－③－４

「インターンシップの単位認定例」 

不開示資料 

（出典 平成17年度運営会議資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

創造力の養成は全ての学科の教育目標に上げており，そのためのPBL授業もすべての学科で実施し

ている。具体的な内容については関連のシラバス及び教務会議資料の一覧に示した。 

 インターンシップは必須ではないが，全ての学科で実施している。電子制御工学科及び環境都市工

学科では全員参加を指導によって実現している。電気情報工学科は3分の2程度の学生が体験している。

単位認定の規程も資料で示したように整備しており，その実績も資料に示した。 

以上の根拠から創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行われて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  
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試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規を定めており，資料５－３－①－１に示す。 

 

資料５－３－①－１

「試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規」 
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（出典 学生便覧）
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詳細な内容について試験，成績評価，進級及び卒業に関する申し合わせを制定している（資料５－３

－①－２）。 

資料５－３－①－２

「試験，成績評価，進級及び卒業に関する申し合わせ」 
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（出典 学生便覧）
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必修科目については出席時数が4分の3以上でなければ，進級あるいは卒業することができない。ま

た，未修得科目が9単位以上ある場合も進級することができない。再試験は第五学年を除いて，現学

年では実施していない。8単位以下の未修得科目については，仮進級後，補習を実施し追加認定試験

に合格した場合に限り，単位を追加認定する。この基準は厳格にかつ一貫して保たれている。 

試験答案は試験終了後のフォローアップ点検期間に返却して，全ての学生に確認を取っている。異

議があれば，この機会に申し立てることができる。 

 

 

 規程を記載した学生便覧を新入生全員に配布し，新入生研修で説明している。規程では理解しがた

いのでさらにわかりやすくまとめた内容を学生便覧に記載（資料５－３－①－３）して説明している。 
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資料５－３－①－３

「新入生研修での説明資料試験，成績評価，進級及び卒業に関する説明」 

 

  

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－292－ 
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（出典 学生便覧）

 

 

 

 

 

 

運営会議で卒業判定及び進級判定を審議している（資料５－３－①－４及び５－３－①－５）。 

仮進級した学生については，前年度の未修得科目を修得したか，また，現学年の必修科目の要件と

選択科目の要件を満たしているかどうかを，運営会議で審議し判定している。 
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資料５－３－①－４

「卒業判定の一例」 

 

 

不開示資料 

 

（出典 平成17年度卒業判定運営会議資料）

 

資料５－３－①－５

「進級判定」 

不開示資料 

（出典 平成17年度進級判定運営会議資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 規程に示したように，試験，成績評価，進級及び卒業に関する内規及び申し合わせを制定している。

再試験は第五学年を除いて，現学年では実施していない。8単位以下の未修得科目については，仮進

級後，補習を実施し追加認定試験に合格した場合に限り，単位を追加認定する。 

規程を学生便覧に記載し，新入生全員に配布して，オリエンテーション及び学級指導で周知してい

る。 

判定会議で規程に沿って，成績評価等を厳格かつ一貫して適切に判定している。 

フォローアップ点検期間に試験答案を返却して，点数などについて確認し，異議申し立てができる

システムとしている。 

 以上のように，成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定を組織として策定し，学生に周知し

ている。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認定，卒業認定を適切に実施して

いる。 

 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

 特別活動は第三学年まで毎週50分，30回実施している。各学年各学科で活動計画を決め，教務掲示

板に公開している。活動計画の一例を資料５－４－①－１に示す。 

資料５－４－①－１

「特別活動計画」 

担任 小栗久和 第 3 学 年 機械工学科

授業内容 
月 日 

時
間
数 全体 学級 

指 導 内 容 
ＣＲ以外の 

実施場所 

11(月) １  ○ 学級指導（学級指導方針）  

18(月) １  ○ 学級指導（４Ｓについて）  4 

25(月) １  ○ 学級指導（連休中の課題：作文）  

9(月) １  ○ 学級会（球技大会出場種目割り振り）  

16(月) １  ○ 学級指導（第１回進路調査）  

23(月) １  ○ 小論文（高専での目標）  
5 

30(月) １  ○ 学級指導（日本の歴史１）  

13(月) １  ○ 学級指導（先輩の講話１）  

20(月) １  ○ 学級指導（中間試験のまとめ）  6 

27(月) １  ○ 学級指導（日本の歴史２）  

4(月) １  ○ 学級会（研修旅行について）  
7 

11(月) １  ○ 学級指導（夏休みの過ごし方）  
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8 29(月) １  ○ 学級会（高専祭参加内容）  

5(月) １  ○ 学級指導（期末試験に備えて）  
9 

26(月) １  ○ 学級指導（前期の総括）  

3(月) １  ○ 学級会（球技大会出場種目割り振り）  

17(月) １  ○ 学級会（高専祭準備）  10 

24(月) １  ○ 学級会（高専祭準備）  

7(月) １  ○ 学級指導（研修旅行に備えて）  

14(月) 2 ◯  交通安全教育 多目的ホール

21(月) １  ○ 学級指導（研修旅行の反省）  
11 

28(月) １  ○ 小論文（進路の選択）  

5(月) １  ○ 学級指導（先輩の講話２）  

12(月) １  ○ 学級指導（日本の歴史３）  12 

19(月) １  ○ 学生会役員選挙  

16(月) １  ○ 学級指導（第 2 回進路調査）  

23(月) １  ○ 学級指導（TOEIC 試験に備えて）  1 

30(月) １  ○ 学級指導（日本の歴史４）  

6(月) １  ○ 学生証写真撮影  
2 

27(月) １  ○ 学級指導（学年の総括）  

（出典 教務掲示板）

各学年で特別講演会を実施している（平成17年度 資料５－４－①－２）。 

資料５－４－①－２

「平成17年度実施講演会一覧」 

教務会議（平成１８年度第１回）資料

平成１７年度特別講演会一覧 

演  題 講 師 対象学年 

薬物乱用の防止 講師名不開示 第１学年 

性教育  第１学年 

薬物について  第２学年 

思春期性教育講座  第２学年 

卒業後の進路について  第３学年 

学生相談室の紹介と学生の心の悩みについ

て 

 第３学年 

骨密度の重要性について   第３学年 

ＯＢによる社会人からのメッセージ  第４学年 
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技術者倫理について  

 

第５学年 

明治維新期の美濃  専攻科 

 

（出典 教務会議（平成18年度第１回）資料）

 

以上の計画については，特別活動の手引きにしたがって学級担任が特別活動の設計をしている（資

料５－４－①―３）。 

資料５－４－①－３

「特別活動の手引き」 

特別活動の手引 

1 目標 

学生生活をより効果的に送るために必要な生活態度を身につけさせるとともに，将釆，専門的技術者として活躍する

ために必要な幅広い人間性・社会性を養う。 

 

2 内容 

（1）学生が自主的かつ自発的に活動することができる能力を養い，立派な態度を身につけさせる。 

（2）民主的な討論のあり方を身につけさせる。 

（3）課外活動の正しいあり方を指導する。 

 

3 指導上の留意事項 

（1）必要に応じ，ホームルームの方法によらず，講演会等を計画して行うことも差し支えない。 

（2）学生の自発的な活動を助長することが建前であるが，常に適切な指導を行うことが必要である。 

（3）学生の親睦，教員と学生の相互理解を深める。 

（4）学生会，クラプ活動との関連に留意するとともに，それらについても常に適切な指導を行うことが望ましい。 

 

4 指導内容 

4－1 学校の目棲の徹底 

（1）今年度の目標 

・学校指導目標 「ものづくり・IT・TOEIC400」 

・教務開係指導目標「広い教養・深い専門」 

・学生関係指導目標「信賞必罰」 

（2）指導にあたっての留意点 

・機会ある毎に話題にする，また討議させる。 

・取るべき行動について臭体的に指導し，討論させる。 

・当面の重点項日を決め，行動しやすくする。 

・「自主的行動」の程度，範囲，対象についてコンセンサスをつくる。 
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4－2 学年別重点指導項目 

第1学年 

中学ではいわば“こども”の扱いであるが，高専で“おとな”の扱いを原則としている。この点をよく理解させ，主

体性をもって良識に基づく行動がとれるよう指導する。この時期の教育が高専5年間の生活に決定的な影響をもつとも

いわれている。 

 

第2学年 

高専の生活にも慣れ，まわりが見えるようになってくると，将釆に対する不安が生じやすい。高専でいかに学び，い

かに遊ぶかについて指導し，積極的な高専生活を送るようにさせる。 

 

第3学年 

いわゆる中だるみが生じやすいのでこの対策が主体となる。現在4学年では学校行事も多く，高専生活で最も充実して

いるように見える。これを3学年，4学年が高専生活で最も充実した時期になるよう工夫を加える。 

 

第4学年 

専門科目も増え，学校行事も多く，楽しく充実したこの時期は，学生の主体性を育てる好機でもある。そうした主体

性を伸ばすとともに，精一杯やることで，学校生活の充実感を味わせたい。 

 

第5学年 

卒業研究を中心に，問題解決能力の修得，強化と社会人になるについての自覚と常識の付与を図る。 

 

4－3 一般指導内容 

上記を考慮すると指導内容として，次のような項目が考えられる。 

（1）学校行事，学生会行事及び学年行事に関する問題 

（2）共同生活の充実に関する問題 

（3）個人としての生き方に関する問題 

（4）集団の一員としての生き方に関する問題 

（5）学業生活に関する問題 

（6）全学的な視野から見た教育全般，勉学上の諸問題及び学生の厚生補導に関する問題 

 

具体的題材については，以下を参照のこと。 

具体的なホームルームの題材の例 

ア 共同の充実に関する問題 

・自己紹介 ・我がクラスを考える 

・私の描く高専生活 ・話し合いの仕方について 

・学生心得について ・ホームルームの年間計画 

・学校の規則について ・ホームルームの運営の仕方 

・第◯学年になって ・ホームルームの組繊づくり 

・第◯学年を振り返る ・ホームルームを考える 
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・夏休みを迎えて ・学生会について 

・夏休みの計画 ・学生会への協力 

・夏休みの経験を語る ・学生会への提言 

・年頭に思う ・学級会 

・このごろ腹のたったこと ・クラブ活動について 

・先生にもの申す，学生にも一言 ・クラブ活動と学習を両立させるには 

・学校に望むこと ・クラブ活動を考える 

 

イ 個人としての生き方に関する問題 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 

・私の将釆の計画 ・魅力のある職業 

・私の行く道 ・21世紀の職業 

・尊敬する人の生き方 ・適性と方向転換 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 

・私の将釆の計画 ・魅力のある職業 

・私の行く道 ・21世紀の職業 

・尊敬する人の生き方 ・適性と方向転換 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 

・私の将釆の計画 ・魅力のある職業 

・私の行く道 ・21世紀の職業 

・尊敬する人の生き方 ・適性と方向転換 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 

・私の将釆の計画 ・魅力のある職業 

・私の行く道 ・21世紀の職業 

・尊敬する人の生き方 ・適性と方向転換 

・クラプ活動と勉強 ・能率的な学習法 

ウ 集団の一員としての生き方に関する問題 

・友情とは何か ・集団行動の意義 

・友情と恋愛 ・集団と個人 

・親と子 ・リーダーとフォロア 

・家族を考える ・公害と私達 

・自律生活 ・公害について 

・連帯感 ・このごろの社会に思う 

・自由と責任について ・私たちの作りたい社会 

・ライバル ・社会は君達に何を期待するか 

・男女交際のあり方 ・世界の中の日本 

・若さとおしゃれ ・日本人とは 

・服装と頭髪について ・日本人の国民性 

・公共心について ・政治について考える 
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・清掃について考える ・政治への関心 

・校風について ・戦争と平和 

・伝統と校風 ・マスコミの利用 

・高専教育とは ・テレビの効用と弊害について 

・公衆道徳 ・青少年の非行 

・勤労の意味 ・交通事故を防ぐには 

・ボランティア活動について  

エ 学業生活に閲する問題 

・高専の教育課程について ・クラプ活動と勉強 

・高専教育の意義 ・能率的な学習法 

・何のために高専で学ぶか ・私の将釆の計画 

・高専生活における学習の意味 ・魅力のある職業 

・私の学習法 ・私の行く道 

・好きな科目，嫌いな科目 ・21世紀の職業 

・不得意科目の克服 ・尊敬する人の生き方 

・テストの克服 ・適性と方向転換 

 

5 特別活動の年間計画について 

（1）各学年主任は，上記4－3の中などから最も適切と考えられる項目について，各学級担任と協議し，年間計画を作

成し，各学年各学科毎に計画を校長に提出し承認を得ること。 

（2）学校全体として計画する項目については，（1）の計画以前に校長が指示できるものとする。 

（3）年間計画は，校長の指示により修正できるものとする。 

（4）特別活動の必要単位時間数（学則第13条第4項に規定する時間数）は，年間行事予定表に基づく実施可能な時間

数をいうものとする。 

（5）年間計画の提出締切日は，前年度の3月末日とする。 

 

5 評価について 

（1）学級担任は，学年末に，各学生の特別活動の履修状況について，合格又は不合格の評価を付して校長に提出する

ものとする。 

（2）学生の履修状況が，次の各号の一に該当する場合の評価は，不合格とする。 

ア 履修の成果が良くない場合 

イ 履修時数が総時数の4分の3以下の場合 

 

（出典 教務掲示板）

 

特別活動以外にも，四月の始業式，７月の夏休み前及び３月の終業時に校長講話，教務主事訓話

及び学生主事訓話において，年９回，さまざまな話を聴く機会がある（資料５－４－①－４）。 
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資料５－４－①－４

「主事訓話」 

 

 

（出典 高専便り）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 特別活動の手引きによって，第3学年までの各学科の学級担任が特別活動計画を立てている。活動

計画の内容は教務掲示板に掲載し，全ての教職員及び学生に公開している。計画に従って，学生の勉
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学上の指導以外に，学級指導や講演会を通して，人間の素養に関するものを実施し，涵養している。 

 第三学年までは特別活動は各学年で30単位時間以上の実施を授業成立の条件としており，教務会議

委員が実施を確認している。 

 以上のように，教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよう配

慮している。 

 

観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

学生指導体制の根幹をなすのは，資料５－４－②－１に示される学級担任体制である。 

 

資料５－４－②－１

 

（出典 学生便覧平成１８年度）

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－303－ 

資料５－４－②－２が学級担任の任務であり，これは「学級担任の手引き」に記載され，毎年度始

めの学級担任会において確認される。 

 

資料５－４－②－２

 

 

（出典 学級担任の手引き 平成成１８年度）
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学級担任と連携して学生指導を行う学生会議（資料５－４－②－３）が設置されている。 

資料５－４－②－３

  

（出典 規則集 学内用 Web）
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 資料５－４－②－４が同会議の指導体制である。 

資料５－４－②－４

                              H17-0401 
平成１６年度学生会議委員指導分担 
区分 主な指導内容 担当者 

評議会，会計局，選管 
 

評議会への出席，助言，学生会議

での報告，会計書類の点検，選挙

広報活動 

奥村，遠藤登 
 

文化局 文化局行事，高専祭への助言・

指導 
奥川，青木 

体育局 体育局行事，球技大会への助言・

指導，部活動の年度末報告 
麻草，久保田 

 
学 
 
生 
 
会 

 
風紀局 風紀局清掃チェック支援， 

清掃指導，献血 
冨田，奥村 

学警連 会議への出席，報告 遠藤登，麻草 
自動車関係 
自転車，原付関係 

通学届，駐車許可，駐車指導 
通学届，防犯登録，駐輪指導 

久保田 
麻草 

点検評価フォローアップ委員会委員 冨田 

広報誌部門委員 青木 
ホームページ部門委員 奥村 
学生指導，校外補導，学生会行事の指導 全委員 
 
平成１６年度学生会執行部役員 

役  職 クラス 氏  名 
会   長 氏名不開示 
副 会 長    
会計局長   
書記局長   
体育局長   
文化局長   
報道局長   
風紀局長   

  
会計監査 

  
高専祭実行委員長   

（出典 平成１７年４月４日教員会議資料）
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学生主事は指導方針を示すが，多種多様な教員の多種多様な指導が生かされる環境が確保されて

もいる。平成１６年度までの学生指導方針は「信賞必罰」であった。資料５－４－②－５はこの方

針に基づいて発案され，継続実行されている「学級指導者賞」表彰と・受賞学生と校長との昼食会

である。 

 

資料５－４－②－５

学級指導者賞 表彰・校長と昼食会 

Ｈ17 年 12 月 13 日（火）第Ⅱ限終了後すぐ 校長室 

その後 ミーティングルーム 

 

不開示情報 

 

（出典 学生主事 Web ページ学内用）
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また，人間の素養の涵養を図ろうとする懲戒指導に対して学生が述べた考えの例として，卒業式当

日の手紙を資料５－４－②－６に示す。 

 

資料５－４－②－６

 

不開示情報 

 

（出典 学生主事室所蔵資料）
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学生指導方針は４月始業の行事等の全学集会において学生主事訓話の中で説明される。平成１７

年度の指導方針は，「共生・見守り・Seniority」である。その訓話内容要約を，学生指導時の配

布資料に代わるものとして，資料５－４－②－７に示す。 

当該年度の総括と，次年度への提言をまとめた「学生指導報告書」が作成され，学生指導の向上

を目指している（資料５－４－②－８）。 

人間の素養の涵養が図られるよう，学生会行事が計画・実行されている。同行事は学校行事とし

て位置づけられ，「年間行事予定表」（資料５－４－②－９）に記載されている。 
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資料５－４－②－７

050406 学生主事訓話 
morphin glasses 
１．共生 

私が，ゴミを拾うと，その波及効果として，次のようなことがおきます。 
（１）それを見ている人が・・・ 

「高原が，ゴミを拾うなら，私は落ち葉を片づけよう，と思って実行します。 
GNCT is getting clean. 

（２）ゴミ袋をふたつもっていると---> 
I am seperating ごみ。 
GNCT is a environmentally friendry school. 
だと広報することになります。（ドライバーや近隣住民に広報に） 
「糸貫川西岸でタバコをすって，吸殻を放置する学生がいます。しかし，GNCT には，

その放置された吸殻を拾いに来る従業員が，少なくとも，ひとりいる」と広報できま

す。 
（３）「Keep your shirt tucked in!」という紙を首からさげていると，車で出勤・通勤し 

ていくドライバーたちは，これを見て，どう思うでしょうか？ 
「『Keep your shirt tucked in!』 は，どういう意味か？ よし，今夜家に帰ったら 

英和辞典をひいてみよう」と思うはずです。 
While I am picking up trashes, I do public relations. 
While I am picking up trashes, I get the car-drivers to take my English  
lesson. 
日本の大人は，子どもが思う以上に，勉強します。なぜか？ 大人たちは，「自分が 
子どもの時に勉強しなかった」ことを，後悔しているからです。 

以上の波及効果があります。だから，私はゴミを拾います。 
しかし，正直にいうと，これは表向きの理由で，実は，本当は，別の理由があってゴミを拾 
っています。その本当の理由を，みんなに教えます。 
「What is "labor"？」 

Labor (ILO  the International Labor Organisation 国際労働機関)の Labor です。 
学生主事の仕事のひとつに「シャツを中にいれなさい」というのがあります。 
私はこれを言うのがとても嫌（いや）。 
「いやならやめればいい」と言うかもしれませんが・・・， 
そうはいかない。それでは，お金がもらえない。 
With picking up trashes, I am getting over(overcoming) the difficulties in my job. 
I pick up trashes in oder to get other people to think that I am working. 

  （つづく）                   （出典 学生主事 Web ページ学内用） 
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（承前）                          資料５－４－②－７のつづき 

As far as I am working, I never get fired. 
     I must not get fired, because I need money. 
     That is the real reason why I pick up trashes. 

私が，この格好をしていると，「この格好をしているだけで」，多く人が思います。 
「高原は働いている」と。 

I keep thinking of nothing but myself. 
 I am an egoist. 
  But, if I think of myself in a positive way, and if I try to be a pure egoist, 

then, I am able to "co-exist" with other people. （共生できる） 
Keep thinking of nothing but yourself, in a positive way. 

Be a pure egoist! 

Trying to be a pure egoist leads to "co-existence". 

私は教えたいのです。 

働くということには，こういう面もある」ということ。 

では，think of oneself in a negative way とは 

たとえば，「窃盗」「盗み」「どろぼう」・・・です。 

「私を含めたこの中に・・・がいるかもしれない」 

If you have a great desire to steal something in an empty class room, or 
  in a bookstore, 

If you have a disire to use a bycicle, which belongs to another person, 
If you are not a dormitory students, and if you want to take meals in the dormitory dining 
house, because you do not have enough money, please, please come to me, before you bring 
your desire into action, 
I will ease (heal) your poverty with this money. 

  （ここで，壇上から２９万円を振りまく） 
お金を，このように取り扱っても， 

I will get no punishment. Because this money is my teaching material. 
I am using this money an my teaching material . I am a teacher. I am working now. 
My God will never never give any punishment to those who are working.  
I may make such a use of money. 
-------------------------------------------------------- 

If any other reason than poverty causes you to have such desire, I can do nothing about it. 
Then you must go to a psychiatrist. 

２．見守り 

I will give you time. You will give me time. 
構外 糸貫川西岸橋近くで喫煙し，その吸殻を そこに放置する生物は 人間ではない。 

神様である。「様」の意味は ５代将軍徳川綱吉 の時代の お犬「様」。  

（つづく）                   （出典 学生主事Webページ学内用） 
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（承前）                        資料５－４－②－７のつづき 

３．Seniority 
この話の最後に説明（この場を退場する順番は，教員が先，学生が後） 

４．連帯 
（約２０枚の T シャツを結びつけたひもの） 
These T-shirts are the synbol of solodarity between you and me, between students and a  
teacher at GNCT. 
Solidarity 
幸せの黄色いハンカチ 連帯の GNCT T-shirts 

５．神 
Kant "Kritik der reinen Vernunft" 『純粋理性批判』 Vorrede 
もたもたしないで，早く４年生になろう，そして，私と一緒にドイツ語を学習し，カントの

『純粋理性批判』を読もう。 
A religious person tries to make the number of the believers greater but philosopher not.  

６．この後，すぐ新入生歓迎会 
時間がないので，１クラブ３分 （以上） 

（出典 学生主事 Web ページ学内用）

 

資料５－４－②－８

 

（出典 平成１６年度学生指導報告書）
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資料５－４－②－９

 

（出典 平成 1７年０２月０２日学生会評議会資料）
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 行事のプログラムの例として，資料５－４－②－１０で平成１７年度前期球技大会を示す。学生の

自主的な活動をはぐくむよう支援している。 

 

資料５－４－②－１０

 
球技大会のお知らせ 

  学生会体育局長 

日時 
平成 17 年 5 月 19 日（木） 

  
日程 

09：00 点呼・開会式（晴れ：第一体育館前 雨：第一体育館内） 
学校長，学生会長挨拶，諸連絡 

09：30 競技別点呼 
09：40 競技開始  
10：30 ビデオ上映開始 
12：00 昼休み 
12：30 競技再開 特別競技「大縄飛び」開始 
15：50 閉会式 

学校長，学生会長挨拶，結果発表および表彰 
  
実施競技 

晴れの場合 
屋内             屋外 
  

バレーボール（6 人）      ソフトテニス（6 人） 
バスケットボール（5 人）    ソフトボール（9 人） 
卓球（6 人）          ミニサッカー（6 人） 

特別競技 
大縄跳び（20 人以上） 

  雨天の場合 
屋内 

ソフトバレーボール（4 人の 2 チーム） 
バスケットボール（3on3）（3 人の 2 チーム） 

卓球（10 人） 
※括弧内は参加人数を示している 

（出典 学生主事 Web ページ学内用）

 

 

 

 

 

 

 

 各行事のプログラム，実施要項は学生主事Webページに示され，全学的な共通理解を目指す。例

として，高専祭のプログラム・実施要項の掲載部分を，資料５－４－②－１１に示す。 
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                         資料５－４－②－１１

H17 年１０月２８日（金）休講・高専祭準備（物品移動） 
         高専祭 2005 資料  
         高専祭 2005 のテーマは「NO BORDER」です。 
         近隣の皆さん，学生，教員，来場者，老若男女・・・ 
         すべての人の壁を無くせる高専祭を目指したいと思い， 
         このテーマに決定しました。（高専祭実行委員会より） 
 

         高専祭実行委員会・代表者 委員長 

                  予算 2005 会計（決算）報告 2005 

                  重要【学生主事・学生会議委員より】 

         １．高専祭について（学級担任／催し物等顧問教員の先生方へ） 

                  ２．タイムスケジュール（点呼など） 

                  ３．掲示に関する注意書 

                  学生会議委員教員巡回当番表・役割分担表 2005 

         専攻科展校長賞審査用紙→S 専攻 pdf  xls K 専攻 pdf xls 

         専門展校長賞投票用紙 専門展校長賞点数集計結果 

         専門展審査員  

         校長 学生主事 一般科目教員 学生会議委員 専門学科・学科長 

         各学科 OB１名(学生会議委員が選出) 

       専門展評価に対する請願(学生から) 学生の提案する投票用紙 

          ↑ 

         請願への学生主事回答 

（出典 学生主事Webページ学内用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もっとも大きな行事である「高専祭」では，第４学年学生が非常な熱意をもって「専門展」に取り

組む。その熱意の表出としての「請願」と「学生主事回答」を，学生指導時の配布資料として，資料

５－４－②－１２に示す。 
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資料５－４－②－１２

学生から専門展校長賞再評価の請願 

私たち学生一同は今回の専門展校長賞の得点について納得できない点が多かったため賞の再評

価を誓願します。理由は，この賞の評価基準と根拠，および審査員が明らかになつておらず，贔

屓や不正があるのではないかと疑問視されるためです。 これは ，専門展で頑張つてきた学生

に，自分たちは正当に評価されなかったのではないか，そして，今までの努力は報われなかった

のではないかと感じさせます。さらに，今後専門展取り組む学生の意欲を削ぐことになります。

これは単に校長賞に関することだけではなく，これからの岐阜高専の衰退を招くことになるので

はないかと考えます。また，贔屓や不正があった評価によって受賞したと思われる科は，その科

の責任ではないのにも関わらず，他の学科から非難を浴びることとなり，各科同士の亀裂を生み

出すこととなります。 

 

以上より，私たちは以下の項日を誓願します。 

・ 厳正な評価基準のもとに専門展校長賞の再評価をすること 

・ 審査員とその点数の公開 および その評価の根拠を明確に提示すること 

 

この意見に賛間する学生の署名を集めました。 どうぞ 再考の程 重しくお願いします。 

電気情報工学科一同

（出典 学生主事 Web ページ学内用）

------------------------------------------------------------------------------------- 

請願への学生主事回答 
「今年度の審査結果は，受け入れるしか，道はありません。 
『来年度はどうするか』 
を検討しましょう。知恵を出しあいましょう。 
ひょっとすると，来年度は，専門展校長賞がなくなるかもしれません」 
 
学生主事からの，もうひとつの回答 
たとえば， 
ある年のある日の新聞に---私の記憶が正しければ--- 
今，ノーベル賞に一番近い日本人は中村修二博士である 
と載っていました。その後ノーベル賞を取ったのは田中耕一学士でした。 
かくのごとく，ノーベル賞の予想・評価は難しいのです。本校高専祭専門展の審査・評価 
の難しさは，これに勝るとも劣らぬものです。 
さて，ここで，「カー オブ ザ イヤー」 
のように「エンジニーア オブ ザ イヤー ／  
サイエンティスト オブ ザ イヤー」の審査投票をすると，仮定しましょう。 
候補は上述の中村修二氏と田中耕一氏です。 
「博士だから，中村修二氏が５点，学士だから，田中耕一氏は４点」 
「これからノーベル賞だから，中村修二氏が４点，もうノーベル賞獲得だから 
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 田中耕一氏は５点」 
「自動車運転中に信号をながめると，すぐ青色ダイオードが想起されるから，身近に目に 
 見える所にその成果があるから，中村修二氏が５点， 
 タンパク質・・・分析・・・(・・・は理解不能を意味する)は，すぐに想起されない， 
 身近にない，だから，田中耕一氏は４点」 
「日亜化学工業を訴えているから，中村修二氏は５点，島津製作所を訴えていないから， 
 田中耕一氏は４点」 
・・・でしょうか？？？？？ 
高原は「中村修二氏は満点の５点，田中耕一氏も満点の５点」とします。 
「エンジニーア オブ ザ イヤー ／ サイエンティスト オブ ザ イヤー」は，こ 
の両氏とします。 
・・・これが高専祭 2005 専門展審査委員のひとりである，高原が 
「全学科にすべて １０点満点 をつけた」理由です。 
高専祭の「たこ焼き」--- ２Ａのたこ焼きと陸上部のたこ焼きの「どちらがおいしいで賞」 
なら，審査は楽でしょうが，２Ａのたこ焼き と ２Ｍのポップコーン の 
「どちらがおいしいで賞」となると，審査は困難を極めます。 
「どちらも，よくやった。どちらも，おいしいです賞」となっても，仕方ありません。 
ひょっとすると，２Ａのたこ焼き の点数が高い，という審査結果がでるかもしれません。 
逆に，２Ｍのポップコーン の点数が高い，という審査結果がでるかもしれません。 
その場合， 
私たちには，「その結果を受け入れる」道しか，残されていないのです。 

----学生主事・高原清志 20051107 記---- 
 

                  （出典 学生主事Webページ学内用）
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資料５－４－②－１３は高専祭に関する保護者の感想（手紙）である。同資料は，行事において，

学級担任と学生会議が学生に対して行った支援・配慮を裏付けるものである。 

 

資料５－４－②－１３

 

不開示情報 

 

（出典 学生主事室所蔵資料）
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学生会行事（学校行事）における実際の活動の様子は，可能なかぎり「学生主事Webページ学内

用」に掲載している（資料５－４－②－１４）。 

資料５－４－②－１４

20050406(水) 晴れ 11:00 --->   新入生歓迎会 --- クラブ紹介 

 

（出典 学生主事Webページ学内用）

 

さらに，地味で，ささやかな活動も同Webページに記録掲載されている（資料５－４－②－１５）。 

資料５－４－②－１５ 

20050406(水) 晴れ 12:30 ---> 凌雲荘（合宿所）掃除 

   

（出典 学生主事 Web ページ学内用）
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部活動一覧，顧問の配置を資料５－４－②－１６に示す。 

資料５－４－②－１６

 

出典 学生主事 Web ページ学内用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－320－ 

 

学生会（クラブ活動を含む）の体制は資料５－４－②－１７に示されている。 

資料５－４－②－１７

 

（出典 学生便覧）

 

 

 

 

 

クラブ活動（部活動）の時間は，「部・同好会月間行事予定表」を学生係へ提出し，学生指導 

に役立たせることを目指している。原則として，１９時に活動を終了する。 

以上の学生会行事等の活動報告，部活動等の活動報告は，前述の「学生指導報告書」（資料５－４

－②－８）に記述されている。 
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人間の素養の涵養が図られるよう，学生指導は，教科教育の合間をぬって，時間と場所を選ばず，

実行されている。資料５－４－②－１８は，その「人間の素養の涵養が図られることを目指す学生指

導の実際」を，学生が表現した画像である。 

資料５－４－②－１８

 

（出典 岐阜高専だより １０８号 平成１７年９月３０日発行）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

人間の素養の涵養が図られるよう，学生指導体制が整備されており，生活指導面や課外活動等に 

おいて，十分な配慮がなされている。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

本科１，２年における豊かな教養の学習，工学・技術全般に対する動機づけ，３年からの高学年

における「ものづくり」の基礎となる各専門分野の専門基礎教育に続く専攻科1，2年次では，各専

門の工学・技術に関する広い見識を養う一方，問題探求・解決能力の修得を行っている。本科４・

５年および専攻科課程よって構成される環境システムデザイン工学の教育課程系統図の一例（電

気情報工学科）を資料５－５－①－1に示す。 
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資料５－５－①－1

環境システムデザイン工学の教育課程系統図（電気情報工学科＋電子システム工学専攻）  

出典 JABEE自己点検書）
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専攻科と本科との関連図を資料５－５－①－２に示す。 

資料５－５－①－２

専攻科と基礎となる学科等との関連図

電気情報工学科 専攻科（電子システム工学専攻）

電子計測 計測工学特論
電気回路Ⅱ 流れ学
電子工学 回路網学
電気磁気学Ⅱ 半導体工学
電磁波工学 光電磁波特論
電磁エレクトロニクス 拡散現象論
光工学 弾塑性力学
プラズマ工学 計算材料学
電気材料Ⅰ 計算力学
電気材料学Ⅱ エネルギー変換工学
エネルギー変換工学 画像情報処理
パワーエレクトロニクス 制御工学特論
画像処理工学 ディジタル制御工学
自動制御 電気機器特論
ディジタル回路Ⅰ 計算論
ディジタル回路Ⅱ 超電導工学
電気機器
数値計算 電子システム工学実験
言語理論 電子システム工学特別実習
コンパイラ 特別研究
光・量子エレクトロニクス
電気情報工学実験
電気電子工学実験
情報工学実験
工学基礎研究
卒業研究
情報ネットワーク 生命科学
データ構造とアルゴリズム 物質化学
情報数学 環境生態工学
通信工学 情報機器工学
情報伝送工学 創造工学実習
オペレーティングシステム 実験アラカルト
信号処理
プログラミング言語論 応用数学特論
人工知能 量子力学
情報理論 連続体力学
システム工学 応用物理学
技術英語 システム計画学
高電圧工学（電気電子工学コースのみ） 先端技術特論
発変電工学（電気電子工学コースのみ） 統計力学
送配電工学（電気電子工学コースのみ） 情報工学
電気法規（電気電子工学コースのみ） イン
応用数学B
応用数学C
応用物理Ⅰ
応用物理Ⅱ
法学 社会倫理学特論
英語A,B,C 英語総合A
 英語総合B
 
総合国語 文学
第二外国語（ドイツ語） ドイツ語
数学A,B 数学アラカルト

専
門
展
開
科
目

専
門
共
通
科
目

一
般
科
目

専
門
展
開
科
目

専
門
共
通
科
目

一
般
科
目

 

（出典 専攻科10年審査資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 専攻科の教育課程は準学士課程の教育と連携を考慮して，本科における一般基礎・教養・情操教

育及び専門基礎教育の上に，専攻科の一般教育文系科目・理系科目および専門科目（学際的資質お

よび複合的資質を養成する科目を含む）が有機的に配置された適切な教育課程である。 

 

 

 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目等

の配当等が考えられる。）され，教育課程の体系性が確保されているか。また，授業の内容が，全体

として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科の教育目標を資料５－５－②－１に示す。 

 

資料５－５－②－１

「専攻科の教育目標」 

「精深な程度において工業に関する高度な専門
的知識」に対応

「精深な程度において工業に関する高度な技術」に

電子システム工学専攻で養成する人材像のう
ち
機械工学、電気情報工学、あるいは電子制御
工学のより確かな専門知識とそれを応用でき
る技術者

資源、エネルギーの有効利用および環境への配
慮等を意識し、自然環境と共生・調和した
ヒューマンフレンドリーな知的機能システムを
開発できる技術者
異分野のシステム・技術を理解し、これと自ら
の分野にまたがるシステムを構築できる技術者

建設工学専攻で養成する人材像のうち
環境都市工学あるいは建築学の得意とする専
門分野を深めるとともに、それを応用できる
技術者

自然環境と共生・調和した循環型社会の創造や
社会生活を営む空間の構築とそれらを自然災害
から守る防御システムの構築等を達成するため
の発展的思考力をもつ技術者
異分野のシステム・技術を理解し、これと自ら
の分野にまたがるシステムを構築できる技術者

専攻科課程の目的
「高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識及び技術を
教授し，その研究を指導すること」

 

 

（出典 平成18年度岐阜工業高等専門学校学生便覧）
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専攻科の教育課程を資料５－５－②－２に示す。 

資料５－５－②－２

「専攻科の教育課程」 電子システム工学専攻             
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「専攻科の教育課程」建設工学専攻 

 

（出典 学則）
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専攻科の授業時間割を資料５－５－②－３に示す。 

資料５－５－②－３

「授業時間割」（前期）（後期） 

 

（出典 教務会議資料 ）
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創造工学実習のシラバスを資料５－５－②－４に示す。 

資料５－５－②－４

創造工学実習のシラバス 

 

（出典 岐阜工業高等専門学校シラバス）
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 専攻科課程において学士の学位取得を設定していて，高専卒業生（基礎資格要件）については，

「積み上げ単位」数として，62単位以上が要求されており，これは専攻科修了に必要な単位取得要件

と一致している。 

 

 （分析結果とその根拠理由）  

教育の目的に沿って各科目が学科・専攻・学年ごとに適切に配置され，教育課程の体系性が確保

されている。また，授業の内容は，シラバスに見られるように全体として教育課程の編成の趣旨に

沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている。 

 

 

 

 

 

 

観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮してい

るか。 
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（観点に係る状況）  

専攻科における単位取得に関する規定を資料５－５－③－１に示す。 

 

資料５－５－③－１

「専攻科の単位取得に関する規定」 

（出典 学生便覧・専攻科の単位修得）
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岐阜県国際ネットワークコンソーシアムでは，県内の国立・公立・私立大学と高専相互の教育研

究交流促進のために単位互換に関する協定を結んでいる（資料５－５－③－２：「数学アラカル

ト」（本校発信）の科目履修生）。さらに，豊橋・長岡技術科学大学等とのe-learning科目等の

単位互換（資料５－５－③－３：協定書），現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム（現代GP）

で採択された「実験アラカルト」の単位互換についてもコンテンツの充実を図っている。 

 

資料５－５－③－２

科目履修生一覧（平成16年度）：数学アラカルト（本校発信） 

不開示情報 

単位互換履修生の単位認定（平成１６年度）：岐阜大学発信 

（つづく） 
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（承前） 

単位互換履修生の単位認定について（通知） 

 

 

不開示情報 

 

（出典 教務係資料）
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資料５－５－③－３

「単位互換に関する協定書」（他高専間・豊橋・長岡技術科学大学など） 

 

（出典 教務係資料）
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また，同規定により他専攻の授業科目については８単位を限度として専攻科の選択科目の単位と

して認定している。 

専攻科では特別実習として１年次の夏期休業中に３週間以上の特別実習（資料５－５－③－４）

を必修科目としている。 

資料５－５－③－４

「専攻科の特別実習要項」 

（出典 学生便覧・専攻科特別実習要項）
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平成15年度からは， 2～4週間の海外インターンシップを行っている（資料５－５－③－５～６）。 

資料５－５－③－５

「専攻科の海外インターンシップ実績」 

 

 平成15年7月～(約4週間):氏名不開示 米国（ピッツバーグ) TYK America 

 平成16年9月～(約2週間):      米国（ピッツバーグ) TYK America 

 平成16年9月～(約2週間):      米国（ピッツバーグ) TYK America 

 平成17年7月～(約3週間):      英国（ダーラム) TYK Limited 

 平成17年7月～(約3週間):      英国（ダーラム) TYK Limited 

・ ・・・・・・・・・・以上，5名 

 

（出典 産官学テクノシンポジウム2005）
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資料５－５－③－６

専攻科生の海外インターンシップ実施報告 

 

（出典 産官学テクノシンポジウム2005）
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平成17年度専攻科１年次の特別実習先を資料５－５－③－７に示す。 

資料５－５－③－７

「専攻科１年次の特別実習先一覧」（電子システム工学専攻および建設工学専攻） 

 

 

不開示情報 

（出典 平成17年度特別実習報告書）
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（分析結果とその根拠理由）  

 他専攻の授業科目の履修ができるようにカリキュラムを組んでいるとともに，他の高等教育機関

との単位互換，インターンシップによる単位互換についても制度を整えていて，学生の多様なニー

ズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編成に配慮している。 

 

 

 

 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

 

（観点に係る状況）  

 平成17年度の専攻科電子システム工学専攻１年次における開講科目と受講者一覧を資料５－６－

①－１に示す。 
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資料５－６－①－１

「専攻科選択科目の受講者一覧」（電子システム工学専攻１年次） 

 

不開示情報 

 

（出典 教務係資料）
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教材の工夫などが行われている（資料５－６－①－２）。 

 

資料５－６－①－２

「専攻科の授業で工夫されている事例の紹介」 

・教材の工夫を行っている例（英語総合A,B：CAIソフトを活用した演習，実験アラカルト：

インストラクショナルデザインの実験アラカルト講義への導入，数学アラカルト：e-

learningコンテンツ） 

・対話，討論型授業の例（地盤工学特論，社会倫理学特論） 

・対話，討論型授業とフィールドワーク型授業を組み合わせた例（建設史学，ヒューマンイ

ンターフェイスデザイン） 

・オムニバス形式（先端技術特論） 

・PBL形式（創造工学実習，電子システム工学実験，建設工学実験） 

・情報機器の活用を行っている例（情報工学，構造解析学特論，環境計画学，建設計画学，

環境解析学） 

（出典 岐阜工業高等専門学校シラバス）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適切であるといえる。

また，資料５－６－①－２のように各専攻では，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況）  

ＰＢＬの例を資料５－６－②－１～２に示す。 
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資料５－６－②－１

創造工学実習のシラバス 

（出典 平成1８年度シラバス）
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資料５－６－②－２

全国パテントコンテスト応募申請書（２名） 

 

不開示情報 
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全国パテントコンテスト応募申請書（２名） 

 

不開示情報 

 

（出展 専攻科資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別実習を必修科目としている（資料５－６－②－３）。 



岐阜工業高等専門学校 基準５ 

－345－ 

資料５－６－②－３

特別実習のシラバス 

 

（出典 平成1８年度シラバス）
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（分析結果とその根拠理由）  

 両専攻が合同で実施する「創造工学実習」を開設し，全国パテントコンテスト（大学部門）に応募

する等のＰＢＬ教育と海外も含むインターンシップの活用などが積極的に行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

平成18年度以降の専攻科授業要目（シラバス）には，教室外学習に関する記述を追加して事前に行

う準備学習や復習，発展的課題などを明記した（資料５－６－③－１）。 
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資料５－６－③－１

環境生態工学のシラバス 
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（出典 平成1８年度シラバス）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，教育方法や内容，達

成目標と評価方法，評価基準の明示など，内容が適切に整備され活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）

が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 特別研究のシラバスを資料５－７－①－１に示す。研究テーマの提示は専攻科入学ガイダン

ス時に行われ，研究室や研究テーマの変更は学生と指導教員の合意の下に決定されるが，多くの学

生は，本科の卒業研究を継続して同分野の研究テーマに３年間従事することになる。全学生に対し

てその成果を修了するまでに学協会等で発表することを義務づけていて，同窓会組織｢若鮎会｣から

旅費等の補助もなされている（資料５－７－①－２）。 
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資料５－７－①－１

特別研究（２年次）のシラバス 

 

（出典 平成18年度シラバス） 
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資料５－７－①－２

若鮎奨学基金からの研究助成一覧（平成１７年度） 

 

不開示情報 
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若鮎奨学基金からの研究助成一覧（平成１７年度）（つづき） 

 

不開示情報 

 

 

（出典 若鮎奨学基金運用委員会資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年度の主査，副査一覧を資料５－７－①－３に示す。 
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資料５－７－①－３

特別研究の審査体制（平成17年度） 

電子システム工学専攻 

 

不開示情報 

 

（出典 専攻科会議資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 研究テーマは指導教員と学生の合意の下で決定している。多くの学生は同じ研究について２～３

年間，マンツーマンに近い指導体制を受けており，それぞれの学協会で研究発表している。このよ

うに専攻科で修学するにふさわしい研究指導が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 専攻科成績評価・単位認定規定を資料５－８－①－１に示す。 
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資料５－８－①－１

専攻科成績評価・単位認定規定 

 

（出典 学生便覧）
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どの科目もシラバスに記載されたとおりに成績評価が実施されていて，総合評価点が60点以上で該

当科目を修得している。特別研究などの複数の学習・教育目標に対応している科目の評価に関しては，

いくつかの学習・教育目標に対応した評価項目に対する各教員の平均評価値で５段階評価の３

（60％）以上を合格としている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 学生便覧により年度始め全学生に周知されている。科目ごとの学習・教育目標および成績評価方法

・評価基準ともにシラバスにに基づいて授業が実施され，成績評価・単位認定規定や修了認定規定が

策定され，学生に周知されていて，その規定にしたがって，単位認定，修了認定が適切に実施されて

いる。 

  

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本科課程 

 各授業科目がどの教育目標に対応しているかがシラバスに明確に記されていて，教員及び学生がそ

の科目の位置づけを知ることができる。個々の目標に対しても達成度の評価方法・評価基準を記して

いる。 

 電気情報工学科ではPBLを5年間にわたり系統的に実施し，創造力を含めたデザイン能力を養成して

いる。デザインに関する具体的な１０種類の能力を定義し，その評価方法・評価基準を定めて，達成

状況を把握している。  

 

専攻科課程 

本科の卒業研究をより深め発展させるという立場から特別研究が行われ，専攻科で修得するにふさ

わしい研究指導体制が実施されている。また，全学生がそれぞれの学協会などで研究発表しているこ

とは優れている。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

本科課程においては，各学科で養成する学力及び資質・能力を(A)倫理，(B)デザイン能力，(C)コ

ミュニケーション能力，(D)専門知識・能力，(E)情報技術に分類し，対応する科目をシラバスに明示

している。専門知識・能力は各学科の系統図に従い体系的に編成している。シラバスには，科目間の

関係，成績評価方法，目標の達成度評価方法等を記載し，学生は活用している。授業内容及び水準は

学科で定め，毎年，成績評価資料等を別の教員が点検評価して維持している。 

 実験実習を各学年に配置した実践的技術者を育成する教育課程であり，創造性を育むPBL科目を各

学科で実施している。また，第四学年の多くの学生がインターンシップを経験し単位認定を得ている。 

 単位認定，進級判定及び卒業判定に関する規程を定めており，厳格に一貫して適用している。 

特別活動の手引きに従い第3学年までの各学科の学級担任が特別活動計画を立てている。活動計画

の内容は教務掲示板に掲載し，全ての教職員及び学生に公開している。計画に従って，学生の勉学上
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の指導以外に，学級指導や講演会を通して，人間の素養に関するものを実施し，涵養している。 

 

専攻科課程においては，各専攻の授業科目は準学士課程の教育との連携を考慮して適切に配置され

ている。シラバスは教育課程の編成の趣旨に沿って，科目ごとの学習・教育目標，成績評価方法及び

評価基準等が記載されていて適切である。授業は講義，演習，実験，実習の形式で行われ，授業方法

・形態はバランスがとれて適切である。各専攻では適切な学習指導法の工夫（教材の工夫，少人数授

業，対話・討論型授業，情報機器の活用等）が行われている。PBL科目「創造工学実習」では，全国

パテントコンテスト（大学部門）に応募できるレベルにまで達している。学生の多様なニーズを取り

込むために，大学等で修得した単位のうち10単位を限度として専攻科の単位として認定している。 

特別実習として１年次の夏期休業中に３週間以上の海外も含むインターンシップを必修としている。 

特別研究については，マンツーマンに近い指導体制の下で，専攻科課程の２年間で中間発表と最終発

表が行われ，全学生はそれぞれの学協会で研究発表している。 

成績評価，単位認定および修了認定に関する規定を学生に周知していて，専攻科会議において適切

に運用している。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程における教育目標は資料６－１－①－１のように，各学科で養成する学力や資質能力に

関する具体的な学習・教育目標の五つの分類あるいは五つの標語に展開している。 

資料６－１－①－１

「教育目標の展開」◎は特に関与，○は関与 

    養成すべき学力や資質・能力等の学

習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（準学士課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイ

ン能力 

（C） 

コミュ

ニケー

ション

能力 

（D） 

専門知

識・能

力 

（E） 

情報

技術 

（１） 広い視野を持ち，自立心と向上心に

富み，教養豊かで心身ともに健康な

技術者の育成 

◎ ○    

（２） 基礎学力を身につけ，創造力，応用

力，実践力を備えた技術者の育成  ◎  ◎  

（３） 国際コミュニケーション能力と先端

情報技術を駆使する能力を備えた技

術者の育成 

  ◎  ◎ 

（４） 工学技術についての倫理観を有した

技術者の育成 
◎     

（５） 教育研究活動を通じて社会へ貢献で

きる技術者の育成 
○ ◎  ◎  

標語（校長，教務） 広い教

養 

ものづ

くり 

国際化 深い専

門 

IT 

（出典 平成18年度学生便覧）
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五つの目標については教務会議においてその評価方法・評価基準を定め，平成16年度より達成度を

評価し教員会議で報告している。資料６－１－①－２にその概要を記す。 

資料６－１－①－２

「学校の目標の評価方法・評価基準」 

（７）教育目標の達成度（平成 16 年度） 

達成度評価方法・基準 

ＴＯＥＩＣ 第 3 学年のＴＯＥＩＣ平均スコア・350 

ＩＴ 
2M（情報処理）Ⅰ，2E（プログラミング），2D（情報処理），1C（コンピュー

タ数理），3A（情報処理Ⅰ）の平均点・評価６ 

ものつく

り 

4M（機械工学実習），5E（実験），D（電子制御工学実験），5C（設計演

習），4A（建築設計製図Ⅱ）の平均点・評価６ 

広い教

養 4 年総合国語，法学，英語Ａ，ドイツ語の平均点・評価６ 

深い専

門 5 年専門科目の平均点・評価６ 

（出典 平成17年度教員会議（第１回）資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成16年度までの各学科の評価方法・評価基準に対する取り組み状況を資料６－１－①－３に示す。 

 

資料６－１－①－３

「各学科の取り組み状況一覧」 
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（出典 平成17年度第23回教務会議資料）
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 養成する学力や資質能力に関する統一的な評価方法・評価基準を検討した。(資料６－１－①－4)。 

資料６－１－①－４

「学習・教育目標検討会議事要旨」 

平成18年3月10日 

学習・教育目標検討会議事要旨 

日時：平成18年3月10日14：00～14：30 

場所：教務主事室 

出席者：教務会議委員 

議題：学習・教育目標の評価方法・評価基準について 

下記の評価方法を一例として，各学科で評価方法をさだめ，3月15日までに教務主事まで報告することになった。 

今年度の学年末成績等により，各学習・教育目標ごとに評価を実施し，年度末までに教務主事に報告することになった。 

 

評価方法・評価基準 

準学士課程の各学科で養成すべき学力及び資質・能力について下記の評価方法・評価基準で把握・評価する。 

評価基準 

10段階評価では6に対する百分率比，5段階評価では3に対する百分率比で評価する。 

１００％で達成と評価する。 

評価方法の一例 

分類 評価方法 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，英語Ａ，ドイツ語の最上級学年のクラス平均の平均 

A-2 技術者倫理 各学科で実施した内容の評価の平均 

A-3 芸術・保健体育 各学科の美術・音楽・保健・体育の最上級学年のクラス平均の平均 

B-1 計画 各学科で実施した内容の評価の平均 

B-2 実践 各学科で実施した内容の評価の平均 

C-1 日本語 各学科の総合国語の最上級学年のクラス平均の平均 

C-2 英語 第三学年ＴＯＥＩＣの各学科の平均スコア，基準は３５０とする。 

D-1 理学 各学科第四学年の応物・応数のクラス平均の平均 

D-2 基礎工学 各学科指定科目のクラス平均の平均 

D-3 工学共通 各学科指定科目のクラス平均の平均 

D-4 専門 各学科指定科目のクラス平均の平均（資格取得率でも可） 

D-5 異分野 各学科指定科目のクラス平均の平均 

E   情報技術 各学科指定科目のクラス平均の平均 

単位の重みを加えてもよい。 

 

（出典 学習・教育目標検討会（平成１７年度第１回）議事要旨）

 

各学科で新たに定めた評価方法及び評価基準を資料６－１－①－５に示す。 
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資料６－１－①－５

「達成度評価の評価方法・評価基準」 

人文 

分類 評価方法 

A-1 社会倫理 各学科の総合国語，地理，歴史，倫理，政治経済，法学，英語Ａ，ド

イツ語の最上級学年のクラス平均の平均 

A-3 芸術・保健体

育 

各学科の美術・音楽・保健・体育の最上級学年のクラス平均の平均 

C-1 日本語 各学科の総合国語の最上級学年のクラス平均 

C-2 英語 各学科の英語Ａ，ドイツ語の最上級学年のクラス平均の平均，および

第三学年ＴＯＥＩＣの各学科の平均スコア（基準は３５０とする）と

の平均。 

機械工学科 

機械工学科では学習・教育目標の評価方法を以下の通りとします． 

分類 評価方法 

B-1 計画 各学科で実施した内容の評価の平均 

B-2 実践 各学科で実施した内容の評価の平均 

D-1 理学 各学科第四学年の応物・応数のクラス平均の平均 

D-2 基礎工学 各学科指定科目のクラス平均の平均 

D-3 工学共通 各学科指定科目のクラス平均の平均 

D-4 専門 各学科指定科目のクラス平均の平均 

D-5 異分野 各学科指定科目のクラス平均の平均 

E   情報技術 各学科指定科目のクラス平均の平均 

ただし，複数の目標にまたがる科目は目標ごとに割合を定めて分配する． 

単位数の重みはかけない． 

 

電気情報工学科 

分類 評価方法 

A-2 技術者倫理 第四学年工学基礎研究と第五学年電気電子工学実験および情報工学実

験において講演会等を実施し，報告書を５段階評価したクラス平均の

平均 

B-1 計画 対象科目の重み付けを考慮した５段階評価の合計値×100／（対象科目

のうち必修科目の合計×重み付け×３） 

B-2 実践 対象科目の重み付けを考慮した５段階評価の合計値×100／（対象科目

のうち必修科目の合計×重み付け×３） 

D-1 理学 第二学年の物理と第四学年の応数数学 A, B のクラス平均の平均 

D-2 基礎工学 第四学年応用物理 I と電気材料 I とディジタル回路 I のクラス平均の

平均 

D-3 工学共通 第三学年電気情報工学実験と第四学年電気情報工学実験のクラス平均
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の平均 

D-4 専門（１）主

要 

第三学年電気磁気学 I と電気回路 I のクラス平均の平均 

D-4 専門（２）電

気電子 

第四学年電磁波工学と電気回路 II のクラス平均の平均 

D-4 専門（３）情

報 

第四学年の信号処理と言語理論のクラス平均の平均 

E   情報技術 第三学年のプログラミングと計算機アーキテクチャのクラス平均の平

均 

B-1・B-2 の対象科目と重み付け： 

第一学年電気電子設計製図： ６ 

第二学年電気情報工学実験： ８ 

第三学年電気情報工学実験：１１ 

第四学年工学基礎研究：  ２７ 

校外実習：         ６ 

電磁電子／情報工学実験： １６ 

卒業研究：        １４ 

 

電子制御工学科 

分 類 評 価 方 法 

A-2 技術者倫理 4 年工学基礎研究の評価の平均 

B-1 計画 5 年電子制御工学実験の評価の平均 

B-2 実践 5 年卒業研究の各指導教員による評価表を学生別に集計し評価を算出

し，それのクラス平均 

D-1 理学 第四学年の応物・応数のクラス平均の平均 

D-2 基礎工学 4 年の機械運動学，材料の力学の各評価のクラス平均の平均 

D-3 工学共通 4 年の計測工学，制御工学，工学基礎研究の各評価のクラス平均の平均

D-4 専門 3 年電気磁気学，電気回路，電子回路，4 年電気磁気学，電気回路，電

子制御回路の各評価のクラス平均の平均 

E   情報技術 3 年，4 年の情報処理の評価のクラス平均の平均 

 

上記評価方法により求めた平均値を 6（目標を 100％達成したときの評価）で除し，学習・教育目

標の達成度を算出する。 

 

環境都市工学科 

分類 評価方法 

A―２ 技術者倫理 「総合演習Ⅰにおける技術者倫理に関する小論文」の評価のクラ

ス平均 

B－１ 計画 卒業研究の「問題点と課題を理解する能力能力がある」について
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の評価のクラス平均 

B―２ 実践 卒業研究の「総合的にみて論文作成能力がある」についての評価

のクラス平均 

D－１ 理学 応用数学Ⅰ，情報処理，応用数学Ⅱのクラス平均の平均 

D―２ 基礎工学 計画学・同演習Ⅱ，設計演習，基礎実験Ⅱ，コンクリート工学

Ⅱ，都市工学，設計製図Ⅱのクラス平均の平均 

D－３ 工学共通 計測実験，測量学・測量実習Ⅲのクラス平均の平均 

D―４（１）専門 構造力学・同演習Ⅲ，水理学・同演習Ⅱ，土質力学・同演習Ⅱの

クラス平均の平均 

D―４（２）専門 環境工学のクラス平均 

D―５ 異分野 国際事情のクラス平均 

E 情報技術 情報処理，設計製図Ⅱの後期（CAD）評価，設計演習のクラス平

均の平均 

 

建築学科 

分類 評価方法 

(A-2) 技術者倫理 建築学演習，建築法規，防災工学Ⅱの評価の平均 

(B-1) 計画 卒業研究の「問題解決能力」の評価のクラス平均 

(B-2) 実践 
建築設計製図Ⅰ，建築設計製図Ⅱ，建築設計製図Ⅲの評価

の平均 

（D-

1) 
理学 

数学Ａ，数学Ｂ，化学，物理の最上級学年のクラス平均と

応用物理Ⅱ，情報処理Ⅱのクラス平均の平均 

（D-

2) 
基礎工学 

設計製図Ⅰ，設計製図Ⅱ，建築デザイン論，建築材料，建

築生産，地域都市計画，構造特論の評価の平均 

(D-3) 工学共通 
建築工学実験Ⅰ，建築工学実験Ⅱ，測量学，防災工学Ⅰ，

外部環境論のクラス平均の平均 

（１） 
インテリア設計，建築計画Ⅱ，計画特論の評価のクラス平

均の平均 

専門（２） 
環境工学Ⅰ，環境工学Ⅱ，建築設備Ⅰ，建築設備Ⅱ，環境

特論のクラス平均の平均 (D-4) 

（３） 

建築構法，構造力学Ⅰ，構造力学Ⅱ，材料力学，RC 構造

Ⅰ，RC 構造Ⅱ，鉄骨構造Ⅰ，鉄骨構造Ⅱ，土質基礎工学，

構造設計の評価のクラス平均の平均 

(E) 情報技術 
情報処理Ⅰ，情報処理Ⅱ，建築設計製図Ⅱ，建築設計製図

Ⅲの評価のクラス平均の平均 

 

 

（出典 教務会議（平成18年度第１回）資料）
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特別活動はA-1の目標に関連し合格をもって達成したものとする。 

 上記の方法で評価した達成度の一覧を資料６－１－①－６に示す。 

資料６－１－①－６

「平成17年度学習・教育目標の達成度評価」 

平成 17 年度達成度評価   ％ 

  Ｍ Ｅ Ｄ Ｃ Ａ 平均 

A-1 133 132 132 131 126 130.8 

A-2 133 131 142 162 131 139.8 

A-3 134 139 145 143 134 139 

B-1 135 132 140 132 118 131.4 

B-2 137 140 139 123 114 130.6 

C-1 131 135 129 133 132 132 

C-2 115 124 125 120 124 121.6 

D-1 119 133 138 140 138 133.6 

D-2 128 140 146 136 127 135.4 

D-3 128 132 133 130 134 131.4 

D-4(1) 127 133 129 118 137 128.8 

D-4(2)   135   131 128 131.3333 

D-4(3)   139     126 132.5 

D-5 138     133   135.5 

E 137 137 128 142 121 133 

平均 130.3846 134.4286 135.5 133.8571 127.8571 132.4489 

（出典 平成18年4月教務会議，4月主管会議，5月運営会議資料）

 

電気情報工学科では実践技術ポイント制度を2000年度より導入している。(資料６－１－①－７) 

資料６－１－①－７

「実践技術ポイント制度の概略」 

電気情報工学科（以下，本学科と略す）でも，実用英検等の単位を取得する学生は卒業時までに 2

ないし 3 名程度であった。実践的技術取得への意欲の非常に高い学生には，特段のシステムを用意

することは必要ではない。これに対して，大多数の学生は受動的立場であり，これらの学生になん

らかの教育システムにより，自主的意欲を持たせることが必要である。 

 本学科では，電気電子工学コース及び情報工学コース（以下，それぞれ EE コース及び EJ コー

スと略す）のコース別教育課程 1)，系統的なデザイン教育 2)，フォローアップ点検システム等によ

り，実践的技術者を育成する教育システムを実施している。2000 年度に導入した実践技術をポイン

ト化する制度３）は，資格取得，サイエンスボランティア，コンテストへの参加・入賞等をポイント

換算し，自主的な実践技術の取得を促すものであり，上記の教育システムと連動して相乗効果によ

り実績をあげているので報告する。 

（出典 論文誌「高専教育」より該当部分を抜粋）
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専攻科課程における学習・教育目標は資料６－１－①－８のようであり，環境システムデザイン

工学教育プログラムの学習・教育目標（A）～（E）および五つの標語に展開している。 

 

資料６－１－①－８

「教育目標の展開」◎は特に関与 

養成すべき学力や資質・能力等 

の学習・教育目標の分類 

学校の教育目標 

（専攻科課程） 

（A） 

倫理 

（B） 

デザイ

ン能力 

（C） 

コミュ

ニケー

ション

能力 

（D） 

専門知

識・能

力 

（E） 

情報

技術 

（1）得意とする専門分野をさらに深める

とともに，異分野を理解し複数の分野に

またがった思考力を備えた技術者の育成 

   ◎  

（2）社会の要求するテーマを創造的に調

査・企画・設計・計画し，継続的に解析

・実行・改善できる問題解決能力を備え

た技術者の育成 

 ◎    

（3）的確な日本語と国際的に通用するコ

ミュニケーション能力を備えた技術者の

育成 

  ◎   

（4）先端情報技術を駆使して専門分野の

プログラムを構築する能力を備えた技術

者の育成 

    ◎ 

（5）多様でグローバルな視点の倫理的判

断ができ，技術者の社会的責任を理解し

て地域貢献できる技術者の育成 

◎     

標語 広い教

養 

ものづ

くり 

英語 深い専

門 

IT 

（出典 平成18年度学生便覧）

 

 

 

 

学習・教育目標の評価方法・評価基準を定め，達成度を評価している。(資料６－１－①－９) 

 

資料６－１－①－９

学習・教育目標の達成度評価 
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（出典 学生便覧）
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専攻科課程修了時に学生が身につけるべき学力等や養成する人材像は，本校の教育目的の課程ごと

に記述されている。本校のカリキュラムは教育目的を達成するために必要な教科目が各年次に配置さ

れており，これらの教科目の達成状況を把握・評価するために，以下のような取り組みを行っている。 

① 各教科目における定期試験等の学力試験あるいはレポート課題提出の実施とその評価 

教科担当教員が授業実施後，達成度を把握・評価するために随時実施している。その評価方法はシ

ラバスに明記されている。さらに，この評価をフォローアップ委員会が点検している。 

② 特別研究における論文提出および発表会の実施 

特別研究の内容を複数の教員で評価し，発表会についても全教員で評価している。特別研究におけ

る評価方法一覧を資料６－１－①－10に示す。研究をまとめた学修の成果レポートや取得単位数

一覧等を学位授与機構へ提出し，小論文試験を受験することで評価を受け，学位を認定される。 
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資料６－１－①－10

特別研究における評価方法 

 

 

 

不開示情報 

 

 

（出典 専攻科会議資料）

成績評価結果は，担当教員が学内LANにより評価集計システムへ送信し，データベース化している。

専攻科課程は学期ごとの単位制であり，修了判定会議で修了の検証を実施している。成績評価結果は

専攻科会議委員を通じて学生へ配布し，自己の評価を把握し達成度を定期的に確認することができる。 
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（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程の目標は五つの標語に展開して，評価方法・評価基準を定めて，平成16年度分から達成

状況を把握・評価するための取り組みを実施している。特別活動は（Ａ）倫理に寄与している。 

 各学科の学習・教育目標の達成度評価は平成17年度について実施している。また，電気情報工学科

では2000年度より資格取得について，他の教育システムと連携した系統的な制度を導入している。 

 専攻科課程についても評価体制に問題はない。修了時の人材像に関する評価は，現実的には困難で

あり，学力以外の側面について，特別実習（実習先責任者を含む）や特別研究などによる総合的資質

の向上成果をレポートや論文，あるいは報告態度や内容を確認することで評価している。 

 以上のように，高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業時に身に

付ける学力や資質・能力等について，達成状況を把握・評価するための適切な取組を実施している。 

  

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

本科課程における原級留置者数と平均欠課時数の推移を資料６－１－②－１に示す。 

資料６－１－②－１

「原級留置者数と平均欠課時数の推移」 

 

過去５年間の比較       

  平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16 

原級留置者数 58 32 38 43 40 21 

平均欠課時数 42.70  35.74 33.01 33.13 22.40  20.36  

（出典 平成17年度地区保護者懇談会資料）

 

五つの目標の評価方法・評価基準を定め，達成度（資料６－１－②－２）を評価している。 

資料６－１－②－２

「学校の目標の平成16年度及び平成17年度の達成度評価」 

平成 16 年度基礎データ 

  M E D C A 平均 

ＴＯＥＩＣ 339.7 392.2 366.3 320.2 335.5 350.78 

ＩＴ 7.48 8.11 7.63 8.43 7.83 7.896 

ものつくり 8.12 8.77 8.48 8.72 6.98 8.214 

広い教養 7.77 8.44 8.25 7.68 7.21 7.87 

深い専門 7.24  7.63  7.63  7.30  7.51  7.462 
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平成 16 年度達成度（％） 

  M E D C A 平均 

ＴＯＥＩＣ 97.06  112.06  104.66 91.49  95.86  100.22  

ＩＴ 124.67  135.17  127.17 140.50 130.50 131.60  

ものつくり 135.33  146.17  141.33 145.33 116.33 136.90  

広い教養 129.50  140.67  137.50 128.00 120.17 131.17  

深い専門 120.67  127.17  127.17 121.67 125.17 124.37  

総合達成度 121.44  132.24  127.56 125.40 117.60 124.85  

平成 17 年度基礎データ           

  M E D C A 平均 

ＴＯＥＩＣ 350.6  371.2  400.1 392.3 311.9 366.1  

ＩＴ 8.68 8.21 7.93 8.19 7.89 8.18 

ものつくり 8.24 8.77 8.4 8.9 7.38 8.338 

広い教養 7.92 7.93 7.92 7.88 7.82 7.894 

深い専門 7.59  8.13  8.00  7.89  7.79  7.88 

        

平成 17 年度達成度（％） 

  M E D C A 平均 

ＴＯＥＩＣ 100.17  106.05 114.32 112.09 89.11 104.59  

ＩＴ 144.67  136.83 132.17 136.50 131.50 136.33  

ものつくり 137.33  146.17 140.00 148.33 123.00 138.97  

広い教養 132.00  132.17 132.00 131.33 130.33 131.57  

深い専門 126.50  135.50 133.33 131.50 129.83 131.33  

総合達成度 128.13  131.34 130.36 131.95 120.76 128.56  

（出典 平成18年度教員会議（第１回）資料）

電気情報工学科の資格取得者の推移を資料６－１－②－３に示す。 

資料６－１－②－３

「電気情報工学科の資格取得者の推移」 

表 2 資格取得件数の年度別推移 ( )内は英語関連 

年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

件数 12(3) 13(2) 52(2) 127(1) 149(14) 147(8)

（出典 論文誌「高専教育」）

 ＴＯＥＩＣの団体受験を第三学年で実施している。平均スコアの推移を資料６－１－②－４に示す。

最近3年間でようやく成果が現れ始め，平成15年度以降飛躍的に向上していることが見て取れる。 
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資料６－１－②－４

「ＴＯＥＩＣ平均スコアの推移」 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

スコア 287 304 304 343 350 366 

（出典 平成17年度教員会議（第11回）資料）

 

専攻課程の学習・教育目標の達成状況を資料６－１－②－５に示す。評価方法として，対応する

取得科目数（評価6以上）で算定している。達成度評価は，専攻科入学時（４～５月），専攻科

２年次（４～５月），専攻科修了前（２月）の合計３回実施し，学生と専攻科会議委員がチェ

ックし，履修申請等に反映させる。一覧は専攻科会議に報告される。総合的に達成度を評価す

る方法として，以下の方法を導入する予定である。基準ポイントを達成した場合を達成度100%

とし，各学習・教育目標に対する総合的達成度を求める。基準ポイント＝各学習・教育目標達

成に必要な単位数×評価６，総合的達成度＝（達成ポイント）／（基準ポイント）×100%，達

成ポイント＝合格した科目の10段階評価の合計値（単位数による重み付け）である。合否のみ

の科目（特別研究等）は，資料６－１－①－７の評価シートの平均値を10段階評価に換算する。 
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資料６－１－②－５

学習・教育目標（A）～（E）における達成度状況（平成17年度専攻科修了生の実績） 

 

不開示情報 

 

 

（出典 平成17年度専攻科会議資料）
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単位の取得状況および学習保証時間に関する達成度を資料６－１－②－６に示す。 

資料６－１－②－６

単位の取得状況および学習保証時間における達成度状況（平成17年度専攻科修了生の実績） 

 

不開示情報 

 

（出典 平成17年度専攻科会議資料）
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これらの達成度評価より専攻科修了時点で学習・教育目標，単位取得状況の達成度が100％以上で

ある。資料６－１－①－６の学習・教育目標の達成度評価で，TOEICスコア400以上を専攻科の修

了要件（2008年度から425以上）とし100％達成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別研究論文題目一覧を資料６－１－②－７に示す。学術研究から教育研究まで幅広く，環境や

福祉など社会貢献に密接したテーマも設定されている。資料６－１－②－８に，学会発表実績を示

す。所属学会の支部レベルの優秀研究発表賞，優秀ポスター賞等，優秀な成績を収めている。 
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資料６－１－②－７

特別研究論文題目一覧（平成17年度専攻科修了生：建設工学専攻の実績） 

 

 

 

 

不開示情報 

 

 

（出典 平成17年度専攻科会議資料）
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資料６－１－②－８

学会発表実績（平成16年度） 

 

 

不開示情報 

 

（出典 平成16年度専攻科会議資料）

 



岐阜工業高等専門学校 基準６ 

－378－ 

（分析結果とその根拠理由）  

  平均欠課時数が平成11年度に比べ半分程度まで減少し，留年者数も１/３に減少している。 

 五つの目標の達成度は，（C）TOEICについて平均として全体では達成できている。他の項目も

120％達成できている。平成17年度は前年度より総合的に目標の達成度評価はわずかに改善している。 

 電気情報工学科は制度を導入後，劇的に資格取得者が増えている。第3学年のTOEIC団体受験の平均

スコアは当初，即効的な効果は現れなかったが，地道な努力の結果ようやく成果が現れてきている。 

 以上より，各学年及び卒業時において，学生が身に付ける学力や資質・能力について，単位取得状

況，進級の状況，卒業時の状況，資格取得の状況等から判断して，教育の成果や効果が上がっている。 

専攻科課程の修了率はほぼ100％であり教育の成果が十分あがっている。TOEICも専攻科課程のほぼ

全員がスコア400をクリアしその支援体制も確立している。英語能力には教育効果が現れていると判

断できる。特別研究は学協会等で内容を評価されており，一定の水準を保っていることになる。 

 

 

 

 

観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

平成１７年度本科卒業生・専攻科修了生の就職先（資料６－１－③－１）を分野別に示す。 
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資料６－１－③－１

平成１７年度卒業生・修了生の業種別就職・編入学進路状況 

 

(出典 学校案内2006)
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進路決定状況中間報告(資料６－１－③－２)が教員会議でなされ，全学で状況把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

就職先は各分野の中核企業であり，進学先も各分野で実績のある大学・大学院であり，教育の目的

において意図し養成しようとする人材像等について，教育の成果や効果が上がっている。 

  

 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等から判断して，学校の意図する教育の成果や効果

が上がっているか。 

 

 

 

 

 

 

（観点に係る状況） 

 卒業時に学習達成度に関する自己点検評価を実施している。学科別の達成度に関する自己点検評価

の平均値の結果を資料６－１－④－１に示す。 

資料６－１－③－２ 

平成１７年度進路決定状況中間報告 （12 月現在  今年度／昨年度） 

 卒業予定者数 進学希望者数 進学決定者数 就職希望者数 就職内定者数 求人件数 

Ｍ 43/39 24/20*1) 23/19 19/19 19/19 481/363 

Ｅ 40/40 26/21 25/21 14/19 14/18 580/371*2)

Ｄ 42/40 20/21 19/21 22/18 22/18 470/354 

Ｃ 39/32 17/18 15/17 22/14*3) 20/11*4) 199/98*5) 

Ａ 39/35 9/14*6) 9/13 27/21 26/18*7) 194/111 

本科

計 
203/186 96/94 91/91 104/91 101/84 1924/1297

Ｓ 17/18 2/1 2/1 15/17 15/16*8) 110/133 

Ｋ 15/15 5/5 5*11)/4*9) 10/10 10/9*10) 97/75 

専計 32/33 7/6 7/5 25/27 25/25 207/208 

*1) 1 名は研究生として残る予定だが，現時点では未定とする *2) 公務員等の募集も含む 

*3) 公務員を含む *4)公務員を含む *5)公務員を含まず  

*6) 専門学校[美術系]希望・希望校未定 女子 1 名 *7) 就職未定者：男子 1 名 女子 2 名 内 1 名応募中 

*8) 内 1 名は自営 *9)北陸先端・名工大院・神戸大院・名大院 ／ 1 名豊橋技科大院 2 月受験予定 

*10) 岐阜県上級職採用 4 名中 2 名岐阜高専・岐阜市上級職合格内定 2 名 ／ 1 名民間企業受験中 

*11) （名大 4，名工大 1） 

（出典 平成１８年１月１１日教員会議資料） 
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資料６－１－④－１

「卒業時の学習達成度に関する自己点検評価」 

 

（出典 平成17年度教務会議（第25回）資料

  

 第三学年でＴＯＥＩＣの団体受験をしている。資料６－１－④－２に学年平均値の推移を示す。 
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資料６－１－④－２

「ＴＯＥＩＣの第三学年の平均値の年度別推移」 

    ３年 希望者 全学生 

合計 参加者 200 162 362

  平均点 366.1 412.2 386.7 

  400 点以上 55 76 131 

  
第５回 

350.4 

(47)

380.8 

(57) 

363.7 

(104)

  
第４回 343.4（48)

355.7 

(60) 349.7(108)

  
第３回 

304.3 

(15) 338 (37) 319.0 (52)

  
第２回 

304.4 

(30) 324 (7) 308.9 (37)

  第１回 

286.5 

(10)

329.8 

(11) 300.1 (21)

  

※過去の平均点（ ）内は 400 点以上取

得者数       

（出典 平成17年度教員会議（第11回）資料

 英語教員の努力等によりようやく教育効果があらわれている。アンケートをとった五年生は第４回

の受験生で教育効果が現れ始めた学年である。特に，電気情報工学科の満足度は高い。 

 学生が行う学習達成度評価を実施しており，教育効果を確認できるシステムをもっている。一年の

実績しかないために，教育成果については，今後の学習達成度評価の実施をもって判断したい。 

専攻科においては，学生が行う学習達成度評価は，以下のようなものがある。 

(1)授業アンケートの中の理解度に関する項目の回答，(2)シラバスに記載された各教科目の授業内容

の達成度，(3)定期試験返却とその際の解答および解説，(4)定期試験終了時に配布される個人成績通

知表の確認，(5)専攻科修了時に実施する満足度アンケート 

(1)～(3)は，試験終了後の授業アンケートによって，達成度自己評価（各授業目標の達成度，総合

的な達成度）が定量化される。 (4)の個人成績通知表は，出身学科の専攻科会議委員から専攻科生個

人に渡される。観点６－１－②のうち専攻科課程で述べたように，成績結果をもとに達成度状況

を学生と出身学科の専攻科会議委員がチェックし，次期の履修申請などに反映させている。(5)

の専攻科修了時に実施するアンケートについては，資料６－１－④－３に内容を示す。 

 

資料６－１－④－３

専攻科修了時に実施するアンケート 
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（出典 専攻科会議資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年度専攻科修了生を対象としたアンケート結果を資料６－１－④－４に示す。 
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資料６－１－④－４

平成17年度専攻科修了生を対象としたアンケート結果  

実施日：3/17,2006         

          

設問項目 平均 
標 準

偏差
No. 自由記述欄 

JABEE の認知度 3.1 0.6 1   

プログラムの概念の理解 3.2 0.8 2   

目指すエンジニアリング像の理解 3.0 0.9 3   

エンジニアリング像の必要性 2.5 1.2 4   

就職先と JABEE 修了生の採用 3.0 0.8 5   

学習・教育目標の理解 2.7 0.6 6   

学習・教育目標の設定の妥当性 2.5 0.7 7   

新入社員と学習・教育目標 3.2 0.7 8   

学習・教育目標（A）と社会水準 3.0 0.6 9   

学習・教育目標（Ｂ）と社会水準 3.1 0.7 10   

学習・教育目標（Ｃ）と社会水準 3.2 0.7 11   

学習・教育目標（Ｄ）と社会水準 2.6 0.8 12   

学習・教育目標（Ｅ）と社会水準 2.7 0.8 13   

学習・教育目標（A）の達成度 3.1 0.7 14   

学習・教育目標（Ｂ）の達成度 3.0 0.7 15   

学習・教育目標（Ｃ）の達成度 3.2 0.7 16   

学習・教育目標（Ｄ）の達成度 2.7 0.8 17   

学習・教育目標（Ｅ）の達成度 2.8 0.7 18   

D-5 異分野の修正 2.6 0.9 19
ネーミングとしては適切。ヒューマンフレンドリーなシステ

ムを付け加えるべき。 

Ｅ情報技術の修正 2.8 0.9 20 内容がわかりにくい。 

口頭発表と社会水準 2.5 0.6 21   

TOEIC400 と社会水準 3.8 0.9 22 500 はいると思う。 

TOEIC400→425 2.8 0.9 23
もう少し高くしていくべきである。もっと上げてもいい。500

以上は必要。 

養成すべき人材像 2.9 0.6 24 建築文化，社会文化というキーワードが必要だと思う。 

充実した学生生活 2.5 0.8 25 間延びした感がある。 

 

（出典 専攻科会議資料）

 

 

H17年度専攻科修了生（32名）のうち，26名（S16名+K10名）から回答があり，回収率81％である。，
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評価３を標準，評価1を大いに満足，評価５を大いに不満とした。エンジニアリング像の必要性，学

習・教育目標の理解，設定の妥当性，学習・教育目標（D）（E）の評価は標準よりやや高い。学習・

教育目標（D）（E）の達成度もほぼ達成した割合が増加する一方，学習・教育目標（A）（B）（C）

の達成度は標準である。さらに，学協会での口頭発表は社会の要請する水準よりやや上であるとする

回答や，TOEICスコア400は社会の要請する水準よりやや下であるとする回答がみられる。専攻科にお

いて養成すべき人材像はほぼ適切であり，ほぼ充実した学生生活であったとする回答が得られている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程の学生の自己点検評価等から，教育の成果や効果が上がっているとはいいがたいが，コ

ミュニケーション能力（ＴＯＥＩＣ），デザイン能力（ものつくり），情報技術に関しては一部の学

科で教育の成果が上がっていると判断している。 

専攻科において，専門知識や企画・計画・実施面については達成度が比較的高く評価されており，

教育の成果や効果が上がっているものと判断できる。また，コミュニケーション能力や学際性につい

ては，専攻科まで修めると達成感を感じている結果となっている。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付

けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。

また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

卒業（修了）生が在学時に身に付けたことに関する第1回目の意見聴取は平成14年度（資料６－

１－⑤－１）に実施した。岐阜高専への進学を選択した気持ちの設問に対して７６％の卒業生が

「理想的な選択」または「まあまあの希望通りの選択」と回答した。 

    

資料６－１－⑤－１

 卒業生アンケート（平成 14 年度実施） 

 

平成 4 年 3 月から平成 13 年 3 月における卒業生に対して，本校における授業内容等に対する評価

をアンケート方式により調査した。卒業年度の名列番号５・１０・１５・２０の卒業生 4 人を調査

対象として，各学科 40 人，合計 200 人にアンケート用紙を郵送したところ，72 名の卒業生から回

答があり，回収率は３６％であった。 

 

下記の（１）～（２０）にアンケート項目（多くは５つ程度の選択肢から選ぶ）と集計結果（一部

のみ）を示す。  

（１）職場または進学先で役に立った科目（授業）があればあげてください。 

（２）職場または進学先で足りなかったと感じた科目（授業）はどのようなものですか。 

（３）職場での待遇などで役にたった資格があれば記入してください。 

（４）現在授業時間は多くの科目で 90 分ですが，授業時間の長さについてどのように思われます

か。 

（５）5 年間同一クラスについての感想はどうですか。 

（６）卒業研究について興味を持って取り組みましたか。 
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 興味をもって あまり興味が どちらともい その他 合計  

 取り組んだ  もてなかった   えない    

機械工学科 2 6 2 0  10 

電気情報工学科 9 1 5 0  15 

電子制御工学科 6 3 5 0 14 

環境都市工学科 7 2 6 0  15 

建築学科 7 3 7 1 18 

合計 31 15 25 1 72 

 

（７）授業の内容及び課題は適切だったですか。 

  全体的に難 全体的に適 全体的に易 授業によっ その他 合計 

  しかった   切だった   しすぎた   て違った    

機械工学科 1 4 0  5 0  10 

電気情報工学科 1 2 0 12 0  15 

電子制御工学科 1 4 0 9 0 14 

環境都市工学科 1 7 1 6 0  15 

建築学科 1 8 0 9 0 18 

合計 5 25 1 41 0 72 

 

（８）授業の成績評価はどうでしたか。 

 全体的に厳 全体的に妥 全体的に甘 授業によって その他 合計 

 しかった   当だった かった 違った    

機械工学科 0  6 2 2 0  10 

電気情報工学科 1 6 1 7 0  15 

電子制御工学科 0 7 1 6 0 14 

環境都市工学科 0  12 1 3 0  16 

建築学科 0 8 3 7 0 18 

合計 1 39 8 25 0 73 

（９）寮生活はどうでしたか。該当箇所に○印をつけてください。 

（１０）クラブ活動では積極的に活動しましたか。  

（１１）アルバイトについてはどう思いましたか。該当箇所に○印をつけてください。 

（１２）服装についてはどう思いましたか。該当箇所に○印をつけてください。 

（１３）厚生施設（伊吹など）についての感想はどうでしたか。 

（１４）職場での待遇についてどうですか。高専生が有利なこと，不利なことがあればあげてくだ

さい。 

（１５）大学に編入学あるいは専攻科に進学して良かったこと，悪かったことをあげてください。 

（１６）職場において給料，仕事の内容などで，高校から入学した大学生との違いはありますか。 

 ない ある 何ともいえない 合計 
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機械工学科 2 0  0 2 

電気情報工学科 2 3 1 6 

電子制御工学科 2 2 0 4 

環境都市工学科 1 0  2 3 

建築学科 6 2 1 9 

合計 13 7 4 24 

（１７）大学編入学後あるいは専攻科に進学後，さらにその先の進路を教えてください。 

（１８）岐阜高専を選んだことについて，卒業した今の気持を教えてください。 

 自分にふさわ まあまあ自分 第 1 希望でな 他の学校に入 何ともいえない。   

 しい理想的な の希望通りの かったが，満 ればよかった よく分からない 合計 

 選択ができた 選択ができた 足している と後悔している    

機械工学科 1 9 0  0  0  10 

電気情報工学科 7 7 0  0  0  14 

電子制御工学科 4 7 0 0 3 14 

環境都市工学科 7 2 1 1 4 15 

建築学科 4 6 1 1 6 18 

合計 23 31 2 2 13 71 

（１９）岐阜高専のセールスポイントをあげるとしたら何だと思いますか。            

（２０）岐阜高専への提言があれば記入してください。 

（出典 平成 14 年度 自己点検・評価報告書）

 

 

平成 17 年度（資料６－１－⑤－２）では，一貫教育の意義，実践教育の意義を感じた卒業生は８

０％以上，岐阜高専の受験を勧める卒業生は約８０％，理由に 5 年間一貫教育を第 1 位にあげている。    

                                            

資料６－１－⑤－２

平成 17 年度卒業生アンケート 

 

平成 17 年 11 月 16 日 教員会議資料

卒業生アンケートの結果 

                          自己点検・評価実施委員会

（１）アンケート実施日  ：平成１７年８月      

（２）アンケート対象卒業生 

 ・第１期卒業生（S43 年，1968 年 3 月卒）から 5 年とびに各クラス８名  合計 320 名 

次回以降 : 順次，1 期ずつ繰り下げ ＪＡＢＥＥ審査，認証評価を考慮して原則 4 年ごと 

【参考】前回 平成１４年に，最近 10 年間の卒業生各クラス 4 名を対象に実施 合計 200 名  

 

（３）アンケート回収率 

学科 ６８年 ７３年 ７８年 ８３年 ８８年 ９３年 ９８年 ０３年 回収率
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卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 

Ｍ 4 3 1 3 2 1 2 5 ３１％

Ｅ 5 4 1 2 1 4 2 2 ３３％

Ｃ 4 4 5 5 5 4 4 2 ５２％

Ａ * 6 4 3 2 6 3 3 ４８％

Ｄ * * * * * 3 1 4 ３３％

回収率 ５４％ ５３％ ３４％ ４１％ ３１％ ４５％ ３０％ ４０％ ４０％

（４）アンケート結果 －設問ごとの結果，上から原則 2 位まで－ 

①５年間一貫教育の意義 ：  

高専在学中もそう感じていたし，今でも意義があったと思う。 ４３％ 

  高専在学中はそう感じなかったが，今では意義があったと思う。３８％ 

②実践教育の意義 ： 

高専在学中もそう感じていたし，今でも意義があったと思う。 ４９％ 

  高専在学中はそう感じなかったが，今では意義があったと思う。３３％ 

③高専在学中に学業以外で取り組んだこと ：クラブ ３８％，高専祭 ３１％  

④受けた授業でその後に特に役立った科目 ：専門の講義科目 ３３％，実験実習科目 ２４％ 

⑤もっと学んでおいた方がよかった科目 ：一般科目 ４１％，専門の講義科目 ３１％ 

⑥入試 4 科目（国語，数学，理科，英語）の妥当性 ：今のままでよい ５６％，5 科目 ２６％ 

⑦入試問題の難易 ：難しい ３０％，どちらとも言えない ２６％，覚えていない ２３％ 

⑧推薦入学定員を各学科最大１５名の妥当性 ：多すぎる ５２％，適当 ２８％ 

⑨入試の成績等の情報開示の希望 ：希望あり ６５％，希望なし ２０％  

⑩岐阜高専受験希望者に対して勧める程度 ：ある程度勧める ５９％，大いに勧める １９％ 

⑪特にどの点を勧めるか（勧めると回答した人） ：5 年間一貫教育 ４４％，就職率 ３０％ 

⑫職場等での待遇上の満足度（最終学歴が高専卒） ： 

実績評価で不満なし ３８％，不満 ２５％，どちらとも言えない ２４％ 

⑬寮で生活した経験 ：当時も楽しく今でもいい経験 ７３％，当時は辛く今はいい経験 ２２％

⑭若鮎会の存在と活動内容 ：存在知るが活動内容知らず ７７％，存在・内容を知らず １６％

⑮若鮎会に期待すること ：定期刊行物 ５３％，定期的な懇親会 ２７％ 

⑯各科同窓会の存在 ：存在知るが活動内容知らず ４１％，存在・内容を知らず ４１％ 

⑰各科同窓会に期待すること ：定期的な懇親会 ４５％，定期刊行物 ３７％ 

（５）自由記載関連ほか 

 ・設問④と⑤における科目名 ：学科委員を通して科内で周知済み 

 ・設問⑱ 岐阜高専への提言 ：学科委員を通して科内で周知済み 

・設問⑯の各科同窓会の存在と活動内容の認知度について，学科による相違が認められた。 

（出典 平成 17 年 11 月 16 日 教員会議資料）

 

企業へは平成15年度にＪＡＢＥＥプログラムのアンケート調査を行った（資料６－１－⑤－３）。  
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資料６－１－⑤－３

就職先アンケート（平成15年度実施） 

 

ＪＡＢＥＥ審査の準備の一貫として，企業にアンケート調査を行い，54社から回答を得た。以下に

調査項目と回答を示す。 

 

2 . 1 の 22  就職先アンケート様式 

別紙 1 の「環境システムデザイン工学」教育プログラムの概略，および別紙 2 の「環境システムデザイン工学」教

育プログラムの学習・教育目標をお読みいただき，以下の事項についてあてはまるとお考えの番号に○ 印をつけて

下さい。尚，アンケート中にでてまいります「社会の要請する水準」とは技術者に期待される学士レべルの基礎教育

として適切であり，教育の国際的相互承認等を可能にする程度である必要がありますが，ここでは御社が期待してい

る学士の水準とお考えいただければ結構です。 

御社名             御記入担当者様御氏名               

① 日本技術者教育認定機構（JABEE ） についてご存知でしようか？ 

1. 十分によく知っている 2.だいたい知っている 3. ある程度知っている 4.あまり知らない 5．全く知らない       

6 ．その他 

② プログラムの概念はご理解できますでしょうか？ 

1. 十分によくわかる 2. だいたいわかる 3.ある程度わかる 4．あまりわからない 5.全くわからない 6. その他 

③ プログラムの目指すエンジニア像はご理解できますでしょうか？ 

1. 十分によくわかる 2. だいたいわかる 3.ある程度わかる 4．あまりわからない 5.全くわからない 6. その他   

④ 本プログラムの目指すエンジニアは，今後必要になると思われますか？                                      

1. 非常に必要になる 2. だんだん必要になる 3. ある程度必要になる 4. あまり必要にならない                

5. 必要にならない 6. その他                                                                            

⑦ 御社では JABEE 修了認定された学生を採用したいと思われますか？ 

1. 非常に積極的に採用する 2. やや積極的に採用する 3. ある程度採用する  4．あまり採用しない                 

5．全く採用しない 6．その他                                                                               

⑧ 学習・教育目標はご理解できますでしょうか？                               

1. 十分によくわかる 2. だいたいわかる 3.ある程度わかる 4．あまりわからない 5.全くわからない 6. その他 

⑨ 環境システムデザイン工学の学習・教育目標として適切であると思われますでしようか？            

1. 十分適切である  2. だいたい適切である 3. ある程度適切である 4. あまり適切でない 5. 全く適切でない   

6. その他                                                

⑩ 御社に学士として就職した学生が，この学習・教育目標を達成していれば，貴社の新入社員としては十分満足で

あると思われますでしようか？                                                                          

1. 十分満足である  2. だいたい満足である  3. ある程度満足である  4. 少し不満である  5. 全＜不満である  

6．その他                                                    

⑪ 学習・教育目標（A） を達成していれば，一般的に「社会の要請する水準」以上の学士といえるでしょうか？   

1. 水準よりかなり上である  2. 水準よりやや上である 3. 水準程度である  4. 水準よりやや下である          

5. 水準よりかなり下である  6．その他                                    

⑫ 学習・教育目標（B） を達成していれば，一般的に「社会の要請する水準」以上の学士といえるでしょうか？   

1. 水準よりかなり上である  2. 水準よりやや上である 3. 水準程度である  4. 水準よりやや下である          

5. 水準よりかなり下である  6．その他                                    

⑬ 学習・教育目標（C） を達成しでいれば，一般的に「社会の要請する水準」以上の学士といえるでしょうか？   

1. 水準よりかなり上である  2. 水準よりやや上である 3. 水準程度である  4. 水準よりやや下である          

5. 水準よりかなり下である  6．その他                                                                   

⑭ 学習・教育目標（D） を達成していれば，一般的に「社会の要請する水準」以上の学士といえるでしょうか？  

1. 水準よりかなり上である  2. 水準よりやや上である 3. 水準程度である  4. 水準よりやや下である          

5. 水準よりかなり下である  6．その他                                   

⑮ 学習・教育目標（E） を達成していれば，一般的に「社会の要請する水準」以上の学士といえるでしょうか？  

1. 水準よりかなり上である  2. 水準よりやや上である 3. 水準程度である  4. 水準よりやや下である          

5. 水準よりかなり下である  6．その他  
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集計結果                                          

  設  問  番  号 

   ① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

1 0 11 9 20 9 9 7 15 10 12 7 14 9 

2 2 26 29 25 12 31 34 17 24 26 29 29 25 

3 8 15 15 9 18 14 12 17 17 14 16 10 17 

4 15 1 1 0 3 0 1 3 1 2 2 1 3 

5 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 

回

答

番

号 

6 1 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 

合計 54 53 54 54 53 54 54 54 54 54 54 54 54 

分析結果 

（出典 平成 15 年度ＪＡＢＥＥ審査 自己点検書）
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平成17年度に就職先企業に対し，教育の成果のアンケートを実施した（資料６－１－⑤－４）。 

資料６－１－⑤－４

就職先アンケート（平成17年度実施） 

（１）対象就職先 専門５学科 各20団体 合計100団体 

（２）回収率 ５４％ 

（３）アンケート結果（抜粋）  
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Ｍ：機械工学科，Ｅ：電気情報工学科，Ｄ：電子制御工学科，Ｃ：環境都市工学科，Ａ：建築学科 
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（４）まとめと分析 

 ・専攻科存在の認知度は 96％であり，高率である。          

・ＪＡＢＥＥ認定校の認知度は 49％であり，今後，認定校であることを周知する努力が必要。  

・専攻科修了生の採用数 14 名，採用率 27％であり，就職先に対する採用の働きかけが必要。   

・本科卒業生の業種は製造，設計開発，技能職の合計で 92％であり，本校の目的に叶っている。 

・本科卒業生２年後の能力全般に対する回答は大卒と同じが 62％，大卒以上が 36％であり，本校

の教育に対して良い評価がなされている。  

・本科卒業生の優れた能力に対する回答は専門知識が 31 団体，コミュニケーション能力が 18 団

体である一方で，不足する能力の回答でコミュニケーション能力が 10 団体と最も多い。2000 年

を契機に開始したＴＯＥＩＣ400 点以上の標語の効果に期待している。   

・専攻科修了生の業種（設計・開発 50％）及び修了生の能力全般（大卒と同じ 58％，大卒以上

42％）の結果は良好であり，今後は研究面においても専攻科の一層の活性化が必要である。 

・就職先団体の 83％が専攻科に対して期待。専攻科に対する信頼を一層増す努力が必要。     

（出典 平成18年度第1回自己点検・評価実施ＷＧ議事録）

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

最近５年間に，卒業生及び就職先に対するアンケートをそれぞれ2回実施し，その結果から本校

における教育の成果が上がっていることが分かり，実施の頻度とともに十分な取り組みをしている。  

  

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 全国高専に先駆けて第3学年のTOEIC団体受験を導入し，飛躍的な成果をあげた。専攻科ではTOEIC

スコア400は全員がクリアしている。学協会等での口頭発表を専攻科修了時に全員が達成している。 

学習目標達成に関する内容を含めた項目について卒業生及び就職先に対してアンケートをそれぞれ

２度実施していて，その結果から十分な教育の成果が上がっている。 

（改善を要する点）  

   なし 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

目標を五つの標語に展開して，評価方法・評価基準を定め，平成16年度分から達成状況を把握・評

価するための取り組みを実施している。五つの目標の達成度は全体では120％達成できている。平成

17年度は前年度より，総合的に目標の達成度評価はわずかに改善している。 

全国高専に先駆けて第3学年でのTOEIC団体受験を導入した。最初の三年間は平均スコアが

287,304,304と芳しいものではなかったが，英語教員の継続的な努力と学生の意識改革により，その

後の三年間で343,350,366と飛躍的に効果が上がっている。400を越すクラスも現れている。 
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 各学科の具体的な学習・教育目標の達成度評価は平成17年度から実施している。平均欠課時数が平

成11年度に比べると，最近2年間で半分程度まで減少し，留年者数も１/３まで減少している。 

 進路決定率はほぼ100％であり，就職先，編入学先，進学先をみるに，教育の目的において意図し

養成しようとする人材像等について，教育の成果が上がっていると言える。 

 卒業生及び就職先に対してアンケートを平成14年度から平成17年度にかけて２度実施した。その結

果は，本校における教育の成果は十分にあがっていることを裏付けている。 

専攻科では修了時に身に付けるべき学習・教育目標（A）～（E）とその判定方法を定めている。専

攻科課程の修了率は100％に近く，また，その高い学習・教育目標の達成率からも教育の成果が十分

あがっている。TOEICの成績も専攻科課程のほぼ全員がスコア400をクリアし，その支援体制も確立し

ているので，修了時における英語能力については教育効果が現れていると判断できる。特別研究は学

協会などでその内容を内外に問われて評価されており，一定の水準を保っていると言える。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

 入学前のオリエンテーションを毎年実施し，入学予定者（200名）全員に「新入生の手引き」を配

布し，教務主事及び学級担任が保護者同席の上で，入学後の学習方法及び修学心得（資料７－１－①

－１～２）を、資料７－１－①－３に示す日程で、全体指導を教務主事が行い、その後各学科に分か

れて学級担任が適切にガイダンスしている。 

資料７－１－①－１

「学習の手引き」 
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（出典 新入生の手引きより抜粋）
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 資料７－１－①－２

「修学の心得」 

 

（出典 新入生の手引きより抜粋）
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第一学年全員を対象にした新入生研修を毎年，実施している。実施要項を資料７－１－①－４に示

す。全員に学生便覧を配布し，教務主事が３０分程度の時間で，進級基準や修学上の注意をしている。 

資料７－１－①－４

「新入生研修実施要綱」 

新入生研修実施要綱 

1 目的 

 研修を通して高専を理解すること，および集団行動を体験することにより各学科を越えた親睦を深

めることを目的とする 

(1)自律心の養成 

(2)時間厳守の習慣の確立 

(3)ルールの尊重 

2 日時 

 平成18年 4月18日(火) 9:00～16:00  

3 場所 

資料７－１－①－３

「オリエンテーション日程」 

 

（出典 新入生の手引きより抜粋）
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 本校および河川環境楽園(各務原市) 

4 プログラム案  

  9:00 学年主任挨拶 

  9:05 事前指導(多目的ホール) 

     9:05 教務主事の話 

     9:35 学生主事の話 

 10:00 バス乗車  

 10:10 河川環境楽園に出発 

 12:00 昼食 

 13:00 人工河川での研修 

 14:00 水族館見学 

 15:00 集合 

 16:00 本校到着 解散 

5 引率者 

 教務委員代表 第一学年学級担任 

6 服装 

 学生服 

7 その他 

 注意事項:校外では学生らしい行動をとること。また，多額の現金を持ちあるかないこと。 

（出典 平成１７年度運営会議（第15回）資料）

第三学年までの全学科は特別活動を主体として学級担任から指導を受ける。特別活動の該当部分の年

間計画を資料７－１－①－５に示す。 

資料７－１－①－５

「特別活動における学習指導」 

担任 遠藤眞一郎 第 3 学 年 電子制御工学科

授業内容 
月 日 

時
間
数 全体 学級 

指 導 内 容 
ＣＲ以外の 

実施場所 

11(月) 1  ○ 年度初めにあたって：ガイダンス  

18(月) 1  ○ 小論文（この 1 年の目標と展望）  4 

25(月) 1 △  学級指導・大掃除  

9(月) 1  ○ 学級指導（資格の種類と取り方）  

16(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  

23(月) 1 △  学級指導・大掃除  
5 

30(月) 1  ○ 学級指導（前期中間試験の諸注意）  

6 
13(月) 1  ○ 学級指導（就職・進学を考える）  
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20(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  

27(月) 1 △  学級指導・大掃除  

4(月) 1  ○ 
小論文（5 年後の自分はどうありたい

か） 
 

7 

11(月) 1  ○ 学級指導（夏休みの諸注意）  

8 29(月) 1 △  学級指導・大掃除  

5(月) 1  ○ 小論文（自己分析）  
9 

26(月) 1 △  学級指導・大掃除  

3(月) 1  ○ 学級指導（前期成績の反省）  

17(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  10 

24(月) 1 △  学級指導・大掃除  

7(月) 1  ○ 学級指導（研修旅行の諸注意）  

14(月) 2 ◯  交通安全教育 多目的ホール 

21(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  
11 

28(月) 1 △  学級指導・大掃除  

5(月) 1  ○ 学級指導  

12(月) 1  ○ 学級指導（冬休みを控えて）  12 

19(月) 1  ○ 学生会役員選挙  

16(月) 1  ○ 進路希望調査  

23(月) 1  ○ 小論文（この 1 年間を振り返って）  1 

30(月) 1 △  学級指導・大掃除  

6(月) 1   学生証写真撮影  
2 

27(月) 1 △  学級指導・大掃除  

（出典 特別活動計画）

 

 

 

 

選択科目は受講の手引き（内規，選択科目一覧，資格との対応）（資料７－１－①－６）を配布し

て学級担任が指導している。 

資料７－１－①－６

「選択科目受講の手引き」 
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（出典 選択科目受講の手引きのトップ頁）

大学編入学・専攻科進学希望者ガイダンスを実施している。配付資料を資料７－１－①－７に示す。 

資料７－１－①－７

「進学希望者へのガイダンス」 

第 5 学年進路指導ガイダンス(大学編入学の部その１) 

１．大学編入学の準備と心構え 

 （１）大学編入学の目的を明確にすること。 

 （２）編入学の意思を早く決定すること｡ 

 （３）自分の学力にあった大学を選び出すこと｡ 

    学生課に郵送されて来る募集要項，担任の情報，ネット検索の活用 

 （４）選び出した大学の受験日程を作り，早めに受験願書の作成に入ること。 

    大学名；願書受付期間；書類発送日など 

 （５）願書は担任，卒研指導教官に提示し，チェックを受けること｡ 

    送付する書類のコピーを必ず 1 部自分の手元に保存しておくこと｡ 

 （６）大学受験があるからと言って授業をおろそかにしないこと。  

２．国立大学の推薦について  
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（推薦編入学生の決定） 

推薦編入学生の決定は，学生の申出を受けて，各学科からの推薦に基づき，校長が面接の上行います。 

（推薦編入学等の取扱い） 

 編入学等の推薦に当たっては，次のように取り扱います。 

 一 大学等の募集要項に推薦基準が数値として明記されている場合は，その範囲内の学生を推薦します。 

 ニ 大学等の募集要項に推薦基準が数値として明記されていない場合の推薦者の範囲は校長が判断します。 

三 推薦による編入学選抜試験で不合格になった場合に，改めて他の大学等に推薦します。 

（被推薦学生の遵守事項） 

一 推薦による編入学等選抜試験合格者は，当該大学等の編入学を辞退してはならないことになっています。 

二 他の大学等の学力による編入学当選抜試験に合格した場合，校長が許可し，推薦による編入学選抜試験を事前に辞退した場

合に限り，入学確約書を提出できます。 

３．国立大学，学力受験の場合 

（学力検査による編入学） 

学力検査合格者は，入学確約書を１大学のみに提出するものとします｡ 

４．高等専門学校専攻科への受験 

高等専門学校専攻科入学については，大学に準じて取り扱うものとします。 

５．私立大学受験の場合 

 私立大学の推薦については，当分の間，学科の推薦を尊重します。 

（出典 大学編入学・専攻科進学ガイダンス配布資料）

 個々の授業への相談・助言体制としてオフィスアワーを設置していることを学生便覧及び新入生の

手引き（資料７－１－①－８）に記載し，周知している。その設置状況を資料資料７－１－①－９に、

実施状況を資料７－１－①－10に示す。 

資料７－１－①－８

「オフィスアワーの設置」 

 

 

（出典 学生便覧・新入生の手引き）
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資料７－１－①－９

「設置状況の例」 

 

（出典 学生掲示板から抜粋）
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資料７－１－①－10

「実施状況」 

 

（出典 オフィスアワー報告から抜粋）

 

 

学生相談（カウンセリング）でも学習相談に応じている。周知の状況を資料７－１－①－11に示す。 
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資料７－１－①－11

「学生相談」 

 

（出典 新入生の手引き）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 新入生のオリエンテーションで，学習を進める上でのガイダンスを実施している。特別活動や選択

科目受講のガイダンス等を整備し，毎年必ず実施している。オフィスアワーにより，相談・助言体制

を整えており，報告書にあるように多数の利用があり，十分に機能している。 

 

 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

自主学習スペースとしては，図書館及び図書館の２階に配置する情報処理センターが整備され 

（資料７－１－②－１），平日は午前８時３０分から午後８時まで，土曜日は午前９時から午後４時

まで自由に利用できる状況を確保している（資料７－１－②－２，資料７－１－②－３）。 
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資料７－１－②－１

情報処理センター配置図（図書館の１及び２階） 

 

（出典 施設係資料）
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資料７－１－②－２

 

 

 

（出典 図書館資料 抜粋）
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資料７－１－②－３

 

 

 

 

（出典 情報処理センター資料 抜粋）
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また，本校敷地の中央に福利厚生施設「伊吹」を配置し（資料７－１－②－４及び後述資料８－１

－①－１），１階に校内食堂，売店，休憩スペースを，２階には，保健室の他，ミーティングルーム，

多目的室及び和室を配置し，学生の課外活動その他コミュニケーションの場としての利用に供してい

る（資料７－１－②－５，資料７－１－②－６）。利用状況を資料７－１－②－７に示す。 

 

資料７－１－②－４

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」配置図 

 

 

（出典 施設係資料）

 

 

資料７－１－②－５

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営規程 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」（以下「施設」という。）の運営については，法令その

 他別に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 施設は，学生の課外活動の発展を助成するとともに，学生及び教職員の福利厚生に寄与すること

 を目的とする。 

（施設の定義） 
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第３条 施設とは，食堂，売店，相談コーナー，保健室，学生相談室，ミーティングルーム，多目的室及

 び和室等をいう。 

 （運営） 

第４条 学生主事は，校長の命を受けて施設の運営に当たる。 

２ 学生主事は，運営の具体策について関係教職員と協議するものとする。 

第５条 施設に関する事務は，学生課において処理する。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，故意又は過失により建物，設備及び備品を破損し，又は滅失した場合は，その損害を

 賠償しなければならない。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，施設に関する必要な事項については，別に定める。 

   附 則 

  この規則は，昭和６０年４月１０日から施行し，昭和６０年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成１７年３月１４日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集）

 

資料７－１－②－６

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用細則 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営規則第７条の規定に基づき，この細則を定める。 

（使用者） 

第２条 施設を使用できる者は，本校の学生，教職員及びその他校長が許可した者とする。 

（開館日・使用時間） 

第３条 施設の開館日及び使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が特に必要と認めた場合は，こ

 の限りでない。 

  月曜日～金曜日 ８時３０分から１９時００分まで 

２ 食堂及び売店の使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が特に必要と認めた場合は，時間を変

 更することがある。 

一 食堂 １１時００分から１３時００分まで 

二 売店 １０時３０分から１３時００分まで 

（休館日） 

第４条 休館日は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

三 年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日。ただし，国民の祝日に関する法律によ

 る休日を除く。） 

四 その他校長が特に指定した日 

（使用の手続） 
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第５条 ミーティングルーム，多目的室及び和室の使用は次の各号の一に掲げる場合とし，許可を受けな

 ければならない。 

一 学生の課外活動 

二 学生又は教職員の研修及び集会 

三 その他校長が必要と認めた場合 

２ 食堂，談話コーナー及びホールを専有して居ようする場合は前項の規定を適用する。 

第６条 前条に定める室を使用しようとするときには，あらかじめ許可願（学生にあっては学生準則に定

める許可願を，教職員にあっては別に定める許可願）を学生課に提出し校長の許可を受けなければなら

ない。 

（使用上の注意事項） 

第７条 施設の使用に当たっては，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 建物，設備及び備品を大切に取扱い，備品等は許可なく移動させないこと。また，破損等した場合

 には，速やかに学生課に届出ること。 

二 火気の取扱いには十分注意すること。 

三 保健衛生に十分留意すること。 

四 良識と品位を重んじ，他人に迷惑を掛けるような行為をしないこと。 

２ 前条により許可された室の使用に当たっては，前項に定めるほか次の各号を遵守しなければならな 

 い。 

一 許可された目的以外の用途に使用しないこと。 

二 室の取扱いは，学生にあっては指導に当たる教員（教職員にあっては使用責任者）の責任において

 行うものとする。 

三 使用に際しては，事前に学生課で鍵を受領し，使用後は整理，清掃，戸締り及び消灯等を行い必ず

 施錠し，速やかに返還すること。ただし，勤務時間外にあっては警備員に返還すること。 

四 談話コーナー及びホールにあっては，使用前，後の報告を学生課にすること。ただし，勤務時間外

 にあっては警備員に報告すること。 

（使用の禁止） 

第８条 施設の管理運営に支障を生じさせた者，又は生じさせるおそれのある者に対しては，施設の使用

 を停止，又は許可しないことがある。 

 （改廃） 

第９条 この細則の改廃は，校長が行う。 

   附 則 

  この細則は，昭和６０年４月１０日から施行し，昭和６０年４月１日から適用する。 

   省 略 

  この細則は，平成１７年３月１４日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集）
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資料７－１－②－７

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」利用状況 

○ 校内食堂 

  校内食堂は，午前１１時から午後１時まで，学生及び教職員の昼食提供の場として活用している。 

 （１日約１３０食） その他，上記時間以外において各種の会合等にも利用している。 

○ 売店 

  売店は，午前１０時から午後１時まで，学生のための文房具類，パン類などの販売を行っているほ 

 か，複写機を設置し，コピーサービスの提供も行っている。 

○ 休憩スペース 

  休憩スペースとして，椅子，テーブル，テレビ，自動販売機２台を設置し，学生の憩いの場として活

 用している。また，高専祭の時期には，準備のための作業スペースとして活用している。 

○ 保健室・学生相談室 

  保健室は，看護師１名で２床のベッドと１台の治療台を配置し，学生及び職員の健康管理に当たって

いる。学生相談室は，カウンセラー（非常勤）２名（水・木曜日各３時間），学生相談員６名及び看護

師１名を配置し，学生及び教職員の相談に応じている。 

○ 会議室等（多目的室，ミーティングルーム，和室）の使用状況（平成１７年度） 

使 用 目 的 学生の課外活動 健康診断 会議等 合 計 

ミーティングルーム ２９日 １３日 ２０日 ６２日 

多目的室 ２１日 １２日 １１日 ４４日 

和  室 １４日  ２日 １６日 

（出典 学生課資料）

 

学生寮においては，各寮の各階に談話室を設け，学習スペースの場として提供している（資料７－

１－②－８）。また，寮生からの各種要望については，全寮朝礼（毎週金曜日），寮生役員研修，寮

生役員認証式，意見箱などのさまざまな機会を利用して随時受け入れ，寮務会議等において実現化を

検討するシステムとしている（資料７－１－②－９）。 

資料７－１－②－８

学寮の居室配置図 

 

 

（出典 施設係資料）
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資料７－１－②－９

 

 

（出典 学寮資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

自主的学習に供するスペースは，十分に確保されているが，コミュニケーションスペースについて

は，教室近くに配置する必要性がある。 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況）  

意見箱に関する申し合わせを，資料７－１－③－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－③－１

 

（出典 規則集）
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 この申し合わせに基づき，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握するべく努力している。意

見箱に投入された要望・意見と，それに対する回答は，資料７－１－③－２に示すように，学内用

Webページに公開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－③－２

 

（つづく）                     （出典 Web ページ学内用抜粋） 
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（承前）                          資料７－１－③－２のつづき 

 

（出典 Web ページ学内用抜粋）
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資格試験や検定試験受験に関する学生及び保護者のニーズに関しては，学級懇談会，地区別保護

者懇談会における質問要望のまとめ等により適切な把握がなされている。把握例として，資料７－

１－③－３で平成17年度夏季学級懇談会報告書の抜粋を，資料７－１－③－４で平成17年度後期学

級懇談会報告書の抜粋を示す。 

資料７－１－③－３

平成17年度夏季学級懇談会報告書より質問・要望事項等について抜粋 

 

（出典 平成 17 年 8 月 24 日教員会議教務関係資料）

 

 

 

資料７－１－③－４

平成 17 年度後期学級懇談会報告書より質問・要望事項等について抜粋 

 

（出典 平成17年11月16日教員会議教務関係資料）

 

 

本校では，外国人留学生に対する支援組織として国際交流委員会がある。その国際委員会規程を資

料７－１－③－５に示す。 
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資料７－１－③－５

 

岐阜工業高等専門学校国際交流委員会規程  

制定 平成 4 年 5 月 20 日

学校規則第 26 号

（設置）  

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，国際交流委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。  

一 国際交流（留学生を含む。以下同じ）に係る基本方針に関すること。  

二 国際交流事業（海外インターシップ事業を含む。）の推進及び広報活動に関すること。  

三 留学生の受入計画・支援事業に関すること。  

四 その他国際交流に関すること。  

（組織）  

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

一 寮務主事，教務主事，研究主事及び学生主事  

二 庶務課長及び学生課長  

三 その他寮務主事が指名した者  

（任期）  

第４条 前条第３号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。  

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

（委員長）  

第５条 委員会に委員長を置き，寮務主事をもって充てる。  

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くこ

とができる。  

（庶務）  

第７条 委員会の庶務は，庶務課において処理する。  

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。  

附 則  

この規程は，平成 4 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則（平成 15 年学校規則第 12 号）  

この規程は，平成 15 年 5 月 14 日から施行する。  

附 則（平成 16 年学校規則第 24 号）  

１ この規程は，平成 16 年 5 月 12 日から施行する。  

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第３号の委員の任期は，第４条第１項本文の規定に

かかわらず，平成 17 年 3 月 31 日までとする。  

３ 岐阜工業高等専門学校留学生委員会規程（平成 9 年 3 月 18 日制定）は，廃止する。  

（出典 規則集）

 

 

その国際交流委員長は，寮務主事が兼務し留学生の生活支援及び学習支援を統括している。

毎年４月に第１回の委員会が開かれ，各委員の役割分担と年度計画を決定する。その会議要旨

を資料７－１－③－６に示す。 
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資料７－１－③－６
第１回国際交流委員会議事要旨 

 
日 時：平成 17 年 4 月 25 日（月） ９時１０分から１０時０５分 
場 所：大会議室 
出席者：上原寮務主事（委員長），河村研究主事，高原学生主事 

角舎（寮），和田（専攻科長），乾庶務課長，長津学生課長 
欠席者：稲葉教務主事，田中（D 学科長） 
    陪席 遠山庶務係長，花木教務係長，大竹寮務係長 
議事録担当 庶務課（遠山庶務係長） 
 
議題 
１．平成 16 年度外国人留学生関係活動・行事実績について（報告）資料１ 
 委員長から，資料に基づき報告があった。 
 
２．海外インターンシップ派遣について 資料２ 
  和田（専攻科長）から，国際交流・海外インターンシップに伴う調査について，資料に基づき報告が

あった。 
委員長から，平成１７年度海外インターンシップ派遣学生は，３名を選考（２月２３日決定）し内２

名を英国ＴＹＫに派遣することで企業から承諾を得た旨報告があった。ただし労働許可書の取得を得ず
実施することに対して，審議のうえ了承された。 

  和田（専攻科長）から，選考学生のうち１名（本科生）の対応について，資料に基づき説明があり，
トロント大学の短期英語研修に参加させることについて，審議のうえ承認された。 

なお，単なる語学研修にならないよう，企業研修及び工場見学等を盛り込んだ研修となることを条件
とすることで了承された。ただし，自己負担経費が多額となる等について，本人に確認して実施する旨
報告があった。  

委員長から，今後の海外インターンシップ実施について，ＴＹＫ以外の研修先及び語学研修を含んで
実施することについて，今後検討する必要がある旨発言があった。 

 
３．国際交流委員会各種行事担当委員（案）について 資料３ 

委員長から，資料に基づき説明があり，審議のうえ承諾された。なお，トルコ工業教育研修について
は，国際交流委員会の行事として，対応する旨報告があった。 

 
４．校長と留学生との懇談会実施について 資料４ 

委員長から，資料に基づき説明があり，審議のうえ校長と調整して実施することで承認された。なお，
懇談会への参加者は，国際交流委員会構成員とする旨説明があった。 

 
５．平成 18 年度以降の留学生受け入れ方針について 資料５ 
 学生課長から，資料に基づき説明があり，以下のとおり審議のうえ承認された。 

・ 平成１８年度留学生の受入：２名 
委員長から，受入れ学科については，機械，電気情報及び環境都市工学科長に照会し調整して決定

する旨説明があった。なお，国費留学生については，既に決定（２名，電子制御及び建築学科）して
いる。 

・ 平成１９年度留学生の受入：３名（国費留学生２名，マレーシア１名）うち１名女子可 
 

６．平成 17 年度「国費留学生への支援の充実」事業の予算要求について 資料６ 
学生課長から，資料に基づき説明があった。 
委員長から，支援の充実経費について，５月１７日まで提案するよう要請があった。 

 
７．その他 

・外国人留学生交流会実施について 
学生課長から，資料（鈴鹿高専が企画し予算要求したもの）に基づき説明があり，実施に対しての

協力要請があった。 
・マレーシア大使館等からの視察について 

   教務係長から，５月９日（月）の日程について下記のとおり報告があり，詳細については後日通知
する旨説明があった。 

   １２：００から１３：００ マレーシア留学生との面談 
   １３：００から１４：００ 校長及び各主事との懇談 

終了後，岐阜大学 
添付資料 
１．国際交流委員会規程 資料７ 
２．国際交流基金規程 資料８ 
３．国際交流基金事業（海外インターンシップ事業）について 資料９ 
４．平成 17 年度留学生名簿 資料１０ 

－以上－
（出典 国際交流委員会議事要旨）
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さらに，各委員の分担を資料７－１－③－７に示す。 

 

資料７－１－③－７

平成 17 年度 国際交流委員会各種行事担当委員（案） 

 

１．各種行事担当 

行事・事業 担当 事務担当 

ａ．高専による特別事業の企画・実施立案担当委員 田中委員（D） 寮務係 

ｂ．家庭寄宿事業の企画・実施立案担当委員 角舎委員（寮） 寮務係 

ｃ．実地見学の企画・実施立案担当委員 田中委員（D） 教務係 

ｄ．各種交流(特に地元企業から要請される事業)の担当委員 寮務主事 教務係 

ｅ．高等学校等から要請される事業の担当委員 学生主事 教務係 

 

２．各種会議などへの参加担当 

ａ．岐阜地域留学生交流推進協議会 寮務主事 学生課長 

ｂ．学生交流研究協議会（中部・近畿地区） 教務主事 学生課長 

ｃ．国費留学生との面会および来校時の対応 教務主事・（   ） 

(次年度国費留学生内定学科) 

学生課長 

 

３．海外インターンシップ事業 

ａ．海外インターンシップ募集 研究主事・専攻科長  教務係 

ｂ．海外インターンシップ選考 研究主事・専攻科長 教務係 

ｃ．海外インターンシップ実施報告 研究主事・専攻科長 教務係 

 

４．「特別配分」事業計画 

○「特別配分」事業計画書作成 寮務主事 教務係・寮務係

 

(出典 第１回国際交流委員会資料)
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外国人留学生の支援事業として，毎年１回，国際交流委員会が主催し，留学生と校長との懇談会を

開催している。その実施計画書を資料７－１－③－８に示す。直接留学生から校長に意見や要望が出

され，その場で関係部署から回答される仕組みになっている。 

資料７－１－③－８

平成 17 年度 校長と留学生との懇談会実施計画書 

 

 

１ 目 的  外国人留学生が岐阜高専に入学して感じたこと，快適な留学生活を送るため生活上

の問題・精神的な問題を話し合いながら校長， 

      ４主事，３課長，留学生がコミュニケーションを図ることを目的とする。 

 

２ 日 時  平成１７年１０月２９日（土） １５時３０分～１６時３０分 

 

３ 場 所  大会議室 

 

４ 出席者  留学生１２名 

 

       校長，寮務主事（国際交流委員長），教務主事，研究主事， 

学生主事，学生課長，会計課長，庶務課長，寮務係長               

計２１名 

 

５ 内 容   

①校長が懇談会の趣旨を話す。 

②学校関係者・留学生自己紹介。 

③意見・要望に対し校長・４主事がアドバイスする。 

④その他 

 

６ その他 

      ・会場設営（別紙会場図のとおり）        （寮務係） 

    ・ケーキ及び紅茶を準備する。          （寮務係） 

（出典 寮務掲示板Web）

 

（分析結果とその根拠理由）  

要望・意見のすべてが実現できるわけではないが，意見箱が学校とのコミュニケーションのチャン

ネルとなる，との認識の広がりが認められ、学生支援に関する学生のニーズ把握が進行している。さ

らに，学級懇談会，地区保護者懇談会においてニーズに把握がなされ，教員会議等において，これら

懇談会報告が周知され全学的な共通理解がなされている。 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい
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るか。 

（観点に係る状況）  

 各学科で支援体制を整備し，実績を上げている。実施している支援体制の整備状況及び機能の状況

を資料７－１－④－１に示す。 

資料７－１－④－１

「各学科の支援及び機能状況」 

教務会議資料

資格等の支援体制の整備と機能 

資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能している

か。 

一般科（人文） 

TOEIC および工業英検については，校内での実施を行っている。特に TOEIC につい 

ては，年１回，授業を休講にして全校一斉 TOEIC-IP テストを実施している。その 

際，第３学年については全員受検とし，他学年の学生については希望者のみであ 

るが，例年 200 名以上の学生が受験を希望している。また，その他の国語・外国 

語の検定試験についても，情報を掲示するなどしている。 

外国留学については，各種実施団体からの情報を教室，掲示板等に掲示するほか， 

学生からの留学に関する相談を外国語科で受け付けている。 

一般科（自然） 

実績なし 

機械工学科 

各種資格・検定試験の取得・合格に対しポイント制を導入し，取得ポイントにより，

卒業研究配属の優先権を与えるとともに，高ポイント獲得者の表彰をしている．特

に，機械設計技術者試験（３級）の受験を推進しており，学科内で模擬試験を実施

し，教員による支援をしている． 

電気情報工学科 

学科独自の実践技術ポイントにより，学生の資格取得を推奨している。資格には様々な

ものがあるが，本学科では，特に電気・電子・情報・語学に関するものをピックアップ

して学生に提示している。平成 17 年度 5 年生では，資格取得等に関する申請が延べ２９

０件以上（一人平均７件以上）あり，十分な効果が出ていると考えられる。また，外国

留学についてはいくつか事例紹介を実施している。 

電子制御工学科 

各種資格試験や検定試験受験のための支援体制（各種資格試験，検定試験の広報・案

内，受験願書の取り寄せ，希望者への配布，過去問題の情報提供，受験相談，受験指導

など）は，整備されており，機能している。 
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環境都市工学科 

国家公務員採用 II 種試験について，情報収集，ガイダンス，参考書の紹介，模試，補習

等を４学年から５学年にかけて行なっており，受験実績・合格実績がある．また，国家

公務員 III 種試験についても３年担任が３年生に紹介し，ガイダンス，願書取り寄せな

どの支援を行ない，受験実績，合格実績（一次試験のみ）共にある。公務員試験以外で

は，「施工技術者試験」を５年生担任が学生に紹介し受験を奨励し，受験実績，合格実

績，共にある．「測量士補」，「測量士」，「技術士一次試験」などについては，４年

生担任が中心となり学生に紹介，受験奨励をしている． 

建築学科 

第一学年に入学して１ヶ月後の特活での学内講演で、学科長が取得可能な資格一覧を資料と

して配布し、取得に向けての心構え等を説明している。第三学年からの専門教科目（例え

ば、構造力学Ⅱ、材料力学等）では授業内容に対応する建築士一級問題を解説している。ま

た、学科掲示板には、取得できる資格一覧を掲示するとともに、関連図書を学科資料室でも

保有し学生が閲覧できるようにしている。高専卒業後に二級建築士の受験資格が発生するこ

とより、卒業直後の５月に受験申し込みに対応するため、卒業時には受験用の卒業証明書を

発行するとともに、専攻科進学者には受験するよう指導している。 

 

専攻科 

（１）資格試験 

・２級建築士 

（支援体制）高専建築学科卒業資格で専攻科生が多く受験 

学科の支援体制は不明（詳細はＡ科へ）。 

（機能しているか）毎年数名の学生が合格している（詳細はＡ科へ）。 

  

（２）検定試験 

・TOEIC-IP テスト 

（支援体制）年 5-6 回実施し，補習等を英語科が中心となって実施している。 

（機能しているか）専攻科修了時にほぼ 100％，TOEIC スコア 400 以上をクリアしてい

る。 

 中には，専攻科入学以前（スコア 300 程度）に比べて倍増（スコア 600 以上）する学

生もいた。 

  

（３）外国留学 

・特に支援体制は整備されていない。 

  

（４）その他 

・海外インターンシップ制度 

（支援体制）派遣先の確保，滞在中の指導等は受入先と緊密に連絡を取り実施してい  

る。渡航費用については後援会からの補助がある。 
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（機能しているか）2003,4 年度は米国ピッツバーグ，2005 年度は英国ダーラムに合計 5 

名を 2～4 週間派遣している。 

  

・公務員受験対策 

（支援体制）Ｃ科の教員が主体的に国家Ⅱ種，地方公務員 

技術系上級職の公務員ゼミを毎年実施している。 

（機能しているか）他学科（特にＡ科）からの参加者もあり， 

国家公務員Ⅱ種（国土交通省），岐阜県，岐阜市，名古屋港管理組合 

の上級職に合格し，就職している。 

 

（出典 教務会議（平成１７年度第２１回）資料）
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多くの学生が資格を取得している。資格取得状況を資料７－１－④－２に示す。 

資料７－１－④－２

「資格取得状況」 

 

 

不開示情報 

 

 

（出典 教員会議（平成１８年度第１回）資料）

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－433－ 

学生が取得した資格の一部は単位認定している。その規程を資料７－１－④－３に示す。 

資料７－１－④－３

「資格に関する単位認定規程」 
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（出典 学生便覧）

 

 

毎年，多くの学生の単位を認定している。単位認定の実績を資料７－１－④－４に示す。 
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資料７－１－④－４

「資格に関する単位認定例」 

     平成１７年４月    

        

平成１６年度技能審査の合格に係る単位修得の認定 

        

        

合 格 認定 取 得 学
年 

学
科 

氏  名 資  格  名 級等 
年月日 学年 単位数 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 5 1 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 準２級 15.11.21 2 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.2.27 2 3 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 3 3 

   実用英語技能検定 準２級 16.11.19 2 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 2 3 

   工業英語能力検定 ３級 14.12.17 2 2 

   工業英語能力検定 ３級 16.6.30 4 2 

   工業英語能力検定 ３級 16.6.30 3 2 

     
平成１７年４月   

日 
 

        

平成１６年度特別学習単位修得の認定 

        

        

合 格 認定 取 得 学
年 

学
科 

氏  名 資  格  名 得点 
年月日 学年 単位数 

   ＴＯＥＩＣ 485 16.1.23 1 3 

   ＴＯＥＩＣ 500 17.1.31 2 3 

   ＴＯＥＩＣ 435 17.1.31 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 430 17.1.31 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 535 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 
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   ＴＯＥＩＣ 545 17.1.31 3 1 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 455 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 515 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 480 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 405 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 16.7.25 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 495 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 485 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 440 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 460 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 410 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 410 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 16.1.23 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 425 17.1.31 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 480 17.1.31 4 3 

   ＴＯＥＩＣ 440 17.1.31 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 530 16.1.23 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 505 16.1.23 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 425 16.1.23 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 510 16.11.10 5 1 

   ＴＯＥＩＣ 415 16.11.28 5 2 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 5 2 

 

（出典 教員会議資料）

 

 

 

 

英語科では2000年より，第3学年でのTOEIC団体受験を継続的に実施しており，成果を上げている。

ＴＯＥＩＣ団体受験の実施計画及び実績を資料７－１－④－５、６にそれぞれ示す。 
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資料７－１－④－５

「ＴＯＥＩＣ団体受験実施計画概要」 

 

（出典 教員会議（平成17年度第10回）資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－④－６

「ＴＯＥＩＣ団体受験の結果」 
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（出典 教員会議（平成17年度第11回）資料）
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留学に関する申し合わせ、及び留学状況を資料７－１－④－７、８に示す。 

資料７－１－④―７

 

（出典 学生便覧）

 

資料７－１－④－８

「学生海外研修状況」 

 

（出典 機構調査に関する平成17年度教務決裁文書）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

多くの学科で資格取得を中心にして支援体制を整備しており，実績を上げて機能している。機械工

学科及び電気情報工学科ではポイント制度を導入して，飛躍的に資格取得者を増やす等の成果を挙げ
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ている。TOEICについては特に力を入れており，英語科教員の献身的な努力と支援体制により，団体

受験四年目から成果が現れ，平成17年度には第3学年全体でのTOEICスコアの平均が366をこえる画期

的な成果を得ることができた。単位認定に関する規程も整備しており，実績を上げ機能している。 

 

 

 

観点７－１－⑤： 特別な学習支援が必要な者（例えば，留学生，編入学生，社会人学生，障害の

ある学生等が考えられる。）がいる場合には，学習支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

留学生には指導教員とチューターをつけている。資料７－１－⑤－１に平成17年度の一覧を示す。 

資料７－１－⑤－１

「留学生指導教員・チューター一覧」 

 

不開示情報 

 

（出典 教務会議資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チューターは学期ごとに支援内容を報告している。資料７－１－⑤－２に一例を示す。 
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資料７－１－⑤－２

「チューターの報告例」 

 

不開示情報 

 

（出典 チューター報告書から抜粋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編入学生には入学前にオリエンテーションを開き（資料７－１－⑤－３），科目ごとに指導計画
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（資料７－１－⑤－４）を説明し実践している。 

資料７－１－⑤－３

「オリエンテーション日程」 

 

（出典 編入学生オリエンテーション配布資料）
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資料７－１－⑤－４

「指導計画の一例」 （英語） 
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「指導計画の一例」 （数学）（物理） 
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「指導計画の一例」 （応用数学）（建築 専門科目） 

 

 

 

 

 

 

不開示資料 
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「指導計画の一例」 （建築 専門科目） 
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「指導計画の一例」 （建築 専門科目） 

 

 

（出典 指導計画書から抜粋）
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入学後も，学力不足を補う補習制度があり，実践している。（資料７－１－⑤－５，６） 

資料７－１－⑤－５

「補習制度の規則」 

第４学年編入学生に係る環境システムデザイン工学教育プログラムの 

科目の取扱いに関する申合せ 

平成16年6月30日

運営会議申合せ

（目的）  

１ この申合せは，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の第４学年に編入学した学生

が，岐阜工業高等専門学校環境システムデザイン工学教育プログラムの履修及び修了判定に関する

内規（平成15年4月1日制定）に規定する環境システムデザイン工学教育プログラム（以下「本教育

プログラム」という。）の学習・教育目標及び達成度評価項目に該当する科目のうち本校第３学年

までに修得すべき科目に相当する科目（以下「学力水準の達成を要する科目」という。）につい

て，学習・教育目標の達成度の水準（成績評価６以上をいう。以下「本教育プログラム水準」とい

う。）に達成させることを目的として，その指導方法及び手続等について定める。  

２ 学力水準の達成を要する科目は，編入学検査の際提出された調査書及びシラバスに基づき，教務

会議の議を経て校長が決定する。  

（本教育プログラム水準達成の証明）  

３ 学力水準の達成を要する科目のうち，当該科目の学力が本教育プログラム水準に到達したことの

証明は，次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。  

一当該科目が本校編入学試験科目に該当する場合は，これに合格すること。  

二当該科目と同等の資格試験等に合格すること。  

三当該科目担当教員（教務会議の議を経て校長が指名する教員をいう。）が計画した補習指導によ

る達成度証明の認定を受けること。  

４ 前項第１号及び第２号の規定により学力向上の認定を受けようとする学生は，「入学者選抜検査

又は資格等の取得による達成度証明に関する申請書」（別紙様式１）を校長に提出しなければなら

ない。この学力向上の認定は，教務会議の議を経て校長が行う。  

（補習指導）  

５ 第３項第３号に規定する補習指導を受けようとする学生は，「補習指導申請書」（別紙様式２）

を校長に提出しなければならない。  

６ 補習指導は，事前教育又は導入教育の後に行う本科と同程度の試験等の評価に応じて，次の時間

数以上とする。  

ア評価「６」以上については，補習指導は要しない。  

イ評価「５」については，１単位につき９０分  

ウ評価「４」については，１単位につき１８０分  

エ評価「３」については，１単位につき２７０分  

オ評価「２」については，１単位につき３６０分  

カ評価できなかったものについては，１単位につき７２０分  

（補習指導の達成度評価）  
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７ 前項により実施した補習指導の評価は，本科と同程度の試験及び提出物等により行うものとす

る。  

８ 補習指導の評価結果により本教育プログラム水準が達成されたと認められる場合は，当該科目担

当教員は，「環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価証明書」（別紙様式３）を第５

学年の指定する日までに校長に提出しなければならない。  

（補習指導の記録の保存）  

９ この申合せによる補習指導と達成度評価の妥当性については，点検評価・フォローアップ委員会

学習評価フォローアップワーキンググループ委員による点検を受けるものとし，  

 

当該科目担当教員は，「環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価補習報告書」（別紙

様式４）を作成し，達成度評価を行った試験結果，提出物並びに事前指導の方法及び日程等の記録

とともに７年間保存しなければならない。  

（本教育プログラム前期課程修了認定における取扱い）  

１０ この申合せによる方法により本教育プログラム水準が証明された科目については，当該学生に

対し，「学力向上認定証」（別紙様式５）を交付する。ただし，単位認定は行わない。  

１１ この申合せによる方法による本教育プログラム水準が証明されなかった場合は，当該学生に対

し，本教育プログラム前期課程修了認定は行わない。付記  

１ この申合せは，平成16年6月30日から実施し，平成15年4月1日から適用する。  

２ この申合せ実施前に行われた平成１５年度に編入学した学生に係る学力向上に関する補習指導

は，この申合せに基づいて行われたものとみなす。  

３ 編入生の学力認定の手続きについて（平成15年1月14日教務主事裁定）は，廃止する。  

（出典 運営会議資料）

 

資料７－１－⑤－６

「補習報告書の一例」 

別紙様式３（第８項関係）  

平成  年  月  日 

岐阜工業高等専門学校長殿  

環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価証明書 

担当教員  

氏名印  

下記のように補習指導を行った結果，「環境システムデザイン工学教育プログラム」の定める水準

（成績評価６）以上に達したことを証します。  

記 

学生名（学籍番号）  

科目名  

・科目開講学科： 学科  

・開講学年： 第学年  

・達成度改善の方法： 補習  
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・成績評価：補習前  

補習後  

実施期間平成  年  月  日～ 平成  年  月  日  

（出典 補習報告書から抜粋）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 留学生に対する支援体制として指導教員・チューター制度があり，適切に実施し報告している。 

 編入学生に対する支援体制として，入学前の事前指導の制度があり，適切に実施しその具体的な内

容を報告書に記載し，機能している。入学後は学力不足を補う補習制度があり，能力が補われている

ことを報告しており，十分に機能している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能

しているか。 

（観点に係る状況）  

学生の課外活動（クラブ活動（部活動）・学生会活動）に対する支援の基本を資料７－１－⑥－

１のように確認している。 

資料７－１－⑥－１

学生の課外活動に対する支援方針 

 
課外活動指導（顧問）教員は，構内（学内）での活動では，その活動に付き添う。または，それ

と同等の指導体制（迅速な対応が可能な連絡体制）をとって指導する。構外（学外）での活動で

は，その活動に付き添う。 
（出典 H16年度第20回学生会議報告051221）

 

 

 

課外活動支援活動の実際を資料７－１－⑥－２に示す。これは教員による平成１７年度の休日

課外活動支援および平日学外課外活動支援の日数を示すとともに，合宿所宿直指導の泊数を示す。 

 

資料７－１－⑥－２
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注）上段の平日学外課外活動支援の日数は のべ９０２日， 

下段の合宿所宿直指導の泊数は のべ１１３泊 

（出典 学生主事室所蔵資料）
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資料７－１－⑥－３に示すように，各クラブ・同国会には複数の顧問教員を，きめ細かな指導の

ため、それぞれのクラブ・同好会の活動日数に応じて適切な人数を配置するよう努めている。 

 

資料７－１－⑥－３

（出典 平成１８年４月５日教員会議資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，支援に必要な項目は，Webページに資料７－１－⑥－４のように示されている。 
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資料７－１－⑥－４

クラブ活動 H17-H16   

     

緊急時の病院 病院地図    

こども総合保険・国立高専団体学生総合補償プラン 

 

クラブ指導書類→旅行命令簿（人事係 H160601 変更・新様式）pdf doc 

        ↓       クラブ指導届（報告書）pdf doc                                     

     教育後援会費支出請求票兼支出決議書 pdf doc  週休日振替簿 pdf doc 

 

そのほかの書類いろいろ→電子事務書類 BOX 

 

学生諸君が提出書類する様式→部・同好会月間行事予定 xls←Ｍ科加藤先生 

   ↓ 

 時間外使用届 pdfdoc または→ここ・緊急連絡網など 破損届 pdf doc  

合宿許許可など pdf doc 

 

 集会行事許可願 pdf doc 施設設備使用許可願 pdf doc 対外試合許可願 pdf doc 

 学生会費・クラブ活動援助金口座届 pdf doc  

 

クラブ会計担当が会計局長に提出する書類の様式（１１月頃に提出） 

  学生会クラブ活動援助金精算書 pdf doc 

 立替払い請求書（クラブ活動援助金試合参加費 と その他の立替払いも）pdf 

クラブ登録用紙 H17doc←紙で提出用→pdf  

クラブ登録シート H17xls←ホームページ用 

学生会クラブ活動援助金物品購入書 pdf doc 

    

                （出典 学生主事 Web ページ学内用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 学生は「課外活動の手引き」（資料７－１－⑥－５）をもとにして，毎年度４月の「サークル活動

リーダー研修会」（学生主事担当）にて、クラブ運営、課外活動のあり方を学習する。 

資料７－１－⑥－５

「課外活動の手引き」 
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（出典 課外活動の手引き 抜粋）

 

 

(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 
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（つづく）                    （出典 課外活動の手引き 抜粋） 
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(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 

 

（つづく）                       （出典 課外活動の手引き 抜粋）
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(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 

 

（出典 課外活動の手引き 抜粋）
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課外活動に関する組織図を，資料７－１－⑥－６に示す。学生会による自主的な活動を目指し， 

 教員がこれを支援するよう努力している。 

資料７－１－⑥－６

 

（出典 平成１７年度学生便覧）

 

 

 

 

顧問会議の内容例として，資料７－１－⑥－７を示す。 

資料７－１－⑥－７

平成１７年４月１３日（水）
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平成１７年度 第１回クラブ顧問連絡会議 
  議題 
        （１）平成１７年度クラブ・同好会顧問 ---> 別紙１ 
        （２）平成１６年度教育後援会決算 ---> 別紙２ 

平成１７年度教育後援会予算 ---> 別紙３ 
    （３）クラブ指導にかかわる提出書類  
       ＊部・同好会月間行事予定表 
        クラブ指導届・クラブ指導実施報告書 

旅行命令／依頼簿  教育後援会費請求兼受入／支出決議書 
＊週休日振替簿（特殊業務手当） 

（４）コーチ謝金  
（５）平成１７年度地区／全国体育大会 

        （６）サークル活動研修会 
        ４月１６日（土）１０時  多目的ホール 
             部長，マネージャーの出席義務 
        担当 学生主事「課外活動の手引き」を使って勉強会 
    （７）クラブ登録用紙の提出とクラブ員名簿を学内専用ＨＰへ（４月中に） 
         ～2004.htm が あるフォルダに ～2005.htm を入れる 
       参考 http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/club-meibo/index.htm 

http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/club-meibo/index2004.htm 
（８）学生会クラブ活動援助金  クラブの口座を学生係へ知らせる 
                サークル活動研修会で指示 

        （９）５月連休中の合宿について ／ 調整をこの会議後に 
       （１０）その他 
     

（出典 平成１７年度 第１回クラブ顧問連絡会議）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課外活動（主にクラブ活動（部活動））のための運営金の収支決算書を資料７－１－⑥－８，資料

７－１－⑥－９，および資料７－１－⑥－10に示す。 
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資料７－１－⑥－８

 

（出典 平成１７年４月１３日クラブ顧問連絡会議資料）
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資料７－１－⑥－９

平成１６年度学生会決算 

 

不開示資料 

 

（出典 平成１７年２月学生会評議会資料）
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資料７－１－⑥－１０

平成１６年度岐阜工業高等専門学校教育後援会決算報告書 

 

不開示資料 

 

（出典 平成 17 年 4 月 5 日 教育後援会総会資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課外活動への教員の支援活動は多岐にわたっている。課外活動を活性化しようとする顧問教員の努
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力の例として資料７－１－⑥－11および資料７－１－⑥－12を示す。 

資料７－１－⑥－１１

 

 （出典 平成17年7月23日付朝日新聞）

 

 

 

資料７－１－⑥－１２

同好会の会員を待つ「『苗』と『花壇』」        （緑華同好会顧問教員による） 

   

（出典 学生主事 Web ページ学内用 巡回記録 平成１７年１０月７日・朝）
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また，高専祭支援のために，学生会議は資料７－１－⑥－13に示す支援体制をとっている。 

資料７－１－⑥－１３

平成１７年度 第４０回高専祭 巡回当番表 

１０月１８日（火）夜 久保田  

１０月１９日（水）夜 麻草  

１０月２０日（木）夜 青木  

１０月２１日（金）夜 奥村  

１０月２２日（土）夜 奥川  

１０月２３日（日）夜 高原  

１０月２４日（月）夜 冨田  

１０月２５日（火）夜 奥川  

１０月２６日（水）夜 久保田  

１０月２７日（木）夜 麻草・遠藤  

１０月２８日（金）昼 主事・委員全員 物品移動 

夜 奥村・冨田  

１０月２９日（土）昼 主事・委員全員 終日公開 

夜 青木・奥川  

１０月３０日（日）昼 主事・委員全員 終日公開 

夜 遠藤・奥村・高原  

１０月３１日（月）昼 主事・委員全員 後片付け 

夜 主事・委員全員  

 

１０月２８日（金）物品移動  ９：００ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月２９日（土）終日公開 ９：００ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月３０日（日）終日公開 ９：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月３１日（月）後片付け ９：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１２：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ 担当場所へ巡回，物品のチェック 

１７：００ 学生主事室集合 

学生会議委員・高専祭催物責任分担 

統括 奥川 

フリーマーケット  奥村・冨田 

第１体育館，剣道場  遠藤 

屋外バザー，その他の屋外催し物  青木 

専門展，安藤記念館  麻草 

図書館，第二凌雲荘，その他の屋内催物  冨田 

駐車指導 久保田・青木・麻草 

（出典 学生主事Webページ学内用）
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施設面での支援としてクラブ活動のためには部室棟が、高専祭には実行委員会室が設置されている。

サークル関係施設の配置を資料７－１－⑥－14に、詳細の一部を資料７－１－⑥－15，16に示す。 

資料７－１－⑥－１４

  

 

注）屋内運動場、体育器具庫等は部室として使用 

 

                           （出典 学生係所蔵資料）
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資料７－１－⑥－１５

 

 

    注）上記施設では、ロボット研究会、エコラン部が部室として使用 

（出典 学生係所蔵資料）
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資料７－１－⑥－１６

 

注）６つの部室として使用 

（出典 学生係所蔵 資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

教員による休日の課外活動支援日数・平日の学外課外活動支援日数，および合宿所宿直数が示す

ように，また部室等の整備状況が示すように，加えて教育後援会決算並びに学生会決算から判断

するに，課外活動支援体制はほぼ十分に整備されている。課外活動を通じ学生と教員の理解・協

力関係が育まれ，支援体制が機能している。 

 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

学生の心のケアを司る組織が学生相談室で、看護師及び相談員による学生のカウンセリング体制

が構築されている（資料７－２－①－１）。学生相談者の増加及び教職員のメンタルヘルスの充

実の必要性から、当時の看護師によりカウンセラーの複数制導入の嘆願が提出され（資料７－２

－①－２）、平成 17 年度からは２名のカウンセラー体制となっている。学生相談室ホームページ

（資料７－２－①－３）にあるように、カウンセラー、看護師及び相談員の紹介及び、その配置

時間及び相談室の設置場所を記載し学生へ呼びかけている。また、学生相談状況は、運営会議に

適宜報告され（資料７－２－①－４、抜粋）、問題を未然に防ぐべく、学級担任と一体化したき

め細かい配慮がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－１ 
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（出典 規則集）

 

 

 

資料７－２－①－２

平成 16 年９月 

カウンセラー増員に関する嘆願   （一部省略）               

看護師 小林 幸子  

以下の点よりカウンセラーの増員を希望 
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現在、毎週月曜日の午後、非常勤カウンセラーによるカウンセリングが実施されている。今年度に

なり、カウンセリングを必要とするケースが増えてきており… 

… 中略 … 

毎週固定された曜日、時間でしかカウンセラーが来校できないことから、曜日、時間に都合がつか

ない学生（職員）は面談しにくい状況となる。 

… 中略 … 

多様化する学生に対し、教員も学生に対する対応に大きくとまどいが生じている。保護者からの相

談に対しても、速やかにカウンセラーと連携して学生の対応に繋がるように体制を整えておくべき

である。現在は、その様な場合、保健室で対応しカウンセラーとの面談を促している状況である。

保健室で適切な対応ができるとはいえない。 

カウンセラーとの相性の問題。学生の場合特に、カウンセラーに対し何となく合わないと感じ（年

齢、性別がストレスの原因となっている人物と同じである場合など）、カウンセラーが一人の場

合、カウンセリングの継続ができなくなるケースもある。 

… 中略 … 

カウンセリングを必要とする職員のケースも出てきており、職員のメンタルヘルスの充実も必要で

ある。 … 職場内での利害関係を持たない外部のカウンセラーが対応出来る体制にするべきであ

る。 

（出典 学生相談室Webページ）

 

 

資料７－２－①－３ 

カウンセラー、看護師及び相談員の紹介  
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学生相談室の配置図 

 
（出典 学生相談室 Web ページ）
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資料７－２－①－４

平成 17 年 12 月７日  

学生相談室 活動報告 

１）相談件数 下記集計資料参照（代表的に 12 月分を示し、また、月変動を図に示した） 

 延べ人数 ４～10 月総計 202 案件（同一人物のリピート回数含む）、女子やや多い。 

 職員相談員への相談 184 案件（立ち話程度の数分間の相談も含む） 

 カウンセラー対応   18 案件（注：一回が１時間以上） 

 学年別 

 １学年 20 件、２学年 ５件、３学年 ５件、４年 89 件、５年 16 件 

２）担任への働きかけ 

 前期期末後に、全学生の欠課時数チェックの上、欠課時数 40 を超える学生を持つ担任への 

働きかけを実施した。 

（前期中間試験後には、欠課 20 時間を超える学生を対象に、１～３年の担任に働きかけた）   

３）各種会合への参加 

・ 東海北陸メンタルヘルス研究協議会（9/29～30）津市にて、相談室長と看護師参加 

・ 全国学生相談研修会（12/4～6） 相談室長参加予定 

・ 第２回全国国立高専メンタルヘルス研究会（1/30～31） 相談室長と看護師参加予定 

４）相談室利用状況の一覧表 

 

      …………………… 以下 抽出、加工資料 …………………… 

 

平成 17 年度４月からの相談室利用状況の一覧表が示されたが、煩雑さを防ぐため 12 月の 

分を代表して示す。また、その全容が分かるように、利用状況を実人数と延べ人数に分け 

て月別の状況を図に示す。 

平成１７年度 １２月の相談室利用状況  

    実人数 延べ人数 
    カウンセラー 学生相談員 カウンセラー 学生相談員 

領 域 
  

男
子

女
子 

保
護
者 

教
職
員 

男
子

女
子

保
護
者

教
職
員

男
子

女
子

保
護
者

教
職
員

男
子

女
子

保
護
者 

教
職
員 

対人関係 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0 
家族関係 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
精神・健康 1 3 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 1 28 0 0 

心理・ 
適応相談 

その他 
(無気力・不登校） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

進路関係 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
修学関係 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 教育相談 
その他 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
経済的問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
セクハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他 
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小   計 2 3 0 0 7 13 0 0 2 8 0 0 7 40 0 0 

合   計 5 20 10 47 
総   計 25 57 

 
内訳にある保護者・教官の人数は、学生の問題についてカウンセラーに相談、指導を受けるなどの内容で利用した人
数  
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35 7 9 11 14 6 8 10 12 2

60
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40
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利用者数

月

実人数

延べ人数

 

 

平成１７年度 月別利用状況 

 

 

 

（出典 平成１７年１２月７日運営会議資料）
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 各種奨学金の募集に関しては，メール等で学生係から学級担任へ連絡が行き，学生に周知徹底さ

れる。資料７－２－①－５及び資料７－２－①－６は奨学生数等を示す。 

資料７－２－①－５

 

（出典 平成16年度学生指導報告書）
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資料７－２－①－６

 

（出典 平成16年度学生指導報告書）
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 日本学生支援機構奨学生推薦は，資料７－２－①－７に示す内規に基づいて行われる。 

資料７－２－①－７

 

 

（出典 規則集）

 

 

授業料免除説明会は，前後期各１回，実施されている。資料７－２－①－８が授業料免除学生数等

を，資料７－２－①－９が授業料免除に関する選考基準を示す。 
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資料７－２－①－８

 
（出典 平成１６年度学生指導報告書）
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資料７－２－①－９

 

（つづく）                              （出典 規則集） 
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資料７－２－①－９のつづき

 

（出典 規則集）
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生活指導内容の例として，学生会が行っている清掃点検評価がある。優秀クラスを半年ごとに学

生会長表彰している。点検評価基準、及びその点検結果を資料７－２－①－10、11に示す。 

 

資料７－２－①－１０

 

 
 

（出典 学生会 Web ページ）
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資料７－２－①－１１

 

 

（出典 学生会 Web ページ）
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さらに，第１または第２学年で薬物使用防止に関する講演と性教育関係の講演を実施している。

これらの方針を記述した中期計画の一部を資料７－２－①－12に示す。 

資料７－２－①－１２

 

 

（出典 中期計画）

 

 

 これが特別活動計画に組み入れられ，実行されている。資料７－２－①－13に特別活動計画表の

該当箇所を抜粋して示す。 

資料７－２－①－１３

 

 

 

（出典 教務掲示板Webページ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者には手紙を長期休業前に送付し，学生支援の保護者教員間連携をめざしている。資料７－

２－①－14がその抜粋である。 
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資料７－２－①－１４

 

）
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（承前）                        資料７－２－①－１４のつづき 

 

（出典 学生主事資料）

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学級担任が学生の生活の全領域に対して指導・助言を行い，全人的な対応に努め，学生も学級担任

を信頼し，助言を求める，というシンプルで強力な指導体制が整備されている。学生主事の指導内容

は，学生に語りかける巡回中心である。学生の反応（表情・挨拶）から判断するに，若干の効果が上

がっているようではあるが，さらなる工夫が望まれる。学生相談室の相談受け入れ体制はかなり整備

されている。学生が気楽に相談室に立ち寄れる雰囲気をさらに醸成していき，この体制をよりよく機

能させる必要がある。学生の経済面に係る指導・相談・助言を行う体制は，学級担任及び学生係によ

って整備され，かつ機能している。 
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観点７－２－②： 特別な支援が必要な者（例えば，留学生，障害のある学生等が考えられる。）

がいる場合には，生活面での支援が適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

１号館１階に障害者用便所が設置されている。バリアーフリー・スロープが，図書館入り口，３

号館と電子制御工学科等間の渡り通路等に存在する。これらを資料７－２－②－１で示す。 

 

 

資料７－２－②－１

バリアーフリー・スロープ 

 

     

（出典 学生主事 Web ページ）

 

 

 

留学生には指導教員とチューターが配置され，学習・生活一般に関して，支援がなされている。留

学生対応室が１号館２階に設置されており，留学生の学習と憩いの場となっている。留学生指導教員

の配置を資料７－２－②－２に示す。 
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資料７－２－②－２

 

不開示資料 

 

（出典 平成１７年４月４日学級担任会議資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 留学生支援として，留学生と日本人チューター学生及び支援教職員との三者交流事業が実施され

た。その実施要項を資料７－２－②－３に示す。 
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資料７－２－②－３

留学生と日本人チューター学生及び支援教職員との 
三者交流事業実施要項 

１ 目  的 

   現在１５名の留学生が在籍しているが，同じ出身国の留学生同士がグループを作り，異国の

留学生との交流や多くの日本人との交流を避ける傾向が見受けられるようになった。この状況

を改善するために，本校に在籍する全留学生とそれぞれの日本人チューター学生及び支援教職

員の三者で，研修旅行を通して国境を越えた相互理解と日本人としての共通理解及び親睦を深

めることを目的とする。 

 

２ 研修概要 

   名古屋港水族館・名古屋海洋博物館や開港間もない『中部国際空港』など，世界規模のイベ

ントや世界に誇る日本の代表的な最新施設を見学し日本に対する留学生の更なる見聞を深めさ

せることを通して三者の交流を図る。 

 

３ 開催期日 

   平成１７年１１月１９日（土） 

 

４ 参加対象者 

   外国人留学生１５名，日本人チューター学生１５名（第５学年の留学生の日本人チューター

学生に関しては，昨年度の日本人チューター学生とする。） 

  留学生支援教職員５名（国際交流委員会等） 計３５名 

 

５ 行  程 

  

日  時 行    程 

平成 17 年 11 月 19 日  

８：３０ 本校出発 

１０：３０ 名古屋港水族館 

     ～   

１１：３０ 名古屋港水族館出発 

１１：５０ イタリア村にて昼食（バイキング） 

１３：３０ イタリア村出発 

１４：１０ 中部国際空港到着 

     ～    見学 

１５：３０ 中部国際空港出発 

１８：００ 本校到着・解散 

（出典 寮務掲示板 Web）
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（分析結果とその根拠理由）  

 バリアーフリースロープ等，障害のある学生の支援に必要な施設面での適切な配慮がなされている。

留学生に対しては，指導教官・チューターによる支援体制があり，三者交流事業等，留学生を支援す

る行事も実施されている。 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 
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（観点に係る状況） 

全学生数の約30％の学生が、資料７－２－③－１に示す学寮で生活している。その概況を資料

７－２－③－２に示す。希望が多いため、通学の所要時間が１時間半を入寮基準としている。 

資料７－２－③－１
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（出典 入寮のしおり）

 

 

資料７－２－③－２

寮棟別入寮者数（平成１８年４月５日現在) 

寮  名 Ａ Ｂ Ｃ 留学生 Ｄ １女 ２女 合 計

学年＼収容定員 92 48 44 12 84 40 12 333 

１ 年 53         17   70 

２ 年 19 44 1     15   79 

３ 年 10 2 37 2   7 3 61 

４ 年     5 5 42   6 58 

５ 年       1 42   2 45 

専攻科１年     0         0 

専攻科２年     1         1 

計 82 46 44 8 84 39 11 314 

 

（出典 寮務掲示板 Web）
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寮の個人負担経費の概要、及び寄宿舎規程の一部を資料７－２－③－３、４に示す。 

資料７－２－③－３

 

（出典 入寮のしおり）
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資料７－２－③－４

 

（出典 入寮のしおり）
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主に寮生指導を行う教員として，各専門５学科から１名ずつと一般科目から２名の計７名の寮務会議

委員と寮務主事で主に担当する寮を分担して寮生の指導に当たっている（資料７－２－③－５）。 

資料７－２－③－５

 

（出典 規則集）
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職務として，各担当寮の寮生指導はもちろんのこと，平日の午前と午後の２回，寮内見回りや毎週 

月曜日の輪番制による宿直，寮生会行事の指導などに当たっている（資料７－２－③－６）。 

資料７－２－③－６

各寮担当者 

Ａ 寮 清水（人），深尾（自） 

Ｂ寮・留学生 森（Ｄ） 

Ｃ寮 奥村（Ｃ） 

Ｄ 寮 山村（Ｍ） 

第１・第２女子寮 角舎（Ａ），西田（Ｅ） 

見回り当番の決定 

 月 火 水 木 金 

朝 8:50～9:20 畑中 深尾 岩瀬 伊藤 上原 

昼 12:50～

13:20 
中谷 角舎 上原 山田 上原 

宿 直 寮務委員   寮務主事  

（出典 第１回寮務会議議事録）

 

 

 

 

また，３名が寮務事務を担当している。寮生の帰省願いや病気の寮生への対応など，寮生活に関す

るあらゆるサービスを提供している。さらに本校では寮父１名を低学年寮に配置し，寮関係者が宿直

しない週３日を対象に、主に１年生の相談相手となっている。（資料７－２－③－７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－③－７
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（出典 運営会議資料）

 

 

本校常勤教職員による当直業務は，原則全教員（資料７－２－③－８）と全事務員（資料７－２－③
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－９）の各１名ずつ計２名の体制で、教員は主に寮生指導を，事務員は寮棟管理を行っている。 

教員の宿直例                          資料７－２－③－８ 

上段＝日直
4　月 下段＝宿直
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
開　寮 上　原
上　原 清水（晃） 深　尾　 山　村

9 10 11 12 13 14 15
西　田 稲葉（金）

森 奥　村 伊　藤 石　丸 上　原 角　舎 清水（晃）
16 17 18 19 20 21 22

井　上 岡　田
岩　瀬 深　尾 臼　井 遠藤（登） 上　原 大　野 小　川

23 24 25 26 27 28 29
奥　川 木　下
小　栗 山　村 片　峯 加　藤 上　原 亀　山 北　川

30
久　世
久　綱  

（出典 寮務掲示板Web）

 

事務員の宿直例                           資料７－２－③－９

上段＝日直

４月 下段＝宿直

日 月 火 水 木 金 土

5 6 7 8

開寮 蒲　美登子

山田　孝幸 水野　元裕 伊藤　佳紀 佐藤　健治

9 10 11 12 13 14 15

織田　憂子 國枝　和代

奥村　政充 遠山　基 田村　英明 壁谷　直純 佐藤　昌彦 後藤　康之 若園　伸一

16 17 18 19 20 21 22

都竹　典子 堤　久美子

阿良　誠 加藤　真二 青木　考一郎 松原　芳夫 伊藤　健治 松永　孝司 奥田　浩幸

23 24 25 26 27 28 29

後藤　真紗子 鬼頭　彩

高橋　克彦 加藤　寛 八代　芳樹 神谷　明宏 坂部　和義 伊藤　佳紀 山田　孝幸

30

内藤　春美

水野　元裕  

（出典 人事係掲示板Web）

 

このうち，毎週月曜日の宿直は寮務委員が交代で行い、通常毎週木曜日は寮務主事が宿直してい

る。この体制は本校の特色であるといえる。また，寮務委員と寮務主事で，毎日朝と昼の２回全
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寮内を見回り，具合の悪い学生の把握や寝過ごした学生の指導などを手厚く行っている。 

寮での日課（資料７－２－③－10）が決まっており，毎日の当直教員が適宜見回り指導してい

る（資料７－２－③－11）。 

 

資料７－２－③－10

日課  A 寮 B 寮・留学生寮 C 寮 D 寮・専攻科 第 1 女子寮 第 2 女子寮

点呼 朝礼時 7:40 ●8:00 までに終えること 7:00 

朝礼 毎朝 7:40  7:00 

全寮朝礼  金曜日 8:00 

朝食 7:00～8:30 

登校 8:45 

昼食 12:10～12:50 

夕食 17:00～19:00 

入浴 17:00～22:00 

自習 19:30～21:00 19:30～21:00 静粛 

休憩 21:00～21:30 21:00～21:30 

自習 21:30～22:30 

静粛 

21:30～22:30 

 

点呼 22:30 22:00 22:30 

掃除 月曜日･木曜日 

 22:30 

日曜日は洗濯場 

月曜日･木曜日 22:30，B 寮は火曜日･木曜

日･日曜日 22:30 風呂掃除 

毎日朝礼後 

自動消灯 0:10(共通) 0:35(共通) 留学生寮は自主 自主 0:00(共通) 自主 

（出典 入寮の手引き）
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資料７－２－③－11

学生寮当直日誌 

 

 

不開示資料 

 

 

（出典 教員当直日誌）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉学の場としては自室であるが、平日は３年生以下の寮では夜間自動消灯となるので,深夜に及ぶ

学修には自動消灯にならない談話室が利用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育寮としての教職員の組織運営及び上級寮生による下級寮生への指導，寮父による主に１年
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生への特別な配慮，さらに寮生会による自主的な活動など，全てが本校学生寮の根幹を成してい

る。これらにより本校学生寮は，生活の場及び勉学の場のみならず，人格形成の場としても有効

に機能しており，優れた配慮がなされていると認められる。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

進路指導は，学級担任が中心となって，これを行っている。就職支援を効率よく進めるために，打

ち合わせ会議が開かれている。資料７－２－④－１及び資料７－２－④－２に，その内容を示す。 

資料７－２－④－１
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（出典 平成１７年１月２６日就職担当者打合会議資料）

 

 

資料７－２－④－２



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－502－ 

 

（出典 平成１７年１月２６日就職担当者打合会議資料）

 

 

 

 また，学生の意識向上をめざして，第４学年を対象に，就職講演会が開催される。これは第４学年
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学級担任によって企画される。この内容を資料７－２－④－３に示す。 

資料７－２－④－３

就職講演会 

 

不開示資料 

 

（出典 学生主事室所蔵資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専攻科進学・大学編入学及び大学院入学希望者ガイダンスは，資料７－２－④－４に示す要領で実
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施される。学生課前には進路コーナーが整備され，学生はこれを利用し，質問があれば，学生課に相

談することも可能である。同コーナーを資料７－２－④－５に示す。 

 

資料７－２－④－４

 

（出典 平成１７年１２月１４日教員会議資料）

 

 

  

 資料７－２－④－５

        

 

 

(出典 学生主事 Web ページ学内用)

 

 

保護者に対する説明としては，第４学年までの学級における保護者懇談会，地区保護者懇談会で，

進路・学生指導に関する話題がとりあげられる。さらに，第５学年の開始時に，資料７－２－④－６

に示す学級懇談会が開催される。 

 

 

 

資料７－２－④－６
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 (出典 平成１８年１月１８日学級担任会資料)

 

 

 

 

 就職対策費を資料７－２－④－７に示す。 
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資料７－２－④－７

（抜粋） 

 

 

（出典 平成１７年度教育後援会総会資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

就職や進学などの進路指導を行う体制は，生活指導面での指導体制と同様，学級担任中心の体制

である。これはシンプルで強力な指導体制であり，前掲資料１－２－②－３「平成１６年度卒業者

・修了者の就職・大学編入学等進路状況」，および，資料６－１－③－１「平成１７年度卒業生・

修了生の業種別就職・編入学進路状況」に示すように，十分に機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

  「学生等からの要望及び意見等を汲み上げる意見箱の設置に関する申合せ」（資料７－１ 

 －③）を定め「意見箱」を設置し、本校学生、学生の保護者及び教職員からの要望や意見を 

 学生支援のための施策に反映させるため、ニーズの把握に努めている。 

  また、地元企業及び本校教育後援会の協力のもと、海外インターンシップ事業を平成１５ 

 年度から実施しており、毎年、２・３名の学生を実践的技術体験を通じて国際的に通用する 

 コミュニケーション能力を備えた技術者育成のため派遣している。 

 （改善を要する点） 

  現在、本校には全学生の約３割、３００人余の学生が寄宿舎に入居している。本校の寄宿 

 舎は老朽化が著しく、特にＡ寮は本校設立当初の昭和３９年３月に竣工した建物である。 

 そこに第１学年男子学生５３名と指導寮生の第２・３学年２９名が４名ずつカーテンで仕切 

 られただけの大部屋で生活している等、生活環境の整備が遅れている。このため、寄宿舎の 

 改修等が課題となっている。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 特別活動や選択科目受講のガイダンス等を整備し，毎年必ず実施している。オフィスアワーにより，

相談・助言体制を整えており，報告書にあるように多数の利用があり，機能している。 

以上のように，学習を進める上でのガイダンスを整備し，適切に実施している。また，学生の自主的

学習を進める上での相談・助言を行う体制も整備し，機能している。 

 留学生に対する支援体制として指導教員・チューター制度があり，適切に実施していることが報告

されている。 

 編入学生に対する支援体制として，入学前の事前指導の制度があり，報告書にその具体的な内容が

記載され，機能している。入学後は学力不足を補う補習制度があり，能力が補われていることが報告
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されており，機能している。 

専攻科課程においては，本校の海外インターンシップ制度で派遣先の確保，滞在中の指導等を受入

先と緊密に連絡を取り実施している。渡航費用については後援会からの補助があり，専攻科生を主体

に平成15・16年度は米国ピッツバーグ，平成17年度は英国ダーラムに合計5名を2～4週間派遣してい

る。 

TOEIC-IPテストを年5-6回実施し，専攻科生は修了時にほぼ100％，TOEICスコア400以上をクリアし

ている。補習等を英語科が中心となって実施しており指導体制が機能している。 

 以上のように，特別な学習支援が必要な者（留学生，編入学生）に対して，学習支援体制が整備さ

れ，機能している。 

学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制，特別な支援が必要な者への生活面での支

援体制，および，就職や進学などの進路指導を行う体制は，本校においては学級担任を中心とする支

援体制である。学年主任がまとめ役となり学生相談室と各主事と連携をとるこの学生支援体制は，

「組織はフラットに」との原則に合致し，機動性に富み適切に機能している。 



岐阜工業高専門学校 基準８ 

 

－508－ 

基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されている

か。 

（観点に係る状況）  

本校の施設概要は資料８－１－①－1及び資料８－１－①－２に示すとおりであり，校地，各種

施設など高等専門学校設置基準の第６章「施設および設備等」の条件を満足している。また，施設

・設備は，平成１２年度に作成された「国立学校施設長期計画書」に基づいて継続的に整備・充実

が図られている。同時に平成１８年６月１日付の「同計画書」（資料８－１－①－３）で見直しと

検討を加え，これらに沿った改修計画を推進している。 

資料８－１－①－１

設置必要面積と保有面積の比較 

                                                  単位：㎡      

区 

分 

番 

号 

面積区分   

名  称 

調査 

単位 

番号 

調 査 単 位 

名     称 

保  有

面  積

必  要

面  積

自己整備保有

面 積 （ 寄 附

等） 

保有 

面積 

要整備 

面 積 

備

考

 

7010 工業高専校舎 16,886
31 

高等教育・ 

研究施設 7610 高専電算機施設 300
17,358 0 17,186 172

 

32 高専図書館 7210 高専図書館 1,548 1,600 0 1,548 52  

7310 高専屋内運動場 3,497

33 高専体育施設 7320 高専屋内運動場附属

施設 

698 2,735 1,226 4,195 -234

 

34 高専支援施設 7410 高専福利厚生施設 1,310 1,546 170 1,310 406  

0000 職員宿舎 1,466
35 高専宿泊施設 

7510 高専寄宿舎 5,996
7,460  0 7,462 -2

 

7110 高専管理部 2,338
36 高専管理施設 

7120 高専一般管理施設    73
2,124 0 2,411 -287

 

7810 高専渡り廊下 109
37 高専設備室等 

7910 高専設備室 432
432 109 541 0

 

 計   34,653 33,255 1,505 34,653 107  

                                           

          

        （出典：会計課施設係）  
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本校では，各教室の面積（資料８－１－①－４）は78～116㎡（全25室中24室が80㎡以上）あり，

文部科学省が定めた面積（約70㎡）と比較しても十分である。 

運動場・体育館などの体育関係の施設（資料８－１－①－５）も十分な面積を確保している。 

図書館（資料８－１－①－６）などの一般的な施設のほか，情報処理センター（資料８－１－①－

７）とＬＬ教室（資料８－１－①－８）が整備され，それぞれ情報処理学習と語学学習に効果を発揮

している。 

また，第一学年および第二学年は一般科棟に，第三学年及び第五学年の教室は専門学科棟に，第四

学年の教室はマルチメディア教育棟に配置している。第四学年の全ての学生用机にパソコンを設置し，

マルチメディア教育を可能にしている。全ての教室はエアコンを有しており，環境を整備している。 
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          資料８－１－①－２

配 置 図                              

 

（出典：会計課施設係）
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資料８－１－①－３

国立学校施設長期計画書（表紙と目次） 

 

                              （出典：会計課施設係） 

 

 

資料８－１－①－４

「教室面積一覧」 

教室面積一覧 （ｍ２）     

  １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 

機械工学科 85 88 80 82 87 

電気情報工学科 88 88 80 82 87 

電子制御工学科 88 85 87 82 87 

環境都市工学科 78 88 80 82 116 

建築学科 85 88 85 82 112 

 

（出典 施設資料より抜粋）
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資料８－１－①－５

「体育関係施設面積」 

 

     使 

 

 

 

 

 

 

   体育施設等 

 

 

第 一 体 育 館 

第 二 体 育 館 

武   道   館 

安 藤 記 念 館 

屋 内 運 動 場 

水 泳 プ ー ル 

 

 

SRC2 

SRC1 

W1 

SRC1 

S1 

RC 

 

    1,286 

      885 

      336 

      789 

193 

      660 

 

講堂兼用 

バスケット

剣道 

卓球,柔道 

 

25m 6コー

ス 

 

 

 

（出典 学生便覧）

使  用  区 

分 

面   積 備          考 

 

校 舎 等 

グランド等 

     ㎡ 

50,975 

   37,870 

 

 

 

野球場,サッカー,ラグビー場,400m トラック 

庭球コート(4 面)，プール(25m 6 コース) 

 

 図書館の１階には閲覧室と書庫，２階には情報検索支援室を備えている。 

資料８－１－①－６

図書館の整備状況 

 建物名  図書館   建築年   昭和47年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建 

            建築面積  1,916㎡  （図書館１・２階 1,548㎡） 

主な部屋  閲覧室 329㎡  ビデオルーム 121㎡  保存書庫 81㎡ 

       安全開架書庫 81㎡  情報処理検索支援室 162㎡ 多目的ホール 191㎡ 

閲覧席数  1階 87席  2階 30席  計 117席     検索端末 3台 

 開館時間  月～金曜日 8：30～20：00   土曜日 9：00～16：00    

 （出典：会計課施設係）

  情報処理センターは，情報処理教育，ＣＡＩ（計算機支援による教育），ＣＡＤ（計算機支援に

よる設計）教育および卒業研究，学術研究にも利用できる各科共通の施設として機能。平成１３年

に学内ＬＡＮが更新され，１２台のワークステーションおよび教育用電算システムの１４６台のパ
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ソコンが稼動している。 

資料料８－１－①－７

情報処理センターの整備状況 

 

 建物名  図書館   建築年   昭和48年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建 

            建築面積  1,916㎡  （図書館２階 300㎡） 

  図書館２階  主な部屋 

   メインシステム室  1室  71㎡     ワークステーション  12台 

   サブシステム室   1室  68㎡     センタースイッチ     2台 

                                               フロントスイッチ   12台 

                        ＡＴＭスイッチ    3台 

                        スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×1 

   第１演習室  １室  81㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                  学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

   第２演習室  １室  81㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                  学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

第３演習室  １室  81㎡  学生用パソコン 48台  教師用パソコン 1台 

                   学生用プリンター 2台  

スイッチングハブ  100Ｍbps 16ｐ×5 

（出典：会計課施設係）

 

資料８－１－①－８

語学学習のための施設（ＬＬ教室）の整備状況 

 

建物名  １号館   建築年   昭和39年  平成12年 

            構造・規模 鉄筋コンクリート造３階建（Ｒ３・Ｓ３） 

            建築面積  3,992㎡   

  １号館３階 

   ＬＬ教室  １室  95㎡  （トレーナー室 １室 21㎡） 

   ＬＬ装置  学生卓  48席  一式 

   入力装置  ＶＴＲ ＬＤ パソコン オーバーヘッドカメラ カセットテープ 

   出力装置  プロジェクタ×１台 モニタＴＶ（天吊）×４台 

（出典：会計課施設係）

 

平成１２年度に電気工学科が，情報を専門とする電気情報工学科に改組され，全学科への横断的

な情報教育を実施している。特に第４学年には，より高度な情報教育・研究を優れた環境のもとで
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実践させる必要があり，これらの情報教育・研究に適した「マルチメディア棟」（６号館）を設置

し，第４学年を集約させ，高度な施設と設備のもとで教育・研究を行っている（資料８－１－①－

９）。 

このほか，学習環境を改善するために，全教室にエアコンが設置されている。 

 

資料８－１－①－９

情報教育のための施設（６号館）の状況 

 

 建物名  ６号館   建築年   平成12年 

     （情報教育） 構造・規模 鉄筋コンクリート造４階建（Ｒ４） 

            建築面積  1,120㎡   

  主な部屋 

  １階  クラスルーム 82㎡  教材作成室 34㎡  情報機器室 13㎡ 

  ２階  クラスルーム 82㎡  クラスルーム 82㎡ 

  ３階  クラスルーム 82㎡  クラスルーム 82㎡ 

  ４階  大講義室   133㎡  準備室       82㎡ 

                               （出典：会計課施設係）

 

本校には実習工場が設置されており，機械加工に必要な基本的な工作機械や設備に加え，コンピュ

ータを搭載したＮＣ工作機械，自動化された生産工程を学習するためのＦＡシステムを保有してい

る。（資料８－1－①－１０） 

 機械工学科では１年生～４年生で実習授業が開講されており，下級生では工作機械・溶接設備・鋳

造設備を利用した「ものづくり」の基礎を学び，ＮＣ工作機械のプログラミング，ＦＡシステムの制

御へと発展させている。さらに４年生では機械の設計・加工・組立といった一連の製造工程を体験す

る総合実習を行っている。電子制御工学科では１年生と２年生で実習授業が開講されており，工作機

械を使った加工技術の学習に加えて，ＦＡシステムとマイクロコンピュータによる機械制御実習を行

っている。 

 また，実習授業だけでなく，ロボットコンテストや文化祭の展示物ための製作活動，中学生や一般

の人々を対象とした「ものづくり」の公開講座等にも利用され，実習工場は学内外に開かれた「もの

づくり」の総合拠点として発展しつつある。 
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資料８－１－①－１０

実習工場の状況 

 

建物名  実習工場   建築年   昭和44・53年 

                 構造・規模 鉄骨造平屋建（Ｓ１）（１部中２階） 

                 建築面積  １階 781㎡  ２階 60㎡  計841㎡   

 主な部屋 

  ＦＡ工場 110㎡  機械工場 273㎡  鋳造工場 75㎡ 

  溶接工場  40㎡  鍛造工場  30㎡    メカトロ実習場 87㎡ 

 代表的な設備（カッコ内は数量を示す） 

   旋盤（１２） フライス盤（６） 形削り盤（１） シャーリングマシン（１） 研削盤１）

電気炉（３） ＣＮＣ旋盤（２） ＣＮＣフライス盤（１） マシニングセンタ（２） 放電

加工機（２） ＣＮＣ成形平面研削盤（１） 産業用ロボット（２） 教育用ロボット（４）

アーク溶接機（６） ガス溶接装置（５） ＦＡ教育実習システム（１） 

実習の作業部門（カッコ内は主な内容を示す） 

   機械加工（旋削・ねじ切り・フライス加工・平面研削） 仕上げ（けがき・ヤスリがけ・穴あ

け） 鋳造・鍛造（砂型鋳造・自由鍛造） 溶接（アーク溶接・ガス溶接） 自動組立て（教

育用ロボットの操作・プログラム） 自動加工（ＣＮＣ旋盤・マシニングセンタ加工） 機械

制御（マイコンによる機械制御） 電子組立て（電子部品の組立と基本操作） 生産の自動化

（ＦＡ／ＦＭＳ技術） 

                                （出典：会計課施設係） 

 

平成１４年度に，施設整備計画委員会において，全ての施設・設備について利用状況や安全性な

どの調査を行い，その結果が施設の点検・評価報告書にまとめられている（資料８－１－①－１

１）。 

その報告書には，身障者対応施設の不備など若干の問題点とそれへの改善案が示されているが，

施設・設備に関しては概ね有効な利用が図られているといえる。 

  建物等の安全管理については,耐震性能,ライフラインの管理,アスベストなどを現状把握すると

ともに計画的に改善し,安全な教育環境を目指し日常的に点検・整備を行っている。今後,安全管理

の重要性に鑑み,より確実性な安全管理システムの構築が必要となる。 
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資料８－１－①－１１

教育・研究設備評価結果（表紙と冒頭） 

 

（出典：会計課施設係）

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の施設・設備は高等専門学校設置基準の第６章「施設および設備等」を充足している。本校で

は，平成１２年に作成された長期計画書に基づき，中期計画を達成するため，継続的に整備が図られ

ている。既存施設については，平成１４年度において施設の点検評価を実施し，稼働率の低い部屋等

については，学科等を越えた共同施設とし，既存施設の有効活用に努めている。 

今後，教育・研究の高度化および多様化に対応できる施設の整備を図るとともに，既存施設の耐震

補強を含めた老朽化の解消および身障者対策の充実を図る必要がある。さらに，教育の高度化を推進

するための先端設備の整備も急務である。また，安全な教育環境を構築するため，老朽化したライフ

ラインの整備も併せて必要となる。 

全ての教室が充分な面積を確保し，エアコンを設置している。第四学年はマルチメディア教育に対

応しており，全ての机にパソコンを配備しているなど，教室に関しては充分整備し，有効に活用して

いる。 
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観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の情報ネットワークシステムは，情報処理センターをはじめとして１号館から６号館，専攻科

棟の事務・教育・研究棟を学内LANで結びさらに外部のネットワークと接続している。（資料８－１

－②－１） 

 

資料８－１－②－１(1/2)

 

（つづく） 

（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－１（2/2）

（承前） 

 

（出典 情報処理センター資料）

 

情報処理センターのシステム構成図を資料８－１－②－２に示す。 

岐阜工業高等専門学校情報処理センター利用内規を資料８－１－②－３に示す。情報処理セ

ンターを管理・運営するＩＴ戦略企画室部門委員会の内規を資料８－１－②－４に示す。 
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資料８－１－②－２

 

 

 

（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－３

岐阜工業高等専門学校情報処理センター利用内規 

制定 昭和50 年2 月19 日 

(目的) 

第１条 この内規は，岐阜工業高等専門学校情報処理センター運営規程第５条

の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校(以下「本校」という。)の情報処理センター 

(以下「センター」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的 

とする。 

(利用者の範囲) 

第２条 センターを利用できる者は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校の教職員 

二 本校の学生で教職員が利用を承認した者 

三 その他校長が許可した者 

(利用の手続) 

第３条 センターの諸施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は，あ 

らかじめ利用申込書に所定の事項を記入の上，これをセンター長に提出しなけれ 

ばならない。 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と認めた場合は，利用の手続を変更する 

ことができる。 

(利用の制限等) 

第４条 次の各号の一に該当する利用申込みは，これを承認若しくは許可しないもの

とする。 

一 利用の内容が情報処理センター設置の目的に反するもの。 

二 その他センター長が利用を不適当と認めたもの。 

(利用方式) 

第５条 センターの利用は，次の各号に掲げる方式によるものとする。 

一 メインシステム室の利用方式は，原則としてクローズドショップ制とする。 

二 第1 演習室，第2 演習室，第3 演習室及びサブシステム室の利用方式は，原則 

としてオープンショップ制とする。 

(利用できない日) 

第６条 次の各号に掲げる日は利用できない。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日 

三 年末年始の休日（12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日。ただし, 国民の 

祝日に関する法律による休日を除く。） 

四 春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中の土曜日 

五 雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六 その他センター長が必要と認めた日 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と認めた日は利用することができる。 
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(利用時間) 

第７条 センターの利用時間は，次のとおりとする。ただし，必要があるときは， 

延長又は短縮を行う。 

一 平 日 ８時３０分から２０時まで 

（ただし，１７時以降は第１演習室のみ利用可能） 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は１７時まで） 

二 土曜日 ９時～１６時まで 

（ただし，第１演習室のみ利用可能） 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとするときは，あらかじめセンター長の許可を得

なければならない。 

(機器の操作) 

第８条 メインシステム室内の機器を操作できる者は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校の教職員で，センター長がコンピュータの使用について十分な知識と経験を 

有すると認めた者 

二 本校の学生で，前号に定める教職員の指導のもとで操作する者 

三 その他校長が許可した者 

(利用の手引) 

第９条 利用者は，この内規に定めるもののほか別に定める「コンピュータ利用の手

引」に従わなければならない。 

(利用の取消，停止) 

第１０条 利用者がこの内規に違反し，センターの運営に重大な支障を生じさせたと

き，又は生じさせるおそれがあるとき，センター長は利用の承認又は許可を取り消

し，若しくは利用を一定期間停止することができる。 

（以下，省略） 

（出典 学生便覧）
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資料８－１－②－４

岐阜工業高等専門学校メディア委員会ＩＴ戦略企画部門委員会内規 

平成16 年6 月2 日メディア委員会決定

（設置） 

第１条 岐阜工業高等専門学校メディア委員会規程(平成１６年学校規則第１８号)第７ 

条第２項の規定に基づき，岐阜工業高等専門学校メディア委員会に，ＩＴ戦略企画部門 

委員会（以下「部門委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 部門委員会は，次の各号に掲げる具体的な事項について審議する。 

一 情報通信ネットワークの企画，研究開発及び維持管理に関すること。 

二 ＩＴ講習会等の企画立案に関すること。 

三 ＩＴ教育・研究の広報に関すること。 

四 情報通信ネットワークに接続するハードウエアに関すること。 

五 その他ＩＴ戦略企画に関すること。 

（組織） 

第３条 部門委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 ＩＴ戦略企画室長 

二 専任教員のうちからメディア委員会委員長が校長と協議の上，指名した者をもって 

充てる。 

（委員長） 

第４条 部門委員会に委員長を置き，ＩＴ戦略企画室長をもって充てる。 

２ 委員長は，部門委員会を召集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意 

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 部門委員会の庶務は，庶務課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この内規に定めるもののほか，部門委員会の運営に関し必要な事項は，部門委員 

会が別に定める。 

附 則 

この内規は，平成16 年6 月2 日から施行する。 

 

（出典 メディア委員会資料）

情報処理センターは第１演習室から第３演習室まであり，パソコンを校内LANに接続し，授業（資

料８－１－②－５）に使用され，また時間外に利用されている（資料８－１－②－６）。 
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資料８－１－②－５

 

 
（出典 岐阜高専情報処理教育・研究報告 第３２号２００５）
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資料８－１－②－６

 

 

 

（出典 情報処理センター資料）

情報処理センター以外の事務，教育，研究棟にもネットワークに接続されたコンピュータが多数存

在しており，教員や学生の研究教育に利用されている。（資料８－１－②－７） 
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資料８－１－②－７

現在，ネットワークに接続されたコンピュータは，研究・事務用では５００台を超え，情報処理

センター演習室サブネットにはWin2000サーバに１５０台のクライアントを設置し，更に６号館教室

に２５０台のクライアントを設置し教育用に利用している。また，今後本校が推進するパソコンを

駆使した，マルチメディア教育の充実を図るためには，大容量の画像データを同時に多数の学生が

高速で閲覧できる環境を整えなければならない。更に，本校が広く一般に情報を提供しようとする

場合，その情報は不正アクセス等の脅威にさらされることとなり，特に個人情報の安全性確保が急

務である。そこで，レイヤ３レベルでのVLANによる利用者単位（学科等）のサブネット化による効

率化をはかり，画像・動画配信(Quick Time Streming, SCS, MUPS,岐阜情報スーパーハイウエイ)に

対応したネットワークを構築する。また，外部からの不正アクセス，ウィルスの脅威からネットワ

ークの安全性を確保する。以上を目的として，校内LANの再構築を行い，ギガビットネットワークシ

ステムを導入する。 

（出典 ＧＡＩＮ２仕様書）

ネットワークには情報セキュリティーポリシーに従ってセキュリティ機器が設置されており（資

料８－１－②－８），FireWall（資料８－１－②－１（2/2））とウィルス駆除用ハードウェアお

よびソフトウェアによって保護されている。（資料８－１－②－９） 

資料８－１－②－８

 

５．情報セキュリティ機器 

 

情報セキュリティ組織は，セキュリティを最大限確保するために，ファイアウォール装置， 

侵入検知装置等のセキュリティ機器を設置・維持・管理しなければならない。情報セキュリテ 

ィ機器の設置および運用は，少なくとも以下のような基準を満たさなければならない。 

（1）情報セキュリティ機器の最新性 

セキュリティ組織は，セキュリティ機器を可能なかぎり最新のものに保つよう努めなければ 

ならない。 

（2）問題への迅速な対応 

情報セキュリティ機器等で，セキュリティ上重要と考えられる事象が発見された場合，セキ 

ュリティ組織は，遅滞なく必要な対策をとらなければならない。 

（3）ネットワーク通信の監視 

情報セキュリティを確保するためには，ネットワーク通信の監視が不可欠であり，構成員に 

は，ネットワーク通信の監視が行われることを通知し，その了承を求めなければならない。 

（4）情報公開 

情報セキュリティ組織は，情報セキュリティ機器の運用状況をセキュリティ維持と矛盾しな 

い範囲でできるだけ詳細に構成員に公表しなければならない。 

（出典 岐阜工業高等専門学校情報セキュリティポリシー）

 

 

資料８－１－②－９
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セキュリティーシステムの概要 

 

１．ＮｅｔＳｈｅｌｔｅｒ／ＶＷ （ウイルス駆除用ハードウエア） 

   外部からの接続を制限する機能を持ち，ＳＭＴＰプロトコルが外部メール（中継） 

  サーバを総て通過するようにネットワークを構成し，ウイルスメール等の検出及び 

  駆除を行っている。 

２．Ｓｙｍａｎｔｅｃ Ａｎｔｉｖｉｒｕｓ スクールライセンス 

                 （ウイルス対策用ソフトウエア） 

    校内全員が使えるライセンスを購入し総てのＷｉｎｄｏｗｓパソコンにイン 

ストールされている。 

３．ＳｕｒｆＣｏｎｔｒｏｌ （フィルタソフトウエア） 

    教育用システムのサーバにインストールされており，学生用パソコン（情報処 

理センター・６号館）から不適切なＷｅｂの閲覧を制限している。 

 

（出典 情報処理センター資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校は情報処理センターや事務・教育・研究棟の多数のコンピュータがLANで接続され，外部の

ネットワークとも接続されている。これらはセキュリティで保護され，授業や研究，時間外での利

用が盛んに行われている。またネットワークに対する学生の要望は寄せられていない。これらのこ

とから本校では教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリティ管

理の下に適切に整備され，有効に活用されている。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校図書館は，図書館運営規程(資料８－２―①―１)に基づき，学生，教職員及び地域住民

のために，(1) 資料(図書，雑誌)の閲覧および貸出，(2) その他の資料(新聞，視聴覚資料

[VTR,CD,DVD など]，電子ジャーナル)の閲覧および利用，(3)蔵書検索および文献検索(雑誌二次デ

ータベース利用)とその利用講習，(4) 各種資料(岐阜高専紀要[現在 41 号]，岐阜高専図書館だよ

り[現在 35 号])の発行，(5) 図書館利用の案内および指導，など多数のサービスを実施している。 

 

資料８－２―①―１

岐阜工業高等専門学校図書館運営規程 

制定 昭和 56 年 12 月 19 日 

学校規則第７号 

（目的）  

第２条 図書館は, 教育及び研究に必要な図書館資料を収集, 整理, 管理し，本校教職員，学生及び一般利用者

の利用に供することを目的とする。  

（定義）  

第３条 前条に規定する「図書館資料」とは，次の各号に掲げるものをいう。  

一 図書（一般図書，参考図書）  

二 図書以外の資料（視聴覚資料，特殊資料）  

（館長の職務）  

第４条 館長は，校長の命を受けて次の事項を掌理する。  

一 図書館の運営及び管理に関すること。  

二 図書館資料の収集及び選定に関すること。  

三 図書館資料の利用指導に関すること。  

四 紀要の発行に関すること。  

五 その他図書館活動に関すること。  

（一般開放）  

第５条 地域社会の進展に寄与するため，一般利用者に対し，図書館の利用を認めることができる。  

（出典 ホームページ）

 

次に，本校図書館が所蔵する各種資料の数を資料８－２―①―２に示す。 

 資料８－２―①―２

岐阜工業高等専門学校図書館が所蔵する各種資料の数 

１）図書 

平成 15 年度末     平成 16 年度末     平成 17 年度(12/13) 

和   書：    58,369 冊     61,274 冊     61,758 冊、 

洋   書：     9,751 冊      9,810 冊      9,845 冊 

合   計：   68,120 冊     71,084 冊     71,603 冊 
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２）雑誌 

平成 15 年度      平成 16 年度       平成 17 年度 

学術雑誌：      90 種       76 種        76 種 

一般雑誌：     134 種      115 種       115 種 

合  計：     224 種       191 種        191 種 

３）その他 

平成 15 年度      平成 16 年度       平成 17 年度 

電子ジャーナル及び 

二次データベース     2 種      4 種       4 種 

新 聞          11 種         11 種         11 種  

視聴覚資料 

       ＶＴＲ（ＶＨＳ）       172            182           182  

       ＬＤ                   114            114            114  

       ＤＶＤ                  58             76            113  

（出典 図書館資料）

 さらに，図書館資料の分類別の資料数を資料８－２－①―３に示す。 

                                資料８－２－①―３ 

岐阜工業高等専門学校図書館が所蔵する資料の分類別資料数 

人文科学 

   総記   １６８９冊    哲学・宗教 ２４２１冊   歴史・地理 ５４６１冊 

   社会科学 ６０５６冊    芸術    ３１５４冊   言語    ３４２０冊 

   文学  １１７２１冊 

自然科学・医学薬学 

   科学理論他  １４４１冊    数学  ６７４１冊    物理学  ４０７９冊 

   化学 １５７７冊      地学 ８５４冊     生物学・植物学・動物学 ６５３冊 

   医学     １０７４冊    天文学  ２３３冊 

工学・技術 

   工学基礎学他 ５６７２冊  土木工学（建設）５８３６冊   建築学 ５６６７冊 

機械工学  ３４１９冊    電気工学 ６７７５冊    化学工業  ４３１册 

海事工学・採鉱冶金学・製造工業・家事  ２８０册   

産業  ８６９册 

（出典 図書館資料）

 

本校図書館においては図書等の整備方針（資料８－２―①―４）に従って，受け入れ図書の決

定をしている。 
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資料８－２―①―４

図書館及び図書の整備方針 

 

    ・図書館の利用促進と効率化を図る。 

蔵書の増加と書架の増設を目指す。年間 500 冊程度の増加で平成 20 年度には７万５千冊以上の蔵書

を達成させる。 

    ・地域図書館との連携 

岐阜県内の図書館間の蔵書データベースの検索システム「岐阜県横断検索」に平成 17 年度参加 

  ・長岡技大提案による長岡－高専統合図書館システムに平成 19 年度参加予定 

  ・受け入れ図書の決定方法として，学生推薦図書はメディア委員会の議を経て、学科及び専攻科各教員に

選書させて購入する。 

（出典 図書館資料）

 

最近３年間における図書の受け入れ実績を資料８－２―①―５に示す。平成１７年度以降，教

員の購読済み雑誌や研究済み図書の図書館への集中化を呼びかけており，図書と雑誌の有効活用

を推進している。 

資料８－２―①―５

図書受け入れ実績 

 

   ・最近３年間の受け入れ実績 

        平成 15 年度     平成 16 年度     平成 17 年度 

          344 冊          295 冊         236 冊 

・ 学生が図書館に備えて欲しい図書は図書リクエスト用紙に記入して図書館へ提出させる。実績はつぎの

とおり. 

       平成 15 年度     平成 16 年度     平成 17 年度 

             62 冊           90 冊            20 冊 （12/13） 

・ １学年，４学年の各学級２名（計 20 名）を引率して大型書店でブツク・ハンティングを行い、学生が

選書した図書はメディア委員会の議を経て、購入している. 

   平成 15 年度     平成 16 年度     平成 17 年度 

             －            204 冊          177 冊 

（出典 図書館資料）
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本校図書館では，利用の促進，地域への貢献を図るために以下の取組みを実施している（資料８

－２―①―６）。 

資料８－２―①―６

利用の利用促進，地域への貢献を図るための取組み 

1 ）夜間（17:10～20:00），土曜日（9:00～16:00）も開館して学生の自主的学習環境を整えている。 

  ２）学生の卒業研究、実験レポートの提出や宿題などの資料の調査、収集ができるように，本校図書館をはじ

め岐阜県下図書館及び全国大学図書館の資料（文献，図書等）が検索できる検索用パソコンを設置してＩ

Ｔ化に努力している。  

３）学生が選書しやすいように図書を系統的に分類して書架の配置など工夫をしている。 

４）毎年、読書感想文・自由投稿文コンクールを実施して、学生に図書を読ませる習慣を付けさせ、図書館

を利用させている。 

５）課外授業、卒業研究等に利用できるグループ学習室として、ビデオルームが準備されている。 

６）平成１７年度に基礎専門の洋書約 1000 冊を配架することにした。 

７）文献検索マニュアルを整備して、文献検索講習会を実施している。 

８）新入生ガイダンスの折りに図書館利用の説明を行っている。 

９）学内外の利用者に対して図書館に関するアンケート調査を実施している。 

10）近隣の高等学校，中学校，市町村役場及び教育委員会等に一般開放の案内ポス           

ターを送付している。一般開放の案内を近隣の市町村広報誌への掲載に努めている。 

11）毎年、図書の企画展示を実施している。 

（出典 図書館資料）

 

本校図書館における利用実績等（図書等貸し出し数、図書館入館者数）を資料８－２―①―７に

示す。 

資料８－２―①―７

図書等貸し出し数及び図書館入館者数 

  ・図書等貸し出し数 

          平成 15 年度：6,281 冊         （学外者：116 冊） 

      平成 16 年度：8,627 冊         （学外者：70 冊） 

      平成 17 年度：5,168 冊        （学外者：77 冊）  （12/14） 

 

    ・図書館入館者数 

          平成 15 年度：45,063 人       （学外利用者：73 人） 

      平成 16 年度：48,601 人       （学外利用者：105 人） 

      平成 17 年度：32,344 人        （学外利用者：109 人）  （11/30） 

（出典 図書館資料）
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また，資料８－２－①－８に示すように、定期試験の時期（６月、９月、２月）には多数の学生が

図書館を利用している。 

資料８－２－①－８

定期試験時期の図書館入館者数 

 

            年度     月平均    ６月     ９月     ２月 

時間内入館者数 平成１６年  ３３２０人  ４５２３人  ５１０３人  ３７０８人 

平成１７年  ３２９１人  ３６７１人  ４２６７人  ４９５８人 

 

時間外入館者数 平成１６年   ５４４人   ９１６人   ８１７人   ９５２人 

平成１７年   ６００人   ６２８人   ９９４人  １０１８人 

 

土曜日入館者数 平成１６年   １８５人   ３０７人   ２９２人   ２２７人 

平成１７年   １９６人   ２７４人   ４７０人   ２３６人 

（出典 図書館資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

図書館には，図書、学術雑誌，視聴覚資料，その他の教育研究に必要な資料が，特定の分野に大き

く偏ることなく系統的に整備され，学習および研究の遂行に便宜が図られている。これらは本校学生

や教職員のみならず，地域貢献の一環として地域の住民にも開放されている。さらにＷｅｂ上で蔵書

を検索できるシステム（ＯＰＡＣ）が稼働しており，また平成１７年度からは，岐阜県横断検索シス

テムに参加して岐阜県下の大学，公立図書館の多くの充実した図書，学術雑誌，視聴覚資料も共用し

易くなった。 

また，リクエスト図書やブック・ハンティングにより学生の希望する図書を受け入れるシステムを

設けるなど，図書等の整備方針に従って計画的に蔵書等が整備されている。 

そして，読書感想文コンクールなどを実施して図書館への関心を高め，図書館の利用を促進するよ

う努力している。また，土曜日および夜間開館の実施により学生および一般利用者の利便性が高めら

れており，さらに専攻科学生を対象に文献検索講習会を実施するなど，電子ジャーナル，二次データ

ベースの活用を推進している。これらの施策により利用者数および貸出図書数は徐々に増加しており，

とりわけ定期試験の期間には高い利用度で図書館が活用されている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

   全ての教室が十分な面積を確保し，エアコンを設置している。第四学年の教室はマルチメディ

ア教育に対応しており，全ての机にパソコンを配備し，ほとんどの授業がこの教室で実施されて

いる。稼働率の低い部屋等については，学科等を越えた共同施設とし，既存施設の有効活用に努

めている。 

  情報ネットワークシステムは教職員のボランティア組織により，機動的かつ計画的に運用され

ている。 

図書館は岐阜県横断検索システムに参加して，岐阜県下の大学や公立図書館の所有する資料を

容易に利用できる。またリクエスト図書やブック・ハンティングにより学生の希望する図書を受

け入れる体制を設けている。文献検索講習会を実施して，電子ジャーナル，二次データベースの

活用を推進している。 

 

（改善を要する点）   

既存施設の耐震補強，ライフラインの整備を含めた老朽化の解消および身障者対策の充実を図

る必要がある。後者については各施設の一階部分にスロープを設置したが，２階以上にあがるこ

とは出来ないので，エレベーターの設置が急務である。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

施設・設備は高等専門学校設置基準を充足しており，長期計画に基づいて継続的に整備が図ら

れている。既存施設については点検評価に基づいて，稼働率の低い部屋等を共同施設とするなど

有効活用が図られている。今後，教育・研究の高度化および多様化に対応できる施設の整備を図

るとともに，既存施設の耐震補強を含めた老朽化の解消および身障者対策の充実を図る必要があ

る。さらに，教育の高度化を推進するための先端設備の整備も急務である。また，安全な教育環

境を構築するため，老朽化したライフラインの整備も併せて必要となる。 

校内の多数のコンピュータを有機的に結合し，外部ネットワークと接続される校内ＬＡＮは，

十分な程度のセキュリティ管理の下に適切に整備されている。ネットワークは，教育内容，方法

や学生のニーズを満たしており，盛んに利用されている。 

図書館には教育研究に必要な資料が，特定の分野に大きく偏ることなく系統的に整備され，学

生や教職員，地域の住民に開放されている。さらに蔵書検索システムが稼働しており，かつ，岐

阜県横断検索システムに参加して岐阜県下の大学、公立図書館の資料が利用し易くなっている。

また，リクエスト図書やブック・ハンティングにより学生の希望する図書を受け入れる体制を設

けるなど，計画的に蔵書等が整備されている。本校の教育・研究に関する活動内容を取り纏めた

紀要が定期的に発行され，本校の活動を広く社会に公開する一方，読書感想文コンクールなど，

図書館の利用を促進する努力がなされている。さらに専攻科学生を対象に文献検索講習会を実施

し，電子ジャーナル，二次データベースの活用を推進している。これらの施策により図書館の利

用度は徐々に高まっている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

点検評価・フォローアップ委員会（前述資料２－２－①－６）内の学習評価・フォローアップＷＧ

が教育活動の実態を示す資料を収集・蓄積し，適切な評価をする体制が整備されている。同ＷＧは全

ての教科目について提出される４点セット（成績評価資料，学生による授業評価・達成度評価及びフ

ィードバック報告書，クラス成績一覧表，シラバス）を点検し，適切に収集・蓄積されていることを

確認している（資料９－１－①－１）。 

資料９－１－①－１

第６回学習評価フォローアップ委員会議事録 

 

開催日時 ： 平成１７年３月２２日（火）１０：００～１２：１０ 

開催場所 ： 小会議室 

議題 

（１） 授業アンケート結果の公開 

・別紙の様式によりホームページ上に平成 17 年 5 月 31 日までに公開する。 

・ホームページによる公開は羽渕先生が担当   

・専攻科分については委員長が専攻科長に公開の是非を伺う。 

 

（２） 平成 16 年度学習評価フォローアップ委員会の総括 

・学習評価フォローアップ点検用資料の提出状況（Ｈ１７．３．２３現在）  

     

 授業アンケー

ト 

同フィードバック 達成度評価 評価資料別得点一覧 

人文 - ○ ○ × 

自然 - △ △ × 

専門基礎 - ○ ○ ○ 

Ｍ科 ○ ○ ○ × 

Ｅ科 ○ ○ ○ ○（印字） 

Ｄ科 ○ ○ ○ × 

Ｃ科 ○ ○ ○ × 

Ａ科 ○ ○ × × 

専攻科 ○ － － － 

 

・評価資料別得点一覧については平成 17 年度以降，提出の必要はなく，各科で保存 

・非常勤講師に対してファイル・用紙の一括提出を依頼する文書を委員長が作成 

 ・非常勤講師に対しては達成度評価報告書を授業アンケート集計結果が出る前に提出しても

らう。 

 ・平成 17 年度以降は達成度評価報告書の下欄に授業アンケートフィードバック結果を記載 

 ・授業アンケート集計ＯＣＲファイルをパソコン画面から整理を依頼するための文書作成を
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下村先生が担当 

 ・一部の学科で非常勤講師が授業中の口頭質問を有力な成績評価資料としているので委員が

改善を要請 

 ・Ｍ科の調査では，低学年では成績評価が高い科目に対し授業アンケート評価も高い傾向が

認められた。 

 ・複数教員担当の科目においては代表教員がまとめて授業アンケートを取ることを認める。

 ・体育の授業アンケートにおいては項目を体育用に読み替えて実施している。 

・授業アンケート集計結果，同フィードバック結果，達成度評価の提出締切日を卒業式前後

とする。 

・ＯＣＲ読取用パソコンをＵＳＢメモリ装着可能パソコンに換えることを要望 

・Ｅ科の科目コードの付け方についてＥ科委員が柴田良一先生に尋ねる。 

・専攻科の授業アンケートの集計において学年別ではなくＳ系，Ｋ系とする。 

・授業アンケートＯＣＲ読取用紙は業者印刷による新用紙のみを用いる。各委員はＨ１７．

４．１１．までに必要枚数を委員長に知らせる。 

 

（３）その他 

 ・教員面談はＨ16 年度委員が担当して，結果を記載したファイルをＨ１７．５．３１．ま

でに委員長へ提出 

 

出典 学習評価・フォローアップＷＧ議事録

 

（分析結果とその根拠理由） 

学習評価・フォローアップＷＧが学生による授業アンケートをはじめとして全教科目について教育

活動の実態についてのデータを収集・蓄積していて，その機能を十分果たしている。  

  

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反

映されているか。 

（観点に係る状況） 

学生による授業評価アンケートは平成１１年度に開始され，旧組織の自己点検・評価実施委員

会（委員会は各学科１名の委員から構成）により平成１５年度まで実施された。その間の授業ア

ンケート結果の推移を資料９－１－②－１に示す。 
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資料９－１－②－１

学生による授業アンケート結果の推移 

 
 

出典：平成１２年度自己点検・評価報告書

平成１６年度から組織改組を経て学習評価・フォローアップＷＧが担当し，その内容は大きく

授業評価，満足度評価，学習環境評価に関する項目に分類される（９－１－②－２）。 
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資料９－１－②－２

学生による授業評価アンケート項目 

 

 

 

出典 学習評価・フォローアップＷＧ議事録
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 アンケートは全ての科目について年２回実施する。教員は１回目の評価が低い２～３項目について

改善案を学生に伝え改善に努め２回目に改善状況を確認する。２回の結果はＷＧへ報告され（９－１

－②－３）改善状況を把握する。問題がある場合は同ＷＧとして改善を指示して改善状況を確認する。 

資料９－１－②－３

学生による授業評価・達成度評価アンケート及びフィードバック報告書 

 
 

（出典 学習評価・フォローアップＷＧ議事録）

（分析結果とその根拠理由）  



岐阜工業高等専門学校 基準９ 

－538－ 

学生の意見の聴取のうち，授業関連は学習評価・フォローアップＷＧによる授業アンケートとそれ

に対するフィードバックにより十分に実施している。その他の意見は意見箱により聴取している。 

 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況）  

観点６－１－⑤に述べたように，教育の状況に関するアンケート調査を卒業生（前述，資料６－１

－⑤－１及び資料６－１－⑤－２）と就職先企業（資料６－１－⑤－３及び資料６－１－⑤－４）に

対して実施している。その結果の一部については教員会議（資料９－１－③－１）において周知を図

っていて，ほぼ同じ内容を本校ホームページ上で公開（資料９－１－③－２）している。 

 

 

資料９－１－③－１

教員会議における卒業生アンケート集計結果の報告 

平成 17 年 11 月 16 日 教員会議資料

卒業生アンケートの結果 

                          自己点検・評価実施委員会

（１）アンケート実施日  ：平成１７年８月      

（２）アンケート対象卒業生 

 ・第１期卒業生（S43 年，1968 年 3 月卒）から 5 年とびに各クラス８名  合計 320 名 

次回以降 : 順次，1 期ずつ繰り下げ ＪＡＢＥＥ審査，認証評価を考慮して原則 4 年ごと 

【参考】前回 平成１４年に，最近 10 年間の卒業生各クラス 4 名を対象に実施 合計 200 名  

（３）アンケート回収率 

学科 
６８年

卒 

７３年

卒 

７８年

卒 

８３年

卒 

８８年

卒 

９３年

卒 

９８年

卒 

０３年

卒 
回収率

Ｍ 3 3 1 3 2 1 2 5 ３１％

Ｅ 5 4 1 2 1 4 2 2 ３３％

Ｃ 4 4 5 5 5 4 4 2 ５２％

Ａ * 6 4 3 2 6 3 3 ４８％

Ｄ * * * * * 3 1 4 ３３％

回収率 ５０％ ５３％ ３４％ ４１％ ３１％ ４５％ ３０％ ４０％ ４０％

（４）アンケート結果 －設問ごとの結果，上から原則 2 位まで－ 

①５年間一貫教育の意義 ：  

高専在学中もそう感じていたし，今でも意義があったと思う。 ４３％ 

  高専在学中はそう感じなかったが，今では意義があったと思う。３８％ 

②実践教育の意義 ： 

高専在学中もそう感じていたし，今でも意義があったと思う。 ４９％ 

  高専在学中はそう感じなかったが，今では意義があったと思う。３３％ 
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③高専在学中に学業以外で取り組んだこと ：クラブ ３８％，高専祭 ３１％  

④受けた授業でその後に特に役立った科目 ：専門の講義科目 ３３％，実験実習科目 ２４％  

⑤もっと学んでおいた方がよかった科目 ：一般科目 ４１％，専門の講義科目 ３１％ 

⑥入試 4 科目（国語，数学，理科，英語）の妥当性 ：今のままでよい ５６％，5 科目 ２６％ 

⑦入試問題の難易 ：難しい ３０％，どちらとも言えない ２６％，覚えていない ２３％ 

⑧推薦入学定員を各学科最大１５名の妥当性 ：多すぎる ５２％，適当 ２８％ 

⑨入試の成績等の情報開示の希望 ：希望あり ６５％，希望なし ２０％  

⑩岐阜高専受験希望者に対して勧める程度 ：ある程度勧める ５９％，大いに勧める １９％ 

⑪特にどの点を勧めるか（勧めると回答した人） ：5 年間一貫教育 ４４％，就職率 ３０％ 

⑫職場等での待遇上の満足度（最終学歴が高専卒） ： 

実績評価で不満なし ３８％，不満 ２５％，どちらとも言えない ２４％ 

⑬寮で生活した経験 ：当時も楽しく今でもいい経験 ７３％，当時は辛く今はいい経験 ２２％ 

⑭若鮎会の存在と活動内容 ：存在知るが活動内容知らず ７７％，存在・内容を知らず １６％ 

⑮若鮎会に期待すること ：定期刊行物 ５３％，定期的な懇親会 ２７％ 

⑯各科同窓会の存在 ：存在知るが活動内容知らず ４１％，存在・内容を知らず ４１％ 

⑰各科同窓会に期待すること ：定期的な懇親会 ４５％，定期刊行物 ３７％ 

（５）自由記載関連ほか 

 ・設問④と⑤における科目名 ：学科委員を通して科内で周知済み 

 ・設問⑱ 岐阜高専への提言 ：学科委員を通して科内で周知済み 

・設問⑯の各科同窓会の存在と活動内容の認知度について，学科による相違が認められた。 

 

（出典 平成17年11月教員会議資料）

 

資料９－１－③－２

卒業生アンケートの集計結果と分析（2005 年 8 月） 

 

岐阜高専は昭和 38 年に３学科でスタートして以来 42 年が経過し，現在は５学科に増設され，さ

らに 10 年前から専攻科生を加えて学生定員は 1040 名となりました。2004 年に独立行政法人化さ

れ，ＪＡＢＥＥ技術者教育プログラム認定校となり，2006 年には大学評価・学位授与機構から機関

別認証評価を受けます。 

このような状況のもとで本校における教育の成果を卒業生の皆様からアンケート調査することは有

意義であり，在学中・卒業後における本校への意見・要望をお伺いしました。第１期卒業生（S43

年，1968 年 3 月卒）から５年とびに各クラス８名，合計 320 名に対して郵送により調査用紙を送

り，回収率は 40％でした。   

卒業年度ごと，学科ごとの回収した人数・回収率，アンケートの集計結果とその分析を以下に示しま

す。 

（１）アンケート回収人数と回収率 ： 教員会議資料と同じ 

（２）アンケートの集計結果 ： 教員会議資料と同じ  

（３）アンケート結果の分析 

全体として以下のように纏められる。 
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○５年間一貫教育，実践教育には意義がある。  

○一般科目の重要さを認識した。 

○推薦入学 各科定員 15 名は多すぎる。 

○入試成績等の情報開示は必要 

○本校受験をある程度勧める。 

○職場等での待遇上の満足度は評価が分かれた。 

○寮生活はいい経験であった。 

○本校全体の同窓会（若鮎会）の認知度は高いが，各科同窓会は総じて認知度が低い。 

 

（出典 本校ホームページ）

 

有識者懇話会（資料９－１－③－３）を3回開催した。指摘内容(抜粋)を資料９－１－③－４に示す。 

資料９－１－③－３

 

表 XⅠ-2.1 有識者との懇話会要項 

 

                           制 定  平成 13 年 12 月５日 

１ 趣 旨 

岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の運営に関し学外の有識者の意見を求めるた

め，岐阜工業高等専門学校有識者との懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

２ 有識者 

（１）有識者は，本校の運営に関し，校長の求めにより意見を述べるものとする。 

（２）有識者は，学外者で本校の基本理念に関し，深い理解を有する学識経験者等のうちから，

校長が委嘱する。 

（３）有識者の任期は，２年とし，再任を妨げないものとする。 

なお，欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 懇話会 

懇話会は，毎年１回以上開催するものとする。 

４ 事 務 

懇話会に関する事務は，庶務課において行う。 

附 記 

 この要綱は，平成 13 年 12 月５日から実施する。 

 

 

 

 

表 XⅠ-2.2 有識者との懇話会委員名簿 

                                      （50 音順） 

氏    名 現              職 
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牛 込   進 岐阜県工業会会長，（株）TYK 取締役社長 

大 洞 孝 一 岐阜工業高等専門学校教育後援会会長 

岡本太右衛門 ナベヤ工業（株）会長 

熊 田 雅 彌 岐阜大学 工学部長 

坂 井 善 幸 岐阜工業高等専門学校同窓会（若鮎会）会長 

輔 老 英 淳 名城大学 理工学部後援会事務局長 

野 口   宏 中日新聞 岐阜支社 報道部長 

福 岡 秀 和 前豊橋技術科学大学副学長 

山 下 恭 郎 岐阜県中学校長会会長，八幡中学校長 

 

（出典：平成１４年度自己点検・評価報告書）

 

資料９－１－③－４

第 2 回有識者との懇話会における指摘内容と本校の対応案（抜粋） 

 

【委員からの指摘】 

企業の立場から，社会性のある人材育成を図って欲しい。その点，寮生活は有益である。 

【本校の対応案】 

学生会，寮生会や高専祭実行委員会は，校長から認証され，その役員はそれらの活動を通じて，

また校長と食事会を共にすることにより，社会的な責任感や，自主的活動能力が育つと思っていま

す。また，現在の寮は教官や事務官，寮父がきめ細かな指導をしているために，どちらかというと

教官主導型になっており，寮生は受動的に寮生会を運営しているのが実状です。個性の強い学生が

少なくなってきている今日，学生の社会性を育てる意味からも，本校の寮のような共同生活は重要

であり，現在のような教官側が主体となっている教育寮から，寮生が自律し，運営する自主寮へ転

換していくことが社会性を育てる意味では重要であると考えられます。しかしながら，最近の寮生

会は，行事等の企画や運営において積極性に欠けているのが実状です。この実状を踏まえて現在

は，まず寮生会執行部を中心に寮を活性化し，寮生自身の指導性などを養うとともに寮生活を充実

させることに努力している段階です。 

【委員の指摘】 

インターンシップの機会を増やしてはどうか 

【本校の対応案】 

インターンシップは，本校では校外自習として早くから制度化され，学科によっては必修的にな

っています。また近年学生も校外実習を望む者も増加の傾向にあります。しかし，第 4 学年以外の

学年にさらに増やすことは，受入れ側が近年の不況構造で難しいこともあり，またやはり学習修得

が未熟な者が，これ以上迷惑をかけることも考えられるので，今しばらくは第 4 学年に限定したい

と思います。 

【委員の指摘】 
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物理現象を見ないでシミュレーションでものを言うことが落とし穴となっている。（社会では）

技術力も大切であるが，幅広い人間性を重要視している。その面からも寮の存在は大切である。 

【本校の対応案】 

本校では，課外活動，学園祭，学内美化運動及びボランティア活動等によって，現実の人間関係

や活動から得られるものを体感してもらい，それを評価するようにしています。また，寮では教官

や事務官，寮父がきめ細かな指導をしているために，どちらかというと教官主導型になっており，

寮生は受動的に寮生会を運営しているのが実状です。個性の強い学生が少なくなってきている現

在，学生の社会性を育てる意味からも，本校の寮のような共同生活が重要であり，現在のような教

官側が主体となっている教育寮から，寮生が自律し，運営する自主寮へ転換することがより社会性

を育てる意味では重要であると考えられます。しかしながら，最近の寮生会は，行事等の企画や運

営において積極性に欠けているのが実状です。この実状を踏まえて現在は，まず寮生会執行部を中

心に寮を活性化し，寮生自身の指導性などを養うとともに寮生活を充実させることに努力している

段階です。 

 

（出典 本校庶務課資料）

外部評価委員との意見交換会(資料９－１－③－５)を２回開催した。２回目の内容（抜粋）を資料

９－１－③－６に示す。１回目の指摘に対する改善状況（資料９－１－③－７）も記載されている。 

資料９－１－③－５

外部評価委員との意見交換会 

 

第２回外部評価委員との意見交換会 タイム・テーブル 

１１：５５ 本校教職員 大会議室集合 （外部評価委員は受付後，校長室において休憩） 

１２：００ 外部評価委員との昼食懇談会 

１３：００ 意見交換会の開会宣言 [大野] 

１３：０１ 校長 挨拶 

１３：０６ 外部評価委員・本校教職員の紹介および日程の説明 [大野] 

 座長・副座長の紹介 

 学科推薦外部評価委員の自己紹介 

 本校教職員の自己紹介 

 日程の説明 

１３：１５ 本校全体に関する評価 ６０分   進行 [大野]  

 教務関連 豊橋技術科学大学副学長 松爲宏幸 委員 

 学生関連 岐阜大学副学長 古田喜彦 委員 

 質疑応答  

１４：１５ コーヒーブレイク １０分 

１４：２５ 学科に関する評価 ６５分 進行 [大野] 

 人文科目 岐阜大学地域科学部教授 末永豊 委員 

 自然科目  岐阜大学工学部機械システム工学科長 丸井悦男 委員 

 専門基礎 名古屋大学大学院工学研究科教授 一宮彪彦 委員 
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 機械工学科  オークマ（株）業務改革推進部参事 桑原喜代和 委員 

 電気情報工学科  岐阜大学工学部電気情報工学科教授 仁田昌二 委員 

 電子制御工学科 （株）桜井グラフィックシステムズ開発設計部技師長 松尾龍繁 委員 

 環境都市工学科 岐阜大学工学部社会基盤工学科 六郷恵哲 委員 

 建築学科  名古屋工業大学名誉教授 福知保長 委員 

  質疑応答  

１５：３０ 学内見学    案内 [大野，山田教官] 

 マルチメディア教育機器利用による講義（４Ｄ）の見学  担当 [篠原教官] 

 電子システム系関連のデモ実験の見学 担当 [奥川教官] 

 建設工学系デモ実験の見学 担当 [和田教官] 

１６：００ 終了 

（出典：平成１４年度自己点検・評価報告書）

 

資料９－１－③－６

外部評価委員からの書面評価結果 

 

（１）書面評価としていただいた 5 段階評価を以下に示す。 

 

 ５段階評価   

 
５：優れている    ４：やや優れている   

３：普通 
  

 ２：やや劣る    １：劣る   

評    価    項    目 評 価 御  担  当 

  教育理念関係 4 松爲 宏幸 先生 

  学生の受入れ関係 5 松爲 宏幸 先生 

学 本科の１及び３－７事項関係 4 松爲 宏幸 先生 

校 専攻科関係 3 松爲 宏幸 先生 

に 厚生補導関係 4 古田 喜彦 先生 

対 寄宿舎（学寮）関係 3 古田 喜彦 先生 

す 情報化への対応関係 4 松爲 宏幸 先生 

る 教育・研究活動関係（全般） 4 松爲 宏幸 先生 

評 卒業生・保護者・社会との連携１－３事項関係 4 古田 喜彦 先生 

価 卒業生・保護者・社会との連携４－７事項関係 3 松爲 宏幸 先生 

  図書館関係 2 松爲 宏幸 先生 

  学校運営と組織の連携関係 3 松爲 宏幸 先生 

  自己点検・評価及び外部評価体制関係 3 松爲 宏幸 先生 

  一般科（人文）のカリキュラムに対する評価 5 末永  豊 先生 

  一般科（人文）の教育・研究活動に対する評価 4 末永  豊 先生 

  一般科（自然）のカリキュラムに対する評価 5 丸井 悦男 先生 
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  一般科（自然）の教育・研究活動に対する評価 4 丸井 悦男 先生 

学 専門基礎のカリキュラムに対する評価 5 一宮 彪彦 先生 

科 専門基礎の教育・研究活動に対する評価 5 一宮 彪彦 先生 

に 機械工学科のカリキュラムに対する評価 5 桑原 喜代和 様 

対 機械工学科の教育・研究活動に対する評価 4 桑原 喜代和 様 

す 電気情報工学科のカリキュラムに対する評価 4 仁田 昌二 先生 

る 電気情報工学科の教育・研究活動に対する評価 4 仁田 昌二 先生 

評 電子制御工学科のカリキュラムに対する評価 5 松尾 龍繁 様 

価 電子制御工学科の教育・研究活動に対する評価 4 松尾 龍繁 様 

  環境都市工学科のカリキュラムに対する評価 4 六郷 恵哲 先生 

  環境都市工学科の教育・研究活動に対する評価 4 六郷 恵哲 先生 

  建築学科のカリキュラムに対する評価 4 福知 保長 先生 

  建築学科の教育・研究活動に対する評価 3 福知 保長 先生 

（出典：平成１４年度自己点検・評価報告書）

 

 

 

資料９－１－③－７

 

第１回外部評価委員との意見交換会において指摘事項に対する改善状況（抜粋） 

 

平成１０年度に開催された第１回外部評価委員との意見交換会において外部評価委員からいただ

いた助言等のうち下線部に対する改善状況を以下に示す。 

（１）学校全般の点検項目に対する評価，意見，助言              

◆基本理念：  

◇外部評価委員の意見・助言 

（前略）教育目標が，総花的な内容となっており，高専教育，特に岐阜高専としての特色を明確に

示し，それを強調した部分が欲しいと思います。 

将来構想は，指針に示された事項が，（中略）具体的な方策及び成果として示されるよう，今後

の教育改革の進展に期待しております。 

◇点検・改善状況 

 本校の教育理念は，平成 4 年に制定され，今日に至っているが，委員の助言通り，字面から，本

校の特色的なものが見えない。概念的で，ある意味ではどこでも通じる一般的なものであることは

否めない。  

学校の個性・特色化が叫ばれ，新たに法人化を迎えようとしていること。折しも，本校が明年，

創立 40 年という節目に当たること。また，現在，国際化に対応すべくＪＡＢＥＥに認定のために

取り組みを手がけたことなど大きな変革期である。 

これらを契機として，学生をはじめ，多くの人々に対しても岐阜高専が目指す姿が明確に理解さ

れやすいように箇条書きにすることなど，これまでの実績を踏まえた新たな基本理念を策定すべく
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検討中である。この理念をもとに，教育目標や年々の重点目標も見直したいと考えている。 

◆学生の受け入れ 

◇外部評価委員の意見・助言 

（前略）一年次推薦入学，四年次編入学，専攻科学生の門戸を広げ，「ものづくりの能力」を重視

した新しい選抜方法を検討することを希望します。 

◇点検・改善状況 

① 第一年次の推薦入学に関しては，指摘を受け平成 11 年度では推薦枠の２０％であったが平成

12 年度から３０％に上げた。なお近年はその３０％を裕に越えての推薦応募者がある。 

② 第四年次の編入学に関しては，平成 15 年度で初めて募集停止の学科がでた。これは前年度原

級留置きの学生が多量にでた学級があり，翌年の学級構成を考慮すると，受入れても編入学生に教

育環境面でマイナスになるとの判断で募集を止めたが，今後はこうした募集停止が起きないよう教

育指導に意を払いたい。 

③ 専攻科生は定員をはるかに越える応募者と合格者があり，今日特に問題はないが，増えすぎる

と，教室収容など教育環境の保持が難しくなる恐れもある。 

④ 入試の抜本的改革は，現在文部科学省の指導要録の改変による評価の改変の目途がたつ平成

17 年度を目標に入試制度を根本的に洗い直し，新たな方法を構築する予定である。 

 

（出典：平成１４年度自己点検・評価報告書）

 

独立行政法人化後に有識者懇話会を改組し，資料９－１－③－８の参与会を設置した。 

資料９－１－③－８

岐阜工業高等専門学校参与会規程 

制定 平成１６年８月２５日

学 校 規 則  第３８号

（設置）  

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，広く学外有識者の意見を聴くため，参与会 

を置く。 

（任務）  

第２条 参与会は，次の各号に揚げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，及び校長に対して助言 

又は勧告を行うものとする。 

一 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 

二 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する事項 

三 その他本校の運営に関する事項 

（組織）  

第３条 参与会は，次の各号に掲げる参与若干名で組織する。 

一 大学又は高等専門学校等の教育研究機関の教員等 

二 産業・経済界の関係者 

三 本校の所在する地域の関係者 

四 本校を卒業又は修了した者 

五 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

（委嘱）  

第４条 参与は，校長が委嘱する。 

（任期）  

第５条 参与の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長）  
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第６条 参与会に会長及び副会長を置き，それぞれ委員の互選とする。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（運営）  

第７条 参与会の会議は，校長が招集し，会長がその議長となる。 

（庶務）  

第８条 参与会の庶務は，庶務課において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成１６年８月２５日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校有識者との懇話会要綱（平成１３年１２月５日校長裁定）は，廃止する。   
 

                     （出典 岐阜工業高等専門学校規程集）

 

前述したように，学生の就職先企業から本校における教育の成果をアンケート調査していて自己点

検・評価に反映させている（前述資料６－１－⑤－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  卒業生アンケート，就職先アンケート，有識者懇話会，外部評価委員会，参与会などにより，学外

関係者の意見を聴取して自己点検・評価に反映させている。 

 

 

 

 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策

が講じられているか。 

（観点に係る状況）  

毎年の恒常的な点検・改善システムとしてスパイラルアップ会議が担当している。中長期的な点検，

評価，改善については将来計画委員会が担当している。会議，委員会，ワーキンググループの一年の

活動はスパイラルアップ会議に活動報告書として提出する。スパイラルアップ会議ではこれを点検・

評価し，必要であれば改善案を提示するよう指示する。スパイラルアップ会議規程を資料９－１－④

－１，教育に関係した部分の組織の関連図を資料９－１－④－２に示す。 

資料９－１－④－１

「スパイラルアップ会議規程」 

岐阜工業高等専門学校スパイラルアップ会議規程 

制定平成１７年１月６日

学校規則第２ 号

設置） 

第１条岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，スパイラルアップ会議を置く。 

（審議事項） 

第２条スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる事項を調査審議する。 
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一教育点検システムに関すること。 

二学校運営の点検及び改善に関すること。 

三各会議・委員会等からの活動報告書の点検評価及び改善に関すること。 

四外部評価に対する点検評価及び改善状況の報告に関すること。 

五その他点検評価に関すること。 

（組織） 

第３条スパイラルアップ会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一校長 

二教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事 

三専攻科長 

四ＪＡＢＥＥプログラム責任者 

五点検評価･フォローアップ委員会委員長 

六事務部長 

七庶務課長，会計課長及び学生課長 

八その他校長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条前条第８号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議の招集及び議長） 

第５条スパイラルアップ会議は，校長が招集し,その議長となる。 

２ 校長に事故があるときは，教務主事がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条校長が必要と認めたときは，スパイラルアップ会議に構成員以外の者の出席を求め，説明 

又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条スパイラルアップ会議の庶務は，庶務課において処理する。 

附則 

１ この規程は，平成17 年1 月6 日から施行する。 

２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第８号の委員の任期は，第４条第１項の規定にか 

かわらず，平成17 年3 月31 日までとする。 

（出典 規則集）

 

 

資料９－１－④－２

「スパイラルアップ点検組織図」 
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（出典 教員会議資料）
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スパイラルアップ点検（JABEE対応の場合）の平成16年度の結果の一部を資料９－１－④－３に示す。 

資料９－１－④－３

「スパイラルアップ点検結果の一部」 

点検項目 

点

検

改

善

Ｇ 

平成１５年度末Ｊ

ＡＢＥＥ等検討委

員会による点検指

摘事項 

２００４年３月，

７月 

改善案・事項

（中間報告平

成１６年１２

月） 

自己点検改善

状況の評価

（平成１７年

３月 活動報

告書をもとに

スパイラルア

ップ会議で点

検評価・改善

指示） 

基準１ 学習・教育目標の設

定と公開 
  

      

(1)自立した技術者の育成を目的

として，ＪＡＢＥＥ基準１の(a)

− (h)の各内容を具体化したプロ

グラム独自の学習・教育目標が設

定され，広く学内外に公開されて

いること。 また，それが当該プ

ログラムに関わる教員および学生

に周知されていること。 

学

習

・

教

育

目

標

検

討

Ｗ

Ｇ 

学習・教育目標のよ

り具体的な表現と達

成目標，達成度評価

方法，評価基準の設

定を具体化する必要

がある。 

デザイン能力の具体

的な目標・養成法・

評価方法・評価基準

等を再構築する必要

がある。 

学級担任・主任など

を通じた説明につい

て，証拠等を残して

おくこと。 

具体的な表現と，

達成目標，達成度

評価方法及び評価

基準を平成 16 年

度中に確定し，平

成 17 年度以降に

実施できるように

検討している。 

平成１７年度プ

ログラム入学者

を対象に，スパ

イラルアップし

た目標が設定さ

れた。周知と公

開についてパン

フレットで四月

に確認を要す。

現時点ではＷ確

認されればＡ 

(2) 学習・教育目標は，プログラ

ムの伝統，資源および卒業生の活

躍分野等を考慮し，また，社会の

要求や学生の要望にも配慮したも

のであること。 

学

習

・

教

育

目

標

検

討

社会の要求や学生の

要望に配慮する必要

がある。 

企業，学生，本審査

などの指摘を受けて

改善する必要があ

る。 

企業及び学生を入

れた学習・教育目

標検討会議及び

JABEE 試行審査・

本審査の指摘事項

を考慮して，現在

検討している。 

企業，学生の要

望を反映してい

ることを資料で

確認した。 
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Ｗ

Ｇ 

基準２ 学習・教育の量         

(1) プログラムは 4 年間に相当す

る学習・教育で構成され，124 単

位以上を取得し，学士の学位を得

た者を修了生としていること。 

学

習

・

教

育

目

標

検

討

Ｗ

Ｇ 

第三学年の科目を入

れなくても達成でき

るように検討する必

要がある。 

工業高校からの編

入学を考慮し，本

科４年以上で達成

できるように検討

している。 

一部，第三学年

の科目が入って

いる。工業高校

からの編入学生

が４年以上で確

実に達成できる

ようにシステム

化しているが，

専攻科入試によ

る評価等を取り

入れることが望

まれる。 

 

（出典 教員会議資料）
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FD活動はFD推進会議で計画実施し，点検結果をスパイラルアップ会議に報告することを規程で定め

ている。資料９－１－④－４に該当部分の規程を示す。 

 

資料９－１－④－４

「教育改善活動実施規程」 

 

（出典 規則集）

スパイラルアップ会議への報告を資料９－１－④－５に示す。 
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資料９－１－④－５

「スパイラルアップ会議への報告」 

平成18年3月14日

スパイラルアップ会議委員長殿 

平成17年度ＦＤ活動報告書 

ＦＤ活動推進会議

 平成17年度のＦＤ活動の実施状況及び点検・改善について，次の通り報告します。 

１．基本的な取り組み方法について 

  岐阜工業高等専門学校における教育改善活動実施規程に基づき，ＦＤ活動推進会議を教務会議の下に設置し，

教務主事（稲葉），教務主事補佐（鈴木正））及び教務主事が指名する教員（亀山）3名で構成した。昨年度と同

様に，授業参観及び公開授業の実施要項を定め実施した。 

２．授業参観 

 １）教職員 

   １０月１７日（月）～１０月２１日（金）の授業参観週間を定め，自由に授業参観し，授業参観報告書を提

出した。参加者数は８０名であり，昨年度の１３４名から大きく減少した。今年度は学級懇談会（個人懇談）が１

０月１９日（水）に設定され，休講となったためと思われる。また，この期間は学級（個人）懇談会週間であり，

１９日に都合の悪い保護者が訪れるため，担任が参観する時間があまり取れなかったというシステム的な問題があ

った。来年度は，５月２２日（月）～５月２６日（金）と前期に設定し，教職員だけの一週間を確保した。 

   授業参観報告書は学科長に回覧した。内容については，学校全体として取り上げなければならないレベルの

ものはなかった。しかしながら，保護者による授業参観アンケートと異なり，よかった点・参考になった点，改善

するとよいと思った点及び感想を報告することになっており，学校全体で改善の方向になっているのかの指標には

なっていない。報告書に点検評価の項目を導入するかあるいは現在の報告で全体を把握する手法を導入するか検討

すべきである。平成１８年度早々にＦＤ推進会議で検討して改善案を提案したい。 

 ２）保護者 

   10月17日（月）及び18日（火）に授業参観を実施した。授業参観アンケートを実施し，学生の様子を２項

目，学習内容と指導について4項目を5段階評価した。参加者は29名であり，昨年度の67名から激減している。ま

た，「教員は学生にわかりやすいような指導をしていた」の評価は，平成１６年度は３．９の平均評価であったの

に対し，平成１７年度は３．６と下がっている。参加した保護者の減少との関連もあるので，単純に本校全体の授

業の質が下がったという結論を出すことはできないが，低い評価を受けた授業科目に関しては，来年度の前期に予

定している教員による授業参観の結果を見ながら改善を図っていく必要がある。 

   参加者の減少の原因は，昨年度は教育後援会の行事と合わせていたが，今回は，個別懇談（コアは水曜日）

にあわせたことによる。来年度は学級個人懇談と授業参観を一致させ，担任以外の平常授業を参観できるようにし

た。 

   自由記載欄に問題点が指摘されている例，及び評価が非常に低い科目については，来年度の前期の教員によ

る授業参観で，改善を確認する必要がある。 

３．公開授業 

   各学科，必ず，一回は実施し，教職員に内容を通知し，公開後，検討会を実施し報告書を提出した。報告書

については特に問題がなく，授業改善に役立っていると判断できる 

（出典 FD活動報告書）
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年度を越えた事項は将来計画委員会で点検・改善を指示するシステムを整備している。具体的には，

将来計画委員会のWGで教育課程への改定への指示をする。会議の規程を資料９－１－④－６に示す。 

資料９－１－④－６

「将来計画委員会規程」 

 

（出典 岐阜高専規則集）
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将来計画委員会の議事要旨を資料９－１－④－７に示す。 

資料９－１－④－７

「将来計画委員会議事要旨」 

 

（出典 将来計画委員会議事要旨）

将来計画委員会には４つのＷＧがある。 
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中期計画WGの議事要旨を資料９－１－④－８に示す。 

資料９－１－④－８

「将来計画委員会中期計画WG議事要旨」 

平成 18 年 3 月 13 日

将来計画委員会中期計画ＷＧ 

（学生に提供する教育サービスその他の業務の質的向上に関する目標） 

教員組織・教育課程・教育環境・学生支援計画ＷＧ議事要旨 

 

ＷＧ委員構成 

教務主事（委員長），学生主事，専攻科長，教務主事補佐，メディア担当，自然学科長，Ｄ学科長，Ｃ学科

長，学生課長 

 

日時 

 平成 18 年 3 月７日～13 日 電子会議 

議題 

１．活動内容について 

中期計画を点検しつつ，該当の項目について中長期的な観点から調査し，必要であれば将来計画委員会へ提

案することが了解された。 

 

２．教員組織について 

 下記の 5 項目について了承された。 

 １）一般科目，専門基礎及び専門学科の組織のあり方について，平成 16 年度に点検を担当する組織を設置し，

平成 17 年度に点検を実施とある。 

   対応：当ＷＧが担当する。各学科に教員配置の適切性について自己点検を依頼した。 

 ２）全校的な視野から既存の学科等の合理的な再編を検討し，学問の高度化・複合化・グローバル化に対応す

る柔軟な教育研究体制を検討する。 

   対応：平成 17 年度は大阪府立高専および福井高専の新しいシステムについて調査した。平成 18 年度以降

に最重点課題として将来計画委員会で審議する。 

 ３）優れた教員の確保のための公募制と，昇任人事に公募の併用を検討するとある。 

   対応：ポイント制による教員選考基準を導入した。着実な実行と制度の点検改善を平成 18 年度以降に実施

する。 

 ４）多様な背景を持つ教員組織 

   対応：教員交流人事に関する基本方針を定め実施した。平成 18 年度以降も継続して実施する。 

５）学位取得者の確保 

  対応：教員選考基準の導入，内地留学制度などにより確保する。学科間のアンバランスを是正するよう努

力する。 

 

３．教育課程について 

 教育課程について検討し，以下のように了承された。 
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 学修単位導入にあたり，3 年間の段階的導入計画はカリキュラム検討ＷＧで議論されたが，抜本的な改正を行

い，平成 19 年度入学生から適用するよう，平成 18 年度に準備する必要がある。カリキュラム検討ＷＧで検討を

開始するよう，将来計画委員会で審議・決定する必要がある。 

 

４．教育環境について 

 教育環境について検討し，以下のように了承された。 

 平成 17 年度中の教育用電算システムの更新ははかられた。バリアフリー化も一階部分については満足してい

る。エレベータの設置を継続して要求する。 

 

５．学生支援について 

 学生支援について検討し，以下のように了承された。 

 おおむね中期計画どおりに事態が進行している。 

「学生の就学及び進路に関する支援」では，英語検定等の卒業要件としての単位認定についての検討／就職・進

学に対するデータベース構築／進学希望達成率，就職希望達成率としてあげた数値の実現／に努力が必要であ

る。 

 また，「学生生活に関する支援」では，学生の要望を汲み取る体制が整えられた。しかし，学生のボランティ

ア活動の推進，及び，入寮を希望する低学年学生について，原則として全員の入寮許可する体制整備への努力が

求められる。 

 「学生及び教職員のメンタルヘルスに関する体制の整備」では，計画にあげられた各種講演，啓蒙，カウンセ

ラーの来校回数が計画どおり実行されているが，学生相談室の相談体制の整備にさらなる努力が必要である。 

（出典  中期計画WG議事要旨）

 

（分析結果とその根拠理由）  

毎年の教育の恒常的な点検・改善はスパイラルアップ会議で点検評価し改善している。中長期的な

計画は将来計画委員会が中心になり，下部組織のWGによって点検し，抜本的な改正を指示するシステ

ムを整備している。平成19年度からの教育課程の改正の検討を実際に指示している。 

 各種の評価（自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生による達成度評価）結果を教育

の質の向上，改善に結び付けるシステムを整備し，教育課程の見直し等，具体的な方策を講じている。 

 

観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

全教科目について年２回，学生による授業評価・達成度評価アンケートを実施し，教員から提出さ

れた報告書の１例を前述の資料９－１－②－３に示した。評価対象は授業内容，教材，教授法に関連

している。同資料には１回目のアンケート結果における評価の低い項目について教員が学生に説明し

た今後の改善内容についても記載されている。学習評価・フォローアップＷＧの学科委員は提出され

た報告書をもとに翌年度の早い時期に教員面談（資料９－１―⑤―１）を実施して改善状況を確認す

る。その結果は点検評価・フォローアップ委員会に報告され，さらに同委員会は上部組織のスパイラ

ルアップ会議へ結果を報告して次年度以降に向けての改善を図る。 
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資料９－１―⑤―１

教員面談報告書 

 

不開示情報 

 

（出典 学習評価・フォローアップＷＧ資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生による授業評価・達成度評価アンケートを年２回実施して学生へフィードバックし，学習評価

フォローアップＷＧが結果をまとめてスパイラルアップ会議へ報告して学校として把握している。 
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観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

・専門分野の研究 

  教員の研究状況は紀要に掲載している。活動件数を資料９－⑥－１にとりまとめて示す。 

            資料９－１－⑥－１

 教員の研究活動 

（出典 科学技術相談室報告）

 

研究を通して各教員が得た知見は自ずと教育に反映される。専攻科学生には特別研究の成果を学会

等で発表することを義務付けており，その多くが指導教員との共同研究の成果の形で発表される。こ

こ３年間の専攻科学生の研究発表件数を資料９-１-⑥-２に示す。 

            資料９－１－⑥－２

  学生による学会等における研究活動 

 

（出典 科学技術相談室報告）

 

 

専攻科では各教員の研究内容に係る科目を多数開設している。中でも「先端技術特論」は東海地区

の教員が交代で講義を担当し，研究内容を講義している。自らの研究を基礎的視点から見直し，教育

への還元を図る良い機会になっている。資料９－１－⑥－３に先端技術特論のシラバスを掲げる。 
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            資料９－１－⑥－３

  先端技術特論シラバス 

 

（出典 専攻科シラバス）

 

教育方法の研究については，文部科学省の現代的教育ニーズ取組み支援プログラム（現代ＧＰ）に

応募し，高専教育の特色である演習や実験などの実践型講義を e-Learning 化することを試みる「単

位互換を伴う実践型講義配信事業」が，平成１６年度に採択された。この事業では，専攻科科目「数

学アラカルト」の e-Learning 化への取組みが終了し，現在は新設科目「実験アラカルト」の開設準

備に取組んでいる。これを資料９－１－⑥－４に示す。 



岐阜工業高等専門学校 基準９ 

－560－ 

            資料９－１－⑥－４

 

 

（出典 本校ホームページ 平成 1６年度採択現代ＧＰ採択事業）

  

平成１７年度に採択された「創発的なものづくりリテラシー教育活動 －マイコン教材によるロボ

ット技術（ＲＴ）の啓発を目的とした地域貢献－」は，ロボットを用いた理科教育活動をベースに，

学生自身が考えたものづくりの基礎教育方法を，市民とともに小中学生を対象に実践することで社会

貢献のできるエンジニアを育成することを目指すもので，これを資料９－１－⑥－５に示す。 
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            資料９－１－⑥－５

 

 

（出典 本校ホームページ 平成１７年度現代ＧＰ採択事業）

 

さらに全国高等専門学校英語教育学会の中の，本校教員が代表を務める「英語語彙学習システム開

発チーム」により開発された英単語語彙リスト COCET3300 は WEB 教材に再編集され，全国高専および

理工系大学学生の英単語力の増進に大きく寄与している。これに基づく教育活動について平成１７年

度全国高専教員研究集会にて文部科学大臣賞を受賞した。 

  以上のように，本校では教育に関する幅広い研究が活発に実施されている。また，それら事業を

結合し，相互の活動を高度化するための仕組みとして「e-Learning 研究会」が設置され，その中で

主としてインストラクショナルデザインに関する研究が推し進められている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

各教員個々の専門分野に関する研究は盛んで，その内容の多くは特別研究の中で学生と共同で実施

されており，その成果は学生との連名による研究発表として結実している。また，「先端技術特論」

ほか各種専攻科講義等を通して教育内容を見直すなど，研究内容は教育に還元されている。 

 さらに，情報技術を活用した教育方法に関する研究および実践事業が活発に行われ，現代的教育ニ

ーズ取組支援プログラムに２件採択される一方，全国高専教員研究集会にて文部科学大臣賞を受賞す

るなど本校教員の教育に関する研究・取組みは大変活発で，着実に成果を上げている。 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

本校のFDは，保護者・教員による授業参観，学科主催の公開授業，フォローアップ点検による改善

により，総合的・系統的に実施している。FDの規程を資料９－２－①－１に示す。 

資料９－２－①－１

「FD規程」 

 

（出典 教員会議資料）
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上記の規程は平成17年に他のＦＤ活動をシステムとして実施できるようにまとめたものであり，そ

れ以前から個々の活動を実施していた。授業参観の実施要項（資料９－２－①－２）と参加状況（資

料９－２－①－３）を示す。 

資料９－２－①－２

「平成16年度授業参観実施要項」 

 

（出典 教員会議資料）
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資料９―２－①－３

「平成16年度授業参観参加状況」 

 

（出典 教員会議資料）
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平成16年度の公開授業の実施要項を資料９－２－①－４に示す。 

 

資料９－２－①－４

「公開授業実施要項」 

 

（出典 教員会議資料）
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公開授業実施後に報告書を提出している。一例を資料９－２－①－５に示す。 

資料９－２－①－５

「公開授業実施報告書」 

 

（出典 公開授業実施報告書）
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フォローアップ点検を毎年実施している。実施の概要を資料９－２－①－６に示す。 

資料９－２－①－６

平成 17 年 5 月 25 日

岐阜高専 授業担当の先生方へのお願い 

                             点検評価・フォローアップ委員長 

 

本校の授業担当では大変お世話になり，感謝いたしております。 

ＪＡＢＥＥによる認定，大学評価・学位授与機構による認証評価のために先生方には授業以外の

作業を多くお願いいたしております。本日は作業ごとにまとめてお知らせします。 

 

（１）学生による授業評価アンケート 

①どの科目についても 2 回（開講期間の中間時点と終了時点，下表を参照）実施してください。 

アンケートの実施時期 

    通年科目 前期科目    後期科目 

１回目 前期末 ６月中下旬 １２月中下旬 

２回目 学年末 前期末  学年末 

注1  後期科目において５年生については項目No.13及びNo.14の実施・不実施及び 

アンケート実施時期を担当教員が判断する。 

注2  学生の達成度自己評価（項目No.20～No.25）については，シラバスに記載さ 

れた授業目標を参考にして最大で６つまで授業目標を学生に板書をするなど 

して示す。 

②学科事務室にあるOCR用紙を用いて授業評価アンケートを実施し，終了後に学科事務室へご提出ください。 

③1回目の授業評価アンケート結果を本校教員が学科事務室経由でお知らせします。それを受けて，項目No.4～No.17

ち評価が低い２～３項目について学生に改善内容をご説明ください。 

（２）授業評価・達成度評価報告書 

①学科事務室にある用紙を用いて科目ごと，クラスごと，担当教員ごとに，次の要領で報告書を

作成し，学科事務室へご提出ください。 

②中間時点： 「学生による評価」欄に上記授業アンケート集計結果の評価点を少数点第１位ま

で転記 

       「教員による評価」欄に先生のご判断で 5 段階評価点（５：最良，１：最悪）を

整数で記入 

 終了時点： 「学生による評価」欄は本校教員が記入いたします。 

       「教員による評価」欄にのみご記入ください。 

③｢授業アンケート結果フィードバック｣欄に，評価が低かった項目番号と説明した改善内容をご

記入ください。 

（３）成績評価資料 

授業最終回(以後)に，シラバスに記載された下記①～③の成績評価資料を原則としてすべて学科

事務室にご提出ください。中間試験の答案についてはその都度ご提出いただいても結構です。  

①全学生の定期試験の答案，必要であればレポートなど 
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②定期試験問題の模範解答 

③クラス全員の定期試験及び小テストの得点，レポート評価などを示す一覧表（教員手帳のコピ

ーでも可） 

 

（出典 非常勤講師への依頼文書 平成17年5月25日）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 FDに関する全ての活動は規程によって決めおり，毎年，自動的に行われるようシステム化している。 

FDは教員・保護者の授業参観による評価，各学科で主催する公開授業及び学生による授業点検評価

の３種類の方法で，学校全体で総合的・系統的に実施している。特に，保護者による授業評価は他に

例がないものである。学生による授業評価は他でも実施されているが，教育改善に繋がるところが弱

い。本校では，フォローアップ点検により徹底した教育改善が実施されているところに特徴がある。 

以上のように，ＦＤは規程によって毎年，自動的に，組織として適切な方法で実施している。 

 

 

 

 

 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 
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（観点に係る状況）  

保護者による授業参観アンケートを実施し，点検評価している。一例を資料９－２－②－１に示す。 

資料９－２－②－１

「授業参観アンケートの一例」 

 

（出典 授業アンケート）
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公開授業実施後に検討会を開き，改善活動をしている。その一例を資料９－２－②－２に示す。 

資料９－２－②－２

「公開授業検討会」 

 

（出典 公開授業検討会報告書）

 



岐阜工業高等専門学校 基準９ 

－571－ 

フォローアップ点検の改善報告書を全科目について提出している。一例を資料９－２－②－３に示す。 

資料９－２－②－３

「改善報告書の一例」 

学

科 

電気情報工学

科 
学年 

４

年 
科目名 電子工学

科目コー

ド 
Ｅ06 

項

目

番

号 

1 回

目 の

評価 

点 検 ・ 評 価 項 目 及 び 学 生 へ 説 明 し た 改 善 

点 

２回目 

の評価 

10 3.2 

先生は学生の理解度を把握していましたか 

授業中に学生に多くの質問をして答えさせることを宣言

し，実行した。 

3.6 

16 3.1 

話し方，説明の仕方は適切でしたか 

できるだけゆっくりと，質問等をしながら，図を用いて説

明することを宣言し，実行した。 

3.6 

17 2.9 

板書，書画カメラ，ＯＨＰ等などによる資料提示は適切で

したか 

書画カメラおよび資料配布で図などの乱雑さを解消するよ

うに宣言し，実行した。 

3.5 

（出典 フォローアップ点検報告書）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 徹底した教育改善を実施するシステムを構築し，報告書に見られるように多くの改善例が報告され，

ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付いている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

教育全般にかかわる点検・改善を行うスパイラルアップ会議を整備し，すでに3回の点検改善ルー

プを実施している。 

  個々の科目について，シラバス及び成績評価資料等により内容及び水準が社会の要請する水準にあ

るかどうかを，他の教員が点検評価し，担当教員と面談するフォローアップ点検システムを整備し，

すでに5年の実績がある。年度中に改善を具体的に図るなど徹底した教育改善を実施している。 

 保護者による授業参観及び授業の評価は他高専では類を見ないものである。 

 

（改善を要する点）  

  なし 

（３）基準９の自己評価の概要 

スパイラルアップ会議が存在し，実際に点検評価し改善されている。 

 各種の評価（自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生による達成度評価）の結果を教



岐阜工業高等専門学校 基準９ 

－572－ 

育の質の向上，改善に結び付けるシステムを整備し，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策

を講じている。 

 FDは教員・保護者の授業参観による評価，各学科で主催する公開授業及び学生による授業点検評価

の３種類の方法で，学校全体で総合的・系統的に実施している。特に，保護者による授業評価は他に

あまり例がないものである。また，学生による授業評価は他の教育機関でも実施されているが，一般

的に教育改善に繋がるところが弱い。本校では，先に示したフォローアップ点検により徹底した教育

改善が実施されているところに特徴がある。 

 以上のように，ＦＤは組織として適切な方法で実施している。 

 本校では徹底した教育改善を実施するシステムが構築されている。FD報告書に見られるように多く

の改善例が報告され，ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校における資産は，平成 16 年 4 月の独立行政法人化に伴い，国から現物出資・譲与された資産が

大部分を占め，平成 18 年 3 月末現在の資産は，現金･預金等の流動資産 219,063 千円，土地，建物，

構築物，工具器具備品，車両運搬具等の有形固定資産 3,223,818 千円，電話加入権等の無形固定資産

2,069 千円等の総額 3,444,950 千円を有している。また，債務については，預り寄附金，未払金，未払

費用等の流動負債 252,804 千円，資産見返負債等の固定負債 92,865 千円の総額 345,669 千円であり，

短期・長期借入金は 0円である。（資料 10-1-①-1） 

 

資料 10-1-①-1  

資産現在額（平成 18 年 3 月末現在） 

資産 種類   数量 単位 金額（円） 

土地  106,936 ㎡ 1,200,000,000

建物 延べ面積 35,687 ㎡ 1,798,671,169

構築物   一 式 117,850,821 

工具器具備品   一 式 104,186,843 

車両運搬具   一 式 3,109,528 

有形固定資産 

計      3,223,818,361 

特許権   一 式 2 

電話加入権   一 式 220,000 

特許権仮勘定  一 式 1,849,276 

無形固定資産 

計       2,069,278 

投資その他の資産 長期前払費用  一 式 0 

合計         3,225,887,639 

                                （出典：会計課）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校における資産は，資料10-1-①-1で示すように教育研究活動等を安定して遂行するうえで不足は

ない。また，長期又は短期の借入金はなく，健全な運営をしている。以上のことから，十分な財務基

盤を有している。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 
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（観点に係る状況） 

 本校における平成 17 年度の経常的収入は，入学料，授業料，検定料，雑収入等からなる運営費交付

金対象収入として 278,028 千円であり，事業遂行に要する運営費交付金対象支出から運営費交付金対

象収入を差し引いた運営費交付金 1,102,548 千円が独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「高専

機構」という。）本部から配分された。さらに，施設の整備等に要する経費として施設整備費補助金

及び施設費交付事業費 16,532 千円の配分があった。（資料 10-1-②-1） 

外部資金については，受託研究・共同研究等の産学連携等研究費，寄附金，科学研究費補助金等を

毎年獲得している。（資料 10-1-②-2） 

外部資金獲得に対する方針及び組織体制としては，科学技術相談室を中心として地域企業等からの

技術相談等を積極的に受入れ，連携事業を展開することによって地域貢献を図ることとしている。 

なお，さらなる体制強化として，平成１７年度から地域の主要５銀行と提携し技術相談等の流れを

整えることとした。また，平成１８年度から新たに「岐阜高専フェロー」を設け，幅広い地域貢献を

目的としたコーディネーター役として本校 OB 教員３名を委嘱した。 

科学研究費補助金については，全教員が申請するよう教員会議で校長から毎年周知しているが，そ

の結果，平成１８年度の本校の採択件数は全高専の中で第１位となった。 

一方，運営費交付金対象支出は，平成 17 年度から中期計画の期間中，対前年度 1％の業務の効率化

を求められていることから，業務の効率化・経費の節約削減に努めている。（資料 10-1-②-3） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校における経常的収入は，運営費交付金を中心として，資料10-1-②-1で示すよう安定して確保で

きている。また，外部資金については，資料10-1-②-2のとおり総じて増加傾向にあり，経常的収入の

確保に努めている。 

 

資料 10-1-②-1 

収入の確保等の状況（運営費交付金対象収入，施設整備費補助金，施設費交付事業費） 

  （単位：千円）

  平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

授業料及び入学検定料 253,253 255,695 265,214 263,498 269,563

雑収入 21,484 23,742 33,139 8,268 8,465

計（運営費交付金対象収入） 274,737 279,437 298,353 271,766 278,028

運営費交付金 － － － 1,159,508 1,102,548

施設整備費補助金 － － － 11,550 5,570

施設費交付事業費 － － － － 10,962

（出典：会計課）
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 収入の確保等の状況（外部資金等）                   資料 10-1-②-2  

 産学連携等研究費（受託研究，共同研究，受託事業費等）          （単位：千円）

  平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

件 数 5 4 13 15 20

金 額 3,554 4,200 10,329 18,450 30,580

寄附金 

  平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

件 数 25 53 40 36 28

金 額 11,557 13,425 23,221 17,302 21,528

科学研究費補助金 

  平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

件 数 15 15 15 17 13

金 額 21,200 30,600 20,000 23,500 12,600

（出典：会計課）

 

  経費節減等への取り組み                      資料 10-1-②-3 

事  項 実  施  内  容 

法人化を契機に，現在保管している規則集等の部数・必要性の検討よ

る追録の見直しを実施した（H16～17 年度）。 

 

 

消耗品費 PPC 用紙の単価契約において，岐阜大学と合同で契約を行うことで，

従来よりも低廉な単価とすることができた（H18 年度から） 

 

 

光熱水料 

夏期における空調機使用及び晩秋における野球場・テニスコート・体

育館等の夜間照明点灯による使用電力の大幅アップに対し，冷房設定温

度（28℃）徹底，空調機の強制停止，課外活動等の練習方法の変更によ

る野外照明の消灯などピークカットを実施し，契約電力の現状維持を確

保している（毎年度）。 

 

雑役務費 

校内美化運動の一環として，年 2回（夏，秋）「清掃の日」を設定

し，学生及び教職員が全校的に取り組む体制を図り，請負業者による清

掃回数等の削減をしている（毎年度）。 

（出典：会計課）

 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画

等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の目的を達成するための総合的な計画として，高専機構が策定した中期目標，中期計画を踏ま

えた岐阜工業高等専門学校中期計画（資料 10-2-①-1）を策定し，教職員に周知している。 
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資料 10-2-①-1 

     

岐阜工業高等専門学校における中期計画（抜粋） 
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                       （出典：岐阜工業高等専門学校 HP） 
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また，本校の予算配分については，機構本部からの予算配分示達内容を考慮した上で，校長による

本校の予算配分方針（資料 10-2-①-2）と会計課総務係で作成した配分案の内容を基に，財務・施設委

員会及び主管会議において審議・策定された予算配分額（資料 10-2-①-3）を運営会議及び教員会議等

を通じて教職員に周知している。 

 

 

資料 10-2-①-2 

 

平成１７年度予算配分方針 

 

校  長 

 

（１）機構本部積算額（調整後）に基づく教育研究に必要な経費及び学生支援に必要な経費（高専学

寮運営経費を除く）から下記（３）の教官研究旅費相当分を除いた経費（以下「教育研究費」と

いう。）については，前年度と同様の積算方法により配分する。 

但し，欠員がある場合には，欠員分を留保するものとし，採用の際には，該当学科に配分す

る。また，採用が１２月までに見込まれない場合には，留保した額を校長裁量とし，学生の教育

用に充当するものとする。 

                                                              （別紙１） 

 

（２）重点配分特別経費の予算枠は，機構本部積算額（調整後）に基づく教育研究費の１７．８８％

相当額とし，各学科等からの要求等に基づき配分する。 

 

（３）教官研究旅費相当分については，講師以上６５千円／１名，助手６０千円／１名を，現員によ

り配分する。 

但し，欠員がある場合には，欠員分を留保するものとし，採用により該当学科に配分する。ま

た，採用が１２月までに見込まれない場合には，予備費とする。 

                                                              

（４）平成 17 年度の教員現員は，5月 1日現在を基礎とし，「平成 17 年度教員現員配置表」による。

                                                              

（５）法人化により，諸謝金・旅費・校費等の予算科目の区分が廃止されたことにより上記配分につ

いては，教育研究経費として一括して配分する。 

   しかし，執行に当たっては，説明責任の観点から旅費・物件費等のバランスがとれた適正な執

行が必要である。 

 

 

  注：            は，平成１７年度変更箇所 
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別紙 １ 

 

 

教育研究費学内予算配分方針 

 

 

学科等配分額は，機構本部積算額（調整後）に基づく教育研究費から重点配分特別経費，管理運営

に必要な経費等をあらかじめ控除した額とする。 

なお，平成１１年度の教官当積算校費相当分と学生当積算校費相当分の配分比率で按分した額をそ

れぞれ教官当積算校費相当分及び学生当積算校費相当分とする。 

また，上記により算出した学生当積算校費相当分を平成１１年度の本科と専攻科の配分比率で按分

し，それぞれを算出する。 

 

（１） 各学科等毎の教官当積算校費相当分は，次表の指数に各学科等の現員を乗じて得た配分指数

（欠員がある場合は，欠員分（助手とみなす。）の指数を加えたものとする。）の合計により配

分単価を算出し，当該単価に各学科等毎の現員による配分指数を乗じて得た額とする。  

 

指                数 

一    般    科    目 

区  分 
校  長 

専門 

学科 
 物理・ 

化学 

保健 

体育 

美術 

数 学 非実験 

校 長 ２．0 

教 授 

助 教 授 

講 師 

３．５ 

助 手 

 

1.５ 

３．0 １．７ １．３ １．０ 

 

各学科等毎の学生当積算校費相当分は，授業時間数に上記（１）の表の指数を乗じた配分指数によ

り配分単価を算出し，当該単価に各学科等毎の配分指数を乗じて得た額とする。 

 

（出典：会計課） 
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       資料 10-2-①-3  

(単位：千円)

番号 事　　　項　　　名
 １７年度予算

(a)

  前年度予算

(b)

　 比　   較

(a)-(b)
備                      考

【教育研究費】

1 教育研究経費 76,013 76,197 △ 184

　　(学科経費) (63,263) (63,217) (46) 詳細は，別紙参照

　　(重点配分特別経費) (12,750) (12,530) (220) 予算配分方針(2)

　　(ロボコン支援経費) (0) (450) △ (450 ) 校長裁量経費で対応

　　(高等専門学校教育充実設備費) － (14,863) － 追加配分

2 公開講座実施経費 0 0 0 収入見合い経費

3 式典経費 250 300 △ 50 入学式・卒業式経費，決算額を考慮

4 視聴覚・ＬＬ維持費 300 300 0 語学演習装置点検，決算額を考慮

5 マルチメディアパソコン賃貸借経費 9,466 11,088 △ 1,622 契約額（平成17年度更新）＋延長1ヵ月分

6 厚生補導経費 1,617 1,593 24

　　(学生指導費) － (5,650) － 追加配分

　　(保健管理費) (1,067) (1,047) (20)

　　(教務・学生関係研修会経費) － (0) － 追加配分

　　(課外活動施設運営費) (468) (464) (4)

　　(特別活動) (82) (82) (0) 詳細は，別紙参照

7 厚生補導設備充実費 － 6,266 － 追加配分

8 大学会館運営費（福利施設） 637 631 6

9 教室維持費 500 500 0 決算額を考慮

10 体育施設補修費 450 500 △ 50 　　　〃

11 入学試験経費 1,076 1,067 9

　　(入学試験経費) (827) (820) (7)

　　 (高等専門学校入試問題作成経費) (249) (247) (2)

12 留学生経費 715 701 14

　　(外国人留学生教育経費) (715) (701) (14)

　　(外国人留学生特別指導費) － (5,158) － 追加配分

13 インターンシップ推進経費 － 264 － 追加配分

【教育研究支援経費】

14 情報処理センター経費 18,240 18,499 △ 259

　　(高度情報教育推進費) (2,900) (2,930) (△ 30 ) 効率化（△１％）

　　(高度情報教育推進費) (6,237) (6,804) △ (567 ) 電子計算機等借料分，契約額（平成17年度更新）

　 　(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育経費（IT企画分）) (2,000) (2,000) (0)

　　(高度教育IT活用推進経費) (788) (781) (7)

　　(附属施設経費) (1,516) (1,502) (14)

　　(教育研究設備維持運営費) (4,799) (4,482) (317)

15 科学技術相談室経費 1,300 1,300 0 決算額を考慮

16 図書館経費 2,472 2,741 △ 269 機構本部積算考慮

17 図書購入費 1,126 1,116 10

18 実習工場経費 1,385 1,397 △ 12

　　(実習工場経費) (300) (300) (0) 決算額を考慮

　　(教育研究設備維持運営費) (1,085) (1,097) (△ 12 )

【一般管理費】

19 職員厚生経費 798 799 △ 1

20 学寮食堂委託費 0 0 0 契約額　1円

21 電話料 2,700 3,100 △ 400 決算額を考慮

22 通信費 2,700 3,300 △ 600 　　　〃

23 協会費 110 1,600 △ 1,490 　　　〃

24 自動車維持費 1,906 1,908 △ 2

25 会議費 1,450 1,500 △ 50 決算額を考慮

26 被服費 0 10 △ 10 　　　〃

27 事務電算化経費 4,752 4,756 △ 4 電子計算機等借料分含む

28 宿舎維持費 1,000 1,360 △ 360

　　(宿舎維持費) (1,000) (1,000) (0) 決算額を考慮

　　(土地建物借料) (0) (360) (△ 360 ) 外国人教師分，契約額

29 ボイラー業務運転委託費 3,000 3,050 △ 50 決算額を考慮

30 巡回警備費 4,977 4,990 △ 13 契約額を配分

31 学寮経費 2,544 2,520 24

【教育研究・支援・一般管理】

32 旅費交通費（中央） 10,946 11,320 △ 374

　　(職員旅費) (6,500) (7,000) (△ 500 ) 効率化（△2％）等考慮

　　(講師等旅費) (3,842) (3,877) (△ 35 )

　　(赴任旅費) (604) (443) (161) 調査に基づき調整

33 光熱水料 31,200 31,900 △ 700

　　(電気料) (27,700) (28,000) (△ 300 ) 決算額を考慮

　　(ガス料) (3,500) (3,900) (△ 400 ) 　　　〃

34 暖房費 2,400 2,700 △ 300 　　　〃

35 印刷出版費 6,000 8,000 △ 2,000 　　　〃

36 共通管理費 11,000 12,962 △ 1,962 機構本部積算考慮

37 施設管理費 7,000 7,500 △ 500 機構本部積算考慮

38 構内整備費 16,406 17,420 △ 1,014

　　(構内整備費) (11,106) (12,000) (△ 894 ) 機構本部積算考慮

　　(一般改修費) (5,300) (5,420) (△ 120 ) 効率化（△１％），施設整備費分

39 校長裁量経費 － 6,396 － 追加配分

【人件費】

40 常勤教員給与 659,429 684,713 △ 25,284 調査に基づき調整

41 常勤職員給与 286,857 287,572 △ 715 　　　〃

42 常勤教員退職金 33,221 137,292 △ 104,071 　　　〃

43 常勤職員退職金 0 24,904 △ 24,904 　　　〃

44 非常勤職員退職金 56 55 1 　　　〃

45 非常勤教員給与 26,049 25,174 875 講師等経費（医員手当等含む）

46 非常勤職員給与 13,000 13,335 △ 335 所要額を配分

合  計 (追加配分除く） 1,245,048 1,411,670 △ 166,622

※　色塗り事項については，機構本部積算額（調整後）を配分

（出典：会計課）

平成１７年度　予算配分書（当初）
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（分析結果とその根拠理由） 

高専機構の中期目標・中期計画を基本として，本校における中期計画（資料 10-2-①-1）を策定し，

財務・施設委員会及び主管会議において審議・策定した予算配分額（資料 10-2-①-3）を，運営会議及

び教員会議等を通じて教職員に周知徹底を図った上で，予算を執行している。 

 以上のとおり，計画等を十分に策定した上で教職員に周知している。 

 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校においては，財務・施設委員会及び主管会議で十分審議し予算配分計画を策定しており，支出

超過となっていない。なお，平成 17 年度における収入・支出状況は，資料 10-2-②-1 のとおりである。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料10-2-②-1で示すように，支出超過になっていない。 

資料 10-2-②-1 

平成 17 年度収入・支出の状況                     （単位：円） 

区   分 決 算 額 備    考 

収 入 

 運営費交付金 1,102,548,019

 施設整備費補助金等 16,532,460 施設費交付事業費を含む 

 自己収入 278,028,376

  授業料収入 241,756,850

  入学料収入 20,244,500

  検定料収入 7,561,900

  雑収入 8,465,126

 産学連携等研究収入 30,579,938

 寄附金収入 21,584,515 利息，教員異動に伴う移替分を含む 

計 1,449,273,308

支 出 

 業務費 1,380,660,995

  教育研究経費 

  （教育支援経費を含む） 
1,295,205,037

  一般管理費 85,455,958

 施設整備費補助金等 16,532,460 施設費交付事業費を含む 

 産学連携等研究経費 29,231,564

 寄附金事業費 13,692,945

計 1,440,117,964

（出典：会計課）
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）に

対し，適切な資源配分がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

 予算配分については，財務・施設委員会及び主管会議において予算配分方針（資料 10-2-①-2）及び

予算配分額（資料 10-2-①-3）を審議・策定している。 

また，平成 6 年度から本校の教育・研究及び管理運営の質的充実を推進するための経費として重点

配分特別経費を設け，校長のリーダーシップのもと公募等により効果的・重点的に優れたプロジェク

トに配分している。（資料 10-2-③-1） 

なお，平成 17 年度重点配分特別経費公募要領（抜粋）は，資料 10-2-③-2 のとおりである。 

ここで，特にプロジェクトＡの要求名称については科研費の研究課題名とすることとしており，次

年度の科研費申請件数の向上にも繋がるよう配慮している。 

本校の既定経費では賄いきれない大型設備等の導入・更新，施設の大型改築・改修等については，

概算要求等を行ってきているが，予算化は難しい現状である（資料 10-2-③-3，資料 10-2-③-4）。 

 

 

資料 10-2-③-1 

 重点配分特別経費の配分状況                       （単位：千円）

区 分 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

プロジェクトＡ 5,100 5,570 5,060 4,200 4,800

プロジェクトＢ 3,700 5,000 5,490 5,320 6,370

プロジェクトＣ － － － 3,300 3,150

計 8,800 10,570 10,550 12,820 14,320

（出典：会計課）

 

 

                                  資料10-2-③-2 

平成17年度重点配分特別経費公募要領（抜粋） 

 

１ 目的 

創造的な教育・研究活動を展開するため，校長のリーダーシップのもと効果的・重点的に優れたプロジ

ェクトに重点配分特別経費を配分する。 

このことにより，教職員個々の能力が最大限に発揮されるシステム及び競争的な教育・研究環境の醸成

を図ることを目的とする。 

 

２ 対象プロジェクト 

・プロジェクト（Ａ） 

    平成１７年度科学研究費補助金の研究計画調書のテーマに基づくプロジェクト 

      （１件当たり１００万円を限度とする。プロジェクトの名称は，科研費の研究計画調書のテーマと 

同じとする。） 

   

・プロジェクト（Ｂ） 

    その他上記目的にかなう特色ある教育・研究プロジェクト（１件当たり５０万円を限度とする。） 
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・プロジェクト（Ｃ） 

 専攻科生指導教員に対する教育・研究プロジェクト 

    （専攻科生 1 名に付き５万円を配分する。ただし，専攻科生が１年を通して休学等の場合は，配分しな

い。） 

 

３ 申請・配分対象 

     個人又はグループ 

 

４ その他 

配分する経費は教育研究経費とする。 

プロジェクト（Ａ）及び（Ｂ）は，研究等の期間終了後，成果報告書を提出すること。 

   また，プロジェクト（Ａ）採択者は，翌年度の研究成果発表会で発表をすること。 

 

 

 

重点配分特別経費に応募される教員へ 

 

１．重点配分特別経費  

①プロジェクト（Ａ） 

・本年度の基本方針は，昨年度と同様に平成１７年度科学研究費補助金の募集において，新規に研究計

画調書を提出して採択されなかった研究課題に対する研究の部分的な助成とします。採択件数に関して

は，応募状況をみて判断します。 

 

・継続で科学研究費補助金の採択を受けている研究代表者は，他の領域において新規の研究計画書の提出

をしておけば，このプロジェクトへの申請が認められることになります。 

 

・プロジェクトを実施することにより，平成１８年度の科学研究費補助金の採択に結びつくような助成と

したいので，そのような観点から科学研究費補助金研究計画調書における要求経費と本プロジェクト申請

の要求経費の整合性を実施計画・方法の中で述べてください。 

 

・プロジェクト終了後は，報告書を提出していただくとともに，研究成果の学会発表や学会誌への投稿等

の外部発表を必ず行ってください。紀要や高専教育等の発表も場合によって認めます。 

なお，これらの実績は必ず校長に報告するものとします。 

 

②プロジェクトＢ 

・本プロジェクトの配分は，科学研究費補助金への応募とは関係なく配分を考慮しますが，本校の最新の

教育研究方針を重視しますことをご承知おき下さい。 

 

・プロジェクト終了後は，報告書を提出願います。また，本校紀要への積極的な投稿に協力して下さい。

 

２．自己ＰＲ用紙の記載について 

必要に応じて個人面接を考えておりますので，その時の資料とさせていただきます。 

 

（出典：会計課） 
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資料 10-2-③-3 

過去５年間の主な概算要求事項の一覧 

年度 定員・機構・設備 施設整備 

15 

・ 電気工学科改組「学年進行」 純増なし 

・ 地域共同テクノセンター 設備費 

・ 特殊装置維持費 

・ 一般職員の減（沖縄高専） 一般職員△1 

・ 法人化に係る移行経費 

・ 地域共同テクノセンター 

・ 寄宿舎改修 

・ 校舎改修 

16 

・ 電気工学科改組「学年進行」 純増なし 

・ 地域共同テクノセンター 設備費 

・ 教育研究設備費 

・ 地域共同テクノセンター 

・ 寄宿舎Ａ寮改修 

・ 校舎改修 

17 

・ 地域技術開発・教育センター 

「匠工房ぎふ」運営費及び設備費 

・ 教育研究高度化設備費 

・ 地域技術開発・教育センター

「匠工房ぎふ」 

・ 寄宿舎Ａ寮改修 

・ 校舎改修 

18 

・ 地域技術開発・教育センター 

「匠工房ぎふ」運営費及び設備費 

・ 特別教育研究経費 

・ 地域技術開発・教育センター

「匠工房ぎふ」 

・ 寄宿舎Ａ寮改修 

・ 校舎改修 

19 

・ 地域技術開発・教育センター 

「匠工房ぎふ」運営費及び設備費 

・ 特別教育研究経費 

・ 地域技術開発・教育センター

「匠工房ぎふ」 

・ 寄宿舎Ａ寮改修 

・ 校舎改修 

（出典：会計課）

 

 

資料 10-2-③-4 

 過去５年間の概算要求示達事項の一覧 

年度 定員・機構・設備 施設整備 

14 ・ 電気工学科改組「学年進行」 助教授 1 ―――― 

15 ・ 一般職員の減（沖縄高専） 一般職員 △１ ―――― 

16 ・ 一般職員の減（高専機構本部） 一般職員 △１ ―――― 

17 ―――― ―――― 

18 

・ 特別教育研究経費  

教育の進展に関する経費 1,000 千円 

特別支援事業経費 32,000 千円 

―――― 

（出典：会計課）

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料10-2-①-2に示すように予算配分方針を策定し，資料10-2-③-2の重点配分特別経費等により

教職員個々の能力が最大限に発揮されるシステム及び競争的な教育・研究環境の醸成を図っており

適切な資源配分がなされている。ただし，大型設備等の導入・更新，施設の大型改築・改修等につ

いては，国の重点政策等に柔軟に対応し，効率よく働きかけていく必要がある。 
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 高専機構が独立行政法人通則法第38条（資料10-3-①-1）の規定に基づき，当該事業年度終了後三月

以内に財務諸表を主務大臣に提出し，承認を受けた後，官報に公示し，書面を備え置くとともに，ウ

ェブサイトへ掲載している。 

 

資料 10-3-①-1 

 独立行政法人通則法第 38 条第 4項 

 （財務諸表等） 

 第三十八条 独立行政法人は，毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又は損失の処

理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」とい

う。）を作成し，当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し，その承認を受けなけれ

ばならない。 

 ２ （略） 

 ３ （略） 

 ４ 独立行政法人は，第一項の規定による主務大臣の承認を受けた時には，遅滞なく，財務諸表

を官報に公告し，かつ，財務諸表並びに第二項の事業報告書，決算報告書及び監事の意見を記

載した書面を，各事務所に備えて置き，主務省令で定める期間，一般の閲覧に供しなければな

らない。 

（出典：会計課）

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料10-3-①-1に示すように独立行政法人通則法に基づき公表されている。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の財務に対する会計監査には，会計検査院会計実地検査，機構本部監査人監査，東海北陸地区

高専相互監査，本校における内部監査等があり，近年の実施状況は，資料10-3-②-1のとおりであり，

この間，講評等において指導等を受けた事項は，資料10-3-②-2（平成15年度文部科学省実地監査）の

「注意又は指導等をした事項」のとおりである。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 資料10-3-②-1で示すように毎年1回以上の監査が行われており，指導等を受けた事項については，

資料10-3-②-2の部局における改善状況又は部局の意見のとおり改善している。 
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                                  資料 10-3-②-1 

 会計監査の受検状況 

 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

会計検査院会計実地検査 － － － － － 

財務省国有財産監査 － 10.2～3 －   

文部科学省会計実施監査 6.28～29 － 12.2～3   

機構本部監査人監査    － － 

東海北陸地区高専相互監査  － 12.17～18 － － 

本校内部監査 10.5～30 11.20～25 
5.29～30 

3.19～22 
10.28～29 10.4～31 

（出典：会計課）

 

 

資料10-3-②-2  

平成 15 年度会計監査（後期）報告書 

部局名 岐阜工業高等専門学校 監査期間 平成 15 年 12 月 2 日～12 月 3日 監査官 
 

事  項  名 注意又は指導等をした事項 部局における改善状況又は部局の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学研究費補助金

の執行について 

（旅行命令に対す

る復命書につい

て） 

 

物品管理について 

（毒劇物の管理に

ついて） 

 

 

 

 

 

廃棄物処理契約に

ついて 

 

 

 科学研究費補助金の執行による旅費支給にお

いて、旅行命令に対する復命書に業務内容のわ

かる書類を添付させるなどして、復命書が形式

的にならないように教官、職員への指導をお願

いしたい。 

 

 一部において計量器を使った使用量・在庫量

の把握が行われていない部局が見受けられた。

また、毒劇物管理についての内部監査体制につ

いては、会計課内の内部監査にあわせて定期監

査を行うなどの牽制体制の確立を検討いただく

とともに、教官・学生への指導を今一度行って

いただきたい。 

 

 廃棄物処理に当たって、業者に対してマニフ

ェストを徴収するのみで契約書等を取り交わし

ていなかった。今後の処理契約にあたっては、

法令に規定された事項の記載された契約書等を

必ず相手方と取り交わすようお願いしたい。 

 

 平成 15 年 12 月 10 日開催の教官会議

（全員参加）において，会計課長から口

頭周知。また，庶務課人事係から全職員

に対しメールにて通知し，添付するよう

にする。 

 

 平成 15 年 12 月 10 日開催の教官会議

（全員参加）において，会計課長から口

頭周知。また，定期の内部監査及び法人

化後に新設される安全衛生委員会におい

て毒劇物管理についても検査を行うこと

とする。 

 

 

 今後の処理契約については，契約書等

を相手方と取り交わすこととする。 

（出典：会計課）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 校長のリーダーシップのもとに設けられた重点配分特別経費等により，教職員個々の能力が最大限

に発揮されるシステム及び競争的な教育・研究環境の醸成を図っており，また，外部資金の獲得等に

積極的に取り組んでいる成果が見られる。 

 

（改善を要する点） 

 運営費交付金については，毎年１％削減を受け，さらなる節約を含め効率的な利用を検討・実施し

ていく必要がある。また，大型設備等の導入・更新，施設の改築・改修等については，概算要求の他

さらなる創意工夫が必要である。 

 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

 資産状況については，本校における教育研究活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するた

めに必要な資産を確保している。 

経常的収入については，入学料，授業料，検定料等の運営費交付金対象収入は，安定的に確保して

いる。さらに，産学連携等研究費，寄附金，科学研究費補助金等の外部資金の獲得についても積極的

に取り組んでいることから増加傾向にあり適切である。また，平成 17 年度から運営費交付金対象支出

の対前年度 1％の業務の効率化を受け，経費の節減・節約を推進している。 

収支にかかる計画等については，高専機構の中期目標・中期計画を基本として，本校の中期計画を

策定しており，また，予算配分については，本校の中期計画を踏まえ独立行政法人化と共に設置した

財務・施設委員会及び主管会議で審議・策定し，運営会議及び学科会議等を通じて教職員に周知して

いる。 

 収支の状況については，支出超過にはなっておらず適切である。 

適切な資源配分については，教員配分経費の約 18％を重点配分経費として設け，校長の 

リーダーシップのもと公募等により効果的・重点的に優れたプロジェクトに配分するなど創意工夫を

している。しかしながら，大型設備等の導入・更新，施設の大型改築／改修 

等については，概算要求等を行ってきているものの予算化は難しい状況であり，本校の目的を達成す

るためには，財務・施設委員会を中心に斬新なメリハリのある予算配分の検討等さらなる創意工夫が

必要である。 

 財務諸表等については，高専機構が独立行政法人通則法第 38 条の規定に基づき公表等をしている。 

 財務にかかる会計監査等については，毎年 1 回以上の監査が行われており，指導等を受けた事項に

ついては，適切に改善している。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，効果的な意思決定が行える態勢となっているか。 

（観点に係る状況） 

   本校では校長のリーダーシップの下に，校長を補佐する副校長を配置し，次のとおり業務の割り振

りをしている。 

   ・教務主事は，教学の総括等に関すること。 

   ・研究主事は，専攻科の総括，研究及び地域社会との連携総括等に関すること。 

   ・学生主事は，学生指導の総括等に関すること。 

   ・寮務主事は，寄宿舎における学生指導等に関すること。 

   副校長の配置及び業務内容については「岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程」（資料１１－

１－①－１）に定められている。特に，本校においては，研究主事を独自に設置し，研究活動の促

進，産学連携の推進等を図っている。 

 

                              資料１１－１－①－１

 

岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程（抜粋） 

 （主事） 

第３条 本校に，副校長として，教務主事，研究主事，学生主事及び寮務主事を置き，校長

の職務を補佐する。 

２ 教務主事は，校長の命を受け，教学の総括等に関することを掌理する。 

３ 研究主事は，校長の命を受け，専攻科の総括，研究及び地域社会との連携総括等に関す

ることを掌理する。 

４ 学生主事は，校長の命を受け，学生指導の総括等に関すること（寮務主事の所掌に属す

るものを除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生指導等に関することを掌理する。 

６ 教務主事は，教授をもって，学生主事及び寮務主事は教授又は助教授をもって充てる。

７ 研究主事は，教授をもって充て，校長が任命する。 

 

                       （出典 岐阜工業高等専門学校規程集）

 

   また，「岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程」には各種会議の設置についても規定してお

り（資料１１－１－①－２），各種会議の組織・審議事項等については，それぞれの会議規程に

定められている。各種会議等で審議・検討された事項は，主管会議や運営会議で審議・協議が行

われ，これらの決定事項等は教員会議で報告され，教職員に周知される体制となっている。 
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                              資料１１－１－①－２

 

岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程（抜粋） 

 （会議） 

第１６条 本校に次の会議を置く。 

 一  主管会議 

 二  運営会議 

 三  教員会議 

 四  学科会議 

 五  教務会議 

 六  専攻科会議 

 七  学生会議 

 八  寮務会議 

 九  学級担任会議 

 十  クラブ顧問連絡会議  

 十一 スパイラルアップ会議 

２ 会議の組織及び運営については，別に定める。 

 （専門委員会） 

第１７条 本校に，校長が必要と認めたときは，専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会の組織及び運営等については，別に定める。 

 

                      （出典 岐阜工業高等専門学校規程集） 

   （分析結果とその根拠理由）  

   校長は，主管会議及び運営会議の議長となり，本校の管理運営面に関して，全体を把握できる

体制となっている。また，校長が決定した事項等について，教員会議で周知・報告等を行い，本

校の意思統一を図るとともに，実行に移されており，校長のリーダーシップの下に効果的な意思

決定と決定事項を周知する体制となっている。  

      

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 

（観点に係る状況）  

   本校の管理運営組織は「組織図」（資料１１－１－②－１）及び「各種会議・委員会の位置付

け」（資料１１－１－②－２）のとおりとなっており，それぞれの校務を「校務分掌」（別添資

料１１－１－②－３）のとおり役割を分担している。 

本校では，主管会議及び運営会議において管理運営に関する重要事項について審議し，その結

果，必要に応じて各々担当する会議・委員会において検討を行い，又は，担当部署において計画

・実施している。また，各会議・委員会には事務部長又は担当課長が構成員として出席しており，

現状を把握し，事務部内に周知することとしている。 
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なお，本校の事務合理化，効率化等に関する事務を円滑に推進するため，平成１７年４月に事

務改革推進室を設置し，室長には学内措置で設置した庶務課課長補佐が兼務することとした。ま

た，研究活動の促進，産学連携の推進等に対応するため，庶務課に研究協力係を学内措置により

設置した。 

 

資料１１－１－②－１

岐阜高専新組織

専攻科長

校  長

事務部長
（事務統括）

課　長
（３人）

教　　　員　　　会　　　議　　　　　　　

学科長
（８人）

副　校　長
(教務主事)

副　校　長
(研究主事)

副　校　長
(学生主事)

副　校　長
(寮務主事）

研究・専攻科
教務等

学生支援等 寮生指導等

寮務主事補佐
　　　　（1人）

学生主事補佐
　　　　　（1人）

教務主事補佐
（１人）

本科教務・
財務等

運営会議

主管会議

研究主事補佐
（テクノ担当１人)
（メディア担当1人）

教務会議 専攻科会議 寮務会議学生会議 学科会議

委員会・会議
各種委員会 その他の各種会議

参与会

ｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟ
会議

 

 

                                 （出典 庶務資料） 
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                                 資料１１－１－②－２

教 務 会 議

学 生 会 議

寮 務 会 議

専攻科会議

　学生相談室部門     学生相談室長

　テクノ委員会　　　研究主事

　メディア委員会　　研究主事

　人権教育委員会　　校長指名

　将来計画委員会　  教務主事

　広報委員会　　　　学生主事

　安全衛生委員会　　校長指名

　防災対策委員会　　校　　長

　仕様策定委員会(その都度設置)　委員の互選

　入試運営委員会　　校　　長

　人事委員会　　　　校　　長

　財務・施設委員会　校　　長

校

長

　情報セキュリティ対策委員会　校長指名

各種会議・委員会の位置付け

　点検評価・フォローアップ委員会　　校長指名

　国際交流委員会　　寮務主事

　各種委員会

　地域共同テクノ部門 地域共同テクノセンター長

　科学技術相談室部門 科学技術相談室長

　実習工場部門       実習工場長

　IT戦略企画部門     ＩＴ戦略企画室長

　情報処理センター部門 情報処理センター長

　図書館部門         図書館長

　学生支援委員会　　学生主事

　広報誌部門　　　 学生主事

　教務主事

　研究主事☆専攻科長

　学生主事

　寮務主事　

　インターンシップ・就職指導部門 研究主事

　ホームページ部門 校長指名

学
科
会
議   

  
   　

 

学　
　
　

科　
　
　

長

教
員
会
議   

  
   

 　

校　

長
☆
学
科
長
（
輪
番
）

学
級
担
任
会
議 

   
  
 

教　
　

務　
　

主　
　

事

ク
ラ
ブ
顧
問
連
絡
会
議 

学　
　

生　
　

主　
　

事
　進学指導部門　     教務主事

 

運  

営  

会  
議   

校 

長

  

主  

管  

会  

議　

 　

 

校  

長

☆は議長を示す

 　
　

参　

与  

会

　スパイラルアップ会議 　校　長

 

                               （出典 庶務資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

   本校の目的を達成するために，各種会議・委員会で審議・協議し，決定事項については教職員

が連携協力して速やかに業務を遂行しており，効果的に活動を行っている。 

 

 

観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

   本校の管理運営に関する諸規程については，法人化後の機構規程と連動の中で見直しを行なっ

た結果，「岐阜工業高等専門学校学則」，「岐阜工業高等専門学校組織及び運営規程」，「岐阜

工業高等専門学校事務組織規程」のほか，各種会議規程等についても整備されており，十分にそ

の役割を果たしている。（資料１１－１－③－１） 

                                  資料１１－１－③－１ 

岐阜工業高等専門学校規程集 （抜粋） 

第１編 学則 

学則 

第２編 組織・運営 

組織及び運営規程 

主管会議規程 

運営会議規程 

教員会議規程 

教務会議規程 

学生会議規程 

寮務会議規程 

スパイラルアップ会議規程 

専攻科運営規程 

将来計画委員会規程 

財務・施設委員会規程 

財務・施設委員会施設有効活用ワーキンググループ内規 

入試運営委員会規程 

広報委員会規程 

広報委員会ホームページ部門委員会内規 

広報委員会広報誌部門委員会内規 

人事委員会規程 

安全衛生委員会規程 

防災対策委員会規程 

点検評価・フォローアップ委員会規程 

国際交流委員会規程 

人権教育委員会規程 

情報セキュリティ対策委員会規程 

テクノ委員会規程 

テクノ委員会地域共同テクノ部門委員会内規 

テクノ委員会科学技術相談部門委員会内規 
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テクノ委員会実習工場部門委員会内規 

産官学連携コーディネーターに関する要項（校長裁定） 

メディア委員会規程 

メディア委員会ＩＴ戦略企画部門委員会内規 

メディア委員会情報処理センター部門委員会内規 

メディア委員会図書館部門委員会内規 

学生支援委員会規程 

学生支援委員会学生相談部門委員会内規 

学生支援委員会インターンシップ・就職指導部門委員会内規 

学生支援委員会進学指導部門委員会内規 

参与会規程 

事務組織規程 

事務情報化推進委員会規程 

（出典 岐阜工業高等専門学校ホームページ） 

 

   なお，規程集については，従来の紙媒体による加除式の規程集からホームページに掲載（資料

１１－１－③－２）することでペーパーレス等の合理化を行った。 
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（分析結果とその根拠理由）  

   管理運営に関する諸規程の整備については，従前から適切に運営されている。今後は，各種委

員会の統廃合等の見直しを行い，効率的な体制づくりを行う必要がある。 

資料１１－１－③－２

岐阜工業高等専門学校ホームページ事務部ページ 

 

 

平成１７年度公開講
座(pdf) 

＆ 
学校開放事業 

入試情報 
 

本科 専攻科 編入

採用情報 
 

教員  事務系職員 
入札情報 

    

 

事務機構 
 

庶務課  会計課 
学生課 

各 施 設  

 

規則類 
電子事務書類ＢＯＸ
（事務手続き各種様

式） 

諸届出・申請一覧
表 

（異動時等参照） 

 
岐阜高専中期計画 

＜ＰＤＦ形式＞ 

機構・岐阜高専 
中期計画等対応表

＜ＰＤＦ形式＞ 

機構中期計画 
＜ＰＤＦ形式＞ 

 
機構中期計画 
新旧対照表 

＜ＰＤＦ形式＞ 

機構平成１７年度 
年度計画 

＜ＰＤＦ形式＞ 

機構中期計画 
年度計画対応表 
＜ＰＤＦ形式＞ 

 
ヒヤリハット 

報告のページ 
 

 
中間審査 
点検書 

 

平成１８年度 
校務分掌 

＜ＰＤＦ形式＞ 

 

このページは，岐阜工業高等専門学校 庶務課が運営しております。 

問い合わせ先：infopro[atmark]gifu-nct.ac.jp 

スパムメール防止のため，[atmark]＝@ として下さい。  

 

（出典 岐阜工業高等専門学校ホームページ）
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観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校では外部有識者の意見を管理運営に反映させる仕組みとして有識者懇話会を設けていたが，独

立行政法人化を契機にこれを改定して参与会（資料11－２－①－１，資料11－２－①－２）とした。

参与会は毎年１回開催し，幅広い分野の有識者により学校運営に関する外部からの評価を頂き，改め

るべき点については然るべく対応している。参与会において指摘があった事項については，事項ごと

にその回答または対応策をまとめ改善を図っている。（資料11－２－①－３） 

資料１１－２－①－１

岐阜工業高等専門学校参与会規程 

制定 平成１６年８月２５日

学 校 規 則  第３８号

（設置）  

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，広く学外有識者の意見を聴くため，参与会 

を置く。 

（任務）  

第２条 参与会は，次の各号に揚げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，及び校長に対して助言 

又は勧告を行うものとする。 

一 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 

二 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する事項 

三 その他本校の運営に関する事項 

（組織）  

第３条 参与会は，次の各号に掲げる参与若干名で組織する。 

一 大学又は高等専門学校等の教育研究機関の教員等 

二 産業・経済界の関係者 

三 本校の所在する地域の関係者 

四 本校を卒業又は修了した者 

五 その他高等専門学校に関し広くかつ高い識見を有する者 

（委嘱）  

第４条 参与は，校長が委嘱する。 

（任期）  

第５条 参与の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長）  

第６条 参与会に会長及び副会長を置き，それぞれ委員の互選とする。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。 

（運営）  

第７条 参与会の会議は，校長が招集し，会長がその議長となる。 

（庶務）  

第８条 参与会の庶務は，庶務課において処理する。 

附 則 

１ この規程は，平成１６年８月２５日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校有識者との懇話会要綱（平成１３年１２月５日校長裁定）は，廃止する。   
 

                     （出典 岐阜工業高等専門学校規程集） 

 

                                資料１１－２－①－２

平成１７年度岐阜工業高等専門学校参与会 
 

     参与 牛込  進 （岐阜県工業会 会長） 
       参与 大窪 道章 （岐阜県科学技術振興センター 所長） 
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参与 岡本太右衛門（株式会社ナベヤ 会長） 
参与 小島 伸夫 （中学校長会 会長） 
参与 坂井 善幸 （若鮎会 代表） 
参与 竹花 孝則 （中日新聞 岐阜支社 報道部長） 
参与 内藤 正行 （本巣市長） 
参与 藤野 勝司 （教育後援会 会長） 
参与 松爲 宏幸 （豊橋技術科学大学 副学長） 
参与 三輪  實 （岐阜大学 工学部長） 

 
      （学校側出席者） 

小﨑 正光 （校長） 
稲葉 成基 （副校長・教務主事） 
      （ＪＡＢＥＥプログラム責任者） 
河村 隆雄 （副校長・研究主事） 
高原 清志 （副校長・学生主事） 
上原 敏之 （副校長・寮務主事） 
和田  清 （専攻科長） 
加藤 浩三 （機械工学科長） 
所  哲郎 （電気情報工学科長） 
田中 光三 （電子制御工学科長） 
鈴木 孝男 （環境都市工学科長） 
下村 波基 （建築学科長） 
篠原   勝 （専門基礎学科長） 
佐藤 修司 （一般科目（人文）学科長） 
久綱 正和 （一般科目（自然）学科長） 
臼井 敏男 （科学技術相談室長） 
岡田 一哉 （事務部長） 
有田 孝一 （庶務課長） 
大野 悦史 （会計課長） 
長津   昭 （学生課長） 

 

                             （出典 庶務資料） 
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資料１１－２－①－３

平成１６年度 参与会指摘事項及び回答・対応策 

（抜粋） 

 

委員からの指摘事項 回答あるいは対応案 実施事項 

中学での進路判断はな

かなか難しい。親は子

供に流される。説明会

の回数は評価してい

る。揺れ動く子供たち

に高専選択のビジョン

を示すことができる

か。 

 

我が国における少子化，高年齢化がその一因

となり，一昔前に比べて幼年期を含む青少年

一般の心身の成長が遅れ気味であり，子供や

その親は進路判断を先延ばしさせる傾向が問

題になっています。しかしながら，創立 40 年

を越えた岐阜高専の実践的 5 年一貫教育の成

果がここにきて結実し，その優位性が入試倍

率等の維持・確保等で証明されつつありま

す。揺れ動く子供や保護者の心に，高専の優

れた教育方針を伝える施策として，本校 OB 会

である若鮎会を手始めとする地縁・血縁関係

の活用や中学校長会，県の教育関係者など，

広い地域と層と連携した広報活動を通じて，

創立 40 年以上に渡る本校の実績を示せば，岐

阜高専の方向性やビジョンへの理解が得られ

るものと確信いたします。 

本校の教育目的、教育

理念、教育目標、人材

像、アドミッションポ

リシーを示していま

す。 

日本の工学教育の変わ

りつつある現状を話

し、その中での高専の

位置・役割について進

路説明会で説明してい

ます。 

中学校では，保護者の

評価は当り障りのない

ものになる。職員相

互，生徒からの評価が

重要であると考えてい

る。高専でも同じで

は。 

 

開講されているすべての科目について学生に

よる授業アンケートを 1 年間に 2 回実施して

いて，1 回目の評価結果が悪い２～3 項目につ

いて改善する内容を担当教員が説明する。教

員は学年末にその項目と改善内容及び 1 回

目，2 回目の評価を所定用紙に記載して授業

改善を担当する委員会は提出する。問題があ

れば委員会で検討しています。 

成績評価資料等の不備及び上記アンケート結

果に基づき，学科委員が教員面談をして改善

を求める。面談内容を所定用紙に記載して授

業改善を担当する委員会は提出する。問題が

あれば委員会で検討しています。 

担当教員は授業アンケ

ートを年に 2 回実施

し，評価が低い項目に

ついて改善している。

その結果を踏まえて学

科委員が教員面談を実

施し，改善状況を確認

している。 

 

 

高校，大学，との違い

を明確に示すべき。 

 

高専が掲げる中学校卒業後の若い時期から専

門教育を採り入れた，いわゆるクサビ型カリ

キュラム構成に基づく実践型技術者教育は，

大学進学のみを目指す普通高校や専門知識の

教授や研究至上主義に偏重気味の大学教育と

実践的技術者の育成を

前面に押し出し、現在

までの成果も示して広

報活動を行っていま

す。 
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は明らかに異なっており，そのことの広報活

動を一層の強化することが重要であると考え

ています。 

高専と他の教育機関との違いや高専教育の独

自性を明確化した活動の強化に乗り出しま

す。 

 

 

 

 

寮でのインターネット

の制限を自由にすべ

き。 

 

学内 LAN には接続していませんが，寮内はパ

ソコンを申請により許可しており，エアエッ

ジによる無線 LAN の使用は制限を設けていま

せんので自由であります。また，寮内には内

線電話が各部屋に引かれており，専攻科生，

留学生，D 寮の 4・5 年生，第 2 女子寮の 4・5

年生は，電話回線を利用したインターネット

契約を結ぶこともできます。 

従来と変わることなく

自由に利用していま

す。 

 

 

 

（出典 庶務資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

 本校には外部有識者からの意見を取り入れる仕組みとして参与会を置き，本校の教育・研究，学生

指導，施設・設備，管理運営等の多岐にわたる意見，指摘等が出されており，それらの意見等は関連 

の会議，委員会等で対応策の検討が行われている。 

 

 

 

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況）  

   本校の総合的な活動状況に対する自己点検・評価は原則として５年に１回行うことになってい

て，自己点検・評価検討委員会（旧組織）からの指示を受けて自己点検・評価実施委員会（旧組

織）が実施した。平成１６年度以降，組織は発展的に改組されて点検評価・フォローアップ委員

会（前述，資料資料９－１－①－1）がその任にあたっている。点検結果は平成１０年度自己点

検・評価報告書（資料11－３－①－1）及び平成１４年度自己点検・評価報告書（資料11－３－

①－２）に纏められていて，学内全教職員及び外部に公表されている。 

資料11－３－①－1

平成１０年度自己点検・評価報告書 （抜粋） 

 

Ⅰ 教育理念  １ 沿革，２ 教育目標，３ 将来構想 

Ⅱ 学生の受入れ １ 本科生，２ 編入学生，３ 専攻科生，４ 外国人留学生，他 

Ⅲ 本科 １ 教育課程の変遷，２ カリキュラムの自己点検・評価，他 

Ⅳ 専攻科 １ 教育課程の編成とその特色，２ カリキュラムの自己点検・評価，他 
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Ⅴ 国際交流 １ 韓国・東洋工業専門大学，２ 米国・コサトット工業大学，他 

Ⅵ 情報化への対応 １ 情報処理センターの整備，２ 構内ＬＡＮ，インターネット，他 

Ⅶ 厚生補導 １ 学生生活への指導提言，２ 学生生活における意識調査，他 

Ⅷ 寄宿舎（学寮） １ 指導方針と運営状況，２ 寮生の分布，他 

Ⅸ 保護者との連携 １ 教育指導と保護者との連携，２ 学生指導と保護者との連携，他 

Ⅹ 教育・研究活動 １ 教官の研究業績，２ 学位（博士）取得者，他 

ⅩⅠ 社会との連携及び生涯学習への対応 １ 科学技術相談室，３ 公開講座，他 

ⅩⅡ 広報活動 １ 学生募集，２高専見学会，３高専一日入学，他 

ⅩⅢ 図書館 １ 図書館の設備状況，２ 図書館の活動状況，他 

ⅩⅣ 学校運営と組織の連携 １ 学校運営の概要，２ 技術職員の組織化，他 

ⅩⅤ 自己点検・評価 １ 大学審議会答申に対する本校の対応，他 

ⅩⅥ 外部評価 １ 外部評価方法，２ 外部評価委員，３ 外部評価結果 

（全 １９７ページ）

 

出典 平成１０年度自己点検・評価報告書
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資料11－３－①－２

平成１４年度自己点検・評価報告書 目次 

 

I   教育理念及び将来構想                    

1 

2 

 

 

 

沿革                                

教育目標及び理念  

2.1 本科 

2.2 専攻科                                                        

 

3 

 

 

将来構想                                                            

3.1 本科 

3.2 専攻科                                                        

 

II  学生の受入れ                                               

1 

 

 

本科生 

 1.1 入学者選抜検査方法の概要 

 1.2 学生の受入れ状況 

2 

 

 

編入学生                                                            

 2.1 編入学選抜検査の実施状況 

 2.2 応募状況 

3 専攻科生                                                            

4 外国人留学生                                                       

5 研究生・聴講生・科目等履修生                                        

6 

7 

転科 

中学校訪問 

 

III  本科                                                       

1 教育課程の変遷                                                     

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラムの自己点検                                          

2.1 機械工学科                                                  

2.2 電気情報工学科                                             

2.3 電子制御工学科                                              

2.4 環境都市工学科                                              

2.5 建築学科                                                       

2.6 専門基礎                                                       

2.7 一般科（人文）                                             

2.8 一般科（自然）                                             

3 授業改善に対する取り組み                       
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3.1 学習評価フォローアップ委員会の設置と活動 

3.2 学生による授業評価アンケートの実施 

 3.3 授業評価の設問のありかた 

 3.4 アンケートの信頼性を高める要因  

 3.5 授業評価アンケートをどのように生かすか 

3.6 ＦＤ研究会 

4 学生の収容定員と在籍者の比率                                    

5 学生の希望進路と現状                                               

6 専攻科・大学編入者への対応                                      

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラム検討専門委員会の活動                                

7.1 委員会の活動内容の概略 

 7.2 カリキュラム改正原案の概略 

7.3 ＪＡＢＥＥ対応の概略 

7.4 プログラムの概念 

7.5 プログラムの学習・教育目標 

7.6 プログラムの教育課程 

7.7 委員会活動の自己点検 

   

IV  専攻科                                                    

1 教育課程の編成とその特色 

2 カリキュラムの自己点検・評価 

3 特別実習 

4 専攻科の工学実験 

5 特別研究 

6 学会における発表・表彰 

7 学位学士の取得と学外単位の取得義務 

8 学生の入学定員と入学者数 

9 学修と学生補導 

10 学生の希望進路と現状 

 

V  厚生補導                                                    

1 授業料免除及び奨学金制度 

2 学生相談 

3 厚生福利施設 

 

VI  寄宿舎（学寮）                                           

1 指導方針と運営状況 

2 

3 

寮生の分布 

寮生会と執行部役員研修 
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4 

5 

学寮行事 

生活指導体制と重点指導項目 

 

VII  情報化への対応                                          

1 情報処理センターの整備                    

2 情報通信基盤の整備と遠隔双方向授業        

3 マルチメディア教育機器の効果             

  

  

 

VIII  教育・研究活動                                        

1 教官の研究業績               

2 学位（博士）取得者                                               

3 文部科学省研究費による研究              

4 民間との共同研究・奨学寄附金等の受入状況                        

5 学会活動状況                                                     

6 教育功労・表彰など（クラブ活動などを含む） 

7 在外研究，内地研究 

 

IX  卒業生・保護者・社会との連携                

1 卒業生による授業内容等に対する評価                              

2 教育指導と保護者との連携                                        

3 本校に対する保護者の意識調査 

4 科学技術相談室                                                  

5 産業界との技術交流 

6 

7 

公開講座                                                        

施設の開放 

 

X  図書館                                                  

1 図書館の設備状況 

2 図書館の活動状況 

3 図書館の利用状況 

4 図書館の時間外利用と一般開放 

 

XI  学校運営と組織の連携                                   

1 管理・運営の点検・評価の視点                                    

2 管理・運営の点検・評価の現状と課題                              

3 財政の現状と課題                                                   

4 施設整備の現状と課題                                              
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5 施設の利用状況                                                  

  

 

XII  自己点検・評価及び外部評価体制                             

1 

2 

3 

4 

平成１０年度外部評価委員からの助言等に対する改善状況 

大学審議会答申に対する本校の対応 

本校の自己点検・評価体制 

外部評価 

 
4.1 外部評価方法 

4.2 外部評価委員 

 4.3 外部評価結果 

  

全 ２５９ページ

出典 平成１４年度自己点検・評価報告書

 

（分析結果とその根拠理由） 

  本校の活動の総合的な状況に対して自己点検・評価を平成10年度及び平成14年度に実施していて，

その結果は冊子に纏められて公表されている。  

 

 

観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の会議，委員会，ワーキンググループの一年の活動はスパイラルアップ会議に活動報告書とし

て方向される。スパイラルアップ会議ではこれを点検・評価し，必要であれば改善案を提示するよう

指示する。（スパイラルアップ会議規程は前述資料２－２－①－５，位置付けは資料１１－１－②－

２を参照） 

なお，スパイラルアップ点検の平成17年度の結果を資料11－３－②－１に示す。 
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資料11－３－②－１

「スパイラルアップ点検結果」 

 

（出典 教員会議資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

各会議，ＷＧの一年の活動を報告し，スパイラルアップ会議で点検評価し，改善を促すことによっ

てフィードバックするシステムが整備され，有効に運営されている。ＦＤ活動の組織的な取組，意見

箱の設置等，具体的な成果が評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改

善に結び付けられるシステムを整備し，有効に運営している。 

 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 校長を補佐する副校長として研究主事を独自に措置するとともに，庶務課に研究協力係を置 

いて，研究活動の促進，産官学連携の推進を積極的に図っていること。 

・ 事務改革推進室を設置し，事務合理化，効率化等を検討していること。 

・ 主管会議，運営会議とは別に各会議・委員会等の活動状況を点検評価し改善を求める機関と 

してスパイラルアップ会議を設置し，評価を改善に結びつけるシステムが整備されていること。 

（改善を要する点）  

  ・地震や風水害等の自然災害，大規模事故，各種の危機事象に関する危機管理体制の整備が必要 

  である。 

 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校における管理運営体制は校長のリーダーシップの下，主管会議，運営会議，教員会議を中心と

した会議等は校長が主催し，専門的事項を所掌する専門委員会，その他小委員会は教務主事，研究主

事，学生主事，寮務主事等はそれぞれの所掌の中で委員会を主催しており，それら委員会には教員は

もとより事務部長，各課長以下事務部職員も構成員として参画している。 

委員会での審議過程，決定事項は以上のように系統立った審議過程の中で広く教職員全般に周知さ

れることになる。 

本校の大きな特徴の一つに「研究主事」を校長発令で措置し，研究分野，専攻科，競争的資金関係

を総括的に担当させ，大きな成果を上げている。 

規程等については，法人化後の機構規程との整合性をとりつつ岐阜高専固有のものについて整備さ

れており，教職員はホームページから情報を共有することが出来る。 

本校における評価は，広範な分野から選ばれた外部有識者による「参与会」を毎年１回開催してお

り，本校の中期計画，活動状況につき貴重な意見等を頂いており，指摘事項については次回会議に改

善結果を報告する仕組みにしている。 

また，第３者による外部評価は５年に１回行うこととしており，前回は平成 14 年度に実施してお

り，その結果は報告書にまとまられ関係者はもとより教職員に配付，公表した。 

本校「環境システムデザイン工学プログラム」は，平成 15 年度に日本技術者教育認定機構

（JABEE）から JABEE 適合プログラムとして認定を受けており，これは教育での外部評価の一つと考

えている。 
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本校における会議等活動はスパイラルアップ会議に活動報告書として集約がなされ，同委員会にお

いて点検・評価がなされ，改善要すべきものには指摘がされることになっており，それらはすべての

教職員に周知されることになっている。 

以上のことから本校の目的を達成するための管理運営体制は整っている。 
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Ⅳ 選択的評価事項に係る目的 

選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」に係る目的 

 

 

本校では「科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること」，「国際性豊かで世界に羽ばたく気概を

持つこと」，「情報化社会の最前線で活躍すること」を教育理念に掲げ，これを実現するために，本科におい

ては「広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かで心身ともに健康な技術者の育成」，「基礎学力を

身に付け，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成」，「国際コミュニケーション能力と先端情報技術

を駆使する能力を備えた技術者の育成」，「工学技術について倫理観を有した技術者の育成」，「教育研究活

動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成」を，また，専攻科においては，「得意とする専門分野をさらに深

めるとともに，異分野を理解し，複数の分野にまたがった思考力」と「社会の要求するテーマを創造的に調査

・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善できる問題解決能力」，「的確な日本語と国際的に通用す

るコミュニケーション能力」，「先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力」，さらに

「多用でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献する能力」を備えた

技術者の育成を教育目標としている。 

このような教育理念及び教育目標を実現するにあたって，教員自らが研究活動を通して社会と関わることで

担当する研究分野についての認識を深め，またこれを通して教育的資質を培うことは，教員として欠かせない

職務であり，さらに，独立法人化を期として業務に加えられた「地域への貢献」を遂行する上でも，地域産官

学連携による共同研究等は重要である。そこで，本校における研究活動は，次の事柄を目的に実施する。 

(１) 積極的な研究活動を通して本校教育に関連する技術や学問の動向を常に把握し，教育内容を時代に即し

たものに改善すること。 

(２) 地域の企業や公共団体と共同で行う研究活動とその成果を公開することで地域との交流を促進するとと

もに，これを通して地域と本校が共に発展する道を探ること。 

 

これらを実現するための具体的方策として，以下の事項を実施する。 

(a)  本校教職員に対する科学研究費補助金に関するガイダンスの開催ならびに民間の研究助成制度の周知，

さらに企業等からの技術相談の紹介などを行なう。 

(b)  研究を通して生み出された成果の知的財産化を促進し，教育・研究活動推進とその環境整備のための資

源を獲得する。 

(c)  教員の研究分野や研究成果，新たに獲得した知的財産などを広く社会に公開し，地域産業界や地方公共

団体との共同研究，受託研究を促進するとともに，地域との交流を深める。 

 上記の共同研究・受託研究を実施する基盤として，また研究成果等を地域へ普及する場としての地域共同テ

クノセンターの設置を推進する。 
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選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

 

１ 生涯教育としての公開講座の実施 

・ 企業における技術者及び一般社会人を対象とした各種公開講座を行うための学内組織の体制を整え，実施

する。 

・ 適宜アンケートをとり７割以上の満足率達成を目指す。 

 

２ 地域社会との連携・協力，社会サービス等 

・ 社会人が必要とする技術教育分野について調査し，社会人向け講座（遠隔授業を含む。）を開講する。 

・ 地域の公的機関等の委員会・審議会等の委員として教員を積極的に参画させる。 

・ 地域社会の教育に貢献する。 

  毎年サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）等に教員及び学生を派遣する。 

・ 社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。 

  平成17～20年度：リカレント教育体制として，夜間開放講座の開設を検討する。 

・ 地域のニーズに応じた公開講座を開催する。公開講座開設数は年８講座以上開催する。 

  毎年，以下の講座の開講・講師派遣依頼に積極的に応じる。 

  企業向け公開講座，中学生向けの「ものづくり教室」，中学校へ出前講座，情報処理に関する講座の講師

派遣，    

  岐阜県等が開催する研修会へ講師を派遣する。 

 平成17～20年度：社会人向け公開講座を実施する。 
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選択的評価事項Ａ 

 研究活動の状況 

 

（１）観点ごとの分析 

観点Ａ－１－①： 高等専門学校の研究の目的に照らして，研究体制及び支援体制が適切に整備さ

れ，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 

(a) 研究体制 

本校専任教員の学科毎の所属を資料Ａ－1－①－１に示す。 

(資料Ａ－１-①-１)

 
  教員現員配置表 (H18.5.1 現在)  

 

科  目 教授 助教授 講 師 助 手 計 

 校   長  1       1 

人文 4 7 2   13 一 般

科 自然 5 3 1   9 

専門基礎 3 2     5 

機械工学科 3 5 1 2 11 

電気情報工学科 4 4 2 2 12 

電子制御工学科 5 4   2 11 

環境都市工学科 5 3 1 1 10 

専 門

学科 

建築学科 3 4 2 1 10 

合  計 33 32 9 8 82 

                  (出典 財務施設委員会資料)

各教員の研究内容は本校シーズ集(資料Ａ－１－①－２)一部に掲げられている。専門学科教

員は各自の研究分野に関する卒業研究，特別研究の指導を行う。個々の教員が企業や地方自治体な

ど行う共同研究や受託研究の多くは，学生に実社会のニーズを体験・研究させて教育効果を高める

ため，卒業研究や専攻科特別研究に取込まれて実施される。 

また一般科目教員を含め，専任教員の多数が教育のＩＴ化その他の教育方法改善に関する研究に

取組んでいる。 

本校では，国や県などによる大型研究プロジェクトに積極的に応募するよう努めており，これら

のプロジェクト研究はその都度，研究チームを編成して実施される(資料Ａ－１－①－３)。 
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(資料Ａ－１-①-２)

シーズ集（一部） 

 

 

 (出典 岐阜工業高等専門学校シーズ集簡易版)
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(資料Ａ－１-①-３)

岐阜工業高等専門学校におけるプロジェクト研究(平成１７年度) 

 

現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代ＧＰ)：文部科学省 

「単位互換を伴う実践型講義配信事業」 (岐阜・群馬・鈴鹿高専教員有志) 

「創発的なものづくりリテラシー教育活動－マイコン教材によるロボット技術（ＲＴ）の啓発を目的とした地域貢献－」 

 (本校教員有志，地域の企業および教育関係者) 

プロジェクト創出研究会：岐阜県研究開発財団 

「環境負荷低減型リサイクル技術の構築に関する研究会（地域に根ざした木質バイオマス利用の研究）」 

 (本校教員有志および地域の企業関係者) 

平成１７年度「電源地域における雇用促進対策調査事業」：経済産業省 

「岐阜工業高等専門学校を核とした地域企業の若手技術者への現場技術教育に関する調査」 

 (テクノ委員会) 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)
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(b) 研究支援体制 

本校では，平成１６年度の独立法人化を期に研究活動の推進・支援のため，新たに研究主事を置

き，その下にテクノ委員会とメディア委員会を配置して，これらを統括的に運営する体制を構築し

た(資料Ａ－１－①－４)。 

 (資料Ａ－１－①－４)

 

(出典 庶務課資料)
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(b-1) テクノ委員会 

テクノ委員会には３つの部門が設けられている。科学技術相談室は資料Ａ－１－①－５に示す事

項を取り扱うもので，科学技術相談部門がこれを運営している。同部門では，本校の知的財産の取

扱いについても審議する。 

                              (資料Ａ－１－①－５)

(出典 ホームページ)

地域共同テクノ部門は，資料Ａ－１－①－６に示す事柄を取り扱う。同部門では現在，地域との

共同研究推進の拠点となる地域技術開発・教育センター「匠工房ぎふ(仮称)」の設置を目指してい

る。 

 (資料Ａ－１－①－６)

(出典 ホームページ)

実習工場部門は資料Ａ－１－①－７に示す事項を取り扱う。とりわけ研究用実験装置などの製作

を通して，研究活動を下支えしている。 

 テクノ委員会は，以上の３部門が取扱う事項について連絡・調整することで，３部門を統括的・

合理的に機能させ，また，地域連携の観点を踏まえて教育・研究活動を支援する。 

また，本校と地域企業や自治体，教育機関との連携調整のために，校長の下にコーディネーター

及び岐阜高専フェローを配置した(資料Ａ－１－①－８，資料Ａ－１－①－９)。 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

－616－ 

 

(資料Ａ－１－①－７)

 
(出典 ホームページ)
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(資料Ａ－１－①－８)

コーディネーターに関する要項 

 

 

(出典 ホームページ)
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(資料Ａ－１－①－９)

フェロー制度に関する実施要項 

 

 

(出典 ホームページ)

 

(b-2) メディア委員会 

メディア委員会は活字メディアを中心とする図書館部門と，電子メディアによる支援を行う情報処

理センター部門，そして情報処理機能や情報通信ネットワーク機能の企画・運用を担当するＩＴ戦略

企画部門から成る。メディア委員会はこれら３部門間の連絡・調整及び重要事項の審議を行うことで

３部門を統括的に機能させ，学術情報および情報機能提供の観点から，教育・研究活動を支援する。 

 

(b-3) 地域連携協定の締結 

 さらに本校は，近隣の岐阜市及び本巣市と地域連携協定を締結している。本巣市との間に締結し

た協定書を資料Ａ－１－①－１０に示す。また近隣地域の５つの銀行と地域連携協定を締結して地域

の企業とのパイプ役を担当していただいている。(資料Ａ－１－①－１１) 
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(資料Ａ－１－①－１０)

 本巣市との連携協定書 

 

 

(出典 庶務課資料)

 

 以上のような組織から構成されるテクノ委員会は活動報告を提出し，地域の有識者が参画する本校

外部評価の参与会（前述資料１１－２－①－１）において活動状況の点検を受ける。 
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(資料Ａ－１－①－１１)

岐阜工業高等専門学校地域連携協定締結先 

区分 締結先 締結時期 備考 

 岐阜市  平成１５年８月 岐阜大学と共同で締結
市町村 

 本巣市  平成１８年１月   

 西濃信用金庫  平成１７年３月   

 大垣共立銀行  平成１７年３月   

 岐阜信用金庫  平成１７年９月   

 十六銀行  平成１７年１０月   

金融機関 

 関信用金庫  平成１７年１０月   

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

（出典 平成１７年１月１８日岐阜新聞朝刊）
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（出典 平成１７年３月１７日岐阜新聞朝刊）

 

(c) 研究支援活動 

 具体的な研究支援活動としては， 

① 地域の産官学の技術者・研究者による講演会，情報交換会（岐阜高専テクノシンポジウム）の開

催，および各種技術展示会での展示活動 

② 地域との連携活動，および地域に密着した研究テーマの調査と産業創出研究の推進 

③ 地域の産業界等からの技術相談の受入れと共同研究・受託研究の推進 

④ 研究過程で発生する知的財産の審査などの取扱い 

⑤ 地域産業界の若手人材育成に関する調査と教育体制の整備，および若者の「ものづくり」への関

心を高める事業， 

などを行っている。 

 

①については，本校の産官学交流懇談会「テクノシンポジウム2005」のプログラムを資料Ａ－１－

①－１２に示す。本校テクノシンポジウム2005には１４７名の参加者を得た。資料Ａ－１－①－１３

に研究に関する広報活動を示す。多数の展示活動を行うことで市民や地域企業の注目を集めた。また，

本校教員の研究内容をまとめたシーズ集を発行している(資料Ａ－１－①－２)。 

②に関して，資料Ａ－１－①－１４に地域の行政組織および銀行との連携活動の状況を示す。とり
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わけ，本校と地域連携協定を締結した地域銀行５行を通してニーズとシーズのマッチングを図ってい

ることが本校の特徴である。また本巣市および岐阜市へは行政に係る共同研究実施や各種委員会に委

員を派遣している。資料の中に示すように，県の産業創出研究募集に応募して，地域企業からの参加

者を交えた研究会を実施し，地域に密着した研究テーマの調査と産業創出研究を推進している。 

 

 

資料Ａ－１－①－１２

 

 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)
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資料Ａ－１－①－１３

岐阜高専の各種展示会出展および講習会等参加状況（平成１７年度） 

主催者  催し物名称 

内閣府  第４回産学官連携推進会議 

岐阜県  ＩＴシティメッセｉｎＧｉｆｕ 7/14・15 

河川環境メッセｉｎ岐阜 7/14・15 

     サイエンスキャンプ２００５ 奥川雅之助教授 指導 7/27・28  

岐阜市  岐阜地域大学・高専情報発信コーナー2005 11/14～11/19 

     岐阜地域産学官連携交流会 2/27 

羽島市  企画展『ロボット展＆キャリア教育』12/16～12/25 

県工業会 ものづくり岐阜テクノフェア２００５ 9/30～10/2 

第２回技術交流会 臼井敏男教授 講演 11/29 

 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

資料Ａ－１－①－１４

地域の行政関連機関との連携活動(平成１７年度) 

○岐阜県との連携活動の内容 

・岐阜県岐阜県研究開発財団 

知的クラスター創成事業   岐阜・大垣地域「ロボティック先端医療クラスター」に参画 

プロジェクト創出研究会  「環境負荷低減型リサイクル技術の構築に関する研究会 -地域に根ざし

た木質バイオマス利用の研究-」を実施 

・ソフトピアジャパン，ＶＲテクノ 共同研究の推進(インキュベートルームの利用) 

・岐阜県産業・経済振興センター 「平成１８年度高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業」

                (中小企業庁募集)の管理法人を依頼。 

○本巣市との連携活動の内容 

・ 受託研究 環境都市工学科 和田教授，角野助手 

・ 各種委員会への委員派遣，公開講座の実施，出前授業の講師派遣，広報及び会場提供等の支援 

○岐阜市との連携活動の内容 

・ 岐阜地域産学官連携交流会参加 

・ 岐阜市ＩＴ産業戦略検討委員会委員派遣 

○地域銀行との連携活動  

・ 産学連携技術相談・情報交換会 加藤浩三教授 講演 11/28 (十六銀行) 

・ 産学官「ＩＴ」リレーセミナーＩＮ高山 臼井敏男教授講演 1/27 (大垣共立銀行) 

・ 三学連携 技術相談・情報交換会 柴田良一助教授 3/9 (十六銀行)  

○岐阜県下の各種産業・経済関連団体との連携活動の内容 

・ 岐阜県工業会    産学官連携推進懇談会，技術交流会 

・ 岐阜県経営者協会  ＡＩ講習会，ＩＴ人材育成講座開催 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)
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③に関しては，資料Ａ－１－①－１５に示すように，これらの活動を受けて科学技術に関する相

談が多数寄せられている。 

資料Ａ－１－①－１５

科学技術相談件数    平成16年度 16件  平成17年度 15件 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

④については，科学技術相談室が知的財産についての審査を行っている。資料Ａ－１－①－１６に，

平成１７年度の知的財産に関する啓蒙活動と，平成16～17年度に取り扱った知的財産の件数を示す。 

 

 

 

資料Ａ－１－①－１６

 

○知的財産講演会の開催実績(平成１７年度) 

第２回特許セミナー 7/20  参加者 52人  

第３回特許セミナー 9/21  参加者 28人  

 

○平成16年度から平成17年度に取り扱った知的財産(特許)の件数 

      届出件数   職務発明とみなした件数  高専機構に譲渡した件数 

平成16年度  ７件        ６件          ６件 

平成17年度  ８件        ８件          ８件  

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

⑤については，経済産業省の「平成１７年度電源地域における雇用促進対策調査事業」に応募し，

調査活動を行った。これは本校ＯＢによる人材育成支援を目指して，地域の企業が必要とする教育

ニーズを調査したもので，３００件を超えるアンケート回答を整理し，近隣都市の企業からの高い

期待と同時に，本校ＯＢから多様な教育支援の申出を受取った。この結果を受けて県の産業経済振

興センターと協議し，同センターに管理法人を依頼して経済産業省の「平成１８年度高等専門学校

等を活用した中小企業人材育成事業」に応募した。 

また，現代ＧＰの地域貢献（地元密着型）に応募して，「創発的ものづくりリテラシー教育活動

－マイコン教材によるロボット技術（ＲＴ）の啓発を目的とした地域貢献－」を推進している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 以上のように，本校専任教員の全ては，各自の専門分野の研究若しくは教育改善の研究など何らか

の研究活動を実施しており，その内容は本校シーズ集に掲げられている。また，大型研究予算を獲

得する努力がなされ，研究チームを編成して実施されている。 

 また，研究支援を効果的に実施するために研究主事が置かれ，その下に科学技術相談部門，地域共

同テクノ部門，実習工場部門から成るテクノ委員会と，図書館部門，情報処理センター部門，ＩＴ戦

略企画部門から成るメディア委員会が置かれ，これらの組織が統括的に運営されている。また，地元

本巣市や岐阜市および地域銀行５行と連携協定を締結して，さらにコーディネーター及びフェローを
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配置することで，地域連携を促進する体制になっている。 

 具体的な研究支援活動としては， 

① 産官学情報交換の場として岐阜高専テクノシンポジウムが毎年開催されるとともに，各種技術

展示会での積極的な展示活動や教員の研究シーズ集を発行することで，市民および企業や行政関

係者の注目を集めている。 

② 地元の本巣市や岐阜市，地域銀行５行と連携協定を結び，地域に密着した研究テーマの調査と

産業創出研究が推進されるほか，多数の連携活動が実施されている。 

③ 地域の産業界からの技術相談の受入れが盛んで，共同研究・受託研究が増加している。 

④ 知的財産の啓蒙活動が積極的に行われており，特許申請件数も多い。 

⑤ 地域産業界の人材育成に関する調査やものづくりリテラシー教育の体制が整備され，活発な活

動が行われている。 

このように，地域と連携して教育を発展させるための研究支援組織が整備されており，かつ，地域

連携活動が精力的に推進されている。これらの活動の評価は，本校外部評価である参与会で行われる。 

なお，本校にはいわゆる「地域共同テクノセンター」が設置されておらず，上記の諸活動は各教員

の研究室など従来の施設や外部の施設を借用して行われており，地域の企業や市民，行政等と共に活

動する場が整っていない。このため，地域共同テクノセンターの早急の設置が望まれる。 
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観点Ａ－１－②： 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

 

（観点に係る状況）  

 (a) 研究活動の状況 

平成１３～１７年度の研究関連活動の件数を資料Ａ－１－②－１に示す。科学研究費獲得件数は，

2001年度から４年間，全国高専１位を維持してきた。毎年，科学研究費獲得に向けて説明会を開催し

て申請を促しており，平成１７年度は５５件を申請した。さらに文部科学省が推進する現代的教育ニ

ーズ取組支援プログラムに応募し，平成１６年度には群馬及び鈴鹿高専と共同で１件，１７年度には

本校単独で１件の採択を得た。また，経済産業省の平成１７年度電源地域における雇用促進対策調査

事業に応募して採択された。また前述のように科学技術相談はかなりの数が寄せられており，これに

伴い共同研究，受託研究の件数も増加している。 

資料Ａ－１－②－１

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

教員が学会等に発表する研究成果は，毎年，紀要に記録される。資料Ａ－１－②－２に示すように

教員一人あたりの発表件数は毎年２．５件以上に達している。また，専攻科学生による発表も資料Ａ

－１－②－３に示すように多数行われている。 

このように教員の研究活動は盛んで，平成１７年度国立高専機構主催教育教員研究集会で発表した

２名は，文部科学大臣賞および高専機構理事長賞を受賞した(資料Ａ－１－②－４)。 
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資料Ａ－１－②－２

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

資料Ａ－１－②－３

 

(出典 平成１７年度テクノ委員会活動報告)

 

資料Ａ－１－②－４

＊各賞受賞者 

文部科学大臣賞【教育研究分野】 

  発表者：亀山 太一 （岐阜高専） 

  論文名：全高専のためのＷＥＢ英単語学習システムの開発 

機構理事長賞【教育研究分野】 

  発表者：柴田 良一（岐阜高専） 

  論文名：地域の計算リソースを活用したグリッドシステムの開発に関する基礎的研究 

－岐阜グリッドプロジェクトにおける実証実験－ 

(出典 平成１７年度国立高専機構主催教育教員研究集会 Web Site より抜粋)
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(b) 研究成果による教育の改善 

 これについては，基準９の観点９－１－⑥に詳しく説明した。教職員個々が行う研究は教職員個々

の専門分野に係る学問の進展の把握に寄与すると同時に，卒業研究，特別研究としてその一部が実施

されることで，学生の学習・研究内容を最新の社会状況に適合したものにする。これにより学生の視

野の拡大と創造意欲の向上に貢献している。また，現代ＧＰ採択の２件(資料Ａ－１－②－５，資料

Ａ－１－②－６)は，教育方法の改善に関するものであり，直接，教育の改善に寄与している。 

また，文部科学大臣賞を受賞した「全国高専のためのＷＥＢ英単語学習システムの開発」で開発さ

れた英単語語彙リストCOCET3300は，全国高専および理工系大学学生の英単語力の増進に大きく寄与

している。 

 

（ｃ）地域と共に発展する道 

研究活動による地域との連携・発展は始まったばかりであるが，すでにその兆しが現れ始めている。

経済産業省の「高専等を活用した中小企業人材育成事業」では岐阜県産業労働部の積極的な支援を得

て，県の経済産業振興センターに管理法人を依頼している。この事業により岐阜県下の産業人材を育

成すること，また現代ＧＰ採択の事業(資料Ａ－１－②－６)を通して若者のものづくりへの関心を高

めることは，岐阜県のものづくり産業の活性化に繋がるものと期待できる。 
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資料Ａ－１－②－５

  
（出典 本校ホームページ 平成 1６年度採択現代ＧＰ採択事業）
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資料Ａ－１－②－６

  

                  （出典 本校ホームページ）

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員個々の専門分野に関する研究は盛んで，科学研究費の獲得件数は2001年度から４年間，全国高

専１位を維持した。毎年科学研究費説明会を開催しており，多数が申請する。多数寄せられる科学技

術相談の多くは共同研究，受託研究につながっている。 

教員一人あたりの研究発表の件数は年２．５件以上に達しており，専攻科学生の指導に生かされて

いる。さらに教育方法に関する研究が活発に行われており，現代ＧＰに２件採択される一方，平成１

７年度国立高専教育教員研究集会において，本校教員が文部科学大臣賞および高専機構理事長賞を受

賞するなど，着実に成果を上げている。 

教職員が行う研究は教育内容を時代に即したものにしており，学生の視野の拡大と創造意欲の向上

に貢献している。また現代ＧＰ採択の２件および英語教員による英単語学習システムは，直接，教育

の改善に寄与している。 

研究活動による地域との連携については，経済産業省の「高専等を活用した中小企業人材育成事

業」を通して県下の産業人材の育成と，また，現代ＧＰ採択事業による若者のものづくりへの関心を

高めることなどにより，岐阜県のものづくり産業の活性化が期待される。 
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観点Ａ－１－③： 研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改善を図っていくための体制が整備

され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

共同研究，受託研究については科学技術相談室部門にて，「校務に支障無く実施できること」，

「学生への教育効果」などについて審査し，受入れの可否を決定している。専攻科の特別研究テーマ

は事前に学生に提示して，選択できる体制を設けている。 

このようにして実施された研究成果は，図書館部門で毎年発行する紀要に取纏められる。また研究

活動，研究支援活動の概要についてはテクノ委員会報告として纏められ，これらは本校外部評価の参

与会にて報告され，点検を受ける。また学生は意見箱へ投書することが出来るが，現在のところ研究

関連の意見は見当たらない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 研究活動および地域貢献活動は，平成１６年度の独立法人化を期に正式に業務に組み入れられたも

のであり，それに合わせて機動的な研究支援システムを整備し，実施している。しかし現在は，研究

活動の活性化に力を入れているところであり，研究活動の自己点検，外部審査の機能はまだ十分に整

備されていない。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

研究主事の下にテクノ委員会，メディア委員会を設け，その中に各種活動の部門を配置した研究支

援組織はコンパクトに整備されており，機動的に活動している様子がうかがわれる。 

科学研究費や現代ＧＰその他大型プロジェクトの獲得，多数の研究成果，教員研究集会での複数の

受賞などに見られるように，教職員の研究活動は活発である。 

 

（改善を要する点）  

研究支援活動についてはテクノ委員会が自己点検し，参与会で審査を受けるのみであり，システム

としてはまだ十分に整備されておらず，例えば教員による評価・意見を吸収するシステムなどの整備

が必要である。 

研究活動を効率的に推進するために，地域共同テクノセンター(地域技術開発・教育センター「匠

工房ぎふ」)の設置が強く望まれる。 

 

（３）選択的評価事項Ａの自己評価の概要 

(ａ) 研究体制 

 本校専任教員は全員が何らかの研究活動を実施している。また大型研究プロジェクトが複数獲得

され，組織的に実施されている。 

(ｂ) 研究支援体制と活動 

研究支援体制は系統的に組織され，統括的に運営されている。また地元本巣市や地域銀行５行と連

携協定を締結し，さらにコーディネーター及びフェローを配置することで，地域との連携が促進され

る体制となっている。 

研究支援活動としては，次の事柄が行われている。 

①岐阜高専テクノシンポジウム開催をはじめ，各種展示会等に積極的な活動を活発に行っている。 

②地域に密着したテーマの研究調査が行われ，多数の連携活動が推進されている。 

③技術相談は盛んで，共同研究・受託研究が年々増加している。 

④知的財産の啓蒙活動が積極的に行われ，特許申請件数も多い。 

⑤地域の人材育成やものづくり教育の体制が整備されつつあり，活発な活動が行われている。 

なお，「地域共同テクノセンター」が未設置で，地域の企業や市民，行政の方々と共に活動する場

が整っていないため，地域共同テクノセンターの設置が望まれる。 

(ｃ) 研究活動の状況としては， 

①科学研究費補助金には多数が申請しており，獲得件数は高いレベルで推移している。 

②科学技術相談は多数寄せられており，共同研究，受託研究獲得につながっている。 

③教員一人あたりの研究発表件数も多く，専攻科学生の指導に生かされている。 

④現代ＧＰに２件採択されるなど，教育方法に関する研究が活発に行われている。 

⑤平成１７年度国立高専教育教員研究集会において２名が受賞するなど，成果を上げている。 

これらは教育内容を時代に即したものにしており，学生の視野拡大と創造意欲向上に貢献している。 

(ｄ) 研究活動による地域との連携については， 

①「高専等を活用した中小企業人材育成事業」による県下の産業人材の育成， 

②現代ＧＰ採択の事業による，ものづくりへの関心の若者の育成 
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を通して，岐阜県のものづくり産業の活性化が期待される。 

(ｅ) 研究活動等の改善ための体制整備 

研究活動，研究支援活動を評価する本校外部評価として参与会が設けられており，機能することが

期待できる。ただしこれについては平成１６年度の独立法人化を期に組立てられたもので，研究活動

の自己点検，外部審査の機能はまだ十分に整備されていない。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

 

 目的の達成状況が良好である。 

 

根拠 

個別の専門分野については個々の教員に負うところが大きいが，大型研究プロジェクトを獲得する

ことで多数の教員が連携する体制が築かれている。また研究推進体制はコンパクトで機動的に整備さ

れ，活発に活動している。研究活動も積極的に行われており，科学研究費獲得件数について高いレベ

ルを維持し，文部科学大臣賞を受賞するなどの成果を上げている。このことは学生教育の改善に役立

っている。また大型プロジェクトを通して地域産業活性化への活動が始まりつつある。ただし，研究

活動の自己点検，外部審査機能の整備については今後の課題である。 
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選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生

以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校が教育以外に掲げる独自の目的のうち中期計画から教育サービスに関するものを資料Ｂ－１－

①－１に示す。 

資料Ｂ－１－①－１

「教育サービスの目的」 

３．社会との連携，国際交流に関する事項 

①地域の産業界からの技術相談，共同研究への対応（テクノセンター等を含む。） 

 略 

②共同研究・受託研究の成果公開 

 略 

③生涯教育としての公開講座の実施 

・企業における技術者及び一般社会人を対象とした各種公開講座を行うための学内組織の体制を整え，

実施する。 

・適宜アンケートをとり７割以上の満足率達成を目指す。 

○地域社会との連携・協力，社会サービス等 

・社会人が必要とする技術教育分野について調査し，社会人向け講座（遠隔授業を含む。）を開講す

る。 

・地域の公的機関等の委員会・審議会等の委員として教員を積極的に参画させる。 

・地域社会の教育に貢献する。 

毎年サイエンスワールド（岐阜県先端科学技術体験センター）等に教員及び学生を派遣する。 

・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。 

平成17～20年度：リカレント教育体制として，夜間開放講座の開設を検討する。 

・地域のニーズに応じた公開講座を開催する。公開講座開設数は年８講座以上開催する。 

毎年，以下の講座の開講・講師派遣依頼に積極的に応じる。 

企業向け公開講座，中学生向けの「ものづくり教室」，中学校へ出前講座，情報処理に関する講座の 

講師派遣，岐阜県等が開催する研修会へ講師を派遣する。 

平成17～20年度：社会人向け公開講座を実施する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校中期計画）
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各学科で実施している公開講座の一覧を資料Ｂ－１－①－２に示す。 

資料Ｂ－１－①－２

「平成17年度公開講座の一覧」 

（出典 庶務課資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校を対象として出前授業を実施している。毎年，教務会議から教員に依頼し，計画的に実施し

ている。その案内を資料Ｂ－１－①－３に示す。テーマは一部である。 
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資料Ｂ－１－①－３

「平成17年度出前授業の案内」 

 

（出典 ホームページ）

正規課程の学生以外へのサービスとして科目等履修生を受け入れることができるよう規程を定めて
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いる。科目等履修生の規程を資料Ｂ－１－①－４に示す。 

資料Ｂ－１－①－４

「科目等履修生規程」 

岐阜工業高等専門学校科目等履修生規程 

制定平成５年３月１７日

最終改正平成１７年８月２４日

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第５０条の規定に基づき，科目等履修生に関し必要な事 

項は，この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条科目等履修生として入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条科目等履修生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（入学志願の手続） 

第４条科目等履修生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて 

入学の１４日前までに校長に願い出なければならない。 

一 科目等履修生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終出身学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考） 

第５条入学者の選考は，面接試験又はその他の方法により行う。 

（入学の許可） 

第６条前条の選考に合格した者は，所定の期日までに入学料を納付し，所定の書類を提出 

しなければならない。 

２ 校長は，前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第７条校長は，科目等履修生に対し，履修に関する必要な指導助言を与えるため，指導教 

員を定める。 

（履修期間） 

第８条科目等履修生の履修期間は，当該年度内とする。ただし，科目等履修生の願い出に 

より，校長が必要と認めるときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる履修期間の延長を希望する者は，履修期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（履修科目） 
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第９条科目等履修生が履修できる科目は，校長が本校の教育研究上支障がないと認める科 

目とする。 

２ 科目等履修生が履修できる科目は，別に定める。 

（授業料の納付） 

第１０条科目等履修生の授業料は，所定の期日までに，履修する科目に係る金額を納付し 

なければならない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第１１条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における 

授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第 

３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１２条科目等履修生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければ 

ならない。 

（単位修得の認定） 

第１３条科目等履修生が，履修した科目を修得した場合は，所定の単位を認定する。 

２ 校長は，単位を認定した者から願い出があったときは，その認定科目につき，単位修得 

証明書（別紙様式第４号）を交付する。 

（退学） 

第１４条科目等履修生が履修期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得 

て退学願を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は，疾病等や 

むを得ない事情により成業の見込みのない者に対して，退学を命ずることがある。 

（他の規定等の準用） 

第１５条この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（雑則） 

第１６条この規程に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典 規則集）

正規課程の学生以外へのサービスとして研究生を受け入れている。研究生の規程を資料Ｂ－１－①

－５に示す。 

資料Ｂ－１－①－５

「研究生規程」 

岐阜工業高等専門学校研究生規程 

制定昭和５８年３月１日

最終改正平成１７年８月２４日

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第４８条の規定に基づき，研究生に関し必要な事項は， 
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この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等専門学校を卒業した者 

二 高等専門学校を卒業した者と同等以上の研究能力及び学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条研究生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（志願手続） 

第４条研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の 

１４日前までに，校長に願い出なければならない。 

一 研究生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条前条の入学志願者について面接試験その他により選考する。選考の結果合格した者 

は，所定の期日までに入学料を納付しなければならない。 

２ 校長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第６条校長は，研究生に対し，研究に関する指導助言を与えるため，指導教員を定める。 

（研究期間） 

第７条研究生の研究期間は，当該年度内とする。ただし，研究生の願い出により，校長が 

必要と認めるときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる研究期間の延長を希望する者は，研究期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（授業料の納付） 

第８条研究生の授業料は，前期及び後期の２期に区分し，前期にあっては４月，後期にあ 

っては１０月に納入するものとする。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業科目） 

第９条研究生は，指導教員の指導により，校長が必要と認めるときは，授業科目担当教員 

の承諾を得て，その授業に出席することができる。 

（研究報告） 

第１０条研究生は，その研究が終了したときは，研究報告書を指導教員を経て，校長に提 

出しなければならない。 

２ 研究成果等の証明は，本人の願い出により，教務会議の議を経て発行する。 

（実験及び実習費） 



岐阜工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

－640－ 

第１１条研究に必要な実験及び実習等（消耗品）の費用は，研究生の負担とする。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第１２条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における 

授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第 

３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１３条研究生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならな 

い。 

（退学） 

第１４条研究生は，研究期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退 

学願を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他 

やむを得ない事情により，成業の見込みがない者に対しては，退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１５条この規程に定めるもののほか，必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 規則集）

正規課程の学生以外へのサービスとして聴講生を受け入れることができるよう規程を定めている。聴

講生の規程を資料Ｂ－１－①－６に示す。 

資料Ｂ－１－①－６

「聴講生規程」 

岐阜工業高等専門学校聴講生規程 

制定昭和５８年３月１日

最終改正平成１７年８月２４日

（趣旨） 

第１条岐阜工業高等専門学校学則第４９条の規定に基づき，聴講生に関し必要な事項は， 

この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条聴講生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学時期） 

第３条聴講生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（入学の出願） 

第４条聴講生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の 

１４日前までに，校長に願い出なければならない。 

一 聴講生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 
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四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

２ 聴講生が聴講できる科目は，実験実習以外の科目とする。 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条前条の入学志願者について，面接試験その他により選考する。選考の結果合格した 

者は，所定の期日までに入学料を納付しなければならない。 

２ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければ 

ならない。 

（指導教員） 

第６条校長は，聴講生に対して聴講に関する指導助言を与えるため，指導教員を置くこと 

ができる。 

（聴講期間） 

第７条聴講生の聴講期間は，当該年度内とする。ただし，聴講生の願い出により，校長が 

必要と認めたときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる聴講期間の延長を希望する者は，聴講期間延長願（別紙様式第３ 

号）を校長に提出しなければならない。 

（授業料の納付） 

第８条聴講生の授業料は，所定の期日までに聴講する科目に係る全額を納付しなければな 

らない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第９条授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授 

業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３ 

５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（履修証明書） 

第１０条聴講生には，願い出により，聴講した科目の履修証明書を交付することができる。 

（職業の従事） 

第１１条聴講生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならな 

い。 

（退学） 

第１２条聴講生が聴講期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退学 

届を校長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他 

やむを得ない事由により成業の見込みがない者に対して退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１３条この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 規則集）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の目標の一つに教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成がある。中期目標にも掲
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げており，教育サービスの目的は地域貢献と明確にしている。また，公開講座，出前授業については

具体的な方針・計画をホームページで公開し，公開講座は中学生の参加を想定して夏休みに，出前授

業は中学校と日程を詳細に打ち合わせて計画的に実施している。また，中学生以外に，工業高校の教

員を対象としたスキルアップ講座や一般を対象とした教養講座も開催している。科目等履修生，研究

生及び聴講生の受け入れのための規程も整備し，受け入れ体制を整え，研究生については観点Ｂ－１

－②に示すように実績がある。 

以上のように，高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生以外

に対する教育サービスを計画的に実施している。 

 

観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 
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（観点に係る状況） 

公開講座のアンケート項目を資料Ｂ－１－②－１に示す。 

資料Ｂ－１－②－１

「公開講座アンケート項目」 
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「公開講座アンケート結果」 

 

（出典 庶務課資料）
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出前授業の実施状況を資料Ｂ－１－②－２に示す。 

 

 

資料Ｂ－１－②－２

「出前授業実施状況」 

（出典 ホームページ教務掲示板）
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出前授業のアンケート項目を資料Ｂ－１－②－３に示す。 

資料Ｂ－１－②－３

「出前授業のアンケート項目」 

 

（出典 出前授業配布資料）
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出前授業のアンケート結果を資料Ｂ－１－②－４に示す。 

資料Ｂ－１－②－４

「出前授業アンケート結果」 

 

（出典 教務会議資料）
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出前授業のアンケート結果を受けた改善案を資料Ｂ－１－②－５に示す。 

資料Ｂ－１－②－５

「出前授業アンケート結果に基づく改善案」 

・出前講座 

  計画 

   資料 出前―１の計画で中学校に案内を送り，実施予定を問い合わせた。あわせてホームページに

掲載した。 

  実施 

   資料 出前―２のように実施した。昨年度より若干開催数が減った。 

   点検 

   アンケート結果（資料 出前―３）からはおおむね満足できる結果であるが，昨年度に比べ厳しい

意見もあった。担当者からの実施報告書（資料 出前―４）からも，やりにくい旨が報告された例

もある。 

   入試関係の報告でもあったように，進路説明会とＯＢ訪問あるいは進路説明会と出前の組み合わせ

は効果的であるので，出前授業をＰＲする必要がある。 

  改善案 

   中学校で実際に実演できるテーマを教員に依頼する。 

   4 月・5 月に早めに中学校訪問を実施し，ＰＲする。 

（出典 スパイラルアップ会議資料より抜粋）

 

資料Ｂ－１－②－６に平成17年度の研究生を示す。 

資料Ｂ－１－②－６

「研究生一覧」 

 

不開示資料 

 

（出典 平成17年度研究生報告書）
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資料Ｂ－１－②－７に報告書の一例を示す。 

資料Ｂ－１－②－７

「報告書の一例（抜粋）」 

 

（出典 平成17年度研究生報告書より抜粋）
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（分析結果とその根拠理由）  

アンケートに見るように成果が上がっている。アンケート結果は教務会議や学科会議で検討し改善

するスパイラルアップシステムがある。改善案が提示されており，システムは機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

   出前授業に関して多くの実績があり，成果を上げている。 

（改善を要する点） 

   特になし。 

 

（３）選択的評価事項Ｂの自己評価の概要 

本校の目標の一つに教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成がある。中期目標にも掲

げており，教育サービスの目的は地域貢献と明確にしている。また，公開講座，出前授業については

具体的な方針・計画がホームページで公開し，公開講座は中学生の参加を想定して夏休みに，出前授

業は中学校と日程を詳細に打ち合わせて計画的に実施している。また，中学生以外に，工業高校の教

員を対象としたスキルアップ講座や一般を対象とした教養講座も開催している。 

以上のように，高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生以外

に対する教育サービスを計画的に実施している。 

アンケートに見るように成果が上がっている。アンケート結果は教務会議や学科会議で検討し改善

するシステムがある。改善案が提示されており，システムは機能している。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

 目的の達成状況が良好である。 


